




 

 

はじめに 

 

近年、救急出動件数は年々増加している。令和元年中の救急自動車による救急出動

件数は約 664 万件、救急搬送人員は約 598 万人となり、過去最多を更新した。このよ

うな中、「令和２年度救急業務のあり方に関する検討会」では、救急業務全般のあり方

について検討を行った。 

高齢化の進展に加え、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行や我が国での感染

患者の増加、環境や生活様式の変化等を背景として、救急需要は多様化している。こ

れらの状況を踏まえ、いかにして救急業務を安定的かつ持続的に提供し救命率の向上

を図るかは、救急業務に係る主要な課題と考えられる。こうした課題に対応するため、

①救急業務の円滑な実施と質の向上、②救急車の適正利用の推進等を目標として掲げ

検討を行った。 

① に関連しては、「救急業務におけるメディカルコントロール体制のあり方」、「救急

活動における ICT 技術導入」及び「蘇生ガイドライン改訂への対応」について検

討した。 

② に関連しては、「救急安心センター事業(♯7119)の全国展開に向けた検討」を行っ

た。 

このほか、新型コロナウイルス感染症への対応状況等を踏まえ、「救急隊の感染防止

対策」を検討するとともに、「救急業務に関するフォローアップ」の取組状況を報告し

た。 

このうち、「救急安心センター事業（♯7119）の全国展開に向けた検討」については、

検討部会を、「救急業務におけるメディカルコントロール体制のあり方」及び「救急隊

の感染防止対策」については、ワーキンググループを設置して、詳細かつ積極的な検討

を行った。 

今年度も多岐にわたる検討を行い、救急業務のあり方について多くの成果をまとめる

ことができたものと自負しているが、本検討会で提示された検討すべき課題については、

救急業務の更なる発展のため、今後、各地域において具体化に向けた精力的な議論が行

われることが期待される。 

本報告書が有効活用され、救急救命体制の充実・強化の一助となり、我が国の救命率

の一層の向上につながることを期待している。 
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1）回答率（割合（％））は、小数点第 2位を四捨五入して、小数点第 1位までを
表記したため、合計が 100 にならない場合がある。

2）各グラフでは、複数回答形式の設問にのみ、「複数回答」と明記しており、回
答形式が明記されていない設問は単数回答形式の設問となる。
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┠ⓗ᳨࣭ウ㡯࣭ᴫせ�

令和ඖ年中の救急⮬ື㌴による救急ฟື௳数は ���  9�7�7 ௳（前年ẚ３ �����

௳ቑ、0��㸣ቑ）、救急ᦙ㏦人員は �97  ��00� 人（前年ẚ１ 7�71� 人ቑ、0��㸣ቑ）

となり、救急ฟື௳数、救急ᦙ㏦人員とࡶに㐣ཤ᭱ከを᭦新ࡋたࡲࠋた、病院ᐜ所

せ時間（119 ␒㏻報をཷけてࡽ医ᖌにᘬき⥅࡛ࡲࡄにせࡋた時間）は、ᅜᖹᆒ࡛

�9�� ศ（前年ẚᶓࡤい）となࡗたࠋ 

ᚋࡶぢ㎸ࢀࡲる救急㟂せのቑ大ࡸ救急ᴗ務の࠶り方について、ᚲせな研究・検討

を⾜い、救急ᴗ務をྲྀりᕳࡃㅖ課題に対ᛂするࡇとを目ⓗとࡋて、ࠕ救急ᴗ務の࠶り

方に㛵する検討会 （ࠖ座長㸸᭷㈡ ᚭ ⊂立⾜政法人労働⪅康Ᏻᶵᵓ理事長）をタ

 ࠋたࡋ計３回開催、ࡋ⨨

令和２年ᗘ救急ᴗ務の࠶り方に㛵する検討会 検討事㡯 
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本検討会࡛は、௨ୗの㡯目について検討及びྲྀりࡲとめを⾜い、ࡲた消防庁におけ

るྲྀ組について報告をཷけたࠋ 

救急ᴗ務における࣓ࢥࣝ࢝ࢹンࣟࢺーࣝ体制の࠶り方（検討） 

オンラインࠕる࠶ーࣝ体制のᙺの中ᚰ࡛ࣟࢺンࢥࣝ࢝ࢹ࣓・ MC 、ࠖ 

 教⫱ࠖの課題のゎỴ策ࠕ事ᚋ検ドࠖ及びࠕ

・ᚋの࣓ࢥࣝ࢝ࢹンࣟࢺーࣝ体制の࠶り方 

救急άືにおける ,C7 ᢏ⾡ᑟධ（検討） 

  ・救急㝲員のసᴗの⡆⣲化とい࠺ほⅬに╔目ࡋた ,C7 等のඛ㐍ⓗな 

ᢏ⾡のᑟධ 

  ・救急ᴗ務の高ᗘ化にྥけたඛ㐍ⓗなᢏ⾡等のά⏝のྍ⬟性 

⸽生࢞イࢻラインᨵゞの対ᛂ（検討） 

  ・対ᛂ方㔪のᩚ理

救急Ᏻᚰࢭンࢱー事ᴗ（7119ݡ）のᅜᒎ開にྥけた検討（検討） 

  ・ྛ地域における救急Ᏻᚰࢭンࢱー事ᴗのᚲせ性について 

  ・事ᴗの実施ຠᯝの⟬ᐃについて 

  ・ྛ地域における実施体制࡙ࡃりについて 

救急㝲のឤᰁ防Ṇ対策（検討） 

  ・救急㝲のឤᰁ防Ṇ対策ࣝࣗࢽ࣐（ 9HU�2�0 ）の策ᐃ 

救急ᴗ務に㛵する࢛ࣟࣇーࣉࢵ（消防庁による実施報告） 

 調査ࢺーࢣン・  

  ・ಶูゼၥ 

  ・ඛ㐍ⓗなྲྀ組のᢕᥱ 
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なお、ୖグのྛ㡯目に係る検討ෆᐜを㋃ࡲえ、ᅜの㒔道ᗓ県消防防⅏主管部局、

㒔道ᗓ県⾨生主管部局、消防本部、㒔道ᗓ県࣓ࢥࣝ࢝ࢹンࣟࢺーࣝ༠議会（௨ୗࠕ㒔

道ᗓ県 MC ༠議会ࠖといࠋ࠺）及び地域࣓ࢥࣝ࢝ࢹンࣟࢺーࣝ༠議会（௨ୗࠕ地域 MC

༠議会ࠖといࠋ࠺）に対ࡋンࢣーࢺによる実態調査を⾜ࡗたࠋ 

対㇟ูࠕ救急救命体制のᩚഛ・充実に㛵する調査ࠖ調査㡯目 

 㡯目ࢺーࢣン
㒔道ᗓ県 

消防防⅏主管部局

㒔道ᗓ県 

⾨生主管部局
消防本部 

യ病⪅のᦙ㏦及びയ病⪅のཷධࢀ実施に㛵

するᇶ‽ 
○ ○ 㸫 

㌿院ᦙ㏦࢞イࢻライン ○ ○ 㸫 

,C7 㛵㐃 ○ 㸫 ○ 

እᅜ人対ᛂ㛵㐃 ○ ○ ○ 

 ーࣝ体制のᵓ⠏ ○ ○ 㸫ࣟࢺンࢥࣝ࢝ࢹ࣓

⾨生主管部局との㐃ᦠ ○ 㸫 㸫 

消防防⅏主管部局との㐃ᦠ 㸫 ○ 㸫 

救急࣡ーࢸࢫࢡーࣙࢩン 㸫 㸫 ○ 

ཱྀ㢌指ᑟ・ཱྀ㢌指ᑟの事ᚋ検ド 㸫 㸫 ○ 

$(' 㛵係 㸫 㸫 ○ 

ᛂ急ᡭᙜのᬑ及ၨⓎ 㸫 㸫 ○ 

⥭急ᗘุᐃ体⣔のᬑ及のためのྲྀ組 㸫 㸫 ○ 

救急άື時間 㸫 㸫 ○ 

救急㝲員の労務管理 㸫 㸫 ○ 

3$ 㐃ᦠ 㸫 㸫 ○ 

⬻༞中・ᚠ⎔ჾᝈに対する対ᛂ 㸫 㸫 ○ 

対㇟ูࢥࣝ࢝ࢹ࣓ࠕンࣟࢺーࣝ体制等の実態に㛵する調査ࠖ調査㡯目 

 㡯目ࢺーࢣン
㒔道ᗓ県 

MC ༠議会 

地域 

MC ༠議会 
消防本部 

 ○ ○ ○ とࡇーࣝに㛵するࣟࢺンࢥࣝ࢝ࢹ࣓

ឤᰁ ○ ○ ○ 

 ○ ○ ○ ⅏ᐖ等に対するྲྀ組ࣟࢸ

യ病⪅のពᛮにἢࡗた救急現ሙにおけるᚰ

⫵⸽生の実施 
○ ○ ○ 
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体制は、救急救命ኈに対する（ࠋ࠺MCࠖといࠕ௨ୗ）ーࣝࣟࢺンࢥࣝ࢝ࢹ࣓

指♧ࡸ救急救命ኈをྵࡴ救急㝲員に対する医ᖌの指ᑟ・助ゝ、救急άືの事ᚋ検

ド、救急救命ኈの㈨᱁を᭷する救急㝲員の教⫱（３ࡽࢀࡇつの事㡯を、௨ୗ

の一ᒙࢣ・ࣝࢱࣆࢫ࣍ࣞࣉ地域における、ࡋを中ᚰと（ࠋ࠺ᴗ務ࠖといࢥࠕ

の充実ࡸ救急ᴗ務の᭦なる高ᗘ化のᮇᚅをཷけᵓ⠏ࢀࡉてきたࠋ体制ᵓ⠏ࡽ

⣙ 20 年ࡀ⤒㐣ࡋ、令和３年２月現ᅾ、ᅜに �7 の㒔道ᗓ県 MC ༠議会、2�1 の

地域 MC ༠議会をྵࡴ MC 体制ࡀᵓ⠏ࢀࡉているࠋ 

MC 体制の࠶り方については、ࠕ令和ඖ年ᗘ救急ᴗ務の࠶り方に㛵する検討会ࠖ

において検討を⾜い、MC 体制のᙺᣑ大の⤒⦋とᚋのᒎᮃをᩚ理するととࡶ

に、ࢥᴗ務における課題のᢳฟを⾜ࡗたࢀࡑࠋを㋃ࡲえて年ᗘは、ࢥᴗ務

の課題ゎỴ策の検討を中ᚰに、ࡽࢀࡇの課題の⫼ᬒに࠶る MC 体制の࠶り方につ

いてࡶ検討を⾜い、ᮃࡋࡲい MC 体制の࠶り方ྛࡸ MC ༠議会のᙺ等についての

考え方を♧ࡋたࠋ 

年ᗘの検討を㋃ࡲえ、ḟ年ᗘ௨㝆ࡶ、MC 体制のホ౯指ᶆࡸ、救急救命ኈ等の

教⫱方法等についてᘬき⥆き検討を⾜い、MC 体制の᭦なる充実に㈨するよྲྀ࠺

り組࡛ࢇいࠋࡃ 

救急ᴗ務における ,C7 のά⏝については、ࠕࡶ࡛ࡲࢀࡇ救急ᴗ務の࠶り方に㛵

する検討会࡛ࠖ 検討を⾜い、ࡑの⤖ᯝを消防庁ࡽの㏻知࡛♧すࡇと等によりྛ

地域におけるᑟධのಁ㐍ࡀᅗࢀࡽてきたと࠶࡛ࢁࡇるࡀ、,C7 等のඛ㐍ⓗなᢏ⾡

は日ࠎ㐍Ṍࡋ、新たなᢏ⾡ࡶḟࠎと生ࢀࡲているࡇとなࡽ、ྛ 地域における

ྲྀ組には地域ᕪࡀ生ࡌているࡇࠋのよ࠺な状ἣ等を㋃ࡲえ、令和２年ᗘにおいて

は、≉に、救急㝲員のసᴗを⡆⣲化するとい࠺ほⅬに╔目ࡋて、,C7 等のඛ㐍ⓗ

なᢏ⾡のά⏝に係る検討を⾜࠺ととࡶに、救急ᴗ務の高ᗘ化とい࠺どⅬࡽのඛ

㐍ⓗなᢏ⾡のά⏝のྍ⬟性についての検討を⾜ࡗたࠋ 

⏝て、ඛ㐍ⓗなᢏ⾡のάࡌ実ド実㦂を㏻ࡸ前⪅については、㐃⤡会、ࡕ࠺のࡇ

に係るຠᯝࡸ␃ពⅬ、課題のゎỴ策等をྲྀりࡲとめ、,C7 等のඛ㐍ⓗなᢏ⾡ࡀ

ᮍᑟධとなࡗている消防本部にྥけ、救急ᴗ務࡛ά⏝ྍ⬟なඛ㐍ⓗなᢏ⾡のࢱ࢝

 ࠋたࡗ⾜化をࢢࣟ

⾡ඛ㐍ⓗなᢏࡸている消防本部ࡋた、ᚋ⪅については、ඛ㐍ⓗなྲྀ組を実施ࡲ

に㛵ࢃる事ᴗ⪅等ࡽの報集及びᅜの消防本部のンࢣーࢺ調査⤖ᯝ

のศᯒ等を㏻ࡌて、消防本部ࡽᮃࢀࡲる ,C7 等のඛ㐍ⓗなᢏ⾡をྲྀりࡲとめ

たࠋ 
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団体における事ᴗのᗏୖࡆ にࠖ係る課題について、実施団体のどⅬを㋃ࡲえた議
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ㄽの῝᥀りを⾜࠺ととࡶに、前年ᗘの検討⤖ᯝを㋃ࡲえた7119ݡ 実施団体にお

ける事ᴗ検ドの現状及びᚋのྲྀ組方㔪について検討を⾜ࡗたࠋ 

ᚋ、消防庁࡛は、検討部会における検討⤖ᯝ等を㋃ࡲえ、ྛ 地域࡛7119ݡ の

ᑟධにྥけたྲྀ組ಁࡀ㐍ࢀࡉるよ࠺、ᮍ実施地域のಶูの㐃⤡・༠議等を⥅⥆

ල体ⓗなྲྀ組、のసᡂなࣝࣗࢽ࣐⏝事ᴗᑟධ㸭㐠、ࡸつつ、㏻知等のⓎฟࡋ

を㐍めていࡇࡃととࡋているࠋ 

消防庁࡛は、ࠕᖹᡂ �0 年ᗘ救急ᴗ務の࠶り方に㛵する検討会ࠖにおいて、ࠕ救

急㝲のឤᰁ防Ṇ対策ࣝࣗࢽ࣐（9HU�1�0）ࠖ をసᡂࡋ、ᅜの消防本部に࿘知ࡋ

たࡋ࠺ࡇࠋた中、令和２年１月௨㝆、ᅜෆ࡛新ᆺ࢘ࢼࣟࢥイࣝࢫឤᰁࡀⓎ生ࡋ、

ྛ消防ᶵ㛵はಖ所等ࡽのせㄳにᇶ࡙きᝈ⪅等の⛣㏦に༠ຊするな、ᚲせな

対ᛂに࠶たࡗているࠋ 

ឤᰁ防Ṇ対策の᭦なる体制ᩚഛ・充実をᅗるため、本、ࡳな状ἣに㚷࠺のよࡇ

検討会のࡶとにタ⨨ࡋた࣡ー࢟ンࣝࢢࢢーࣉにおいて、᭱ 新の医学ⓗ知ぢ及び新

ᆺ࢘ࢼࣟࢥイࣝࢫឤᰁᝈ⪅の対ᛂの⤒㦂を㋃ࡲえたࣝࣗࢽ࣐のᨵゞを検

討ࠕ、ࡋ救急㝲のឤᰁ防Ṇ対策ࣝࣗࢽ࣐（9HU�2�0）ࠖ をసᡂࡋたྛࠋ消防ᶵ㛵

においては、救急㝲員ࡀᏳにάື࡛きるよ࠺、ᨵゞࢀࡉたࣝࣗࢽ࣐を᭱大㝈

ά⏝いたࡃࡔととࡶに、消防ᶵ㛵におけるឤᰁ防Ṇ管理体制のᵓ⠏等のྲྀ組を᭦

に᥎㐍ࡋていࡇࡃとࡀᮃࢀࡲるࠋ 

救急ᴗ務に㛵するྲྀ組状ἣについては、地域によࡗてᕪࡀ生ࡌていたࡇとࡽ、

ᖹᡂ 29 年ᗘࡽ救急ᴗ務に㛵する࢛ࣟࣇーࣉࢵを開ጞ３、ࡋ年をけてᅜ

�7 㒔道ᗓ県を一ᕠࡋたࠋ 

ྛ、てࡋとࣉࢵࢸࢫのୖ࡛、᭦なるࡑ 地域の課題の対ᛂ策について⥅⥆ࡋた

ྛ、にࡶとと࠺⾜をࢺー࣏ࢧ 消防本部における課題ࡸඛ㐍事をඹ᭷するࡇとに

より、ㅖ課題をゎỴするための施策につなࡀるࣄンࢺをᚓるࡇと࡛、ᅜⓗな救

急ᴗ務のより一ᒙのࣞࣉࢵࣝ࣋をᅗるࡇとを目ⓗとࡋて、新たに年ᗘࡽ㸲

年間をけて、࢛ࣟࣇーࣉࢵを実施するࡇととࡋたࠋ 

年ᗘのಶูゼၥは、新ᆺ࢘ࢼࣟࢥイࣝࢫឤᰁのᙳ㡪࠶ࡶり、㸴ᗓ県 19 消

防本部࡛の実施にとࡗࡲたࢀࡒࢀࡑ、ࡀ一ᐃのᡂᯝをࡆ࠶るࡇと࡛ࡀきたࠋḟ

年ᗘ௨㝆ࡶ、本事ᴗの目ⓗを㐩ᡂすべࡃᘬき⥆き࢛ࣟࣇーࣉࢵを実施ࡋていࠋࡃ
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田 邉 晴 山（救急救命東京研修所教授） 

長 島 公 அ（日本医ᖌ会常௵理事） 

㔝 ᮧ ࡕࡉい（一般社団法人 ࠕつなࡀる ࡀࢁࡦる Ꮚࡶの救急ࠖ௦⾲） 
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第２回 令和２年 11 月９日（月） 
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・യ病⪅のពᛮにἢࡗた救急現ሙにおけるᚰ⫵

⸽生（ฟື௳数調査⤖ᯝ等の報告） 

第３回 令和３年２月 22 日（月） ・救急ᴗ務の࠶り方に㛵する検討会報告᭩（） 
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ձ 委員名簿
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委員名簿

（五十音順）○印は小会合長 

飯 島 康 明（館林地区消防組合消防本部警防課救急管理係長） 

大 澤 和 重（奈良県総務部知事公室消防救急課長） 

加 藤 正 哉（和歌山県立医科大学救急・集中治療医学講座教授） 

甘 田 明 広（高崎市等広域消防局救急課救急管理係課長補佐） 

髙 原 昌 哉（尾道市消防局警防課課長補佐兼救急救助係長） 

田 邉 晴 山（救急救命東京研修所教授） 

塚 田 信 隆（東京消防庁救急部救急管理課課長補佐） 

○溝 端 康 光（大阪市立大学大学院医学研究科救急医学教授） 

（オブザーバー） 

新 井 悠 介（厚生労働省医政局地域医療計画課病院前医療対策専門官） 

回数 開催日 主な議題 

第１回 令和２年７月 27 日（月） 
・オンライン MC の現状と課題 

・オンライン MC 体制の充実・強化について※

第２回 令和２年９月 10 日（木） 

・オンライン MC における常時性、迅速性及び

適切性の考え方 

・オンライン MC の目指すべき体制 

第３回 令和２年 12 月 22 日（火） 
・適切なオンライン MC を実施するための体制 

・オンライン MC の実態調査（中間報告）※

※ 一般社団法人日本臨床救急医学会 MC 検討委員会よりご報告 
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ձ 委員名簿

（五十音順）○印は小会合長 

ῦ 㤶 えࡳᏊ（東京医科ṑ科大学医学部㝃ᒓ病院┳ㆤ部長） 
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第２回 令和２年９月 2� 日（Ỉ） 
・救急救命ኈの教⫱と救急㝲員の生ᾭ教⫱、
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第３回 令和２年 12 月３日（木） 
・実㊶を㏻ࡌた教⫱ 
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ձ 委員名簿

（五十音順）○印は部会長 

ᰠ 本 ❶ Ꮚ（主፬㐃合会 会長） 

ゅ 㔝 ᩥ ᙪ（㈡県理事（康・医療政策ᢸᙜ）） 

ᆏ 本 ဴ ஓ（ᖇ京大学医学部救急医学講座主௵教授） 

○島 崎 修 ḟ（ᅜኈ⯓大学防⅏・救急救助総合研究所長） 

ᔱ ὠ ᓅ ኈ（大阪大学大学院医学⣔研究科救急医学教授） 

髙 㝵 ㅬ一㑻（京㒔第一㉥十Ꮠ病院 救命救急ࢭンࢱー長） 

⼖ 㔝 正 ὒ（一般社団法人 ࣗࢽー࣡ーࣝ࣡ࢻー࣏ࢫࢬーࢶ救命༠会௦⾲

理事㸭公┈㈈団法人 日本消防༠会ࠕ消防ᛂ団ࠖ㸭ࢫࣞࣟࣉ

ラー） 

長 島 公 அ（日本医ᖌ会常௵理事） 

 ᆏ な な（ₔ画ᐙ） 

ோ井㇂ ⯆ ྐ（ᚨ島県ಖ⚟♴部長） 

୕ ᾆ ∾ ஓ（ᘯ前地区消防事務組合消防本部警防課長） 

道 ᒸ ᱈ Ꮚ（ࣜࣇー࢘ࢼンࢧー） 

භ ㌴  ᓫ （ᶓ市医療局医療政策部医療政策課救急医療ᢏ官） 

ᶓ 田 順一ᮁ（地方⊂立⾜政法人 ሜ市立病院ᶵᵓ理事長） 

（オブザーバー） 

㕥 木  ᙪ（厚生労働省医政局地域医療計画課長） 

回数 開催日 主な議題 

第１回 令和２年㸳月 11 日（月） ・検討㡯目と検討の㐍め方

第２回 令和２年㸴月 17 日（Ỉ） 

・⮬治体のンࢣーࣜࣄ・ࢺンࢢ実施⤖ᯝ 

・の▷⦰ࢲイࣖࣝのศᯒ、Ẹ間事ᴗ社ࣜࣄ

ンࢢ、ᢏ⾡ୖの課題のᩚ理

第３回 令和２年７月 1� 日（火） 

・事ᴗຠᯝの⟬ᐃ 

・実施体制సりのල体策・ゎỴ策（） 

・中間とりࡲとめ（㦵Ꮚ）

第㸲回 令和２年㸶月㸴日（木） ・検討部会中間報告᭩（）

第㸳回 令和２年 12 月 17 日（木） 
・検討部会᭱⤊報告᭩（） 

・ᅜᒎ開にྥけたᚋのࣗࢪࢣࢫーࣝ
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ձ 委員名簿

（五十音順）○印は࣡ー࢟ンࣝࢢࢢーࣉ長 

大 澤 良 介（ட田総合病院ឤᰁ科部長） 

Ύ Ṋ ┤ ᚿ（東京消防庁救急部救急指ᑟ課長） 

ᛛ 㑣 ㈼ ᚿ（ᅜ立ᅜ㝿医療研究ࢭンࢱーᅜ㝿ឤᰁࢭンࢱーᅜ㝿ឤᰁ対策

室医長・ᅜ㝿デ療部部長） 

㐍 藤 ள Ꮚ（㒔立㥖㎸病院ឤᰁ管理ㄆᐃ┳ㆤᖌឤᰁ科病Ჷ┳ㆤᖌ長） 

高 ᶫ ᗓ ྐ（ぢ地区消防組合消防本部救急画課長） 

℧ 澤 ᰤྐ東（新₲市消防局救急課長） 

長㇂部 ᏹ 光（ᶓ市消防局救急部救急課ᢸᙜ課長） 

○間 藤  ༟ （⮬治医科大学救急医学講座教授） 

᳃ 田 正 ๎（ሜ市立総合医療ࢭンࢱー救命救急ࢭンࢱーࢭンࢱー長） 

ྜྷ 田 ┾⣖Ꮚ（東大学病院検査部助教） 

（オブザーバー） 

➉ ୗ  ᮃ （厚生労働省康局⤖᰾ឤᰁ課新ᆺイン࢚ࣝࣇンザ対策᥎㐍室長） 

回数 開催日 主な議題 

第１回 令和２年 10 月１日（木） 
ࣝࣗࢽ࣐救急㝲のឤᰁ防Ṇ対策ࠕ・ 9HU�1�0ࠖ

のᨵゞについて 

第２回 令和２年 11 月 27 日（㔠） 

ࣝࣗࢽ࣐救急㝲のឤᰁ防Ṇ対策ࠕ・

（9HU�2�0）（）ࠖ について 

・ᚋのࣝࣗࢽ࣐ᨵゞの考え方について 
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第１章 救急業務におけるメディカルコントロール体制のあり方

平成３年に救急救命士法（平成３年法律第 35 号。以下「救急救命士法」という。）

が施行され、平成４年から救急救命士の資格を有する救急隊員による救急業務が開始

された。その後、地域におけるプレホスピタル・ケアの一層の充実や救急業務の更な

る高度化への期待を受け、平成 13 年の救急業務高度化推進委員会での検討及びその

報告に基づき、「救急業務の高度化の推進について」（平成 13 年７月４日付け消防救

第 204号消防庁救急救助課長通知。以下「平成 13年７月４日付け消防庁通知」とい

う。）において、救急救命士に対する指示や救急救命士を含む救急隊員に対する医師

の指導・助言（以下「オンライン MC」という。）、救急活動の事後検証（以下「事後検

証」という。）、救急救命士の資格を有する救急隊員への再教育（以下「再教育」とい

う。）等のいわゆるメディカルコントロール（以下「MC」という。）体制の構築を積極

的に進めることが消防庁から全国に通知された。さらに、平成 15 年には「メディカ

ルコントロール体制の充実強化について」（平成 15年３月 26日付け消防救第 73号消

防庁救急救助課長、医政指発第 0326002号厚生労働省医政局指導課長通知。以下「平

成 15年３月 26日付け消防庁・厚生労働省通知」という。）により、都道府県 MC協議

会と地域 MC協議会の適切な運用を図ることが示された。MC体制の構築を始めてから

約 20 年が経過し、令和３年２月現在、全国に 47 の都道府県 MC 協議会、251 の地域

MC協議会を含む MC体制が構築されている。

MC体制のあり方については、「令和元年度救急業務のあり方に関する検討会」にお

いて検討を行い、体制の基礎であり土台である「救急救命士の観察・処置に対して医

学的観点から保障する体制」から、平成 21年の消防法（昭和 23年法律第 186号。以

下「消防法」という。）改正による「救急搬送に関する実施基準の策定を通じ、地域

の救急搬送・救急医療リソースの適切な運用を図る体制」への拡大、さらに「地域包

括ケアにおける医療・介護の連携に際して、消防救急・救急医療として協働する体制」

への展望を踏まえ、それぞれ MC 体制の「第１ステージ」、「第２ステージ」、「第３ス

テージ」と表現した（図表１－１）。
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図表１－１ MC体制の概要

令和元年度の検討では、併せて MC体制の役割の中心である「オンライン MC」、「事

後検証」及び「再教育」の３つの事項（以下「コア業務」という。）等について、全国

の消防本部、都道府県 MC協議会及び地域 MC協議会に対する実態調査を実施し、その

結果から課題の抽出を行った。抽出した課題については、令和２年度以降、MC体制第

１ステージにおいての解決策を講じるとともに、第２ステージ、第３ステージを視野

に入れた今後の MC 体制のあり方についても検討を行っていくこととした（図表１－

２）。

図表１－２ コア業務の抽出された課題
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令和元年度の検討を㋃࠼ࡲ、抽出ࡉれたコア業務の課題の解決策の検討を中心とし、

らに、これらの課題の⫼ᬒにあるࡉ MC 体制についても検討することとした。

検討の方ἲとして、コア業務のうࡕ「オンライン MC」及び「再教育」については、

それࡒれᑠ会ྜをタ⨨して㞟中ⓗに議ㄽを行い、その結果を㋃࠼ࡲ、「事後検証」を

MC、ࡸたコア業務の課題の解決策の検討ࡵྵ 体制についての検討を、࣡ー࢟ンࢢࢢ

ࣝーࣉをタ⨨して行うこととした（図表１－３）。

図表１－㸱 ᳨ウ᪉ἲのࢪ࣮࣓

ᖖᛶࠊ㎿㏿ᛶࠊ㐺ษᛶの⪃࠼᪉

課題の解決策を検討するにᙜたって、ᖖᛶ、㎿㏿ᛶ、㐺ษᛶの⪃࠼方につ

いて、ᨵࡵて以下のとおりᩚ⌮した。

ア ᖖᛶ

オンライン MCのᖖᛶについては、これࡲで、「ᩆᛴᩆኈἲ施行つ๎第

21᮲にᐃࡵる≉ᐃ行Ⅽ（㝖⣽ື等の㧗度࡞ᛂᛴฎ⨨）の実施にᚲせ࡞ල体ⓗ

ᣦ♧を行う་ᖌを࡞ 24 㛫にࢃたって☜ಖし、ᣦ♧をཷࡅられる体制を☜

❧する」（「ᩆᛴᩆኈの㈨᱁を᭷するᩆᛴ㝲ဨにࡼるᩆᛴ業務の㛤ጞについ

て」（ᖹᡂ㸲年㸳᭶ 19 ᪥ࡅ消防ᩆ第 66 ྕ消防ᗇᩆᛴᩆຓ課㛗㏻▱。以下

「ᖹᡂ㸲年㸳᭶ 19 ᪥ࡅ消防ᗇ㏻▱」という。））ࡸ、「ᩆᛴ㝲ဨࡀᩆᛴ業務

を実施する㝿の㝔㑅ᐃ、ᛂᛴฎ⨨等について་ᖌから、ᣦᑟ࣭ຓゝをཷࡅ

られる体制をᵓ⠏することは、യ⪅に対するⓗ☜࡞ᛂᛴฎ⨨等の実施とい
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うほⅬから㠀ᖖに㔜せであることから（中␎）ᩆᛴ㝲ဨに対するᖖかつ㎿

ᣦᑟ࣭ຓゝ体制のᵓ⠏を᥎㐍すること」（ᖹᡂ࡞㏿ 13 年㸵᭶㸲᪥ࡅ消防ᗇ

㏻▱）等にࡼりᚲせᛶࡉ♧ࡀれてࡁた。ᩆᛴ㝲のᣦ♧せㄳの㟂せはᏘ⠇ࡸ

㛫ᖏにࡼってኚすると⪃࠼られ、ࡲた、ᣦ♧せㄳඛ୍ࡀかᡤのࡳのሙྜ、

㟁ヰの㍽㍵ࡸ་ᖌの対ᛂ中等でつࡀ࡞ら࡞い㛫ᖏࡀ⏕じᚓると⪃࠼られる。

これを㋃࠼ࡲてᖖᛶとは、Ꮨ⠇ࡸ㛫ᖏにࡼる㟂せのኚも㋃࠼ࡲ、地域

におࡅるᣦ♧、ᣦᑟ࣭ຓゝの㟂せを‶たす」ᩘのᣦ♧せㄳඛࡀᖖに☜ಖࡉれ

ており、㐃⤡に᭱⤊ⓗにᣦ♧、ᣦᑟ࣭ຓゝを行う་ᖌ（以下「MC་ᖌ」と

いう。）につࡀ࡞ることと⪃࠼られる。

 ㎿㏿ᛶ

オンライン MCの㎿㏿ᛶについては、これࡲで、「་ᖌ（་⒪ᶵ㛵）とᩆᛴ

ᩆኈ（ᩆᛴ㝲）との㛫に（中␎）㎿㏿࣭ⓗ☜࡞ሗ㐃⤡ࡀ┦に行࠼るࡼ

う（中␎）‽ഛࡉれたいこと」（ᖹᡂ㸲年㸳᭶ 19᪥ࡅ消防ᗇ㏻▱）ࡸ、ᖹ

ᡂ 13 年㸵᭶㸲᪥ࡅ消防ᗇ㏻▱等にࡼりᚲせᛶࡉ♧ࡀれてࡁた。ᩆᛴ㝲の

ᣦ♧せㄳには、᭱ึから MC ་ᖌࡀᛂ⟅することࡀᮃࡲしいと⪃࠼られる

 の事態等で、ࡀ MC་ᖌࡀᛂ⟅でࡎࡁ、⫋✀ࡀᛂ⟅して MC་ᖌにつ࡞

㏿㝈り࡞⬟て、㎿㏿ᛶとは、㐃⤡にྍ࠼ࡲれる。これを㋃ࡉሙྜもᐃࡄ

かにࡸ MC་ᖌにつࡀ࡞ることと⪃࠼られる。

࢘ 㐺ษᛶ

オンライン MCの㐺ษᛶについては、これࡲで、「ᩆᛴᩆኈからのᣦ♧せ

ㄳ等に㐺ษにᛂじることࡀでࡁる་ᖌをᣦ♧࣭ᣦᑟ࣭ຓゝ་ᖌ（௬⛠）とす

ることࡀᮃࡲしい。ࡲた、それらの་ᖌとᩆᛴᩆኈをྵࡴᩆᛴ㝲ဨとの㛫

にいࡺࢃる㢦のぢ࠼る㛵ಀをᵓ⠏することࡀ㔜せ」、「ᩆᛴᩆኈに対するᣦ

♧、ᩆᛴᩆኈをྵࡴᩆᛴ㝲ဨに対するᣦᑟ࣭ຓゝを行う་ᖌは地域の中᰾

ⓗ࡞ᩆᛴ་⒪ᶵ㛵のᩆᛴᑓ㛛部㛛の㈐௵⪅及びそのス᭱ࡀࣇࢵࢱもᮃࡲしい」

（「ᩆᛴ業務㧗度᥎㐍ጤဨ会ሗ࿌᭩」（ᖹᡂ 13年３᭶⥲務┬消防ᗇ））等に

ࡀた。MC་ᖌはᩆᛴ་⒪に⢭㏻した་ᖌであることࡁれてࡉ♧ࡀりᚲせᛶࡼ

ᮃࡲしいࡀ、地域にࡼってはそのࡼう࡞་ᖌを☜ಖで࡞ࡁいሙྜもあると⪃

て、㐺ษᛶとは、ᩆᛴᩆኈἲ等の㛵ಀするἲ令に࠼ࡲられる。これを㋃࠼

ゐし࡞いことはもとࡼり、ࢺࣟࣉコࣝを⌮解したୖで、≧ἣにᛂじ、ⓗ☜

ᣦ♧をせㄳするഃと行うഃで┦に、ࡁでࡀᣦ♧、ᣦᑟ࣭ຓゝを行うこと࡞

ಙ㢗㛵ಀࡀᵓ⠏ࡉれていることと⪃࠼られる。

ࣥࣛࣥ࢜ MC体制

ア ᣦ♧要ㄳඛの⌧≧࠼⪄᪉

令和元年度の「࣓ࣝ࢝ࢹコンࣟࢺーࣝ体制等の実態に㛵する調査」を⏝

いて全国の 726の消防本部のᣦ♧せㄳඛをศᯒしたとこࢁ、ᣦᑟ་ᖖ㥔ᆺ（ᣦ
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令ࢭンࢱー等に་ᖌࡀᖖ㥔している）は 2.3㸣（17本部）、ᣦ♧せㄳඛᅛᐃᆺ

（ᣦ♧せㄳඛࡀᦙ㏦ඛにࡼらࡎあらかじࡵᅛᐃࡉれている）は 67.4㸣（489

本部）、ᦙ㏦ඛ་⒪ᶵ㛵ᆺ（ᣦ♧せㄳඛࡀᦙ㏦ඛの་⒪ᶵ㛵にࡼってኚືする）

は 10.1㸣（73 本部）、ᦙ㏦ඛ་⒪ᶵ㛵ᆺをᅛᐃのᣦ♧せㄳඛで⿵う体制をと

っている本部は 20.1㸣（146 本部）であった（図表１－㸲）。

ᣦᑟ་ᖖ㥔ᆺࡸᣦ♧せㄳඛᅛᐃᆺでは、ᦙ㏦ඛにࡼらࡎᣦ♧をもらうこと

た、オンラインࡲ、ࡁでࡀ MCに⢭㏻した་ᖌを☜ಖしࡸすいと⪃࠼られるこ

とから、ᖖᛶ、㎿㏿ᛶ、㐺ษᛶのほⅬでࡼり⌮ⓗ࡞体制と⪃࠼られる。

図表１－㸲 ᾘ㜵ᮏ㒊のᣦ♧要ㄳඛのศᯒ

 ᖖᛶࠊ㎿㏿ᛶࠊ㐺ษᛶࢆ‶たࡍᮃࣥࣛࣥ࢜࠸ࡋࡲ MC体制

これらの⪃࠼方にᇶ࡙ࡁ、ᮃࡲしいオンライン MC 体制の検討を行った。ᖖ

ᛶと㎿㏿ᛶについては、ᣦ♧、ᣦᑟ࣭ຓゝのせㄳに、１௳┠のせㄳඛࡀ

ูのᩆᛴ㝲の対ᛂ中等でつࡀ࡞ら࡞いሙྜであっても、２௳┠のせㄳඛに

オンラインࡤれࡀ࡞かにつࡸ㏿ MC 体制としてのᖖᛶ及び㎿㏿ᛶは☜ಖࡉ

れていると⪃࠼られることから、୧⪅を୍体として☜ಖするたࡵの体制を検

討すࡁである。そのたࡵには、地域におࡅるᣦ♧、ᣦᑟ࣭ຓゝの㟂せの᥎

ィ（Ꮨ⠇ࡸ㛫ᖏにࡼる㟂せのኚも⪃៖）を行い、㟂せを‶たす」ᩘのᣦ

♧せㄳඛ（ྍ⬟であれࡤᣦᑟ་ᖖ㥔ᆺཪはᣦ♧せㄳඛᅛᐃᆺをᚿྥする）を

☜ಖし、㐃⤡するඃඛ㡰を᫂☜することࡀᚲせであり、ࡉらに、MC་ᖌ

にでࡁるࡅࡔ┤᥋つࡀ࡞るᅇ⥺等をᩚഛすることࡀᮃࡲしい。㐺ษᛶを‶た

すたࡵには、地域 MC 協議会のᅪ域を㉺࠼てᦙ㏦するሙྜ等にഛ࠼てࢺࣟࣉ

コࣝはでࡁるࡅࡔ都道府県༢で⤫୍することを┠ᣦしつつ、地域の≧ἣに

にᚲࡵた、ᣦ♧、ᣦᑟ࣭ຓゝを行うたࡲ。しいࡲᮃࡀせてಟṇすることࢃྜ

せ࡞▱㆑の教育を行うこと等を㏻じて、地域ࡈとの MC ་ᖌの⤒㦂ࡸ⬟ຊの
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N=726
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೫りの正、ࡸのよ࠺な医ᖌࡀオンライン MC を⾜ࡗているのᢕᥱ、ࡽࡉ

に、救急㝲と MC 医ᖌの㛵係性をᵓ⠏するࡇとࡀᮃࡋࡲい（ᅗ⾲１㸫㸳）ࠋ 

ᅗ⾲㸯㸫㸳� ᖖᛶࠊ㎿㏿ᛶࠊ㐺ษᛶࡍࡓ‶ࢆᮃࣥࣛࣥ࢜࠸ࡋࡲ 0& యไ�

ᮃࣥࣛࣥ࢜࠸ࡋࡲ 0& యไᵓ⠏ࡢࡵࡓࡢ 0& ༠㆟ࡢᙺ

 ᆅᇦ 0& ༠㆟ཬࡧ㒔㐨ᗓ┴ 0& ༠㆟ࡢᙺ�

オンライン MC 体制のᵓ⠏については、࡛ࡲࢀࡇᖹᡂ 1� 年７月㸲日け消

防庁㏻知等において、㒔道ᗓ県 MC ༠議会ࡀ指♧、指ᑟ・助ゝをᢸᙜする救急

医療ᶵ㛵の㑅ᐃ及び区域りの調ᩚ・Ỵᐃを⾜い、地域 MC ༠議会ࡀ指♧、指

ᑟ・助ゝ体制のᵓ⠏に係る実㉁ⓗな調ᩚを⾜ࡇ࠺ととࢀࡉているࡇࠋのࡇと

をᇶ本とࡋつつ、ୖグの考え方を㋃ࡲえたᮃࡋࡲいオンライン MC 体制のᵓ

⠏のためには、地域 MC ༠議会は、」数の指♧せㄳඛの☜ಖ、地域の状ἣに合

࠶ࡀᚲせ࠺⾜の調ᩚ、教⫱ᶵ会のタᐃ等について主体ⓗにࣝࢥࢺࣟࣉたࡏࢃ

ると考えࢀࡽるࡲࠋた、㒔道ᗓ県 MC ༠議会は、地域 MC ༠議会のྲྀ組を☜ㄆ

ࣝࢥࢺࣟࣉに、≉にࡶとと࠺⾜をࢺー࣏ࢧな࠺るよࢀࡽάືの㉁を高め、ࡋ

の⤫一等の広域࡛検討を⾜࠺ᚲせ࠶ࡀる事㡯について、主体ⓗに⾜࠺ᚲせࡀ

 ࠋるࢀࡽると考え࠶

 ᆅᇦ 0& ༠㆟ࡢᯟ⤌࠼⪄≦⌧ࡢࡳ᪉�

令和２年ᗘᅜ MC ༠議会㐃⤡会（第２回）ᅜ MC ༠議会㐃⤡会㛵㐃㈨ᩱ

等を⏝いてศᯒを⾜い、ᅜの 2�1 の地域 MC ༠議会の現状のᯟ組ࡳにᛂࡌ

てྛ㒔道ᗓ県を㸳つにศ㢮ࡋたࠋ⤖ᯝを地域 MC ༠議会のつᶍごとにぢると、

地域 MC ༠議会ࡀձ㒔道ᗓ県つᶍ（㒔道ᗓ県 MC ༠議会と地域 MC ༠議会ྠࡀ

一の体制）ࡀ㸶㒔県、ղ医療ᅪつᶍ（地域 MC ༠議会୕ࡀḟ医療ᅪཪはḟ医

療ᅪとྠ数つ地理ⓗにࡰࡶ重なる体制）ࡀ 1� 道ᗓ県、ճ救命救急ࢭンࢱ
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ᮃࣥࣛࣥ࢜࠸ࡋࡲ 0& యไᵓ⠏ࡢࡵࡓࡢ 0& ༠㆟ࡢᙺ

 ᆅᇦ 0& ༠㆟ཬࡧ㒔㐨ᗓ┴ 0& ༠㆟ࡢᙺ�
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ーつᶍ（ձ及びղを㝖き、ྛ 地域 MC ༠議会に救命救急ࢭンࢱー１ࡀ所௨ୖ

る体制）は࠶ 1� 県、մ消防本部つᶍ（ձ、ղ及びճを㝖き、ྛ地域 MC ༠議

会２ࡀ所௨ୗの消防本部ࡽなる体制）ࡀ㸲県、յࡑの（ձ、ղ、ճ及

びմにヱᙜࡋない体制）ࡀ㸳県࡛ࡗ࠶たࠋմ及びյの地域においては、ձ、

ղ及びճの地域にẚべ、地域 MC ༠議会のᅪ域ෆのḟ救急医療ᶵ㛵数ࡀᑡ

なࡗたࠋ前㏙のとおり、ᮃࡋࡲいオンライン MC 体制のᵓ⠏のためには、」

数の指♧せㄳඛの☜ಖ、地域の状ἣに合ࡏࢃたࣝࢥࢺࣟࣉの調ᩚ、教⫱ᶵ会

のタᐃ等について、地域 MC ༠議会ࡀ主体ⓗなᙺをᢸ࠺ᚲせ࠶ࡀり、一ᐃの

医療のࣜࢯーࢫをᚲせとすると考えࢀࡽるࡇࠋのため、≉に㒔道ᗓ県ෆの

ḟ医療ᅪとẚ㍑ࡋてつᶍࡀ小ࡽࡉ、ࡃࡉにᅪ域ෆに救命救急ࢭンࢱーࡀない

よ࠺な地域 MC ༠議会においては、ࡎࡲはᚋ㏙するオンライン MC 体制のホ౯

指ᶆ等により地域の実をᢕᥱࡑ、ࡋのୖ࡛᪤Ꮡの地域 MC ༠議会のᯟ組ࡳ

࡛ᚲせなᙺをᯝたすࡇとࡀ㞴ࡋいと考えࢀࡽるሙ合は、えࡤ地域 MC ༠

議会ࡋ࠺の㐃ᦠを῝めるࡇと等によࡗて、より広域な༢࡛の MC 体制を

ᵓ⠏するࡇとࡶ考えࢀࡽるࠋ 

一とࡋて、県ෆの 11 の消防本部ごとに地域 MC ༠議会ࡀタ⨨ࢀࡉている

⩌㤿県において、㐣ཤ、オンライン MC を常時ཷけるࡇと࡛ࡀきない消防本部

え、㒔道ᗓ県ࡲとを㋃ࡇたࡗ࠶ࡀ MC ༠議会ࡀ主ᑟⓗに検討を⾜い、県ෆの中

ᚰⓗな医療ᶵ㛵の༠ຊをᚓて、ྛ消防本部のオンライン MC を補する体制

をᵓ⠏ࡋたとい࠺事を⤂介ࡋたいࠋ 

ࣥࣛࣥ࢜ 0& యไࡢホ౯ᣦᶆ

ᮃࡋࡲいオンライン MC 体制のᵓ⠏のためには、ᐈほⓗな体制のホ౯指ᶆを

⏝いて地域の実をᢕᥱするࡇとࡀᚲせ࡛࠶るࠋ指ᶆの検討にᙜたࡗて、一般

社団法人日本臨床救急医学会࣓ࢥࣝ࢝ࢹンࣟࢺーࣝ検討委員会より、年ᗘ

実施ࢀࡉているࠕオンライン࣓ࢥࣝ࢝ࢹンࣟࢺーࣝの実態調査ࠖの中間報告

とࡋて、常時性、迅速性、適切性の指ᶆࡸ、地域 MC ༠議会及び㒔道ᗓ県 MC

༠議会の指ᶆのά⏝方法についてᥦࡗ࠶ࡀたࢀࡇࠋについては（㸲）MC 体制

࡛㏙べるࠋ 

ᐇ㊶⤒㦂ࢆ㏻ࡓࡌᩍ⫱᳨ࡢࢫࢭࣟࣉウ

令和ඖ年ᗘの検討࡛ᢳฟࢀࡉた課題ࡀከᒱにࢃたるࡇとࡽ、検討はẁ㝵ⓗ

に⾜ࡇ࠺ととࡋ、年ᗘは日常ⓗな教⫱体制における教⫱（実㊶⤒㦂を㏻ࡌた

教⫱）についてのᩚ理を中ᚰとするࡇととࡋたࠋ 

日常ⓗな教⫱体制の検討にᙜたࡗて、実㊶⤒㦂を㏻ࡌた教⫱体⣔ࡀ☜立ࢀࡉ

ている┳ㆤ㡿域の教⫱方法をཧ考とࡋたࠋ┳ㆤ㡿域の教⫱方法においては、目

ⓗをᣢつࡺࡽ࠶る実㊶ࡀ学⩦ᮦᩱとࢀࡉ、目ⓗをᣢࡗて日ࠎの実㊶を⾜い、ࡑ

ࡇࠋているࢀࡉと࡛学びを体ᚓするとࡇを実㊶の᭱中ཪは実㊶ᚋにり㏉るࢀ
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のよ࠺な教⫱ࢫࢭࣟࣉは、⬟ືⓗつ主体ⓗなࡶの࡛࠶るため、座学による講

⩦をཷ講するࡇと等のཷືⓗな教⫱方法にẚべて、教⫱を⮬㌟のために⾜ࡶ࠺

のとࡋて主体ⓗにᤊえࢀࡽるととࡶに、集合ᙧᘧ࡛はない教⫱方法࡛࠶るࡇと

るの࡛はࡀ日常ⓗな教⫱体制をᵓ⠏࡛きていない消防本部のゎ消につな、ࡽ

ないと考えࢀࡽるࡲࠋた、ࡇのよ࠺な教⫱方法は、救急救命ኈのࡳなࡎࡽ、

救急救命ኈを㝖ࡃ救急㝲員の生ᾭ教⫱においてࡶ適⏝࡛きると考えࢀࡽるࠋ 

救急救命ኈをྵࡴ救急㝲員に対ࡋてࡇのよ࠺な教⫱方法を実施するために、

目ⓗのㄆ㆑、実㊶⤒㦂、り㏉りのࢫࢭࣟࣉを検討ࡋたࠋ 

 ┠ⓗࡢㄆ㆑�

日ࠎの実㊶において、ఱを目ⓗとࡋてᢏ⾡をᥦ౪ࡋているのをព㆑ࡋ、

のためにはࡑ、ࡀるࢀࡉ教⫱となりᚓるとࡀと࡛実㊶⤒㦂ࡇをり㏉るࢀࡑ

༢なるᡭᢏのᡂຌ・ኻᩋ࡛はなࡃ、よりୖに⨨するつ⠊に↷ࡋࡽた目ⓗ

のㄆ㆑ࡀᚲせ࡛࠶るࠋ 

る⫋員の生ᾭ教⫱の指㔪ࢃ救急ᴗ務にᦠࠕ 9HU�１ （ࠖ௨ୗࠕ生ᾭ教⫱の指

㔪ࠖといࠋ࠺）によࡤࢀ、救急救命ኈをྵࡴ救急㝲員の教⫱理ᛕは、ࠕ救急㝲

員は、救急ᴗ務にᚑ事するのに㝿ࡽ⮬、ࡋの社会ⓗᙺをㄆ㆑ࡋつつ、യ病

⪅に対ࡋて適切に対ᛂ࡛きるよ࠺、ᇶ本ⓗな⬟ຊを㌟につけるࡇとࠖとࢀࡉ

ているࡽࡉࠋにᇶ♏ⓗな⬟ຊについて、ᢏ⾡、知㆑、教⫱・指ᑟ、㐃ᦠのู

に、救急㝲員及び救急救命ኈの฿㐩目ᶆࢀࡉ♧ࡀているࡽࢀࡇࠋを㋃ࡲえ、

目ⓗのㄆ㆑においては、ᙜヱ指㔪に♧ࢀࡉる教⫱理ᛕをୖのつ⠊とࡋ、ᇶ

♏ⓗな⬟ຊのせ⣲（ᢏ⾡、知㆑、教⫱・指ᑟ、㐃ᦠ）のいࢀࡎのせ⣲ࡀධ

るよ࠺に目ⓗをᐃめるࡇとࡀ適切と考えࢀࡽる（ᅗ⾲１㸫㸴）ࠋ 

ᅗ⾲㸯㸫㸴� ⏕ᾭᩍ⫱ࡢᣦ㔪ࡿࢀࡉ♧ᇶ♏ⓗ࡞⬟ຊ�

� �
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 ᐇ㊶⤒㦂�

救急救命ኈの㈨᱁を᭷する救急㝲員の教⫱について（ࠖᖹᡂࠕ 20 年 12 月

2� 日け消防救第 2�2 ྕ消防庁救急画室長㏻知ࠋ௨ୗࠕᖹᡂ 20 年 12 月 2�

日け消防庁㏻知ࠖといࠋ࠺）において、救急救命ኈの教⫱は、日常ⓗな教

⫱体制と病院実⩦ࡽᵓᡂࢀࡉているࡲࠋた、生ᾭ教⫱の指㔪において、救

急㝲員の生ᾭ教⫱は、知㆑、ᡭᢏⓗ教⫱㡯目、小㝲教⫱、所ᒓ研修によりᵓ

ᡂࢀࡉているࠋ救急ᴗ務における実㊶⤒㦂とは、救急ฟືࡽᖐ⨫࡛ࡲの一

㐃のὶࢀを指すと考えࡇ、ࢀࡽの間、യ病⪅の状ἣのᐃࡸ、ほᐹ及びฎ⨨

等のάືを、㝲員間࡛㐃ᦠࡋて⾜ࡇࠋ࠺のࡇとࡽ、実㊶⤒㦂を㏻ࡌた教⫱

に適ࡋた㡯目とࡋて、救急救命ኈの⾜࠺救急救命ฎ⨨ࡸ、救急㝲員及び救急

救命ኈにඹ㏻する知㆑、ᡭᢏ、小㝲教⫱、㝲長教⫱の一部ࡀヱᙜすると考え

 ࠋるࢀࡽ

࢘ ࡾ㏉ࡾ�

実㊶⤒㦂を教⫱とするためには、適切な方法とࢱイ࣑ン࡛ࢢり㏉りを⾜

ンࣙࢩーࢸࣜࢩࣇ、の（⮬省）とࡶ࠺⾜り㏉りは⮬ศ࡛ࠋる࠶ࡀᚲせ࠺

をཷけて⾜ࡶ࠺の࠶ࡀり、前⪅は⮬ศのࢱイ࣑ン࡛ࢢ適ᐅ⾜ࡇ࠺と࡛ࡀきる

のに対ࡋ、ᚋ⪅は指ᑟ⪅によるࢸࣜࢩࣇーࣙࢩンをཷけて、実㊶の┤ᚋࡸ、

生ᾭ教⫱の指㔪によると、救急ࠋる࠶の࡛ࡶ時間をおいて実施するࡃࡽࡤࡋ

㝲員の教⫱には指ᑟ救命ኈࡀ中ᚰⓗなᙺをᢸ࠺ととࡶに、いࡺࢃるᒇ᰿⎰

方ᘧの教⫱方法とࡋて新௵㝲員௨እはて教⫱ᢸᙜ⪅と⨨けࢀࡽており、

ࡋࡋࠋいࡋࡲᮃࡀとࡇるࢀࡉてなࡗの⪅によࡽࢀࡇンはࣙࢩーࢸࣜࢩࣇ

なࡽࡀ、現状、指ᑟ救命ኈ等の教⫱ᢸᙜ⪅はࢸࣜࢩࣇーࢱーとࡋての教⫱

をཷけていないࡇとࡽ、指ᑟ救命ኈ等の教⫱ᢸᙜ⪅にはࡑのᙺをᢸ࠺た

めの教⫱ࡀᚲせと考えࢀࡽる（ᅗ⾲１㸫７）ࠋ 

ᅗ⾲㸯㸫㸵� ⏕ᾭᩍ⫱ࡢᣦ㔪ࡿࢀࡉ♧ᣦᑟᩆኈ➼ࡢᩍ⫱ᢸᙜ⪅ࡿࡼ�

ᣦᑟయไ࣭ᙺࡢ�
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た教⫱を実施するためには、目ⓗのㄆ㆑ࡌえ、実㊶⤒㦂を㏻ࡲを㋃ࡽࢀࡇ

࠺⾜ࡋの実㊶࡛主体ⓗに⧞り㏉ࠎを、日ࢫࢭࣟࣉの一㐃の࡛ࡲり㏉りࡽ

を☜ㄆすているࢀࡉ適切に実施ࡀの教⫱方法ࡇ、たࡲࠋる࠶ᚲせ࡛ࡀとࡇ

るため、ᐃᮇⓗに（えࡤ、ᑡなࡃとࡶ年㸲回⛬ᗘ）り㏉りのための所ᐃ

のᵝᘧを⏝いて、指ᑟ⪅によるࢡࢵ࢙ࢳをཷけるࡇとࡀᮃࡋࡲいࠋり㏉り

のためのᵝᘧについては、いࡸすࢩࡃンࣝࣉなࡶの࡛࠶るࡇとはࡶとより、

目ⓗに↷ࡋࡽたり㏉りを⾜ࡇ࠺と࡛ࡀきるࡶの࡛なけࡤࢀなࡽないࡀ、グ

㘓のために救急ᴗ務に新たな㈇ᢸを生ࡏࡉࡌるࡇとࡀないよ࠺、ᘬき⥆き検

討するᚲせ࠶ࡀるࠋ 

な教⫱方法について、令和３年ᗘ௨㝆、ᅜの」数の消防本部に࠺のよࡇ

おいてヨ⾜ⓗに㐠⏝ࡑ、ࡋの検ドを㋃ࡲえて、ᅜⓗな実施にྥけた᭦なる

検討を⾜ࡗていࡃ（ᅗ⾲１㸫㸶）ࠋ 

ᅗ⾲㸯㸫㸶� ᩆᛴฟື๓ࡽᖐ⨫୍ࡢ࡛ࡲ㐃ࡢὶࡿࡅ࠾ࢀᩍ⫱ᡭ㡰�

ᩆᛴᩆኈࡢᩍ⫱⏕ᾭᩍ⫱

救急救命ኈの教⫱については、࡛ࡲࢀࡇᖹᡂ 20 年 12 月 2� 日け消防庁

㏻知において、MC ༠議会による体制ᩚഛのࡶと、２年間࡛ 12� 時間௨ୖの教⫱

を、日常ⓗな教⫱体制（�0 時間┦ᙜ）と病院実⩦（�� 時間௨ୖ）を組ࡳ合ࡏࢃ

て実施するࡶのとࢀࡉているࠋ一方࡛、生ᾭ教⫱の指㔪によると、ࠕ救急救命ኈ

については、現⾜の救急救命ኈにᚲせな２年࡛ 12� 時間௨ୖの教⫱を救急救

命ኈ生ᾭ教⫱とࡋて⨨けるࠖとࢀࡉているࡇࠋの教⫱とい࠺ゝⴥについ

ては、ࡶとࡶとはᅜᐙ㈨᱁࡛࠶る救急救命ኈのᢏ⬟⥔ᣢを主║とࡋた教⫱を⾲

ࡗ࠶ࡀពぢ࠺るとい࠶り、生ᾭ教⫱とは␗なるព合いの⏝ㄒ࡛࠶の࡛ࡶすࢃ

た一方࡛、▹正するための教⫱とい࠺ពにᤊえࡡࢀࡽない⏝ㄒ࡛࠶るࡇと

とࡇのࡽࢀࡇࠋたࡗ࠶ࡶពぢ࠺いといࡋࡲᮃࡀとࡇ生ᾭ教⫱に⤫一する、ࡽ

を㋃ࡲえ、教⫱とい࠺ゝⴥについては、救急救命ኈのᢏ⬟⥔ᣢとࡋての教⫱

をෆໟࡋたୖ࡛、ᚋは生ᾭ教⫱とい࠺ゝⴥに⨨きえていࡃ方ྥ࡛ᩚ理すべ
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2� 

き࡛࠶るࡋ࠺ࡇࠋたゝⴥのᴫᛕをᩚ理ࡋつつ、救急救命ኈの生ᾭ教⫱とࡋての

教⫱ෆᐜࡸ教⫱ࢧイࣝࢡについてࡶᨵめて検討ࡋ、教⫱に係る㏻知ࡸ生ᾭ教

⫱の指㔪のぢ┤ࡋを⾜ࡗていࡃᚲせ࠶ࡀるࠋ 

ᚋ᳨ドࡢ⌧≧

事ᚋ検ドについては、࡛ࡲࢀࡇᖹᡂ 1�年７月㸲日け消防庁㏻知において、

にࡽࡉ地域における救命ຠᯝを、ࡋ救急㝲員の医学ⓗ知㆑・ᢏ⾡を᭦に充実ࠕ

救急㝲員、ࡋた救急άືの事ᚋ検ドを実施ࡗ⾜るために、救急㝲員のࡏࡉୖྥ

の⾜࠺ᛂ急ฎ⨨の㉁をಖ㞀するᚲせ࠶ࡀるࠖࡇとࡽ、消防本部における事ᚋ

検ドとࡋて、ࠕ医ᖌによる医学ⓗほⅬࡽの事ᚋ検ドをཷける前にすべての事

について、迅速性、༠調性、㝲との㐃ᦠ等のほⅬをྵめた救急άື般に

㛵する検ドを実施するࡇと ⫵ᚰࠕ、てࡋの事ᚋ検ドとࡽた、医学ⓗほⅬࡲࠖ、

ᶵ⬟Ṇ状態のയ病⪅をᦙ㏦ࡋた事୪びに救急事ᨾ等報告せ㡿（和 �9 年 �

月㸲日け⮬消⏥教Ⓨ第 1� ྕ消防庁長官㏻知）におけるṚയ⪅のศ㢮（第 

救急報告㸲）のࡕ࠺重及びṚ⪅の事୪びに救急㝲員ࡀ医ᖌに対ࡋ指ᑟ・助

ゝをせㄳࡋた事ࠖを対㇟とࡋて検ドするࡇととࢀࡉているࠋ 

た、検ド⤖ᯝのά⏝については、ᖹᡂࡲ 1� 年７月㸲日け消防庁㏻知におい

て、ࠕᙜヱ救急㝲員の教⫱、カ⦎にᙺ立てࢀࡽるよ࠺、ಶ人༢࡛グ㘓するよ࠺

ດめるࡇとࠖとࡋて、ಶࠎの救急㝲員の教⫱にά⏝するࡇとࢀࡉ♧ࡀている

ᖹᡂ、 1� 年３月 2� 日け消防庁・厚生労働省㏻知において、ࢥࣝ࢝ࢹ࣓ࠕ

ンࣟࢺーࣝ༠議会は、検ド⤖ᯝ等の༠議ෆᐜを㋃ࡲえ、ᴗ務ࢽ࣐、ࣝࢥࢺࣟࣉ

に、ྛ消防ᶵ㛵においࡶととするととࡇ࠺⾜をࡋ┤等について適ᐅ、ぢࣝࣗ

ては༠議⤖ᯝについて救急ᴗ務の高ᗘ化のためά⏝をᅗるࡇとࠖとࢀࡉており、

をྵめたࡋ┤等のぢࣝࢥࢺࣟࣉ MC 体制第１ࢸࢫーࢪにおけるά⏝ࢀࡉ♧ࡀて

いるࡽࡉࠋに、MC 体制第２ࢸࢫーࢪにおけるά⏝についてྛࠕ、ࡶ㒔道ᗓ県に

おいては、3'C$ ࢀയ病⪅のᦙ㏦及びཷධࡃて、実施ᇶ‽にᇶ࡙ࡗにἢࣝࢡイࢧ

の実施状ἣを検ド・ホ౯ࡑ、ࡋの⤖ᯝをᇶに実施ᇶ‽のぢ┤ࡸࡋ㐠⏝ୖのᨵၿ

をᅗࡗていࡇࡃと 救急ᦙ㏦における消防ᶵ㛵と医療ᶵ㛵の㐃ᦠ強化についࠕࠖ）

て （ࠖᖹᡂ 2� 年３月 29 日け消防救第 �1 ྕ消防庁救急画室長、医政指Ⓨ

0�29 第３ྕ厚生労働省医政局指ᑟ課長㏻知））等により♧ࢀࡉているࠋ 

令和２年ᗘのࠕ救急救命体制のᩚഛ・充実に㛵する調査ࠖ及びࣝ࢝ࢹ࣓ࠕ

ーࣝ体制等の実態に㛵する調査ࠖによると、ᅜのࣟࢺンࢥ 72� の消防本部す

べて࡛、医ᖌによる事ᚋ検ドࡀ実施ࢀࡉているとの⤖ᯝ࡛ࡗ࠶たࡲࠋた、事ᚋ

検ド⤖ᯝのά⏝については、救急㝲員のࣇーࢻバࢡࢵは 97��㸣（70� 本部）、

検討会等のሙを㏻ࡌた消防本部ෆの࿘知は 7���㸣（��� 本部）࡛⾜ࢀࢃ

ており、ಶࠎのの事ᚋ検ド⤖ᯝは、一ᐃ⛬ᗘ、救急ᴗ務の高ᗘ化のために

ά⏝ࢀࡉていたࠋ一方࡛、事ᚋ検ド⤖ᯝを地域 MC ༠議会に報告ࡋてࣝࢥࢺࣟࣉ

のぢ┤ࡋをᅗࡗている消防本部は ����㸣（2�0 本部）、消防法第 �� ᮲の㸶にᐃ
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める法ᐃ༠議会報告ࡋて消防法第 �� ᮲の㸳にᐃめるࠕയ病⪅のᦙ㏦及びയ

病⪅のཷධࢀに㛵する実施ᇶ‽ࠖのᨵ正につなࡆている消防本部は 11�7㸣（��

本部）࡛࠶り、ࡇのよ࠺なά⏝は十ศにࢀࡉていなࡗた（ᅗ⾲１㸫９）ࠋ 

ᅗ⾲㸯㸫㸷� ᚋ᳨ド⤖ᯝࡢά⏝࡚࠸ࡘ�

ᚋ᳨ドࡢᚋࡢ᭦ࡿ࡞ά⏝࡚࠸ࡘ

MC 体制第１ࢸࢫーࢪにおいて、救急㝲員のほᐹ・ฎ⨨を医学ⓗほⅬࡽಖ㞀

するためには、事ᚋ検ド⤖ᯝを消防本部ෆࣇーࢻバࢡࢵするࡇとのࡳなࡽ

ࡇ、のためにはࡑࠋる࠶ྍḞ࡛ࡀにᫎするྲྀ組ࡋ┤等のぢࣝࢥࢺࣟࣉ、ࡎ

ᖹᡂ࡛ࡲࢀ 1� 年３月 2� 日け消防庁・厚生労働省㏻知において、ࠕ事ᚋ検ド

の⤖ᯝについてはᐃᮇⓗに地域࣓ࢥࣝ࢝ࢹンࣟࢺーࣝ༠議会報告するࡇ

と とࠖ♧ࢀࡉているよ࠺に、事ᚋ検ド⤖ᯝࡀ☜実に地域 MC ༠議会に報告ࢀࡉ、

༠議会において検討ࢀࡉなけࡤࢀなࡽないࠋ 

た、MCࡲ 体制第２ࢸࢫーࢪにおいて、地域の救急ᦙ㏦・救急医療ࣜࢯーࢫの

適切な㐠⏝をᅗるためには、ࠕ、࡛ࡲࢀࡇ実施ᇶ‽にᇶ࡙ࡃയ病⪅のᦙ㏦及びཷ

ධࢀの実施状ἣを検ドࡋ、適切に実施ᇶ‽をぢ┤すࡇとࡀ重せ࡛࠶り、ᑡなࡃ

とࡶ一年ごとに、消防ᶵ㛵及び医療ᶵ㛵の方ࡀ᭷する報をేࡏて総合ⓗに

調査・ศᯒを⾜い、ᚲせ࠶ࡀるときは実施ᇶ‽のぢ┤ࡋを⾜ࡇ࠺と ⪅യ病ࠕࠖ）

���

����

����

����

����

����

���

��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���������

ᚋ᳨ド⤖ᯝࡢά⏝࠸࡞࠸࡚ࡗ⾜ࡣ�Q ��

ᚋ᳨ド⤖ᯝࡽᾘ㜵ᮏ㒊⊂⮬࡛

��� Q�ࡿᅗࢆࡋ┤ぢࡢࣝࢥࢺࣟࣉ

ᚋ᳨ド⤖ᯝࢆᆅᇦ0&༠㆟ሗ࿌ࠊࡋ

���� Q�ࡿᅗࢆࡋ┤ぢࡢࣝࢥࢺࣟࣉ

ᚋ᳨ド⤖ᯝࡿࡍࢡࢵࣂࢻ࣮ࣇࢆ�Q ����

ᚋ᳨ド⤖ᯝࡽ᳨ウ➼ࡢሙ࡛

ᾘ㜵ᮏ㒊ෆ࿘▱ࡿࡍ�Q ����

ᚋ᳨ド⤖ᯝࢆᆅᇦ0&༠㆟ሗ࿌ࡿࡍ�Q ����

ᚋ᳨ド⤖ᯝࢆᾘ㜵ἲ��᮲ࡢ㸶ᐃࡿࡵ༠㆟ሗ࿌

ࡢ⪅യࡧᦙ㏦ཬࡢ⪅യࠕࡢ㸳ࡢᾘ㜵ἲ��᮲ࠊࡋ

ཷධࢀ㛵ࡿࡍᐇᇶ‽ࠖࡢᨵṇࡿࡆ࡞ࡘ�Q ���

��� Q�ࡢࡑ

ᚋ᳨ドࢆᐇ࠸࡞࠸࡚ࡋ�Q ��

1 ���

ฟ㸸௧㸰ᖺᗘ ࣮ࣝࣟࢺࣥࢥࣝ࢝ࢹ࣓ࠕࡧㄪᰝࠖཬࡿࡍ㛵ഛ࣭ᐇᩚࡢᩆᛴᩆయไࠕ

యไ➼ࡢᐇែ㛵ࡿࡍㄪᰝࠖࡾࡼసᡂ



25242� 

める法ᐃ༠議会報告ࡋて消防法第 �� ᮲の㸳にᐃめるࠕയ病⪅のᦙ㏦及びയ

病⪅のཷධࢀに㛵する実施ᇶ‽ࠖのᨵ正につなࡆている消防本部は 11�7㸣（��

本部）࡛࠶り、ࡇのよ࠺なά⏝は十ศにࢀࡉていなࡗた（ᅗ⾲１㸫９）ࠋ 

ᅗ⾲㸯㸫㸷� ᚋ᳨ド⤖ᯝࡢά⏝࡚࠸ࡘ�

ᚋ᳨ドࡢᚋࡢ᭦ࡿ࡞ά⏝࡚࠸ࡘ

MC 体制第１ࢸࢫーࢪにおいて、救急㝲員のほᐹ・ฎ⨨を医学ⓗほⅬࡽಖ㞀

するためには、事ᚋ検ド⤖ᯝを消防本部ෆࣇーࢻバࢡࢵするࡇとのࡳなࡽ

ࡇ、のためにはࡑࠋる࠶ྍḞ࡛ࡀにᫎするྲྀ組ࡋ┤等のぢࣝࢥࢺࣟࣉ、ࡎ

ᖹᡂ࡛ࡲࢀ 1� 年３月 2� 日け消防庁・厚生労働省㏻知において、ࠕ事ᚋ検ド

の⤖ᯝについてはᐃᮇⓗに地域࣓ࢥࣝ࢝ࢹンࣟࢺーࣝ༠議会報告するࡇ

と とࠖ♧ࢀࡉているよ࠺に、事ᚋ検ド⤖ᯝࡀ☜実に地域 MC ༠議会に報告ࢀࡉ、

༠議会において検討ࢀࡉなけࡤࢀなࡽないࠋ 

た、MCࡲ 体制第２ࢸࢫーࢪにおいて、地域の救急ᦙ㏦・救急医療ࣜࢯーࢫの

適切な㐠⏝をᅗるためには、ࠕ、࡛ࡲࢀࡇ実施ᇶ‽にᇶ࡙ࡃയ病⪅のᦙ㏦及びཷ

ධࢀの実施状ἣを検ドࡋ、適切に実施ᇶ‽をぢ┤すࡇとࡀ重せ࡛࠶り、ᑡなࡃ

とࡶ一年ごとに、消防ᶵ㛵及び医療ᶵ㛵の方ࡀ᭷する報をేࡏて総合ⓗに

調査・ศᯒを⾜い、ᚲせ࠶ࡀるときは実施ᇶ‽のぢ┤ࡋを⾜ࡇ࠺と ⪅യ病ࠕࠖ）
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యไ➼ࡢᐇែ㛵ࡿࡍㄪᰝࠖࡾࡼసᡂ

2� 

のᦙ㏦及びཷධࢀの実施に㛵するᇶ‽の策ᐃについて （ࠖᖹᡂ 21 年 10 月 27 日

け消防救第 2�� ྕ消防庁ḟ長、医政Ⓨ第 1027 第３ྕ厚生労働省医政局長㏻

知））࡛ ⾜ᐃᮇⓗな検討をࡃているとおり、事ᚋ検ド⤖ᯝ等の報告にᇶ࡙ࢀࡉ♧

 ࠋる࠶ᚲせ࡛ࡀとࡇ࠺

一とࡋて、大阪ᗓのἨᕞ MC ༠議会においては、消防ᶵ㛵の᭷するࠕയ病⪅

のほᐹ、ฎ⨨、病院㑅ᐃ 等ࠖの報と、医療ᶵ㛵の᭷するࠕデ᩿ྡ、ฎ⨨ෆᐜ、

㌿ᶵࠖ等の報を✺合ࡋて検ドをするࡇとを、消防ᶵ㛵、医療ᶵ㛵、⾜政（ಖ

所）の୕⪅ࡀඹྠ࡛⾜ࡇ࠺と࡛、ࠕയ病⪅のᦙ㏦及びയ病⪅のཷධࢀに㛵する

実施ᇶ‽ にࠖ係る報のඹ᭷ࡸぢ┤ࡋをᅗり、ᦙ㏦ᅔ㞴をῶᑡࡏࡉているࠋ

ᚋ、事ᚋ検ド⤖ᯝの᭦なるά⏝の᥎㐍のため、ྛ消防本部は事ᚋ検ド⤖ᯝ

をᐃᮇⓗに地域 MC ༠議会に報告するࡇと、地域 MC ༠議会はࣝࢥࢺࣟࣉ等のぢ

実施ᇶ‽についての検ド及び課題のᢕᥱと㒔道ᗓ県、ࡸࡋ┤ MC ༠議会の報

告を⾜ࡇ࠺と、㒔道ᗓ県 MC ༠議会は消防法第 �� ᮲の㸶にᐃめる༠議会と一体

となࡗて、医療計画との調和をಖࡕなࡽࡀ、実施ᇶ‽のぢ┤ࡋのᚲせ性を検討

するࡇとについて、ࢀࡒࢀࡑ適切にྲྀり組ࡴよ࠺ᨵめてಁすᚲせ࠶ࡀる（ᅗ⾲

１㸫10）ࠋ 

ᅗ⾲㸯㸫��� ➨㸰ࡿࡅ࠾ࢪ࣮ࢸࢫᚋ᳨ドࡢά⏝ಀྛࡿ༠㆟➼ࡢ㐃ᦠࢪ࣮࣓�

� �
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MC体制における PDCAの取組と評価指標

救急業務における MC体制において、行政、医療、消防が連携して地域の病院

前救急医療の質を保障するためには、PDCAサイクルを通じた継続的な体制の構

築及び改善が図られることが望ましい。そのためには、MC 体制第１ステージ、

第２ステージそれぞれにおいて、コア業務を中心に MC 体制が適切な役割を果

たしているか、客観的な評価指標を用いてチェックを行う必要がある。どのよ

うな指標を用いてチェックを行うかについては、未だ十分なエビデンスが存在

するわけではないが、ワーキンググループにおける検討を踏まえ、指標の例を

以下に示す（図表１－11）。

図表１－11 MC体制の評価指標（例）

上記の指標はあくまで例示であるが、地域における望ましい MC 体制の構築

のためには、こうした指標を用いて地域の状況を把握し、PDCAサイクルを通じ

た継続的な取組を行うことが重要である。今後の方向性として、いずれは指標

の目標値に対する達成度評価を行うこと等も視野に入れるべきだが、まずはこ

れらの指標の測定結果を用いて自地域の経年比較を行い、状況を把握する等の

取組を行うことが望ましい。指標の活用に係る MC 協議会の役割として、例え

ば、地域 MC協議会は指標の結果を把握し、都道府県 MC協議会に年１回以上報

告すること、都道府県 MC協議会は地域 MC協議会ごとの結果を取りまとめ、年

１回以上公表することが考えられる。

指標については、令和３年度以降、活用状況等のフォローアップを行い、活

用の効果、より適切な指標、取組の推進方法等について検討を行っていく。
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27

MC体制の役割

MC体制については、これまで平成 13年７月４日付け消防庁通知や平成 15年

３月 26日付け消防庁・厚生労働省通知において、その構成員、役割、協議事項

等が示されており、現在においてもこの内容を基本として体制を構築すべきと

考えられる。その上で、本年度の検討を踏まえ、更に取組を充実させるべき事

項について、以下の図表に示す（図表１－12）。

図表１－12 MC体制の役割

このような取組に当たっては、前述の指標等を用いて地域の状況を把握し、

それを踏まえた検討を行う必要がある。とりわけ、現在の枠組みで必要な役割

を果たすことが難しいと考えられる地域 MC協議会は、前述のとおり地域 MC協

議会どうしの連携を深めること等によって、より広域な単位での MC 体制を構

築することが考えられ、また、都道府県 MC協議会は、地域 MC協議会の取組を

確認し、活動の質を高められるよう積極的なサポートを行う必要があると考え

られる。

今年度の検討では、令和元年度の検討で抽出されたコア業務の課題の解決策の検討

を中心に、MC体制の評価指標を用いた継続的な体制構築及び改善の取組等の MC体制

のあり方についても検討を行い、一定の方向性を示した。これらの検討結果を踏まえ、

総務省消防庁から各都道府県に対し、地域 MC協議会及び都道府県 MC協議会の更なる

取組を促すことが望まれる。

次年度以降も、今年度の検討を踏まえ、MC体制の評価指標や、救急救命士等の教育

方法等について引き続き検討を行い、MC 体制の更なる充実に資するよう取り組んで

いく。
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➨㸰❶� ᩆᛴάືࡿࡅ࠾ ,&7 ᢏ⾡ᑟධ�

、ののࡶる࠶い࡛ࡤ数年、救急⮬ື㌴による病院ᐜ所せ時間については、ᶓࡇࡇ

救急ฟື௳数及びᦙ㏦人員は一㈏ࡋてቑ加ࡋているࠋ 

救急㝲は、救急ฟືごとにയ病⪅一人一人のほᐹࡸᛂ急ฎ⨨を実施ࡑ、ࡋの⫈ྲྀࡋ

た報をグ㘓ࡋているࡀ、救急ฟື௳数ࡸᦙ㏦人員のቑ加にࡏࢃ࠶て、救急㝲員の現

ሙάື࡛の㈇ᢸࡸᖐ⨫ᚋの事務ฎ理の㈇ᢸ等ࡶ、年ࠎቑ加ഴྥに࠶ると᥎ ࢀࡉるࠋ

一方࡛、,C7 等のඛ㐍ⓗなᢏ⾡は日ࠎ㐍Ṍࡋており、࡛ࡲࢀࡇのᢏ⾡とはูࡃの

新たなඛ㐍ⓗなᢏ⾡ࡶḟࠎと生ࢀࡲており、ࡽࢀࡇを救急ᴗ務にάすࡇと࡛、救急

ᴗ務のᢪえるከࡃの課題をゎỴにᑟいていࡇࡃとࡀᮇᚅ࡛きると考えࢀࡽるࠋ 

救急ᴗ務における、࡛ࡲࢀࡇ ,C7 のά⏝については、ᖹᡂ 20 年ᗘࡽᖹᡂ 2� 年ᗘ

ࡉ⏝り方に㛵する検討会࡛ࠖ検討を⾜い、救急ᴗ務においてά࠶救急ᴗ務のࠕの࡛ࡲ

るべきࢀ ,C7 のᶆ‽ⓗなᶵ⬟ࡸ ,C7 ᑟධによるຠᯝ及び課題等を♧ࡋてきたࠋ加え

て、消防庁ࡽは、ࠕ救急ᴗ務においてά⏝ࢀࡉる ,C7（報㏻信ᢏ⾡）のᶆ‽ⓗなᶵ

⬟について （ࠖᖹᡂ 2� 年９月 1� 日け消防救第 1�0 ྕ消防庁救急画室長㏻知）ࡸ

C7,ࠕ消防と医療の㐃ᦠࠖ及びࠕࠕ をά⏝ࡋた救急ᴗ務の高ᗘ化ࠖについて （ࠖᖹᡂ 2�

年 12 月 20 日け消防救第 21� ྕ消防庁救急画室長㏻知）ࡀⓎฟࢀࡉるな、ྛ 㒔

道ᗓ県ࡸ地域における ,C7 のᑟධにྥけた検討ࢀࡉಁࡀてきたと࠶࡛ࢁࡇるࠋ 

ྛ消防本部においては、地域の実に合ࡏࢃて救急ᴗ務における ,C7 のᑟධࢀࡑࡀ

、いない地域においては࡛ࢇ一方࡛、ᑟධの㐍、ࡀる࠶࡛ࢁࡇているとࢀࡽ㐍めࢀࡒ

消防本部、࠶るいは、救急㝲員のಶࠎのດຊࡸᕤኵによࡗて、ࢀࡒࢀࡑ対ᛂをᅗࡗて

いると࠶࡛ࢁࡇり、ࢀࡇは、ྲྀ 組状ἣに地域ᕪࡀ生ࡌているとい࠺課題とࡶ考えࢀࡽ

るࠋ 

᭱、え、本検討会࡛はࡲとを㋃ࡇのࡽࢀࡇ 新の ,C7 等のඛ㐍ⓗなᢏ⾡を救急άືに

άࡋ、ႚ⥭の課題ゎỴにつなࡆていࡇࡃとを目ⓗとࡋ、令和２年ᗘにおいては、≉

に、救急㝲員のసᴗを⡆⣲化するとい࠺ほⅬに╔目ࡋて、救急㝲員ࡀ実施する事務ฎ

理をྵࡴ救急ᴗ務の ,C7 等のඛ㐍ⓗなᢏ⾡のά⏝に係る検討を⾜࠺ととࡶに、救急

ᴗ務の高ᗘ化とい࠺どⅬࡽのඛ㐍ⓗなᢏ⾡のά⏝のྍ⬟性についての検討を⾜ࡗ

た（ᅗ⾲２㸫１）ࠋ 
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ᅗ⾲㸰㸫㸯� �➼ᬒ⫼ࡧウ≧ἣཬ᳨ࡢ࡛ࡲࢀࡇ

ձ ᩆᛴ㝲員ࡢసᴗࡢ⡆⣲࠺࠸ほⅬࡓࡋ┠╔ ,&7 ⾡ᢏ࡞ඛ㐍ⓗࡢ➼

ᑟධࡢ

,C7 等のඛ㐍ⓗなᢏ⾡のᑟධにより、救急㝲員のసᴗの⡆⣲化をᅗるࡇとを

目ⓗとࡋて、救急ᴗ務のࠕの࢙ࣇーࠖࢬに、ࠕのよ࠺なᢏ⾡ࠖをᑟධするࡇ

と࡛、救急㝲員の労務㈇ᢸの㍍ῶをᅗるࡇと࡛ࡀきるを検討するࠋ 

主に、,C7 等のඛ㐍ⓗなᢏ⾡の᭷⏝性及び実⏝性のほⅬࡽ検討を⾜い、,C7

等のඛ㐍ⓗなᢏ⾡ࡀᮍᑟධとなࡗている消防本部にྥけた救急ᴗ務࡛ά⏝ྍ

⬟なඛ㐍ⓗなᢏ⾡のࢢࣟࢱ࢝化を⾜ࠋ࠺ 

ᩆᛴᴗົࡢ㧗ᗘࡓࡅྥඛ㐍ⓗ࡞ᢏ⾡➼ࡢά⏝ྍࡢ⬟ᛶ�

ඛ㐍ⓗなྲྀ組を実施ࡋている消防本部ࡸ ,C7 等のඛ㐍ⓗなᢏ⾡に㛵ࢃる事ᴗ

⪅等のྲྀ組ࡸ事ᴗをᢕᥱࡋ、ᚋᮃࢀࡲる救急ᴗ務の高ᗘ化にྥけたඛ㐍ⓗな

ᢏ⾡について検討するࠋ 

ձ 㐃⤡ࡢ㛤ദ

,C7 等のඛ㐍ⓗなᢏ⾡を救急άືにάࡋ、課題ゎỴにつなࡆるࡇとを目ⓗ

とࡋた検討を⾜࠺ために、消防⫋員ࡸ ,C7 等のඛ㐍ⓗなᢏ⾡に㛵する᭷㆑⪅に

よりᵓᡂࢀࡉた㐃⤡会を開催ࡋ、消防本部のᮃࡴཪは消防本部ࡽᮃࢀࡲると

考えࢀࡽるඛ㐍ⓗなᢏ⾡ࡸ課題をᢕᥱࡋ、課題ゎỴの方法について検討ࡋたࠋ
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ᅗ⾲㸰㸫㸯� �➼ᬒ⫼ࡧウ≧ἣཬ᳨ࡢ࡛ࡲࢀࡇ

ձ ᩆᛴ㝲員ࡢసᴗࡢ⡆⣲࠺࠸ほⅬࡓࡋ┠╔ ,&7 ⾡ᢏ࡞ඛ㐍ⓗࡢ➼

ᑟධࡢ

,C7 等のඛ㐍ⓗなᢏ⾡のᑟධにより、救急㝲員のసᴗの⡆⣲化をᅗるࡇとを

目ⓗとࡋて、救急ᴗ務のࠕの࢙ࣇーࠖࢬに、ࠕのよ࠺なᢏ⾡ࠖをᑟධするࡇ

と࡛、救急㝲員の労務㈇ᢸの㍍ῶをᅗるࡇと࡛ࡀきるを検討するࠋ 

主に、,C7 等のඛ㐍ⓗなᢏ⾡の᭷⏝性及び実⏝性のほⅬࡽ検討を⾜い、,C7
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ᩆᛴᴗົࡢ㧗ᗘࡓࡅྥඛ㐍ⓗ࡞ᢏ⾡➼ࡢά⏝ྍࡢ⬟ᛶ�
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ձ 㐃⤡ࡢ㛤ദ
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よりᵓᡂࢀࡉた㐃⤡会を開催ࡋ、消防本部のᮃࡴཪは消防本部ࡽᮃࢀࡲると

考えࢀࡽるඛ㐍ⓗなᢏ⾡ࡸ課題をᢕᥱࡋ、課題ゎỴの方法について検討ࡋたࠋ

  

�1 

開催日時 令和２年７月 17 日（㔠）㸭令和２年 11 月 �0 日（月） 

検討㡯目 

ձ 救急㝲員のసᴗの⡆⣲化とい࠺ほⅬに╔目ࡋた ,C7 等のඛ㐍

ⓗなᢏ⾡のᑟධ 

 実ド実㦂について ߧ

C7, ߧ 等のඛ㐍ⓗなᢏ⾡の᭷⏝性及び実⏝性について 

 化についてࢢࣟࢱ࢝ᮍᑟධ消防本部ᑟධにྥけた ߧ

ղ 救急ᴗ務の高ᗘ化にྥけたඛ㐍ⓗなᢏ⾡等のά⏝のྍ⬟性

ゎỴ策についてࡸඛ㐍ⓗなᢏ⾡等の課題 ߧ 

  ・ 消防本部におけるඛ㐍ⓗなྲྀ組事のᢕᥱ

  ・ ඛ㐍ⓗなᢏ⾡に㛵ࢃる事ᴗ⪅等ࡽの報集

  ・ ᅜ 72� 本部のンࢣーࢺ調査のศᯒ

ճ ࡑの 

ᐇドᐇ㦂ࡢᐇ

実ド実㦂ෆᐜについては、㐃⤡会࡛のពぢࡸ実ド実㦂に༠ຊいたࡃࡔ消防本

部ࡽのពぢをᇶにỴᐃࡋたࠋ 

主なពぢは௨ୗのとおり࡛࠶るࠋ 

・実ド実㦂の࢙ࣇーࢬについて 

の実施は࡛ࢬー࢙ࣇയ病⪅と┤᥋᥋する、ࡤࢀ࠶の࡛࠺⾜てࡋ実ド実㦂とࠕ

時ᮇᑦ᪩࡛ࠕ、ࠋࠖ࠺ࢁ࠶࢙ࣇーࡶ࡛ࢬ実ド実㦂はྍ⬟࡛࠺ࢁ࠶と考えるࡲ、ࡀ

ࡋンカ⦎による実施࡛ᢏ⾡の᭷⏝性・実⏝性のຠᯝを検ドࣙࢩー࣑ࣞࣗࢩはࡎ

たいࠖࠕ、ࠋ病院฿╔ᚋ࡛ࡤࢀ࠶、実㝿の救急άືの中࡛ࡶ実ド実㦂はྍ⬟࡛࠶

るࠖࠋ なのពぢࡗ࠶ࡀた（ᅗ⾲２㸫２）ࠋ 

ᅗ⾲㸰㸫㸰� ᐇドᐇ㦂ࢬ࣮࢙ࣇࡢ�

    ・実ド実㦂࡛検ドするᢏ⾡について 

、ࡀるࢀࡲᮃࡀとࡇ化するࢱーࢹる報をてࢀࡽᑗ᮶ⓗには救急現ሙ࡛ᚓࠕ     

࡛きるࡔけከࡃの本部࡛ᑟධྍ⬟なᢏ⾡とい࠺ほⅬを考៖すると、ࡎࡲは、

2C51によるࢹーࢱ化ࡸ 53$2のά⏝等ࡀᮃࡋࡲいの࡛はない2ࠕ、ࠋࠖC5 につい 

                                         

1 2C5（2SWLFDO CKDUDFWHU 5HFRJQLWLRQ㸻光学ᩥᏐㄆ㆑）は、ᡭ᭩きࡸ印ๅࢀࡉたᩥᏐをイ࣓ーࣕ࢟ࢫࢪ

⾡にኚするᢏࢻーࢥのᩥᏐࣝࢱࢪࢹ⏝࡛きるࡀーࢱーࣗࣆンࢥ、とりࡳラ࡛ㄞ࣓࢝ࣝࢱࢪࢹࡸࢼ

2 53$（5RERWLF 3URFHVV $XWRPDWLRQ㸻ࣟࢺࢵ࣎によるᡭ順の⮬ື化）は、࣡࣍イ࢝ࢺラーの࣡ࢡࢫࢹー

 ௦⾜・⮬ື化するᴫᛕࡀࢺࢵ࣎ᆺの࢙ࣟ࢘ࢺࣇࢯる࠶ンの中にࢥࢯࣃ、を（主にᐃᆺసᴗ）ࢡ
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ては、理ⓗなᵝᘧを♧ࡋて、⏝ឤྵࡶめてヨࡋていࡇࡃと࡛、᭷ຠ性を☜

ㄆ࡛きるの࡛はないࡋࡋࠋ、ㄞྲྀࡳり⢭ᗘは 100㸣には⮳ࡽない࠺ࢁࡔ

ᚲせにᛂ、ࡋーをᩚ理ࣟࣇᴗ務ࠋる࠶ࡶቑえるྍ⬟性ࡀ人による☜ㄆసᴗ、ࡽ

$53、ࡤࢀ࠶るの࡛࠶ࡀࢱーࢹࡃ⣬࡛はなࠕ、ࠋࠖ࠺とᛮࡔ重せࡶた組᭰えࡌ に

ついては、ᡴࡕ㎸ࡳのసᴗࡀῶるの࡛、時間▷⦰にはつなࡀるࠋࠖ࠺ࢁࡔ な

のពぢࡗ࠶ࡀたࠋ 

え、,C7ࡲのពぢを㋃ࡽࢀࡇ 等のඛ㐍ⓗなᢏ⾡の᭷⏝性及び実⏝性を☜ㄆす

るࡇとを目ⓗに実ド実㦂を⾜ࡗたࠋ 

ձ ᐇドᐇ㦂

 ༠ຊᾘ㜵ᮏ㒊ཬࡧᐇドᐇ㦂ࡢᴫせ�

消防本部ྡ 

㸺実施ᮇ間㸼 
ᴫせ 

ᮐᖠ市消防局 

㸺令和２年 10 月 20 日�火� 

㹼11 月 9日�月�㸼

実施方法 実㝿の救急現ሙ 

ඛ㐍ⓗなᢏ⾡ 2C5 

ά⏝ሙ㠃 病院฿╔ࡽᖐ⨫ᚋの事務ฎ理 

ᶓ㡲㈡市消防局 

㸺令和２年 10 月㸳日�月� 

㹼11 月㸴日�㔠�㸼

実施方法 ࣑ࣞࣗࢩーࣙࢩンカ⦎ 

ඛ㐍ⓗなᢏ⾡ ࢱブࣞࢺࢵ端ᮎ、2C5、53$  

ά⏝ሙ㠃 
യ病⪅᥋ゐࡽ病院฿╔（ࢱブࣞࢺࢵ）及び病

院฿╔ࡽᖐ⨫ᚋの事務ฎ理（2C5 及び 53$） 

 ᐇ᪉ἲ�

㸦L㸧ᮐᖠᕷᾘ㜵ᒁ�

ᮐᖠ市消防局࡛は、病院฿╔ࡽᖐ⨫ᚋの事務ฎ理࡛ࡲの間を実ド実㦂

の࢙ࣇーࢬと2、ࡋC5 をά⏝ࡋた事務ฎ理について実ド実㦂を実施ࡋたࠋ

ては、救急ᴗ務における㏻常の事務ฎ理と新ࡋた、主に検ドする部ศとࡲ

たなᢏ⾡をᑟධࡋたሙ合の事務ฎ理のᐃ㔞ⓗ及びᐃ性ⓗࢹーࢱを集ࡋẚ

㍑するࡇととࡋたࠋ 
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�2 

ᮐᖠ市消防局࡛の実ド実㦂のෆᐜ 

実ド実㦂の実施方法 実㝿の救急現ሙ 

新たなᢏ⾡のά⏝方法 2C5 による⣬ࡽのࢹࢺࢫ࢟ࢸーࢱ化 

新たなᢏ⾡のά⏝ሙ㠃 病院฿╔ࡽᖐ⨫ᚋの事務ฎ理 

⏝するᵝᘧ ・㏻常時⏝するയ病⪅ᘬ⥅᭩ 

・2C5 ⏝のയ病⪅ᘬ⥅᭩（新つసᡂ） 

・2C5 ⏝の救急グ㘓⚊（新つసᡂ） 

ࢺ࢘

 ࢺࢵࣉ

ᐃ㔞ⓗࢹーࢱ ・㏻常の事務ฎ理にる時間と 2C5 ࢟ࢫ࡛

ࣕンࡽ☜ㄆసᴗ࡛ࡲにる時間のẚ㍑ 

・2C5  ⋠のㄆ㆑ࢺࣇࢯ

ᐃ性ⓗࢹー ࢱンࢣーࢺ調査による 2C5 の⏝ឤ及び᭷⏝

性のホ౯ 

2C5 ࣒࢝ࢺ࢘ ᢏ⾡をά⏝ࡋた事務ฎ理時間の㍍ῶ 

・ 新たなᵝᘧのసᡂ 

2C5 ᢏ⾡をάすため、ࠕ㏻常時⏝するയ病⪅ᘬ⥅᭩ をࠖཧ考に2ࠕC5 ⏝

のയ病⪅ᘬ⥅᭩ࠖ及び2ࠕC5 ⏝の救急グ㘓⚊ࠖをసᡂࡋた（ᅗ⾲２㸫３）ࠋ

సᡂにᙜたࡗては、ᩥᏐධຊのㄆ㆑⋡を高めるࡇとを目ⓗにࢀࡒࢀࡑの

ᵝᘧにᯟをタける、ᡭ᭩き࡛グ㍕する日本ㄒのᩥ❶とẚ㍑ࡋて数Ꮠࡸ

グྕのㄆ㆑⋡の方ࡀ高いとい࠺᭷㆑⪅ࡽのពぢを㋃ࡲえ、ࢵ࣎ࢡࢵ࢙ࢳ

をసᡂするな⾲ࢻーࢥ数Ꮠ࡛グ㍕࡛きるࡸのኚ᭦方ᘧに࡛きる部ศࢫࢡ

ࠋたࡗ⾜のᕤኵを

ᅗ⾲㸰㸫㸱� ᪂つసᡂࡓࡋᵝᘧ�

なお、ࠕയ病⪅ᘬ⥅᭩ࠖは、救急㝲ࡀ医療ᶵ㛵ᘬ⥅ࡂを⾜࠺㝿に⏝す

るᵝᘧ࡛࠶り、救急άືの報告᭩等をసᡂするためにᚲせな報（いࡺࢃ

㸺㏻ᖖࡢയ⪅ᘬ⥅᭩㸼� 㸺2&5 ⏝യ⪅ᘬ⥅᭩ᩆᛴグ㘓⚊㸼�
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る 2$ とࡇているࢀࡉ㝈ᐃࡀ（ない報ࡽなࡤࢀなけࡋ等にグ㘓࣒ࢸࢫࢩ

2C5ࠕの部ศを補㊊するためにࡑ、ࡽ ⏝の救急グ㘓⚊ࠖをసᡂࡋているࠋ

つࡲり、2ࠕC5 ⏝のയ病⪅ᘬ⥅᭩ࠖ及び2ࠕC5 ⏝の救急グ㘓⚊ࠖを⏝いる

るࡺࢃとにより、いࡇ 2$ すためのࡽᡭධຊする部ศをᴟຊῶ等࣒ࢸࢫࢩ

ヨ࠶࡛ࡳるࠋ

・ 事前調査 

1�9 ྡの救急㝲員等に2ࠕC5 ⏝のയ病⪅ᘬ⥅᭩ࠖをグධࡋてࡽࡶい、回

の実ド実㦂⏝に⏝ពࡋた３✀㢮の 2C5  ࠋたࡋのㄆ㆑⋡を ᐃࢺࣇࢯ

た、実ド実㦂࡛⏝するࡲ 2C5 については、┤᥋実ド実㦂にཧ加ࢺࣇࢯ

する救急㝲員に３✀㢮のࢺࣇࢯを᧯సࡋてࡽࡶい、⏝ឤをヨࡋた⤖ᯝ、

たࡋを㑅ᐃࢺࣇࢯ本ࠋているࡋを㑅ᐃࢺࣇࢯ࠺6PDUW 'DWD (QWU\ࠖといࠕ

主な理⏤とࡋては、☜ㄆ修正を実施する画㠃ࡀぢࡸすࡗたࡇとࡀᣲࡽࡆ

 ࠋた（ᅗ⾲２�㸲）ࢀ

ᅗ⾲㸰㸫㸲� 㸱✀㢮ࡢ 2&5 �ࢺࣇࢯ

・ ල体ⓗな実ド実㦂のෆᐜ 

ᮐᖠ市消防局࡛の実ド実㦂は、実㝿の救急現ሙ࡛実施ࡋたため、ࠕ㏻常時

⏝するയ病⪅ᘬ⥅᭩ࠖ及び2ࠕC5 ⏝の救急グ㘓⚊ࠖを⏝ࡋたࠋ 

യ病⪅を医療ᶵ㛵にᦙ㏦ࡋ、救急㝲長による医ᖌᘬ⥅等ࢀࢃ⾜ࡀている

間に、救急㌴にᚅᶵࡋている救急㝲員等2ࠕ、ࡀC5 ⏝の救急グ㘓⚊ࠖをグධ

2C5ࠕ㏻常時⏝するയ病⪅ᘬ⥅᭩ࠖ及びࠕᖐ⨫ᚋに、ࡋ ⏝の救急グ㘓⚊ࠖ

をࢼࣕ࢟ࢫーと 2C5 実ド࡛ࢀὶ࠺化するといࢱーࢹࢺࢫ࢟ࢸによりࢺࣇࢯ

実㦂を実施ࡋた（ᅗ⾲２㸫㸳）ࠋ 

ᅗ⾲㸰㸫㸳� ᐇドᐇ㦂ࢪ࣮࣓ࡢ�
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の実ド実㦂⏝に⏝ពࡋた３✀㢮の 2C5  ࠋたࡋのㄆ㆑⋡を ᐃࢺࣇࢯ

た、実ド実㦂࡛⏝するࡲ 2C5 については、┤᥋実ド実㦂にཧ加ࢺࣇࢯ

する救急㝲員に３✀㢮のࢺࣇࢯを᧯సࡋてࡽࡶい、⏝ឤをヨࡋた⤖ᯝ、

たࡋを㑅ᐃࢺࣇࢯ本ࠋているࡋを㑅ᐃࢺࣇࢯ࠺6PDUW 'DWD (QWU\ࠖといࠕ

主な理⏤とࡋては、☜ㄆ修正を実施する画㠃ࡀぢࡸすࡗたࡇとࡀᣲࡽࡆ

 ࠋた（ᅗ⾲２�㸲）ࢀ

ᅗ⾲㸰㸫㸲� 㸱✀㢮ࡢ 2&5 �ࢺࣇࢯ

・ ල体ⓗな実ド実㦂のෆᐜ 

ᮐᖠ市消防局࡛の実ド実㦂は、実㝿の救急現ሙ࡛実施ࡋたため、ࠕ㏻常時

⏝するയ病⪅ᘬ⥅᭩ࠖ及び2ࠕC5 ⏝の救急グ㘓⚊ࠖを⏝ࡋたࠋ 

യ病⪅を医療ᶵ㛵にᦙ㏦ࡋ、救急㝲長による医ᖌᘬ⥅等ࢀࢃ⾜ࡀている

間に、救急㌴にᚅᶵࡋている救急㝲員等2ࠕ、ࡀC5 ⏝の救急グ㘓⚊ࠖをグධ

2C5ࠕ㏻常時⏝するയ病⪅ᘬ⥅᭩ࠖ及びࠕᖐ⨫ᚋに、ࡋ ⏝の救急グ㘓⚊ࠖ

をࢼࣕ࢟ࢫーと 2C5 実ド࡛ࢀὶ࠺化するといࢱーࢹࢺࢫ࢟ࢸによりࢺࣇࢯ

実㦂を実施ࡋた（ᅗ⾲２㸫㸳）ࠋ 

ᅗ⾲㸰㸫㸳� ᐇドᐇ㦂ࢪ࣮࣓ࡢ�

�� 

なお、実㝿の救急現ሙにおける実ド実㦂࡛࠶るࡇとࡽ、ᚲせ௨ୖに医

療ᶵ㛵࡛のᚅᶵ時間のᘏఙにつなࡽࡀないよ࠺、ᖐ⨫ᚋに2ࠕC5 ⏝の救急グ

㘓⚊ࠖをసᡂするࡇとࡗ࠶ࡶたࠋ 

た、2C5ࡲ て、実ド実㦂実ࡋた㝿の␃ពⅬとࡋ化ࢱーࢹࢺࢫ࢟ࢸ࡛ࢺࣇࢯ

施時Ⅼ࡛は、グ㍕ࡋている報を 100㸣の⢭ᗘ࡛ࢹࢺࢫ࢟ࢸーࢱ化するࡇ

とはᅔ㞴࡛࠶り、ࢹࢺࢫ࢟ࢸーࢱ化ࡋたᚋに、正☜にㄆ㆑ࢀࡉているを

☜ㄆするసᴗࡀᚲせとなる（ᅗ⾲２㸫㸴）ࠋ 

ࢹ実に☜、ࡀなるࡃ↓യ病⪅ᘬ⥅᭩をᡭධຊするᚲせは、ࡽとࡇのࡇ

ーࢱ化ࢀࡉているを☜ㄆするとい࠺新たな事務సᴗࡀⓎ生するࡇととな

るの࡛、ࡑの☜ㄆసᴗにのࡽࡃいの時間をせするを ᐃࡋているࠋ 

て、ูの救急㝲員により㏻常のࡋ⾜一㐃のసᴗとᖹࡴの☜ㄆసᴗをྵࡇ

事務ฎ理ࡶ実施ࡋており、本実ド実㦂࡛る事務ฎ理時間と࡛ࡲࢀࡇの

ᡭධຊ࡛実施ࡋていた事務ฎ理సᴗの時間をẚ㍑するࡇと࡛᭷⏝性を検ド

するࡇととࡋたࠋ 

ᅗ⾲㸰㸫㸴� 2&5 �ࡢㄆ⏬㠃☜ࡢࢺࣇࢯ

・  調査ࢺーࢣン

ᮐᖠ市消防局の実ド実㦂にཧ加ࡋた救急㝲員ࡸཧ加ࡋていない救急㝲員

等の消防⫋員に対ูࢀࡒࢀࡑ、ࡋのンࢣーࢺを実施ࡋたࠋ 

㏻常時⏝するയ病⪅ᘬ⥅᭩ࠕ、の主なෆᐜはࢺーࢣン 2C5ࠕࠖ、 ⏝のയ

病⪅ᘬ⥅᭩ 及ࠖび2ࠕC5 ⏝の救急グ㘓⚊ のࠖぢࡸすࡸࡉ᭩きࡸすࡉ等のᵝᘧ

の実⏝性ࡸ 2C5  ࠋたࡋを調査課題なࡸの⏝ឤࢺࣇࢯ
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ᶓ㡲㈡市消防局࡛は、യ病⪅᥋ゐࡽᖐ⨫ᚋの事務ฎ理࡛ࡲの間を実ド実㦂

の࢙ࣇーࢬと࣑ࣞࣗࢩ、ࡋーࣙࢩンカ⦎により、ࢱブࣞࢺࢵを⏝ࡋた救急ά

ືの2、C5 及び 53$ をά⏝ࡋた事務ฎ理について実ド実㦂を実施ࡋたࡲࠋ

た、主に検ドする部ศとࡋては、救急ᴗ務におけるࢱブࣞࢺࢵ端ᮎの⏝ឤࡸ

㏻常の事務ฎ理と新たなᢏ⾡をᑟධࡋたሙ合の事務ฎ理のᐃ㔞ⓗ及びᐃ性ⓗ

 ࠋたࡋととࡇẚ㍑するࡋを集ࢱーࢹ

ᶓ㡲㈡市消防局࡛の実ド実㦂のෆᐜ 

実ド実㦂の実施方法 ࣑ࣞࣗࢩーࣙࢩンカ⦎

新たなᢏ⾡のά⏝方法 ・ࢱブࣞࢺࢵ端ᮎによるࢹーࢱධຊ 

・2C5 による⣬ࡽのࢹࢺࢫ࢟ࢸーࢱ化 

・53$ による⮬ືࢹーࢱ⛣⾜

新たなᢏ⾡のά⏝ሙ㠃 ・യ病⪅᥋ゐࡽ病院฿╔（ࢱブࣞࢺࢵ） 

・病院฿╔ࡽᖐ⨫ᚋの事務ฎ理（2C5 及び

53$）

⏝するᵝᘧ ㏻常時⏝するᦙ㏦☜ㄆ᭩ 

ࢺ࢘

 ࢺࢵࣉ

ᐃ㔞ⓗࢹーࢱ ㏻常時の事務ฎ理時間とࢱブࣞࢺࢵ端ᮎを

はࡃࡋたሙ合の事務ฎ理、ⱝࡋ⏝ 2C5 ࡛のࢫ

事務ฎ理に、53$ࡴㄆసᴗをྵ☜ࡽンࣕ࢟

を⏝ࡋた時間を加えた事務ฎ理時間をẚ㍑

するࠋ 

ᐃ性ⓗࢹー ࢱンࢣーࢺ調査によるࢱブࣞࢺࢵ端ᮎ、

2C5、53$ の⏝ឤ及び᭷⏝性のホ౯ 

ࡸ端ᮎࢺࢵブࣞࢱ ࣒࢝ࢺ࢘ 2C5、ⱝࡃࡋは 53$ をά⏝

 た事務ฎ理時間の㍍ῶࡋ

・ 事前調査 

実ド実㦂を開ጞする前に、ᶓ㡲㈡市消防局の救急㝲㸳㝲の救急άືᚋに

実施する事務ฎ理にる時間を計 ࡋたࠋ合計 100 ௳の事務ฎ理時間を

 ᐃࡋた⤖ᯝ、ᶓ㡲㈡市消防局࡛㏻常時にる事務ฎ理時間のᖹᆒ時間

は⣙ 11 ศ �0 た（C3$ࡗ࠶࡛⛊ 事ࡸ≉ᐃ⾜Ⅽを実施する事等の≉␗ⓗ

な事を㝖ࡲࠋ（ࡃた、ᶓ㡲㈡市消防局࡛実施ࡋた実ド実㦂࡛は、ᦙ㏦☜ㄆ

᭩のࡳを⏝ࡋ、救急άືの報告᭩等をసᡂするためにᚲせな報（いࢃ

るࡺ 2$ ない報）のてをࡽなࡤࢀなけࡋ等にグ㘓࣒ࢸࢫࢩ 2C5 ࡛ࢺࣇࢯ

ㄞྲྀࡳるࡇと࡛ࡀきないࡇとࡽ、ᦙ㏦☜ㄆ᭩にグ㍕ࢀࡉている部ศのࡳ

のධຊにる時間ࡶ ᐃࡋており、ࡑの事務ฎ理にるᖹᆒ時間は⣙

㸴ศ �2  ࠋたࡗ࠶࡛⛊
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ᶓ㡲㈡市消防局࡛は、യ病⪅᥋ゐࡽᖐ⨫ᚋの事務ฎ理࡛ࡲの間を実ド実㦂

の࢙ࣇーࢬと࣑ࣞࣗࢩ、ࡋーࣙࢩンカ⦎により、ࢱブࣞࢺࢵを⏝ࡋた救急ά

ືの2、C5 及び 53$ をά⏝ࡋた事務ฎ理について実ド実㦂を実施ࡋたࡲࠋ

た、主に検ドする部ศとࡋては、救急ᴗ務におけるࢱブࣞࢺࢵ端ᮎの⏝ឤࡸ

㏻常の事務ฎ理と新たなᢏ⾡をᑟධࡋたሙ合の事務ฎ理のᐃ㔞ⓗ及びᐃ性ⓗ

 ࠋたࡋととࡇẚ㍑するࡋを集ࢱーࢹ

ᶓ㡲㈡市消防局࡛の実ド実㦂のෆᐜ 

実ド実㦂の実施方法 ࣑ࣞࣗࢩーࣙࢩンカ⦎

新たなᢏ⾡のά⏝方法 ・ࢱブࣞࢺࢵ端ᮎによるࢹーࢱධຊ 

・2C5 による⣬ࡽのࢹࢺࢫ࢟ࢸーࢱ化 

・53$ による⮬ືࢹーࢱ⛣⾜

新たなᢏ⾡のά⏝ሙ㠃 ・യ病⪅᥋ゐࡽ病院฿╔（ࢱブࣞࢺࢵ） 

・病院฿╔ࡽᖐ⨫ᚋの事務ฎ理（2C5 及び

53$）

⏝するᵝᘧ ㏻常時⏝するᦙ㏦☜ㄆ᭩ 

ࢺ࢘

 ࢺࢵࣉ

ᐃ㔞ⓗࢹーࢱ ㏻常時の事務ฎ理時間とࢱブࣞࢺࢵ端ᮎを

はࡃࡋたሙ合の事務ฎ理、ⱝࡋ⏝ 2C5 ࡛のࢫ

事務ฎ理に、53$ࡴㄆసᴗをྵ☜ࡽンࣕ࢟

を⏝ࡋた時間を加えた事務ฎ理時間をẚ㍑

するࠋ 

ᐃ性ⓗࢹー ࢱンࢣーࢺ調査によるࢱブࣞࢺࢵ端ᮎ、

2C5、53$ の⏝ឤ及び᭷⏝性のホ౯ 

ࡸ端ᮎࢺࢵブࣞࢱ ࣒࢝ࢺ࢘ 2C5、ⱝࡃࡋは 53$ をά⏝

 た事務ฎ理時間の㍍ῶࡋ

・ 事前調査 

実ド実㦂を開ጞする前に、ᶓ㡲㈡市消防局の救急㝲㸳㝲の救急άືᚋに

実施する事務ฎ理にる時間を計 ࡋたࠋ合計 100 ௳の事務ฎ理時間を

 ᐃࡋた⤖ᯝ、ᶓ㡲㈡市消防局࡛㏻常時にる事務ฎ理時間のᖹᆒ時間

は⣙ 11 ศ �0 た（C3$ࡗ࠶࡛⛊ 事ࡸ≉ᐃ⾜Ⅽを実施する事等の≉␗ⓗ

な事を㝖ࡲࠋ（ࡃた、ᶓ㡲㈡市消防局࡛実施ࡋた実ド実㦂࡛は、ᦙ㏦☜ㄆ

᭩のࡳを⏝ࡋ、救急άືの報告᭩等をసᡂするためにᚲせな報（いࢃ

るࡺ 2$ ない報）のてをࡽなࡤࢀなけࡋ等にグ㘓࣒ࢸࢫࢩ 2C5 ࡛ࢺࣇࢯ

ㄞྲྀࡳるࡇと࡛ࡀきないࡇとࡽ、ᦙ㏦☜ㄆ᭩にグ㍕ࢀࡉている部ศのࡳ

のධຊにる時間ࡶ ᐃࡋており、ࡑの事務ฎ理にるᖹᆒ時間は⣙

㸴ศ �2  ࠋたࡗ࠶࡛⛊

�� 

た、実ド実㦂を実施する㝿に⏝するࡲ 2C5 については、┤᥋実ࢺࣇࢯ

ド実㦂にཧ加する救急㝲員に３✀㢮のࢺࣇࢯを᧯సࡋてࡽࡶい、⏝ឤを

ヨࡋた⤖ᯝ、ࠕ'\QD(\H 10ࠖといࢺࣇࢯ࠺を㑅ᐃࡋているࠋ本ࢺࣇࢯを㑅ᐃ

ࡆᣲࡀࡉては、☜ㄆ・修正を実施する画㠃の᧯స性の良ࡋた主な理⏤とࡋ

 ࠋたࢀࡽ

・ ල体ⓗな実ド実㦂のෆᐜ 

ᶓ㡲㈡市消防局࡛の実ド実㦂は、࣑ࣞࣗࢩーࣙࢩンカ⦎࡛実施ࡋたࢩࠋ

ンのᐃはࣙࢩー࣑ࣞࣗ �� ✀㢮⏝ពࡋ、救急㌴にയ病⪅を㌴ࡏࡉた状態

端ᮎのධຊ及びᦙ㏦☜ㄆ᭩をࢺࢵブࣞࢱࡽࡀなࡋ⾜市ෆを㉮、ࡋ開ጞࡽ

グධするとい࠺ὶ࡛ࢀ実施ࡋたࡑࠋのᚋ、事務所に⛣ືࡋてࢱブࣞࢺࢵ端

ᮎにධຊࡋたࢹࢺࢫ࢟ࢸーࢱをࢥࢯࣃンに⛣53$ࠕ、ࡋを⏝ࡋて௬2$ࢩ

事務ฎ理࠺るといࡏࡉに࣒ᫎࢸࢫ 及ࠖびࠕᦙ㏦☜ㄆ᭩をࢼࣕ࢟ࢫーと 2C5

計ࢀࡒࢀࡑ事務ฎ理ࠖの時間を࠺化するといࢱーࢹࢺࢫ࢟ࢸによりࢺࣇࢯ

 ࠋた（ᅗ⾲２㸫７）ࡋ 

ᅗ⾲㸰㸫㸵� ࡧ㠃ཬ⏬ࡢᮎ➃ࢺࢵࣞࣈࢱ 53$ ᧯స⏬㠃ࡢ�

ᶓ㡲㈡市消防局࡛は、事前に㏻常時にせする事務ฎ理時間を ᐃࡋてい

るࡇとࡽ、本実ド実㦂࡛せする事務ฎ理時間と㏻常時にせする事務ฎ理

సᴗの時間をẚ㍑するࡇと࡛᭷⏝性を検ドするࡇととࡋたࠋ 

なお、୪⾜ࡋて、ࢱブࣞࢺࢵ端ᮎ、2C5 及び ⏝のᢏ⾡の実ࢀࡒࢀࡑ、53$

性等のẚ㍑ࡗ⾜ࡶているࠋ 

・  調査ࢺーࢣン

ᶓ㡲㈡市消防局の実ド実㦂にཧ加ࡋた救急㝲員とཧ加ࡋていない救急㝲

員等の消防⫋員に対ูࢀࡒࢀࡑ、ࡋのンࢣーࢺをసᡂࢱ、ࡋブࣞࢺࢵ端

ᮎの᧯స性、2C5 ࡸࢺࣇࢯ 53$ ࡋのᢏ⾡をẚ㍑ࢀࡒࢀࡑ、の⏝ឤࢺࣇࢯ

てのᢏ⾡のᑟධࡀᮃࡋࡲいなの調査を実施ࡋたࠋ 
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・ 実ド実㦂࡛ ᐃࡋたᐃ㔞ⓗࢹーࢱについて 

ᮐᖠ市消防局࡛実施ࡋた実ド実㦂の⤖ᯝࡽ、㏻常の事務ฎ理にる

時間のᖹᆒ್は⣙ 1� ศ㸴⛊࡛࠶り、2C5 たࡗㄆసᴗに☜ࡽンࣕ࢟ࢫ

時間のᖹᆒ್ࡀ⣙㸶ศ �� ⛊࡛、☜ㄆᚋのࢹࢺࢫ࢟ࢸーࢱを 53$ にฎ理をࡉ

を⛣⾜するための時間をࢱーࢹてࡏ �0 ⛊と௬ᐃすると、2C5 をά⏝ࡋたሙ

合の事務ฎ理時間の๐ῶຠᯝは１௳࠶たり㸲ศとなり、年間๐ῶຠᯝとࡋ

ては⣙ ���20 時間ࡀぢ㎸ࢀࡲるとい࠺⤖ᯝとなࡗたࠋ 

※ ㏻常ධຊ（1� ศ㸴⛊）㸫2C5 ☜ㄆసᴗ（㸶ศ �� ⛊）㸫53$ ᧯స（�0

⛊）㸻๐ῶຠᯝ（㸲ศ 00 ⛊） 

※ 年間๐ῶຠᯝについては、ᮐᖠ市消防局の令和ඖ年の救急ฟሙ௳数

102��09 ௳࡛ᐃ 

※ ᖹᆒ☜ㄆ時間の⟬ฟに࠶たࡗては、᧯సᶵჾの⩦⇍状ἣを㋃ࡲえ、実

ド実㦂開ጞࡽ一㐌間⛬ᗘ⤒㐣ࡋた࠶との☜ㄆసᴗの時間を⏝いたࠋ 

※ ⏝ࡋたᵝᘧごとの 2C5  ࠋたࡗ࠶ㄆ㆑⋡は、௨ୗのとおり࡛ࢺࣇࢯ

ㄆ㆑⋡ 

ᩥᏐ 数Ꮠ ࢫࢡࢵ࣎ࢡࢵ࢙ࢳ 

㏻常のയ病⪅ᘬ⥅᭩ 1�㸣 �0㸣 9�㸣 

2C5 ⏝യ病⪅ᘬ⥅᭩ �1㸣 9�㸣 9�㸣 

2C5 ⏝救急グ㘓⾲ 㸫 ��㸣 9�㸣 

㸺ཧ考㸼 2C5 ごとのㄆ㆑⋡（2C5ࢺࣇࢯ ⏝യ病⪅ᘬ⥅᭩） 

ㄆ㆑⋡ 

ᩥᏐ 数Ꮠ ࢫࢡࢵ࣎ࢡࢵ࢙ࢳ 体 

'\QD(\H 10 ��㸣 9�㸣 99㸣 ��㸣 

)RUP2C5 �9㸣 9�㸣 99㸣 ��㸣 

6PDUW 'DWD (QWU\ ��㸣 92㸣 9�㸣 7�㸣 

 �1㸣 9�㸣 9�㸣 �1㸣 （ᖹᆒ）ࢺࣇࢯ３

2C5 ⏝にసᡂࡋたᵝᘧの≉ᚩは、ᯟをタけてᯟෆにᩥᏐをグධするࡇと

のグධをྍ࡛ࢫࢡࢵ࣎ࢡࢵ࢙ࢳࡸ数Ꮠࡋࡽーᙧᘧ࡛のグධをᴟຊῶࣜࣇࡸ

⬟とするࡇと࡛࠶るࡽࢀࡇࠋの方法により、ㄆ㆑⋡のྥୖࡀㄆめࢀࡽてい

るࡽࡉࠋに、数Ꮠࢫࢡࢵ࣎ࢡࢵ࢙ࢳࡸを࣓インとࡋたᵝᘧをసᡂするࡇと

より高いㄆ㆑⢭ᗘをᮇᚅ࡛き、2C5、ࡤࢀ࠶࡛⬟ྍࡀ ≉᭷の☜ㄆ時間の๐ῶ

につなࡀるྍ⬟性࠶ࡀるࠋ 
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࢘ ᳨ド⤖ᯝ�

㸦L㸧ᮐᖠᕷᾘ㜵ᒁ�

・ 実ド実㦂࡛ ᐃࡋたᐃ㔞ⓗࢹーࢱについて 

ᮐᖠ市消防局࡛実施ࡋた実ド実㦂の⤖ᯝࡽ、㏻常の事務ฎ理にる

時間のᖹᆒ್は⣙ 1� ศ㸴⛊࡛࠶り、2C5 たࡗㄆసᴗに☜ࡽンࣕ࢟ࢫ

時間のᖹᆒ್ࡀ⣙㸶ศ �� ⛊࡛、☜ㄆᚋのࢹࢺࢫ࢟ࢸーࢱを 53$ にฎ理をࡉ

を⛣⾜するための時間をࢱーࢹてࡏ �0 ⛊と௬ᐃすると、2C5 をά⏝ࡋたሙ

合の事務ฎ理時間の๐ῶຠᯝは１௳࠶たり㸲ศとなり、年間๐ῶຠᯝとࡋ

ては⣙ ���20 時間ࡀぢ㎸ࢀࡲるとい࠺⤖ᯝとなࡗたࠋ 

※ ㏻常ධຊ（1� ศ㸴⛊）㸫2C5 ☜ㄆసᴗ（㸶ศ �� ⛊）㸫53$ ᧯స（�0

⛊）㸻๐ῶຠᯝ（㸲ศ 00 ⛊） 

※ 年間๐ῶຠᯝについては、ᮐᖠ市消防局の令和ඖ年の救急ฟሙ௳数

102��09 ௳࡛ᐃ 

※ ᖹᆒ☜ㄆ時間の⟬ฟに࠶たࡗては、᧯సᶵჾの⩦⇍状ἣを㋃ࡲえ、実

ド実㦂開ጞࡽ一㐌間⛬ᗘ⤒㐣ࡋた࠶との☜ㄆసᴗの時間を⏝いたࠋ 

※ ⏝ࡋたᵝᘧごとの 2C5  ࠋたࡗ࠶ㄆ㆑⋡は、௨ୗのとおり࡛ࢺࣇࢯ

ㄆ㆑⋡ 

ᩥᏐ 数Ꮠ ࢫࢡࢵ࣎ࢡࢵ࢙ࢳ 

㏻常のയ病⪅ᘬ⥅᭩ 1�㸣 �0㸣 9�㸣 

2C5 ⏝യ病⪅ᘬ⥅᭩ �1㸣 9�㸣 9�㸣 

2C5 ⏝救急グ㘓⾲ 㸫 ��㸣 9�㸣 

㸺ཧ考㸼 2C5 ごとのㄆ㆑⋡（2C5ࢺࣇࢯ ⏝യ病⪅ᘬ⥅᭩） 

ㄆ㆑⋡ 

ᩥᏐ 数Ꮠ ࢫࢡࢵ࣎ࢡࢵ࢙ࢳ 体 

'\QD(\H 10 ��㸣 9�㸣 99㸣 ��㸣 

)RUP2C5 �9㸣 9�㸣 99㸣 ��㸣 

6PDUW 'DWD (QWU\ ��㸣 92㸣 9�㸣 7�㸣 

 �1㸣 9�㸣 9�㸣 �1㸣 （ᖹᆒ）ࢺࣇࢯ３

2C5 ⏝にసᡂࡋたᵝᘧの≉ᚩは、ᯟをタけてᯟෆにᩥᏐをグධするࡇと

のグධをྍ࡛ࢫࢡࢵ࣎ࢡࢵ࢙ࢳࡸ数Ꮠࡋࡽーᙧᘧ࡛のグධをᴟຊῶࣜࣇࡸ

⬟とするࡇと࡛࠶るࡽࢀࡇࠋの方法により、ㄆ㆑⋡のྥୖࡀㄆめࢀࡽてい

るࡽࡉࠋに、数Ꮠࢫࢡࢵ࣎ࢡࢵ࢙ࢳࡸを࣓インとࡋたᵝᘧをసᡂするࡇと

より高いㄆ㆑⢭ᗘをᮇᚅ࡛き、2C5、ࡤࢀ࠶࡛⬟ྍࡀ ≉᭷の☜ㄆ時間の๐ῶ

につなࡀるྍ⬟性࠶ࡀるࠋ 

�� 

・  についてࢱーࢹ調査によるᐃ性ⓗࢺーࢣン

2C5 については、実㝿に実ド実㦂にཧ加ࡋた救急㝲員㸳ྡによるࢺࣇࢯ

ごとの⏝ឤのホ౯࡛は、6ࠕPDUW 'DWD (QWU\ࠖといࡶ᭱ࡀࢺࣇࢯ࠺⏝ࡋ

 ࠋた（ᅗ⾲２㸫㸶）ࡗᯝとな⤖࠺すいといࡸ

ᅗ⾲㸰㸫㸶� ᮐᖠᕷᾘ㜵ᒁࡿࡅ࠾ 2&5 �ホ౯ࡢ⏝ឤࡢࢺࣇࢯ

なお、ᑟධするࢺࣇࢯによࡗてㄞྲྀࡳり方法ࡀ㐪ࡇ࠺と（オンライン

オࣇラインなࡸ（ㄞࡳ㎸ࢹࡔࢇーࢱを☜ㄆする画㠃、᧯స方法により、

⏝ឤࡀ␗なるࡇとࢺࣇࢯ、ࡽを㑅ᐃする㝿にはࡽࢀࡑのⅬについてࡶ

␃ពするᚲせ࠶ࡀるࠋ 

た、᭷⏝性について、2C5ࡲ をά⏝ࡋた㝲員のពぢによると、ࠕㄞྲྀࡳり

⢭ᗘࡀపࡃ、☜ㄆసᴗに時間をせするため、㏻常のᴗ務とẚ㍑するとᴗ務

㈇ᢸはῶࡽないの࡛はないࠖとい࠺ពぢࡗ࠶ࡶたࠋ 

ḟに、救急㝲員に対ࡋて⾜ࡗた調査㡯目࡛ 2C5 をᑟධするとᐃࡋた

ሙ合の課題とࡋては、᧯స性とసᴗ㈇ᢸࡀ主なࡶのとࡋてᣲࢀࡽࡆたࠋල

体ⓗにከࡗ࠶ࡃたពぢとࡋては、ࠕㄞྲྀࡳり⢭ᗘの正☜ࡀࡉᏳ とࠖのኌࡀ

ከࡃ、☜ㄆ・修正సᴗࡀ㈇ᢸになるࡇとࡀ課題となると考えࢀࡽる（ᅗ⾲

２㸫９）ࠋ 

ᅗ⾲㸰㸫㸷� ᮐᖠᕷᾘ㜵ᒁࡿࡅ࠾ 2&5 ᑟධࡿࡅ࠾ㄢ㢟�

2C5 ⏝にసᡂࡋたᵝᘧの⏝ឤについては、2C5 のㄞྲྀࡳりに㛵する≉ᚩ

とࡋて、ᯟ࠶ࡀるࡇと࡛ㄞྲྀࡳりࡸすࡃなるࡇとࡀᣲࢀࡽࡆるࡀ、᭩き័

るとࡌをឤࡉࡽぢ࡙ࡸࡉࡽと࡛᭩き࡙ࡇる࠶ࡀたᵝᘧとẚ㍑すると、ᯟࢀ

のពぢࡀከࡗた（ᅗ⾲２㸫10）ࠋ 

評価 操作性 ⾒やすさ ⽂字精度 操作性 ⾒やすさ ⽂字精度 操作性 ⾒やすさ ⽂字精度
⾮常に悪い 2 1 1 3 3 1
悪い 1 1 2 2 1 1
普通 2 2 2 4 1 2
良い 3 4 1 1 1 1
⾮常に良い 1 1

Smart Data Entry DynaEye 10 FormOCR
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主ッࡸ⤒⦋な報㔞ࡀከࡃ、長ᩥ࡛グ㍕するᚲせ࠶ࡀる部ศは、ᯟࡀ

࠶ࡀるとのពぢࡌをឤࡉࡽとにより᭩き࡙ࡇるࢀࡽ㝈ࡀと࡛ᩥᏐ数ࡇる࠶

え、2C5ࡲとを㋃ࡇ高いࡀ⋠のㄆ㆑ࢫࢡࢵ࣎ࢡࢵ࢙ࢳࡸ数Ꮠ、ࡋࡋࠋたࡗ

⏝のᵝᘧのᵓᡂࡸグ㍕㡯目の㑅ᐃなをᕤኵࡋ合理化するࡇと等により、

2C5 ࢀࡽると考えࡀᴗ務㈇ᢸの㍍ῶにつな、ࡤࢀすୖྥࡀ⋠のㄆ㆑ࢺࣇࢯ

るࠋ 

ᅗ⾲㸰㸫��� ᮐᖠᕷᾘ㜵ᒁࡿࡅ࠾ 2&5 �ホ౯ࡢ࡚࠸ࡘᵝᘧࡢ⏝

㸦LL㸧 ᶓ㡲㈡ᕷᾘ㜵ᒁ�

・ 実ド実㦂࡛ ᐃࡋたᐃ㔞ⓗࢹーࢱについて 

ᶓ㡲㈡市消防局࡛は、ࢱブࣞࢺࢵ端ᮎと 53$ を⏝ࡋたሙ合及び 2C5 と

53$ を⏝ࡋたሙ合の２㏻りの実ド実㦂を実施ࡋており、ࢀࡒࢀࡑの検ド

⤖ᯝは௨ୗのとおり࡛࠶るࠋ 

端ᮎとࢺࢵブࣞࢱ࠙ 53$ のሙ合ࠚ 

㏻常の事務ฎ理にる時間ࡀ㸴ศ �� ࢱーࢹの࡛ࢺࢵブࣞࢱ、り࠶࡛⛊

ධຊはάື中にするため、ᖐ⨫ᚋの事務ฎ理とࡋて、ࢱブࣞࢺࢵ端ᮎ

をࢱーࢹのࡽ 53$ にฎ理をࡏࡉてࢹーࢱを⛣⾜するための時間を �0 ⛊

と௬ᐃすると、ࢱブࣞࢺࢵධຊと 53$ をά⏝ࡋたሙ合の事務ฎ理時間の๐

ῶຠᯝは、１௳࠶たり㸴ศ㸴⛊となり、年間๐ῶຠᯝとࡋては⣙ 2��0� 時

間ࡀぢ㎸ࢀࡲるとい࠺⤖ᯝとなࡗたࠋ 

※ ㏻常ධຊ（㸴ศ �� ⛊）㸫ࢱブࣞࢺࢵධຊ（㸮⛊）㸫53$ ᧯స（�0 ⛊）

㸻๐ῶຠᯝ（㸴ศ㸴⛊） 

※ 年間๐ῶຠᯝについては、ᶓ㡲㈡市消防局の令和ඖ年の救急ฟሙ௳数

27��9� ௳࡛ᐃ 
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࠙2C5 と 53$ のሙ合ࠚ 

㏻常の事務ฎ理時間ࡀ㸴ศ �� 2C5、ࡽとࡇる࠶࡛⛊ ㄆ☜ࡋ化ࢱーࢹ࡛

する㝿にる時間ࡀ㸲ศ 2� と及びࡇる࠶࡛⛊ 53$ の᧯స時間ࡀ �0 ⛊

えると、2C5ࡲるとの௬ᐃを㋃ と 53$ をά⏝ࡋたሙ合の事務ฎ理時間の

๐ῶຠᯝは１௳࠶たり１ศ �� ⛊となり、年間๐ῶຠᯝとࡋては⣙ 7�9 時間

 ࠋたࡗᯝとな⤖࠺るといࢀࡲぢ㎸ࡀ

なお、実㝿に実ド実㦂にཧ加ࡋた救急㝲員ࡽは、ࠕᐃ㔞ⓗなࢹー࡛ࢱは

事務ฎ理と࠺⾜㏻常のᡭධຊ࡛、ࡀる࠶ない部ศ࡛はࡽࢃ 2C5 ࡛ㄞྲྀࡳ

とࡇる࠶࡛ࡳを☜ㄆするసᴗをẚ㍑すると、☜ㄆするసᴗのࢱーࢹたࡗ

 ࠋたࡗ࠶ࡶពぢ࠺ᑡないࠖといࡀ労ឤ⑂ࡶてࡗ࠶時間࡛ࡌྠࡽ

※ ㏻常ධຊ（㸴ศ �� ⛊）㸫2C5 ☜ㄆసᴗ（㸲ศ 2� ⛊）㸫53$ ᧯స（�0

⛊）㸻๐ῶຠᯝ（１ศ �� ⛊） 

※ 年間๐ῶຠᯝについては、ᶓ㡲㈡市消防局の令和ඖ年の救急ฟሙ௳数

27��9� ௳࡛ᐃ 

※ ᖹᆒ☜ㄆ時間の⟬ฟに࠶たࡗては、᧯సᶵჾの⩦⇍状ἣを㋃ࡲえ、実

ド実㦂開ጞࡽ一㐌間⛬ᗘ⤒㐣ࡋた࠶との☜ㄆసᴗの時間を⏝いたࠋ 

・  ࢱーࢹ調査によるᐃ性ⓗࢺーࢣン

2C5 については、実㝿に実ド実㦂にཧ加ࡋた救急㝲員３ྡによるࢺࣇࢯ

の⏝ឤのホ౯࡛は、ࠕ'\QD(\H 10ࠖといࡶ᭱ࡀࢺࣇࢯ࠺⏝ࡸࡋすいとい

 ࠋた（ᅗ⾲２㸫11）ࡗᯝとな⤖࠺

ていた⢭ᗘより良ࡋり⢭ᗘはᙜึᐃྲྀࡳた、᭷⏝性については、ㄞࡲ

いとい࠺印㇟࡛ࡗ࠶た2、ࡋࡋࠋC5 の≉ᚩとࡋて、ㄞྲྀࡳるᵝᘧに合ࡏࢃ

た᭩き方ࡀᚲ㡲࡛࠶り、迅速な対ᛂࡀồめࢀࡽる救急現ሙ࡛は、ᩥᏐの大

きࡉを考៖ࡋてのάືは㈇ᢸ࡛࠶るとのពぢࡗ࠶ࡶたࠋ 

ᅗ⾲㸰㸫��� ᶓ㡲㈡ᕷᾘ㜵ᒁࡿࡅ࠾ 2&5 �ホ౯ࡢ⏝ឤࡢࢺࣇࢯ

ḟに、救急㝲員に対ࡋて⾜ࡗた調査㡯目࡛は、2C5 をᑟධするとᐃࡋ

たሙ合の課題とࡋて、᧯స性とసᴗ㈇ᢸࡀ主なࡶのとࡋてᣲࢀࡽࡆ、ḟい

 ࠋたࡗከࡀពぢ࠺るとい࠶課題࡛ࡀࢸࣜࣗ࢟ࢭࡸ⏝㈝、࡛

評価 操作性 ⾒やすさ ⽂字精度 操作性 ⾒やすさ ⽂字精度 操作性 ⾒やすさ ⽂字精度
⾮常に悪い 2 2 2 1 1 1
悪い 2 2 2
普通 1 1 1 1 1 1
良い 2 2 2
⾮常に良い

Smart Data Entry DynaEye 10 FormOCR
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Ᏻࠖࡀࡉ☜り⢭ᗘの正ྲྀࡳㄞࠕ、てはࡋたពぢとࡗ࠶ࡃた、ල体ⓗにከࡲ

とのኌࡀከࡃ、☜ㄆ・修正సᴗࡀ㈇ᢸになるࡇとࡀ課題となると考えࢀࡽ

る（ᅗ⾲２㸫12）ࠋ 

ᅗ⾲㸰㸫��� ᶓ㡲㈡ᕷᾘ㜵ᒁࡿࡅ࠾ 2&5 ᑟධࡿࡅ࠾ㄢ㢟�

実ド実㦂に⏝いたࢱブࣞࢺࢵ端ᮎと 2C5 のࡽࡕのᑟධをᮃࡴとい࠺

タၥについては、ࢱブࣞࢺࢵ端ᮎのᑟධをᮃࡴពぢࡀከࡗた（ᅗ⾲２㸫

 ࠋ（�1

ᅗ⾲㸰㸫��� ᶓ㡲㈡ᕷᾘ㜵ᒁࡿࡅ࠾ᑟධࢆᮃࡴᢏ⾡࡚࠸ࡘ�

せᮃࡸ㠃、ά⏝についての課題ࡴ端ᮎのᑟධをᮃࢺࢵブࣞࢱ、ࡋࡋ

とࡋて、ࡸࢸࣜࣗ࢟ࢭ᧯స性、⪏ஂ性についての課題࠶ࡀるとのពぢࡀ

ከ2、ࡃC5 のᑟධにおいては、現ሙ࡛の対ᛂࡀ大きࡃኚࡽࢃないࡇとࡽ、

課題に対するពぢはᑡなࡗた（ᅗ⾲２㸫1�）ࠋ 

い地域࡛▷ࡀの㊥㞳࡛ࡲた㝲員によると、医療ᶵ㛵ࡋ⏝た、実㝿にࡲ

は、病院฿╔࡛ࡲにධຊࡀᅔ㞴なሙ合ࡀከいとい࠺ពぢ࠶ࡶり、地域の実

タブレット 45.8％（54⼈）

OCR 33.9％（40⼈）

未回答 20.3％（24⼈）

Q ���
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Ᏻࠖࡀࡉ☜り⢭ᗘの正ྲྀࡳㄞࠕ、てはࡋたពぢとࡗ࠶ࡃた、ල体ⓗにከࡲ

とのኌࡀከࡃ、☜ㄆ・修正సᴗࡀ㈇ᢸになるࡇとࡀ課題となると考えࢀࡽ

る（ᅗ⾲２㸫12）ࠋ 

ᅗ⾲㸰㸫��� ᶓ㡲㈡ᕷᾘ㜵ᒁࡿࡅ࠾ 2&5 ᑟධࡿࡅ࠾ㄢ㢟�

実ド実㦂に⏝いたࢱブࣞࢺࢵ端ᮎと 2C5 のࡽࡕのᑟධをᮃࡴとい࠺

タၥについては、ࢱブࣞࢺࢵ端ᮎのᑟධをᮃࡴពぢࡀከࡗた（ᅗ⾲２㸫

 ࠋ（�1

ᅗ⾲㸰㸫��� ᶓ㡲㈡ᕷᾘ㜵ᒁࡿࡅ࠾ᑟධࢆᮃࡴᢏ⾡࡚࠸ࡘ�

せᮃࡸ㠃、ά⏝についての課題ࡴ端ᮎのᑟධをᮃࢺࢵブࣞࢱ、ࡋࡋ

とࡋて、ࡸࢸࣜࣗ࢟ࢭ᧯స性、⪏ஂ性についての課題࠶ࡀるとのពぢࡀ

ከ2、ࡃC5 のᑟධにおいては、現ሙ࡛の対ᛂࡀ大きࡃኚࡽࢃないࡇとࡽ、

課題に対するពぢはᑡなࡗた（ᅗ⾲２㸫1�）ࠋ 

い地域࡛▷ࡀの㊥㞳࡛ࡲた㝲員によると、医療ᶵ㛵ࡋ⏝た、実㝿にࡲ

は、病院฿╔࡛ࡲにධຊࡀᅔ㞴なሙ合ࡀከいとい࠺ពぢ࠶ࡶり、地域の実

タブレット 45.8％（54⼈）

OCR 33.9％（40⼈）

未回答 20.3％（24⼈）

Q ���

�2 

に合ࡏࢃて、᭷ຠと考えࢀࡽるඛ㐍ⓗなᢏ⾡をࢀࡒࢀࡑ検討するࡇとࡀ

ᚲせ࡛࠶ると考えࢀࡽるࠋ 

ᅗ⾲㸰㸫��� ᶓ㡲㈡ᕷᾘ㜵ᒁࢺࢵࣞࣈࢱࡿࡅ࠾ᑟධࡿࡅ࠾ㄢ㢟�

ղ ᩆᛴ㝲ࡢసᴗࡢ⡆⣲࠺࠸ほⅬࡓࡋ┠╔ ,&7 ࡢ⾡ᢏ࡞ඛ㐍ⓗࡢ➼

᭷⏝ᛶཬࡧᐇ⏝ᛶ࡚࠸ࡘ�

救急㝲員のసᴗの⡆⣲化にྥけた ,C7 等のඛ㐍ⓗなᢏ⾡の᭷⏝性及び実⏝

性については、実ド実㦂の⤖ᯝࡸ㐃⤡会࡛の議ㄽを㏻ࡌて、３つのᢏ⾡につい

てຠᯝࡸ␃ពⅬを☜ㄆࡋたࠋ 

３つのᢏ⾡については、ࠕ報をࢹーࢱ化するᢏ⾡ࠖとࡋて2ࠕC5ࠖ及びࢱࠕ

ブࣞࢺࢵ端ᮎの┤᥋ධຊ ࠖ⾡にᫎするᢏ࣒ࢸࢫࢩをのࢱーࢹࠕ、り࠶ࡀࠖ

とࡋて53$ࠖࠕをࢀࡒࢀࡑศ㢮ࡋ、௨ୗのとおりྲྀりࡲとめたࠋ 

ศ
㢮

名
⛠ ࡞ຠᯝཬࡧ␃ពⅬ�


ሗ
ࢆ
ࢹ
勖
ࢱ

ࡍ
ࡿ
ᢏ
⾡

2
&
5�

㸺ຠᯝ㸼�

・一ᐃ⛬ᗘの事務ฎ理時間の๐ῶຠᯝを♧すࡇと࡛ࡀきたࠋ 

（ཧ考） 

 ᮐᖠ市消防局 ߧ

たりの๐ῶຠᯝ㸸㸲ศ࠶௳１ 00 ⛊ 

年間๐ῶຠᯝ㸸⣙ ���20 時間（ぢ㎸ࡳ） 

 ᶓ㡲㈡市消防局 ߧ

たりの๐ῶຠᯝ㸸１ศ࠶௳１ �� ⛊ 

年間๐ῶຠᯝ㸸⣙ 7�9 時間（ぢ㎸ࡳ） 

㸺␃ពⅬཬࡧゎỴ⟇㸼�

・⣬ࢹࢺࢫ࢟ࢸࡽーࢱにኚする㝿に、☜ㄆࡸ修正するため

のసᴗࡀ新たにⓎ生するࡋࡋࠋ、一ᐃ⛬ᗘの⩦⇍ᮇ間をタける

ࠋる࠶࡛⬟と࡛、సᴗ時間の▷⦰はྍࡇるࡏࡉ研修を充実ࡸとࡇ

ࢱーࢹࢺࢫ࢟ࢸている報をࢀࡉ2C5ࠖは⣬にグ㍕ࠕ࡛ࡲࡃ࠶・

にኚするᢏ⾡࡛࠶るため、53$ 等とのే⏝ࡀᚲせ࡛࠶るࠋ 



4544�� 

2C5ࠕ・ にࠖついては、Ⓨᒎ㏵ୖのᢏ⾡࡛࠶るため、ᩥ Ꮠࡸ数Ꮠの

ㄆ㆑⋡に課題࠶ࡀるࡇとࢀࡉ♧ࡀたࡋࡋࠋ、യ病⪅ᘬ⥅᭩等の

ᵝᘧをኚ᭦するなにより、ㄆ㆑⋡をྥୖࡏࡉるࡇとྍࡀ⬟と

なࡗているࠋ 


ሗ
ࢆ
ࢹ
勖
ࢱ

ࡍ
ࡿ
ᢏ
⾡

ࢱ
ࣈ
ࣞ
勏
ࢺ
➃
ᮎ

ࡢ
┤
᥋
ධ
ຊ

㸺ຠᯝ㸼�

・一般ⓗにはᖐ⨫ᚋに事務ฎ理を⾜࠺とࢁࡇを、救急άື等の

間に事務ฎ理をするࡇと࠶࡛⬟ྍࡶるࡇとࡽ、よりከࡃ

の事務ฎ理時間の๐ῶຠᯝを♧すࡇと࡛ࡀきたࠋ 

 ᶓ㡲㈡市消防局 ߧ

 ⛊たりの๐ῶຠᯝ㸸㸴ศ㸴࠶௳１

年間๐ῶຠᯝ㸸⣙ 2��0� 時間（ぢ㎸ࡳ） 

㸺␃ពⅬཬࡧゎỴ⟇㸼�

・救急άື時のసᴗ㈇ᢸのቑ加ࡸ、ᦙ㏦する病院࡛ࡲの㊥㞳ࡀ

▷い時はධຊసᴗࡀ間に合ࢃなࡃなるࡇと、᧯సに㛵する⩦⇍

ᗘࡀపい時ᮇにはධຊする時間をせするࡇとࡀ␃ពⅬとࡋてᣲ

るࡏࡉ研修を充実ࡸとࡇ一ᐃの⩦⇍ᮇ間をタける、ࡀるࢀࡽࡆ

 ࠋる࠶࡛⬟と࡛対ᛂྍࡇ

・指令࣒ࢸࢫࢩ等との㐃ᦠなࡶ考៖するࡇとࡀከいࡇとࡽ、

ᑟධにおける㈝⏝ࡀẚ㍑ⓗ高౯となる53$ࠕ、ࡀ とࠖ㐃ᦠࡋたά⏝

を検討するࡇと࡛、㈝⏝㈇ᢸの㍍ῶのྍ⬟性࠶ࡶるࠋ 

㸺ࡢࡑ㸼�

㐍ࡀの消防本部࡛ᑟධࡃ端ᮎについては、᪤にከࢺࢵブࣞࢱ・

 ࠋるࢀࡽ実⏝性は高いと考えࡸ᭷⏝性ࡶࡽとࡇいる࡛ࢇ

ᖹᡂࠕ、端ᮎ等のᑟධ⤒㈝についてはࢺࢵブࣞࢱ・ �1 年ᗘの地

方㈈政のぢ┤ࡋ・ண⟬⦅ᡂୖの␃ព事㡯等について（ࠖᖹᡂ �1 年

１月 2� 日け総務省⮬治㈈政局㈈政課事務㐃⤡）࡛ ているࡋ♧

とおり、ࢱブࣞࢺࢵ端ᮎの救急⮬ື㌴の㓄ഛにせする⤒㈝と

ࠋたいࢀࡉཧ考とࡶとࡇているࢀࡽࡌ講ࡀ⨨て、ᬑ㏻⛯ᥐࡋ
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㸺ຠᯝ㸼�
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㸺␃ពⅬཬࡧゎỴ⟇㸼�

・救急άື時のసᴗ㈇ᢸのቑ加ࡸ、ᦙ㏦する病院࡛ࡲの㊥㞳ࡀ

▷い時はධຊసᴗࡀ間に合ࢃなࡃなるࡇと、᧯సに㛵する⩦⇍

ᗘࡀపい時ᮇにはධຊする時間をせするࡇとࡀ␃ពⅬとࡋてᣲ

るࡏࡉ研修を充実ࡸとࡇ一ᐃの⩦⇍ᮇ間をタける、ࡀるࢀࡽࡆ

 ࠋる࠶࡛⬟と࡛対ᛂྍࡇ

・指令࣒ࢸࢫࢩ等との㐃ᦠなࡶ考៖するࡇとࡀከいࡇとࡽ、

ᑟධにおける㈝⏝ࡀẚ㍑ⓗ高౯となる53$ࠕ、ࡀ とࠖ㐃ᦠࡋたά⏝

を検討するࡇと࡛、㈝⏝㈇ᢸの㍍ῶのྍ⬟性࠶ࡶるࠋ 

㸺ࡢࡑ㸼�

㐍ࡀの消防本部࡛ᑟධࡃ端ᮎについては、᪤にከࢺࢵブࣞࢱ・

 ࠋるࢀࡽ実⏝性は高いと考えࡸ᭷⏝性ࡶࡽとࡇいる࡛ࢇ

ᖹᡂࠕ、端ᮎ等のᑟධ⤒㈝についてはࢺࢵブࣞࢱ・ �1 年ᗘの地

方㈈政のぢ┤ࡋ・ண⟬⦅ᡂୖの␃ព事㡯等について（ࠖᖹᡂ �1 年

１月 2� 日け総務省⮬治㈈政局㈈政課事務㐃⤡）࡛ ているࡋ♧

とおり、ࢱブࣞࢺࢵ端ᮎの救急⮬ື㌴の㓄ഛにせする⤒㈝と

ࠋたいࢀࡉཧ考とࡶとࡇているࢀࡽࡌ講ࡀ⨨て、ᬑ㏻⛯ᥐࡋ

�� 

ࢹ
勖
ࢱ
ࢆ

ࡢ
ࢩ
ࢫ
ࢸ
࣒


ᫎ
ࡍ
ࡿ
ᢏ
⾡

5
3
$�

㸺ຠᯝ㸼�

・᪤にࢹࢺࢫ࢟ࢸー࠶ࡀࢱるሙ合、一般ⓗに事務ฎ理にせࡋて

いた時間は、ࡃ↓ࡰなるࡇとࢀࡉ♧ࡀたࠋ 

㸺␃ពⅬ㸼�

2C5ࠕ、前ᥦとなるためࡀとࡇる࠶ࡀࢱーࢹࢺࢫ࢟ࢸ・ ブࢱࠕࠖࡸ

端ᮎ࡛のධຊࢺࢵࣞ 音ኌ⮬ືධຊࠕࠖ、 なࠖのᢏ⾡との組合ࡀࡏ

ᚲ㡲となるࠋ 

53$ࠕ・ のࠖᑟධ時には、実施ࡏࡉるᴗ務のᲴ༺ࡋなを⾜い、ྍ

ど化するᚲせ࠶ࡀるࠋ 

㸺ࡢࡑ㸼�

・53$ のᑟධ⤒㈝については、ࠕ⮬治体⾜政の࣐ࢫーࢺ化の実現

のためのྲྀ組に対する地方㈈政ᥐ⨨について（ࠖ令和２年㸲月 1�

日け総⾜第 �0 ྕ⮬治⾜政局地域政策課地域報政策室、総

⾜ዪ第 1� ྕ⮬治⾜政局公務員部ዪ性ά㌍・人ᮦά⏝᥎㐍室、総

㈈調第 11 ྕ⮬治㈈政局調ᩚ課、総地第 �7 ྕ報ὶ㏻⾜政局

地域㏻信⯆課、総ὶ第 �� ྕ報ὶ㏻⾜政局報ὶ㏻⯆課

報ὶ㏻高ᗘ化᥎㐍室㏻知）࡛ ているとおり、≉ู⛯ᥐࡋ♧

 ࠋたいࢀࡉཧ考とࡶとࡇているࢀࡽࡌ講ࡀ⨨

実⏝性ࡸにඛ㐍ⓗなᢏ⾡のά⏝については、一ᐃ⛬ᗘの᭷⏝性࠺のよࡽࢀࡇ

を♧すࡇと࡛ࡀきたࢀࡒࢀࡑ、ࡋࡋࠋ課題ࡶ☜ㄆࢀࡉたと࠶࡛ࢁࡇるࠋ 

回、ຠᯝを☜ㄆࡋたඛ㐍ⓗなᢏ⾡については、主に事務ฎ理なのࢹーࢱ

をᢅ࠺部ศとなるࡽࢀࡇ、ࡀのඛ㐍ⓗなᢏ⾡のά⏝においては、ࡶとࡶとのᴗ

務のศᯒを⾜ࡗたୖ࡛、ᑟධࡋていなけࡤࢀ、大きなຠᯝを♧ࡽ࡙ࡋいとい

 ࠋる࠶ࡶ指࠺

るࢀࡽなり、ồめ␗ࡀ㈈政状ἣなࡸた、消防本部ごと࡛事務㈇ᢸの合ࡲ

課題ゎỴのᡭẁࡶᵝ࠶࡛ࠎるࡇとࡽ、年ᗘの検討⤖ᯝを㋃ࡲえ、地域の実

に合ࡏࢃて課題ゎỴの方法の検討をᅗࡗていࡇࡃとࡀᮃࢀࡲるࠋ 

なお、ᮍᑟධ消防本部にྥけたᑟධ及びά⏝ಁ㐍のための2ࠕC5 ブࣞࢱࠕࠖ、

の┤᥋ධຊ端ᮎࢺࢵ 及ࠖび53$ࠕ のࠖᑟධ時の╔║Ⅼ（ຠᯝ、課題とゎỴ策、

を♧す（❶ᮎのࢢࣟࢱ࢝とめたࡲの）をࡑ、⏝㈝㑅ᐃの␃ពⅬ、ཧ考ࢺࣇࢯ

㈨ᩱ１）ࠋ 
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救急ᴗ務の高ᗘ化とい࠺どⅬ࡛検討を⾜࠺ため、᪤にඛ㐍ⓗなྲྀ組を実施ࡋて

いる消防本部の現地調査ࡸඛ㐍ᢏ⾡のά⏝・開Ⓨを⾜ࡗている事ᴗ⪅ࡽの

報集を実施ࡋ、㐃⤡会の中࡛検討を⾜ࡗたࠋ 

ᾘ㜵ᮏ㒊ࡿࡅ࠾ඛ㐍ⓗྲྀ࡞⤌࡚࠸ࡘ

㐃⤡会にཧ加ࡋた᭷㆑⪅ࡸ消防本部ࡋྲྀ⫈ࡽたඛ㐍ⓗなྲྀ組を実施ࡋて

いる⚟ᒸ市消防局及び༓ⴥ市消防局ࡽ報ᥦ౪ࢀࡉたྲྀ組を⤂介するࠋ 

 ⚟ᒸᕷᾘ㜵ᒁ➼�

⚟ᒸ市消防局࡛は救急ᴗ務総合ᨭ6ࠝ$7$）࣒ࢸࢫࢩ ࢫࢱー࢚ 㸸ࠞ$PEXODQFH 

VHUYLFH 7RWDO $VVLVW 6\VWHP）をᑟධࡋているࠋ 

救急ᴗ務総合ᨭ࣒ࢸࢫࢩは、救急㝲ࡀᣢつࢱブࣞࢺࢵ端ᮎと指令ࢸࢫࢩ

るࡺࢃ及び救急άືの報告᭩等をసᡂするい࣒ 2$ 、ࡏࡉ等を㐃ᦠ࣒ࢸࢫࢩ

救急ᴗ務のຠ⋡化をᅗる࠶࡛࣒ࢸࢫࢩる（ᅗ⾲２㸫1�）ࠋ 

ᅗ⾲㸰㸫��� �ᅗࢪ࣮࣓

≉ᚩとࡋては、救急άື中に⫈ྲྀࡋたയ病⪅報等のᚲせ事㡯をࢱブࣞࢵ

、のᚋࡑ、いࡽࡶてࡋにグධࢺࢵブࣞࢱࡶインࢧᦙ㏦ᚋに医ᖌの、ࡋにධຊࢺ
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報集を実施ࡋ、㐃⤡会の中࡛検討を⾜ࡗたࠋ 

ᾘ㜵ᮏ㒊ࡿࡅ࠾ඛ㐍ⓗྲྀ࡞⤌࡚࠸ࡘ
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 ⚟ᒸᕷᾘ㜵ᒁ➼�

⚟ᒸ市消防局࡛は救急ᴗ務総合ᨭ6ࠝ$7$）࣒ࢸࢫࢩ ࢫࢱー࢚ 㸸ࠞ$PEXODQFH 

VHUYLFH 7RWDO $VVLVW 6\VWHP）をᑟධࡋているࠋ 

救急ᴗ務総合ᨭ࣒ࢸࢫࢩは、救急㝲ࡀᣢつࢱブࣞࢺࢵ端ᮎと指令ࢸࢫࢩ

るࡺࢃ及び救急άືの報告᭩等をసᡂするい࣒ 2$ 、ࡏࡉ等を㐃ᦠ࣒ࢸࢫࢩ

救急ᴗ務のຠ⋡化をᅗる࠶࡛࣒ࢸࢫࢩる（ᅗ⾲２㸫1�）ࠋ 

ᅗ⾲㸰㸫��� �ᅗࢪ࣮࣓

≉ᚩとࡋては、救急άື中に⫈ྲྀࡋたയ病⪅報等のᚲせ事㡯をࢱブࣞࢵ

、のᚋࡑ、いࡽࡶてࡋにグධࢺࢵブࣞࢱࡶインࢧᦙ㏦ᚋに医ᖌの、ࡋにධຊࢺ

�� 

救急㌴に㌴㍕ࡋているࣜࣉンࢱー࡛救急άືグ㘓⚊（㸿⚊・㹀⚊）を印ๅࡋ、

ᥦฟするとい࠺㐠⏝ྍࡀ⬟となࡗていると࠶࡛ࢁࡇるࡲࠋた、ࢱブࣞࢺࢵに

は指令のཷ信ࡸ救急άືのᨭ報のඹ᭷等を⾜࠺ᶵ⬟ࡶᦚ㍕ࢀࡉているࠋ 

なお、現時Ⅼ࡛は、医療ᶵ㛵とのࢹーࢱ㐃ᦠはࢀࡉていないࠋ 

㸦L㸧㐠⏝㛤ጞ᪥�

ᖹᡂ 29 年 11 月 1� 日 

㸦LL㸧㈝⏝�

㸦LLL㸧ຠᯝ�

ᑟධ前はᖐ⨫ᚋに⣙ 1� ศ㹼20 ศけて事務ฎ理を⾜ࡗていたࡀ、現ᅾ

は⣙༙ศ⛬ᗘとなࡗているࠋ 

なお、␃ព事㡯とࡋて、ᑟධᙜ時、病院฿╔ࡽ病院ᘬᥭ࡛ࡲࡆの時間

 ࠋる࠶に▷⦰ഴྥにࠎ現ᅾはᚎ、ࡀたࡋᘏఙࡀ

㸦LY㸧ᑟධ⤒⦋�

ඹྠ指令ࢭンࢱー㠃᭦新の計画の中࡛、救急事務のຠ⋡化とᨭ強化

についての検討ࢀࢃ⾜ࡀ、㠃᭦新時に救急ࢱブࣞࢺࢵをᑟධするࡇとと

なࡗたࠋ 

㸦Y㸧ഛ⪃�

指令࣒ࢸࢫࢩ㠃᭦新に合ࡏࢃて、指令ࢭンࢱーのඹྠ化ࢀࢃ⾜ࡀてお

り、現ᅾは⚟ᒸ㒔市ᅪ消防ඹྠ指令ࢭンࢱーとࡋて、⚟ᒸ市消防局、日・

大㔝ᇛ・㑣⌃ᕝ消防組合消防本部、⢑ᒇ༡部消防組合消防本部、᐀ീ地区

消防本部、⢑ᒇ部消防本部ྠࡶᵝのࡀ࣒ࢸࢫࢩᑟධࢀࡉているࠋ 

 ༓ⴥᕷᾘ㜵ᒁ�

༓ⴥ市消防局࡛は救急報ඹ᭷࣒ࢸࢫࢩ（6PDUW119）をᑟධࡋているࠋ 

救急報ඹ᭷࣒ࢸࢫࢩは、救急㝲ࡀᣢつࢱブࣞࢺࢵ端ᮎにバイࣝࢱ等をධ

ຊࢡ、ࡋラࢧࢻ࢘ーバーを介ࡋ医療ᶵ㛵に㓄ᕸࡋているࢱブࣞࢺࢵ端ᮎとയ

病⪅報をඹ᭷ࡋ、迅速な医療ᶵ㛵の㑅ᐃྍࡀ⬟となる࠶࡛࣒ࢸࢫࢩる（ᅗ

⾲２㸫1� 及び２㸫17）ࠋ 

  

イࢺࢫࢥࣝࣕࢩࢽ ・ඹྠ指令ࢭンࢱー㠃᭦新ᩚഛ㈝⏝に┒り㎸ࢀࡲている

ため明 

ランࢽンࢺࢫࢥࢢ ・ඹྠ指令ࢭンࢱーの㈝⏝に┒り㎸ࢀࡲているため明 



4948�7 

ᅗ⾲㸰㸫��� �ᅗࢪ࣮࣓

ᅗ⾲㸰㸫��� ᧯స⏬㠃➼�

 ࠋる࠶࡛⬟ྍࡶධຊについては、音ኌධຊࢱーࢹのࢺࢵブࣞࢱ

なお、現時Ⅼ࡛は３回目௨㝆のᛂ㟂☜ㄆにおいて、本࣒ࢸࢫࢩを⏝する

とい࠺㐠⏝を⾜ࡗているࠋ 
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ᅗ⾲㸰㸫��� ᧯స⏬㠃➼�

 ࠋる࠶࡛⬟ྍࡶධຊについては、音ኌධຊࢱーࢹのࢺࢵブࣞࢱ

なお、現時Ⅼ࡛は３回目௨㝆のᛂ㟂☜ㄆにおいて、本࣒ࢸࢫࢩを⏝する

とい࠺㐠⏝を⾜ࡗているࠋ 

  

�� 

㸦L㸧ヨ⾜㐠⏝㛤ጞ᪥�

令和２年７月 20 日 

㸦LL㸧㈝⏝�

㸦LLL㸧ຠᯝ�

医療ᶵ㛵↷会回数の๐ῶ、医療ᶵ㛵↷会時間の▷⦰、ྲཱྀ ධྍྰุ᩿の▷

⦰化及び正☜な報のఏ㐩ࡀぢ㎸ࢀࡲているࠋ 

㸦LY㸧ᑟධ⤒⦋�

༓ⴥ大学医学部㝃ᒓ病院Ⓨの࣋ンࣕࢳーᴗの 6PDUW119 社ࡀ、$M('（ᅜ

立研究開Ⓨ法人日本医療研究開Ⓨᶵᵓ）の補助をཷけて㸲年前ࡽ開Ⓨࡀ

ጞࡲり、令和ඖ年に༓ⴥ市消防局とඹྠ࡛༓ⴥ市消防局ᵝの࣒ࢸࢫࢩを

開Ⓨࡋ、令和２年にヨ⾜㐠⏝に⮳ࡗたࠋ 

㸦Y㸧ഛ⪃�

現ᅾは、ྛ 救急㝲の⨨報ࡸ救急άືの報告᭩等をసᡂするいࡺࢃる

2$ 、の᭦新を⥆け࣒ࢸࢫࢩᚋ、㝶時、ࡀていないࢀࡉとは㐃ື࣒ࢸࢫࢩ

より一ᒙ救急㝲員ࡀいࡸすい࣒ࢸࢫࢩసりを目指ࡋていࡃとのࡇと࡛

 ࠋたࡗ࠶

ಶ人報ಖㆤの対ᛂとࡋては、༓ⴥ市のᢸᙜ部局とಶูに調ᩚをᅗり、

対ᛂྍ⬟な方法を検討ࡋ、医ᖌᘬ⥅ᚋ１時間࡛医療ᶵ㛵ഃࡽはയ病⪅ࢹ

ーࢱに࡛ࢫࢭࢡきない（常時᥋⥆࡛はない）組ࡳをᵓ⠏ࡋ、課題ゎỴ

をᅗࡗているࠋ 

  

イࢺࢫࢥࣝࣕࢩࢽ ・開Ⓨ㈝⏝（⣙ 1�000 ） 

ランࢽンࢱ・࣒ࢸࢫࢩ・ ࢺࢫࢥࢢブࣞࢺࢵ⏝ᩱ（⣙ 2�000 ） 

・㏻信㐠ᦙ㈝（⣙ �0 ） 
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,&7 ➼ඛ㐍ⓗ࡞ᢏ⾡㛵ࡿࢃᴗ⪅➼ࡢࡽሗᥦ౪࡚࠸ࡘ

㐃⤡会の中࡛、,C7 等のඛ㐍ⓗなᢏ⾡に㛵ࢃる事ᴗ⪅等ࡽ ,C7 㸳㹅等のࡸ

ศ㔝࡛のά⏝事等を௨ୗのとおり報ᥦ౪いたࡔいたࠋ 

ල体ⓗなෆᐜは、❶ᮎの㈨ᩱ２に♧すࠋ 

ᢏ⾡のศ㢮 ࢱイࣝࢺ ᴫせ 

,C7 

救急㐃ᦠ࣒ࢸࢫࢩ 主に ,C7 ᢏ⾡をά⏝ࡋ、医療ࡸ介ㆤに㛵ࢃる専

門⫋ࡀ報ඹ᭷するためのࠕ⫋✀㐃ᦠ࣑ࠖࢥ

 ࣒ー࣍ࢺࢵラࣉンࣙࢩーࢣࢽࣗ

㸳㹅 

,R7�

㸳㹅のά⏝࡛実現す

るインࣇラ・ࣔࣜࣅ

 ࢸ

㸳㹅と㏻信ྕᶵとの㐃ᦠによるࢺラࢵࢸࢫ

 のᅜᒎ開ࢺࢵࢿࢻ

,C7 

救急άືにおける

,C7 ᢏ⾡のྍ⬟性 

による報ඹ᭷（救急㝲㹼救急ࣜࣉࢺࢵࣕࢳ

医㹼専門医）及び高画㉁ᫎീ（㸳㹅�㸲㹅）のࣜ

 ඹ᭷࣒イࢱࣝ

,C7 

␗ศ㔝における ,C7

ά⏝事、病院前救

ㆤをᢸ࠺救急ᴗ務高

ᗘ化の検討 

��0Υ࣓࢝ラをά⏝ࡋた救急デ療࡛の㐲㝸立ࡕ

会いࣞࢺーࢽンࡸࢢ␗ศ㔝࡛の,C7ά⏝事の

⤂介 

音ኌㄆ㆑ 

音ኌㄆ㆑をά⏝ࡋた

ーンᆺࣟࢻンࢱࢫ

ᩥᏐ㉳ࡋࡇᨭࣉ

 ンࣙࢩーࢣࣜ

:(% 会議ၟࡸㄯ、会ぢ等、対㠃・㠀対㠃のᖜ広

いࢩーン࡛⏝࡛きるࢱࢫンࣟࢻーンᆺᩥ

Ꮠ㉳ࡋࡇᨭࢣࣜࣉーࣙࢩンの⤂介 

                                         

� ,R7（,QWHUQHW RI 7KLQJV㸻ࣔࣀのインࢱーࢺࢵࢿ）とは、ᵝࠎなࣀࣔࠕ（≀）ࠖ にࢺࢵࢿーࢱインࡀ

᥋⥆ࢀࡉ（༢につなࡀるࡔけ࡛はなࡀࣀࣔ、ࡃインࢱーࢺࢵࢿのよ࠺につなࡀる）、報するࡇと

により┦に制ᚚする組࠶࡛ࡳるࠋ
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�0 

ศᯒ⤖ᯝࡧㄪᰝཬࢺ࣮ࢣࣥ

,C7 ά⏝について、ᅜの消防本部に対ࡋてンࢣーࢺを実施ࡋたࠋ 

㸺調査ᴫせ㸼 

 ・調 査 ྡ㸸ࠕ救急救命体制のᩚഛ・充実に㛵する調査 及ࠖびࢥࣝ࢝ࢹ࣓ࠕンࣟࢺ

ーࣝ体制等の実態に㛵する調査ࠖ 

 ・調査対㇟㸸72� 消防本部 

 ・調査方法㸸㟁Ꮚࣇイࣝ㏦によるンࢣーࢺ 

 ・調査ᮇ間㸸令和２年㸶月３日㹼㸶月 2� 日（ᇶ‽日㸸令和２年㸶月１日） 

 ・回  ⋡㸸100㸣 

㐃⤡会の中࡛、ࠕ救急救命体制のᩚഛ・充実に㛵する調査ࠖ及びࣝ࢝ࢹ࣓ࠕ

ࢫࣟࢡ、にࡶーࣝ体制等の実態に㛵する調査ࠖの⤖ᯝを☜ㄆするととࣟࢺンࢥ

集計ࢱ、ࡋブࣞࢺࢵ端ᮎ等を᪤にᑟධࡋている本部、ᑟධணᐃの本部及びᮍᑟ

ධの本部における回⟅⤖ᯝをศᯒࡋたࠋ 

 ᩆᛴ㝲࢛ࣥࣇࢺ࣮࣐ࢫࡢཪࢺࢵࣞࣈࢱࡣ➃ᮎࡢᑟධ≧ἣ�

救急㝲の࣐ࢫー࢛ࣇࢺンཪはࢱブࣞࢺࢵ端ᮎのᑟධ状ἣについては、ࠕᑟ

ධࡋているࠖと回⟅ࡋた本部ࡀ ���7㸣（�1� 本部）、ࠕᑟධするணᐃ࡛࠶るࠖ

ࡀ 7�0㸣（�1 本部）、ࠕᑟධࡋていない、ࡲたはᑟධするணᐃはない ࡀࠖ ���㸣

（�0 本部）࡛ࡗ࠶た（ᅗ⾲２㸫1�）ࠋ 

ᅗ⾲㸰㸫��� ᩆᛴ㝲࢛ࣥࣇࢺ࣮࣐ࢫࡢཪࢺࢵࣞࣈࢱࡣ➃ᮎࡢᑟධ≧ἣ�

  

ᑟධࡿ࠸࡚ࡋ

����㸣����ᮏ㒊�

ᑟධࡿࡍணᐃ࡛ࡿ࠶

���㸣���ᮏ㒊�

ᑟධࡣࡓࡲࠊ࠸࡞࠸࡚ࡋᑟධࡿࡍணᐃ࠸࡞ࡣ

���㸣���ᮏ㒊�

1 ���
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 ᩆᛴ㝲ࢺࢵࣞࣈࢱࡢ➃ᮎ➼ࡢά⏝ཬࡧά⏝ணᐃ�

救急㝲の࣐ࢫー࢛ࣇࢺンཪはࢱブࣞࢺࢵ端ᮎのά⏝及びά⏝ணᐃの状ἣ

については、ࠕ⩻ヂࣜࣉ（救急࣎イࢺࢫラ等）をά⏝ࡋたእᅜ人対ᛂࠖと回

ࡀた本部ࡋ⟆ 9��0㸣（�2� 本部）、ḟい࡛、ࠕ病院のᛂ㟂報ࡸ病態にᇶ࡙ࡃ

病院㑅ᐃを⾜ࡀࠖ࠺ ����㸣（�0� 本部）、ࠕയ病⪅報について、医療ᶵ㛵と

報ඹ᭷ࠖࡀ ����㸣（2�� 本部）࡛ࡗ࠶た（ᅗ⾲２㸫19）ࠋ 

ᅗ⾲㸰㸫��� ᩆᛴ㝲ࢺࢵࣞࣈࢱࡢ➃ᮎ➼ࡢά⏝ཬࡧά⏝ணᐃ㸦」ᩘᅇ⟅㸧�

  

45.6

23.3

38.3

29.4

36.2

34.2

24.6

13.2

20.3

94.0

12.3

 0%  20%  40%  60%  80%  100%

㝔ࡢᛂ㟂ሗࡸែᇶ࡙ࡃ㝔㑅ᐃ࠺⾜ࢆ

(n=304)
ᦙ㏦ࡢᐇ⦼ࢆධຊࡿࡍᩆᛴ⤫ィධຊᨭࢫࢩ

ᫎ(n=155)㸧࡞㸦ᩆᛴάືሗ࿌᭩࣒ࢸ
യ⪅ሗࠊ࡚࠸ࡘ་⒪ᶵ㛵ሗඹ᭷

(n=255)
ᗈᇦ⅏ᐖᩆᛴ་⒪ሗ࣒ࢸࢫࢩ㸦EMIS㸧ࡢ㜀ぴ

(n=196)

⅏ᐖ⌧ሙ➼ࡢ≧ἣࢆ་⒪ᶵ㛵㏦ࡿ (n=241)

⅏ᐖ⌧ሙ➼ࡢᫎീࢆ㏻ಙᣦ௧ᐊ➼㏦ࡿ (n=228)

PDF➼࡛ྛ✀㏻▱ᩥ➼ࡢ㈨ᩱࡾྲྀࢆ㎸࡛ࢇ

(n=164)ࡿࡍㄆ☜࡚ࡌᛂᚲせࠊࡁ࠾
LINE➼ࢺࢵࣕࢳࢺࢫ࢟ࢸࡢᶵ⬟ࢆά⏝ࠊࡋ

ᾘ㜵ᮏ㒊ෆ࡛ሗඹ᭷ࢆᅗࡿ(n=88)
་⒪ᶵ㛵ᦙ㏦⤒㊰➼࣒ࢸࢫࢩࣥࣙࢩ࣮ࢤࣅࢼ

(n=135)ࡿࡍ⏝ά࡚ࡋ
⩻ヂࣜࣉ㸦ᩆᛴࣛࢺࢫ࣎➼㸧ࢆά⏝ࡓࡋ

እᅜேᑐᛂ (n=626)

(n=82)ࡢࡑ

1� ����



5352�1 

 ᩆᛴ㝲ࢺࢵࣞࣈࢱࡢ➃ᮎ➼ࡢά⏝ཬࡧά⏝ணᐃ�

救急㝲の࣐ࢫー࢛ࣇࢺンཪはࢱブࣞࢺࢵ端ᮎのά⏝及びά⏝ணᐃの状ἣ

については、ࠕ⩻ヂࣜࣉ（救急࣎イࢺࢫラ等）をά⏝ࡋたእᅜ人対ᛂࠖと回

ࡀた本部ࡋ⟆ 9��0㸣（�2� 本部）、ḟい࡛、ࠕ病院のᛂ㟂報ࡸ病態にᇶ࡙ࡃ

病院㑅ᐃを⾜ࡀࠖ࠺ ����㸣（�0� 本部）、ࠕയ病⪅報について、医療ᶵ㛵と

報ඹ᭷ࠖࡀ ����㸣（2�� 本部）࡛ࡗ࠶た（ᅗ⾲２㸫19）ࠋ 

ᅗ⾲㸰㸫��� ᩆᛴ㝲ࢺࢵࣞࣈࢱࡢ➃ᮎ➼ࡢά⏝ཬࡧά⏝ணᐃ㸦」ᩘᅇ⟅㸧�

  

45.6

23.3

38.3

29.4

36.2

34.2

24.6

13.2

20.3

94.0

12.3

 0%  20%  40%  60%  80%  100%

㝔ࡢᛂ㟂ሗࡸែᇶ࡙ࡃ㝔㑅ᐃ࠺⾜ࢆ

(n=304)
ᦙ㏦ࡢᐇ⦼ࢆධຊࡿࡍᩆᛴ⤫ィධຊᨭࢫࢩ

ᫎ(n=155)㸧࡞㸦ᩆᛴάືሗ࿌᭩࣒ࢸ
യ⪅ሗࠊ࡚࠸ࡘ་⒪ᶵ㛵ሗඹ᭷

(n=255)
ᗈᇦ⅏ᐖᩆᛴ་⒪ሗ࣒ࢸࢫࢩ㸦EMIS㸧ࡢ㜀ぴ

(n=196)

⅏ᐖ⌧ሙ➼ࡢ≧ἣࢆ་⒪ᶵ㛵㏦ࡿ (n=241)

⅏ᐖ⌧ሙ➼ࡢᫎീࢆ㏻ಙᣦ௧ᐊ➼㏦ࡿ (n=228)

PDF➼࡛ྛ✀㏻▱ᩥ➼ࡢ㈨ᩱࡾྲྀࢆ㎸࡛ࢇ

(n=164)ࡿࡍㄆ☜࡚ࡌᛂᚲせࠊࡁ࠾
LINE➼ࢺࢵࣕࢳࢺࢫ࢟ࢸࡢᶵ⬟ࢆά⏝ࠊࡋ

ᾘ㜵ᮏ㒊ෆ࡛ሗඹ᭷ࢆᅗࡿ(n=88)
་⒪ᶵ㛵ᦙ㏦⤒㊰➼࣒ࢸࢫࢩࣥࣙࢩ࣮ࢤࣅࢼ

(n=135)ࡿࡍ⏝ά࡚ࡋ
⩻ヂࣜࣉ㸦ᩆᛴࣛࢺࢫ࣎➼㸧ࢆά⏝ࡓࡋ

እᅜேᑐᛂ (n=626)

(n=82)ࡢࡑ

1� ����

�2 

࢘ ᩆᛴ㝲ࢺࢵࣞࣈࢱࡢ➃ᮎ➼ࡢ᭷ຠ࡞ά⏝᪉ἲ�

救急㝲の࣐ࢫー࢛ࣇࢺンཪはࢱブࣞࢺࢵ端ᮎの᭷ຠと考えࢀࡽるά⏝方

法については、ࠕ病院のᛂ㟂報ࡸ病態にᇶ࡙ࡃ病院㑅ᐃを⾜࠺ とࠖ回⟅ࡋた

本部ࡀ ����㸣（�77 本部）、ḟい࡛、ࠕയ病⪅報について、医療ᶵ㛵と報

ඹ᭷ࠖࡀ 17��㸣（11� 本部）、ࠕᦙ㏦の実⦼をධຊすると救急⤫計ධຊᨭࢩ

ࡀにᫎࠖ（救急άື報告᭩な）࣒ࢸࢫ 9�0㸣（�0 本部）࡛ࡗ࠶た（ᅗ⾲

２㸫20）ࠋ 

ᅗ⾲㸰㸫��� ᩆᛴ㝲ࢺࢵࣞࣈࢱࡢ➃ᮎ➼ࡢ᭷ຠ࡞ά⏝᪉ἲ㸦」ᩘᅇ⟅㸧�

  

56.6

9.0

17.4

1.2

8.6

4.5

1.1

1.5

0.2

 0%  20%  40%  60%  80%  100%

㝔ࡢᛂ㟂ሗࡸែᇶ࡙ࡃ㝔㑅ᐃ࠺⾜ࢆ

(n=377)
ᦙ㏦ࡢᐇ⦼ࢆධຊࡿࡍᩆᛴ⤫ィධຊᨭ

ᫎ(n=60)㸧࡞㸦ᩆᛴάືሗ࿌᭩࣒ࢸࢫࢩ

യ⪅ሗࠊ࡚࠸ࡘ་⒪ᶵ㛵ሗඹ᭷(n=116)

ᗈᇦ⅏ᐖᩆᛴ་⒪ሗ࣒ࢸࢫࢩ㸦EMIS㸧ࡢ㜀ぴ

(n=8)

⅏ᐖ⌧ሙ➼ࡢ≧ἣࢆ་⒪ᶵ㛵㏦ࡿ(n=57)

⅏ᐖ⌧ሙ➼ࡢᫎീࢆ㏻ಙᣦ௧ᐊ➼㏦ࡿ(n=30)

PDF➼࡛ྛ✀㏻▱ᩥ➼ࡢ㈨ᩱࡾྲྀࢆ㎸ࠊࡁ࠾࡛ࢇ

ᚲせᛂ࡚ࡌ☜ㄆࡿࡍ(n=7)
LINE➼ࢺࢵࣕࢳࢺࢫ࢟ࢸࡢᶵ⬟ࢆά⏝ࠊࡋ

ᾘ㜵ᮏ㒊ෆ࡛ሗඹ᭷ࢆᅗࡿ(n=10)
་⒪ᶵ㛵ᦙ㏦⤒㊰➼࣒ࢸࢫࢩࣥࣙࢩ࣮ࢤࣅࢼ

(n=1)ࡿࡍ⏝ά࡚ࡋ
⩻ヂࣜࣉ㸦ᩆᛴࣛࢺࢫ࣎➼㸧ࢆά⏝ࡓࡋ

እᅜேᑐᛂ(n=0)

(n=0)ࡢࡑ

1  ���
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࢚ ᩆᛴᴗົࡢ୰࡛ ,&7 �ሙ㠃ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵồࡀᑟධࡢ⾡ᢏ࡞ඛ㐍ⓗࡢ➼

救急ᴗ務の中࡛ඛ㐍ⓗなᢏ⾡ࡀồめࢀࡽているሙ㠃については、ࠕ事務ฎ

理（53$ による⮬ືධຊ）ࠖ と回⟅ࡋた本部ࡀ ����㸣（2�� 本部）、ḟい࡛、

ほᐹのグ㘓（,R7ࠕ ࡸ 53$ によるほᐹჾᶵࡽの⮬ືグ㘓ࡸ音ኌによるグ㘓

等）ࠖ ࡀ �1��㸣（22� 本部）、ࠕ医療ᶵ㛵㑅ᐃ（$,�等による㊥㞳ࡸほᐹ⤖ᯝを

㋃ࡲえた⮬ື㑅ᐃ）ࠖ ࡀ 2���㸣（191 本部）࡛ࡗ࠶た（ᅗ⾲２㸫21）ࠋ 

ᅗ⾲㸰㸫��� ᩆᛴᴗົࡢ୰࡛ ,&7 �ሙ㠃ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵồࡀ⾡ᢏ࡞ඛ㐍ⓗࡢ➼

                                         

� $,（$UWLILFLDO ,QWHOOLJHQFH㸻人ᕤ知⬟）とは、大ࡲにはࠕ知ⓗなᶵᲔ、≉に、知ⓗなࢥンࣗࣆー

ているࡗて␗なࡗのᐃ⩏は研究⪅によࡑ、ののࡶているࢀࡉをసる科学とᢏ⾡ࠖとㄝ明࣒ラࢢࣟࣉࢱ

状ἣに࠶るࠋ 

⥭ᛴ㉮⾜㸦$,ࣥࣙࢩ࣮ࢤࣅࢼື⮬ࡿࡼ➼㸧

���㸣���ᮏ㒊�

ほᐹࡢグ㘓㸦,R7ࡼ53$ࡸ

グ㘓ື⮬ࡢࡽほᐹჾᶵࡿ

グ㘓➼㸧ࡿࡼ㡢ኌࡸ

����㸣����ᮏ㒊�
་⒪ᶵ㛵㑅ᐃ㸦$,➼ࡿࡼ㊥㞳ࡸ

ほᐹ⤖ᯝࢆ㋃ࡓ࠼ࡲ⮬ື㑅ᐃ㸧

����㸣����ᮏ㒊�

ົฎ⌮㸦53$ࡿࡼ⮬ືධຊ㸧

����㸣����ᮏ㒊�

ࡢࡑ

���㸣���ᮏ㒊�

1 ���
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࢚ ᩆᛴᴗົࡢ୰࡛ ,&7 �ሙ㠃ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵồࡀᑟධࡢ⾡ᢏ࡞ඛ㐍ⓗࡢ➼

救急ᴗ務の中࡛ඛ㐍ⓗなᢏ⾡ࡀồめࢀࡽているሙ㠃については、ࠕ事務ฎ

理（53$ による⮬ືධຊ）ࠖ と回⟅ࡋた本部ࡀ ����㸣（2�� 本部）、ḟい࡛、

ほᐹのグ㘓（,R7ࠕ ࡸ 53$ によるほᐹჾᶵࡽの⮬ືグ㘓ࡸ音ኌによるグ㘓

等）ࠖ ࡀ �1��㸣（22� 本部）、ࠕ医療ᶵ㛵㑅ᐃ（$,�等による㊥㞳ࡸほᐹ⤖ᯝを

㋃ࡲえた⮬ື㑅ᐃ）ࠖ ࡀ 2���㸣（191 本部）࡛ࡗ࠶た（ᅗ⾲２㸫21）ࠋ 

ᅗ⾲㸰㸫��� ᩆᛴᴗົࡢ୰࡛ ,&7 �ሙ㠃ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵồࡀ⾡ᢏ࡞ඛ㐍ⓗࡢ➼

                                         

� $,（$UWLILFLDO ,QWHOOLJHQFH㸻人ᕤ知⬟）とは、大ࡲにはࠕ知ⓗなᶵᲔ、≉に、知ⓗなࢥンࣗࣆー

ているࡗて␗なࡗのᐃ⩏は研究⪅によࡑ、ののࡶているࢀࡉをసる科学とᢏ⾡ࠖとㄝ明࣒ラࢢࣟࣉࢱ

状ἣに࠶るࠋ 

⥭ᛴ㉮⾜㸦$,ࣥࣙࢩ࣮ࢤࣅࢼື⮬ࡿࡼ➼㸧

���㸣���ᮏ㒊�

ほᐹࡢグ㘓㸦,R7ࡼ53$ࡸ

グ㘓ື⮬ࡢࡽほᐹჾᶵࡿ

グ㘓➼㸧ࡿࡼ㡢ኌࡸ

����㸣����ᮏ㒊�
་⒪ᶵ㛵㑅ᐃ㸦$,➼ࡿࡼ㊥㞳ࡸ

ほᐹ⤖ᯝࢆ㋃ࡓ࠼ࡲ⮬ື㑅ᐃ㸧

����㸣����ᮏ㒊�

ົฎ⌮㸦53$ࡿࡼ⮬ືධຊ㸧

����㸣����ᮏ㒊�

ࡢࡑ

���㸣���ᮏ㒊�

1 ���

�� 

࢜ ᩆᛴᴗົࡢ୰࡛ࡢά⏝ࡀᮃࡿ࠸࡚ࢀࡲ ,&7 �⾡ᢏ࡞ඛ㐍ⓗࡢ➼

救急ᴗ務の中࡛のά⏝ࡀᮃࢀࡲている ,C7 等のඛ㐍ⓗなᢏ⾡については、

ࢱーࣗࣆンࢥるࢃ㛵ࡀンࣙࢩーࢣࢽ࣑ࣗࢥC7（報㏻信ᢏ⾡㺃㺃㺃人ྠኈの,ࠕ

ーのい方ࡸά⏝するᢏ⾡等）ࠖ と回⟅ࡋた本部ࡀ �2��㸣（2�7 本部）、ḟい

をࢡー࣡ࢡࢫࢹラーの࢝ࢺイ࣡࣍）53$ࠕ、࡛ 3C ෆの࢙࢘ࢺࣇࢯᆺࣟࢺࢵ࣎

ࠖ（௦⾜・⮬ື化するᢏ⾡等ࡀ ࡀ 2���㸣（1�9 本部）、ࠕ$,（人ᕤ知⬟㺃㺃㺃知ⓗ

なࢥンࣗࣆーࢢࣟࣉࢱラ࣒をసる科学とᢏ⾡等）ࠖ ࡀ 1���㸣（122 本部）࡛ ࠶

 ࠋた（ᅗ⾲２㸫22）ࡗ

ᅗ⾲㸰㸫��� ᩆᛴᴗົࡢ୰࡛ࡢά⏝ࡀᮃࡿ࠸࡚ࢀࡲ ,&7 �⾡ᢏ࡞ඛ㐍ⓗࡢ➼

  

ICT㸦ሗ㏻ಙᢏ⾡㺃㺃㺃ேྠ

ኈࡀࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ

㛵ࡢ࣮ࢱ࣮ࣗࣆࣥࢥࡿࢃ

ᢏ⾡➼㸧ࡿࡍ⏝άࡸ᪉࠸

32.6㸣(237ᮏ㒊)

IT㸦ሗᢏ⾡㺃㺃㺃PC࣐࣍ࢫࠊ➼

㸧ࡢࡶࡢࡑࢱ࣮ࣗࣆࣥࢥࡢ

15.2㸣(110ᮏ㒊)

IoT㸦ࣔࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥࡢࣀ㺃㺃㺃PC
ࣥࣀࣔ࡞ࠎᵝࡢ௨እ࣐࣍ࢫࡸ

ᢏ⾡➼㸧ࡿࡀ⧄ࡀࢺࢵࢿ࣮ࢱ

11.7㸣(85ᮏ㒊)

RPA㸦ࢡࢫࢹࡢ࣮ࣛ࢝ࢺ࣡࣍

࢙࢘ࢺࣇࢯࡢPCෆࢆࢡ࣮࣡

ᆺࣟࡀࢺࢵ࣎௦⾜࣭⮬ືࡍ

ᢏ⾡➼㸧ࡿ

23.3㸣(169ᮏ㒊)

AI㸦ேᕤ▱⬟㺃㺃㺃▱ⓗ࡞

࣒ࣛࢢࣟࣉࢱ࣮ࣗࣆࣥࢥ

ᢏ⾡➼㸧Ꮫ⛉ࡿసࢆ

16.8㸣(122ᮏ㒊)

ࡢࡑ

0.4㸣(3ᮏ㒊)

1 ���
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࢝ ୰࡛ࡢᩆᛴᴗົࡢᑟධ≧ἣูࡢ➼ᮎ➃ࢺࢵࣞࣈࢱ ,&7 ࡞ඛ㐍ⓗࡢ➼

ᢏ⾡ࡢᑟධࡀồࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵሙ㠃�

前㏙のࠕᅗ⾲２㸫1� 救急㝲の࣐ࢫー࢛ࣇࢺンཪはࢱブࣞࢺࢵ端ᮎのᑟධ

状ἣࠖとࠕᅗ⾲２㸫21 救急ᴗ務の中࡛ ,C7 等のඛ㐍ⓗなᢏ⾡ࡀồめࢀࡽて

いるሙ㠃ࠖをࢫࣟࢡ集計すると、ࢱブࣞࢺࢵ端ᮎ等のᑟධの᭷↓による᭷ព

ᕪはㄆめࡎࢀࡽ、ඹ㏻ࡋてほᐹのグ㘓ࡸ医療ᶵ㛵㑅ᐃ、事務ฎ理等のሙ㠃

のᑟධࡀồめࢀࡽている（ᅗ⾲２㸫2�）ࠋ 

ほᐹࡸ㐃⤡会࡛のពぢとྠᵝに、事務ฎ理、ࡶࡽの⤖ᯝࢺーࢣンのࡇ

のグ㘓等のሙ㠃࡛のᑟධࡀồめࢀࡽるとい࠺ഴྥࡀㄆめࢀࡽたࠋ 

ᅗ⾲㸰㸫��� ୰࡛ࡢᩆᛴᴗົࡢᑟධ≧ἣูࡢ➼ᮎ➃ࢺࢵࣞࣈࢱ ,&7 �ࡢ➼

ඛ㐍ⓗ࡞ᢏ⾡ࡢᑟධࡀồࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵሙ㠃�
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⥭ᛴ㉮⾜

㸦$,ࢼື⮬ࡿࡼ

㸧➼ࣥࣙࢩ࣮ࢤࣅ

ほᐹࡢグ㘓

㸦,R7ࡿࡼ53$ࡸ

ほᐹჾᶵࡢࡽ⮬

ືグ㘓ࡸ㡢ኌࡼ

グ㘓➼㸧ࡿ

་⒪ᶵ㛵㑅ᐃ

㸦$,➼ࡿࡼ㊥㞳

ࡲ㋃ࢆほᐹ⤖ᯝࡸ

㑅ᐃ㸧ື⮬ࡓ࠼

ົฎ⌮

㸦53$ࡿࡼ⮬ື

ධຊ㸧

ࡢࡑ

ᑟධࡿ࠸࡚ࡋ

ᑟධࡿࡍணᐃ࡛ࡿ࠶

ᑟධࡣࡓࡲࠊ࠸࡞࠸࡚ࡋᑟධࡿࡍணᐃ࠸࡞ࡣ
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࢝ ୰࡛ࡢᩆᛴᴗົࡢᑟධ≧ἣูࡢ➼ᮎ➃ࢺࢵࣞࣈࢱ ,&7 ࡞ඛ㐍ⓗࡢ➼

ᢏ⾡ࡢᑟධࡀồࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵሙ㠃�

前㏙のࠕᅗ⾲２㸫1� 救急㝲の࣐ࢫー࢛ࣇࢺンཪはࢱブࣞࢺࢵ端ᮎのᑟධ

状ἣࠖとࠕᅗ⾲２㸫21 救急ᴗ務の中࡛ ,C7 等のඛ㐍ⓗなᢏ⾡ࡀồめࢀࡽて

いるሙ㠃ࠖをࢫࣟࢡ集計すると、ࢱブࣞࢺࢵ端ᮎ等のᑟධの᭷↓による᭷ព

ᕪはㄆめࡎࢀࡽ、ඹ㏻ࡋてほᐹのグ㘓ࡸ医療ᶵ㛵㑅ᐃ、事務ฎ理等のሙ㠃

のᑟධࡀồめࢀࡽている（ᅗ⾲２㸫2�）ࠋ 

ほᐹࡸ㐃⤡会࡛のពぢとྠᵝに、事務ฎ理、ࡶࡽの⤖ᯝࢺーࢣンのࡇ

のグ㘓等のሙ㠃࡛のᑟධࡀồめࢀࡽるとい࠺ഴྥࡀㄆめࢀࡽたࠋ 

ᅗ⾲㸰㸫��� ୰࡛ࡢᩆᛴᴗົࡢᑟධ≧ἣูࡢ➼ᮎ➃ࢺࢵࣞࣈࢱ ,&7 �ࡢ➼

ඛ㐍ⓗ࡞ᢏ⾡ࡢᑟධࡀồࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵሙ㠃�
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⥭ᛴ㉮⾜

㸦$,ࢼື⮬ࡿࡼ

㸧➼ࣥࣙࢩ࣮ࢤࣅ

ほᐹࡢグ㘓

㸦,R7ࡿࡼ53$ࡸ

ほᐹჾᶵࡢࡽ⮬

ືグ㘓ࡸ㡢ኌࡼ

グ㘓➼㸧ࡿ

་⒪ᶵ㛵㑅ᐃ

㸦$,➼ࡿࡼ㊥㞳

ࡲ㋃ࢆほᐹ⤖ᯝࡸ

㑅ᐃ㸧ື⮬ࡓ࠼

ົฎ⌮

㸦53$ࡿࡼ⮬ື

ධຊ㸧

ࡢࡑ

ᑟධࡿ࠸࡚ࡋ

ᑟධࡿࡍணᐃ࡛ࡿ࠶

ᑟධࡣࡓࡲࠊ࠸࡞࠸࡚ࡋᑟධࡿࡍணᐃ࠸࡞ࡣ

�� 

࢟ ࡚ࢀࡲᮃࡀ⏝άࡢ୰࡛ࡢᩆᛴᴗົࡢᑟධ≧ἣูࡢ➼ᮎ➃ࢺࢵࣞࣈࢱ

ࡿ࠸ ,&7 �⾡ᢏ࡞ඛ㐍ⓗࡢ➼

前㏙のࠕᅗ⾲２㸫1� 救急㝲の࣐ࢫー࢛ࣇࢺンཪはࢱブࣞࢺࢵ端ᮎのᑟධ

状ἣࠖとࠕᅗ⾲２㸫22 救急ᴗ務の中࡛のά⏝ࡀᮃࢀࡲている ,C7 等のඛ㐍

ⓗなᢏ⾡ࠖをࢫࣟࢡ集計すると、ࢱブࣞࢺࢵ端ᮎ等をᑟධࡋている本部࡛は

,C7 ࡸ 53$ ᮍᑟධ本部࡛は、ࢀࡲᮃࡀ ,C7 ࡸ ,7 ㄆめࡀഴྥ࠺るといࢀࡲᮃࡀ

 ࠋた（ᅗ⾲２㸫2�）ࢀࡽ

ᅗ⾲㸰㸫��� �ࡀ⏝άࡢ୰࡛ࡢᩆᛴᴗົࡢᑟධ≧ἣูࡢ➼ᮎ➃ࢺࢵࣞࣈࢱ

ᮃࡿ࠸࡚ࢀࡲ ,&7 �⾡ᢏ࡞ඛ㐍ⓗࡢ➼
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࡚࠸ࡘ

 ᩆᛴάືࢬ࣮࢙ࣇྛࡿࡅ࠾ඛ㐍ᢏ⾡ࡽᐃࡿࢀࡉຠᯝ�

救急現ሙにおけるᴗ務は、ࠕグ㘓をྲྀる⾜Ⅽ とࠖࠕほᐹをࡋて⾜ືをすると

い࠺⾜Ⅽࠖに大ูࢀࡉるࢀࡒࢀࡑࠋの⾜Ⅽにおける救急άືのྛ࢙ࣇーࢬと

ඛ㐍ᢏ⾡の組合ࡽࡏ考えࢀࡽるά⏝方法とᐃࢀࡉるຠᯝを௨ୗに♧す

（ᅗ⾲２㸫2�）ࠋ 

ᅗ⾲㸰㸫��� ᩆᛴάືࢬ࣮࢙ࣇྛࡢඛ㐍ᢏ⾡ࡿࢀࡽ࠼⪄ࡽࡏྜ⤌ࡢά⏝᪉ἲ�

�ຠᯝࡿࢀࡉᐃ

 ᪤ࢺࢵࣞࣈࢱࡸ࢛ࣥࣇࢺ࣮࣐ࢫ➃ᮎࢆᑟධࡿ࠸࡚ࡋᾘ㜵ᮏ㒊ࡢព

ぢࢆ㋃࠼⪄ࡓ࠼ࡲ᪉�

前㏙のとおり、᪤に࣐ࢫー࢛ࣇࢺンࢱࡸブࣞࢺࢵ端ᮎをᑟධࡋている消防

本部࡛は、ࠕ⩻ヂࣜࣉによるእᅜ人対ᛂ をࠖ㝖ࡃとࠕ病院のᛂ㟂報ࡸ病院

㑅ᐃ とࠖࠕയ病⪅報の医療ᶵ㛵との報ඹ᭷ ࠋているࢀࡉ⏝ࡃከࡶ᭱ࡀࠖ

᭱、たࡲ 病院㑅ᐃࡸ病院のᛂ㟂報ࠕ、てࡋ᭷ຠなά⏝方法とࡶ 、ࢀࡽࡆᣲࡀࠖ

ḟい࡛、ࠕയ病⪅報の医療ᶵ㛵との報ඹ᭷ യ病⪅報のࠕࠖ、 2$ ࣒ࢸࢫࢩ

 ࠋているࡗなࡃከࡀのᫎࠖ

ている消防ࡋ端ᮎをᑟධࢺࢵブࣞࢱࡸン࢛ࣇࢺー࣐ࢫ᪤に、ࡽとࡇのࡇ

本部のពぢを㋃ࡲえると、ᅗ⾲２㸫2� の（３、２）ࠕ、ࡕ࠺᥋ゐ㹼病╔㸩（࢚、

オ）㸳*、,C7㸻医療ᶵ㛵との㐃ᦠの高ᗘ化ࠖのよ࠺な迅速な病院㑅ᐃࡸ報

ඹ᭷ྍࡀ⬟となるᢏ⾡ࡀ᭷ຠなά⏝方法࡛࠶ると考えࢀࡽる（ᅗ⾲２㸫2�）ࠋ

ᅗ⾲㸰㸫��� �ᅗࢪ࣮࣓
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᭱、たࡲ 病院㑅ᐃࡸ病院のᛂ㟂報ࠕ、てࡋ᭷ຠなά⏝方法とࡶ 、ࢀࡽࡆᣲࡀࠖ

ḟい࡛、ࠕയ病⪅報の医療ᶵ㛵との報ඹ᭷ യ病⪅報のࠕࠖ、 2$ ࣒ࢸࢫࢩ

 ࠋているࡗなࡃከࡀのᫎࠖ

ている消防ࡋ端ᮎをᑟධࢺࢵブࣞࢱࡸン࢛ࣇࢺー࣐ࢫ᪤に、ࡽとࡇのࡇ

本部のពぢを㋃ࡲえると、ᅗ⾲２㸫2� の（３、２）ࠕ、ࡕ࠺᥋ゐ㹼病╔㸩（࢚、

オ）㸳*、,C7㸻医療ᶵ㛵との㐃ᦠの高ᗘ化ࠖのよ࠺な迅速な病院㑅ᐃࡸ報

ඹ᭷ྍࡀ⬟となるᢏ⾡ࡀ᭷ຠなά⏝方法࡛࠶ると考えࢀࡽる（ᅗ⾲２㸫2�）ࠋ

ᅗ⾲㸰㸫��� �ᅗࢪ࣮࣓

�� 

࢘ ࡚ࡢᾘ㜵ᮏ㒊ࡢࡽពぢࢆ㋃࠼⪄ࡓ࠼ࡲ᪉�

前㏙のとおり、ࢱブࣞࢺࢵ端ᮎ等のᑟධ・ᮍᑟධを考えࡎ、ての消防本

部のンࢣーࢺの回⟅⤖ᯝを㋃ࡲえ、救急ᴗ務（事務ฎ理ࡴྵࡶ）を⾜ୖ࠺

࡛、,C7 等のඛ㐍ⓗなᢏ⾡のᑟධࡀồめࢀࡽているሙ㠃は、ࠕ事務ฎ理（53$）ࠖ

ほᐹのグ㘓（,R7ࠕ、ከ࡛、ḟい࡛᭱ࡀ ࡸ ࠖ（,$）医療ᶵ㛵㑅ᐃࠕ、ࠖ（53$ ከࡀ

 ࠋているࡗなࡃ

、るඛ㐍ⓗなᢏ⾡はࢀࡲᮃࡀとࡇるࢀࡉ⏝た、ての消防本部࡛ᚋάࡲ

53$ࠕ、ከ࡛、ḟい࡛᭱ࡀC7ࠖ,ࠕ  ࠋているࡗなࡃከࡀࠖ,$ࠕࠖ、

C7ࠖ,ࠕ、るඛ㐍ⓗなᢏ⾡はࢀࡲᮃࡀとࡇるࢀࡉ⏝に、ᮍᑟධ本部࡛ᚋάࡽࡉ

 ࠋているࡗなࡃከࡀࠖ,$ࠕ、ࠖ（のࡶのࡑᶵჾ）7,ࠕ、ከ࡛、ḟい࡛᭱ࡀ

部ศにඛ㐍࠺事務ฎ理、ほᐹのグ㘓及び医療ᶵ㛵㑅ᐃとい、ࡽとࡇのࡇ

ⓗなᢏ⾡をᑟධするなࡤࡽ、௨ୗのよ࠺なᢏ⾡ࡀᮃࢀࡲていると考えࢀࡽる

（ᅗ⾲２㸫27）ࠋ 

ᅗ⾲㸰㸫��� �ᅗࢪ࣮࣓

㸺ᮃࢀࡲているඛ㐍ⓗなᢏ⾡㸼 

・࠙（㸲）ᖐ⨫㹼事務ฎ理㸩（）53$㸻άືグ㘓の⮬ືᫎࠚ 

・࠙（２）᥋ゐ㹼㌴ෆᐜ㸩（࢘）$,㸻医療ᶵ㛵の⮬ື㑅ᐃࠚ 

・࠙（２、３）᥋ゐ㹼病╔㸩（࢚、オ）㸳*、,C7㸻医療ᶵ㛵との㐃ᦠの高ᗘ化ࠚ  
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�ࡵࡲࡢ࡚࠸ࡘ⾡

どⅬにおいて、ከ࠺とめると、救急ᴗ務の高ᗘ化といࡲのពぢを࡛ࡲࢀࡇ

ࡗとな࡛ࡲ╔฿病院ࡽてはയ病⪅᥋ゐࡋሙ㠃とࡴά⏝をᮃࡀの消防本部ࡃ

ており、≉に医療ᶵ㛵との㐃ᦠ強化とい࠺部ศにおいて、,C7 ࡗ㸳㹅といࡸ

たඛ㐍ⓗなᢏ⾡のά⏝を検討ࡋていࡇࡃとࡀồめࢀࡽていると考えࢀࡽる

（ᅗ⾲２㸫2�）ࠋ 

、るඛ㐍ⓗなᢏ⾡についてはࢀࡲどⅬ࡛ᮃ࠺救急ᴗ務の高ᗘ化とい、ࡋࡋ

消防本部のつᶍࡸ㈈政ⓗな状ἣࡸ地域の医療ᶵ㛵の状ἣ等、ᵝࠎな地域の実

࠶ࡀるࡇとࡶ考៖ࡋ、広いどⅬをᣢࡗて検討を㐍めるᚲせ࠶ࡀるࠋ 

てࡋては、厚生労働省等と㐃ᦠࡋ部ศに㛵࠺た、医療ᶵ㛵との㐃ᦠといࡲ

検討を㐍めていࡃᚲせ࠶ࡀると考えࢀࡽるࠋ 

ᅗ⾲㸰㸫��� ᩆᛴάືࢬ࣮࢙ࣇྛࡢᢏ⾡ࡢ㛵㐃ᅗ�
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（ᅗ⾲２㸫2�）ࠋ 

、るඛ㐍ⓗなᢏ⾡についてはࢀࡲどⅬ࡛ᮃ࠺救急ᴗ務の高ᗘ化とい、ࡋࡋ

消防本部のつᶍࡸ㈈政ⓗな状ἣࡸ地域の医療ᶵ㛵の状ἣ等、ᵝࠎな地域の実

࠶ࡀるࡇとࡶ考៖ࡋ、広いどⅬをᣢࡗて検討を㐍めるᚲせ࠶ࡀるࠋ 

てࡋては、厚生労働省等と㐃ᦠࡋ部ศに㛵࠺た、医療ᶵ㛵との㐃ᦠといࡲ

検討を㐍めていࡃᚲせ࠶ࡀると考えࢀࡽるࠋ 

ᅗ⾲㸰㸫��� ᩆᛴάືࢬ࣮࢙ࣇྛࡢᢏ⾡ࡢ㛵㐃ᅗ�

  

�0 

年ᗘは、救急㝲員のసᴗの⡆⣲化にྥけた ,C7 等のඛ㐍ⓗなᢏ⾡のᑟධとい࠺目

ᶆにྥけ、実ド実㦂を実施ࡋたࡑࠋの中࡛、53$ ࡸ 2C5 とい࠺ඛ㐍ⓗなᢏ⾡のά⏝に

ついて、一ᐃ⛬ᗘの᭷⏝性ࡸ実⏝性࠶ࡀるࡇとࢀࡉ♧ࡀたࠋ 

地域の実により消防本部のࡸとࡇる࠶ࡀඛ㐍ⓗなᢏ⾡はⓎᒎ㏵ୖの部ศ、ࡋࡋ

 ࠋたࢀࡉㄆ☜ࡶとࡇる࠶ࡀ課題、となࡇ࠺㐪ࡀࢬーࢽ

、ࡽࡀなࡋつつ、ඛ㐍ⓗなᢏ⾡の㐍ᒎをὀどࡋの課題をᩚ理࡛ࡲࢀࡇ、ࡽとࡇのࡇ

┿にồめࢀࡽている課題ゎỴのᡭẁとࡋて、ඛ㐍ⓗなᢏ⾡のά⏝のྍ⬟性について、

ල体ⓗな検討を㐍めていࡇࡃとࡀồめࢀࡽていると考えているࠋ 

た、ᡃࡲ る第㸳ᮇ科学ᢏ⾡ᇶ本計画の中࡛は、目指すべきᮍ᮶社会のጼࡆᥖࡀᅜࡀ

とࡋて、⊁⊟社会（6RFLHW\ 1�0）、㎰⪔社会（6RFLHW\ 2�0）、ᕤᴗ社会（6RFLHW\ ��0）、

報社会（6RFLHW\ ��0）に⥆6、ࡃRFLHW\ ��0 ࡉてᥦၐࡋのとࡶ新たな社会を指すࡀ

 ࠋているࢀ

6RFLHW\ ��0 ࡛実現ࡋたいと考えࢀࡽている社会は、,R7 ࡸ $,、第㸳ୡ௦⛣ື㏻信

を㏻（ンࣙࢩー࣋ࣀイ）なඛ㐍ᢏ⾡により、社会のኚ㠉ࠎᵝ、な（㸳㹅）࣒ࢸࢫࢩ

合ࡋᕼᮃのᣢてる社会、ୡ௦を㉸えていにᑛ重、ࡋ◚の㛢ሰឤをᡴ࡛ࡲࢀࡇ、てࡌ

える社会、一人一人ࡀᛌ適࡛ά㌍࡛きる社会とゝࢀࢃているࠋ 

つつ、ᘬき⥆き、本検ࡋえ、ඛ㐍ⓗなᢏ⾡の㐍Ṍの状ἣを☜ㄆࡲとを㋃ࡇのࡽࢀࡇ

討会とࡋてࡶ救急ᴗ務のㅖ課題に対する ,C7 等のඛ㐍ⓗなᢏ⾡のά⏝とい࠺どⅬ

 ࠋていきたいと考えているࡋの課題ゎỴの方法を検討ࡽ
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OCR（Optical Character Recognition＝光学文字認識） タブレット RPA（Robotic Process Automation＝ロボットによる手順の自動化）
・手書きや印刷された文字をイメージスキャナやデジタルカメラで読みとり、コンピューターが利用できる
デジタルの文字コードに変換する技術
・救急業務での活用例としては、帰署後事務処理に傷病者引継書等をスキャナーで取込み、OCRソフトで
データ化された内容を確認及び修正することが想定される。。

・パソコンの基礎的な機能を備えたデジタル機器
・救急業務での活用例としては、傷病者引継書をタブレット内にソフトとして組み込み、救急活動時に直接
データ入力することが想定される。

・ホワイトカラーのデスクワーク（主に定型作業）を、パソコンの中にあるソフトウェア型のロボットが代
行・自動化する概念
・救急業務での活用例としては、帰署後事務処理時にデータ化された情報を他のシステム（OAシステム等）
に自動入力することが想定される。

効果 ＜事務処理時間の短縮＞
・通常時の事務処理時間とOCRを導入した場合の時間を比較する事によって、事務処理時間の削減効果を示
すことができる。
＜例＞
札幌市消防局の結果を参考として引用した場合
➣４分×年間救急出動件数＝年間削減効果
＜留意点＞
・従来の事務処理と比較しOCRを導入するとスキャンデータの確認・修正作業が新たに発生することを考慮
し、効果の算出をする必要がある。
・導入に向けた効果の算出方法としては、単純な事務処理時間の削減効果のほか、時間外勤務における割合
を考慮した算定も有用であると考えられる。

＜事務処理時間の短縮＞
・通常時の事務処理時間とタブレット及びRPAを導入した場合の時間を比較する事によって、事務処理時間
の削減効果を示すことができる。
＜その他＞
・紙を用いた運用が必須ではなくなるので、紙の紛失による個人情報漏洩などのリスク軽減にも繋がる。
・他の機能活用への汎用性が高い（WEB接続による動態管理や通知・マニュアルなどのデータ管理など）。
＜例＞
横須賀市消防局の結果を想定した場合
➣６分６秒×年間救急出動件数＝年間削減効果

＜事務処理時間の短縮＞
・データ化された情報がある場合、通常時の事務処理にかかっていた時間はほぼ無くなる。
・通常時の事務処理時間と別のデータ化する技術とRPAを導入した場合の時間を比較する事によって、事務
処理時間の削減効果を示すことができる。
＜例＞
タブレット端末によりデータ化された情報を活用し、横須賀市消防局での結果を想定した場合
➣６分６秒×年間救急出動件数＝年間削減効果

課題と解決策 ＜作業＞
・OCRを用いた場合、新たに生じる確認・修正作業に時間を要する。

→ 一定の習熟期間を設けたり、研修を充実させることにより、事務処理時間の短縮が可能である。
＜様式＞
・従来の様式を用いて、そのままOCRで読み込むと認識率が低下する。
・従来の様式の項目を変更せず、そのままOCR用の様式に変更（枠などを追記する程度）した場合、書きづ
らく作業効率が落ちる可能性がある。

→ 記載する項目の再検討を含めて、従来の様式をOCR用の様式に変更することによって、改善可能であ
る。

＜操作＞
・傷病者との接触時にも操作することから作業負担が増加する可能性がある。
・習熟度が低い時期は入力に時間を要する。

→ 一定の習熟期間を設けたり、研修を充実させることで、操作能力が向上し、おおむね改善可能であ
る。
・搬送する病院までの距離が短いときは、到着までに入力が終わらないことがある。

→ 状況に応じた使用方法を検討する。
＜例＞
納入業者からの事前説明会の実施やフォローアップ研修のほか、操作例を示したDVDなどを用いる。

＜データ化する技術＞
・RPAを用いるためには、データ化された情報が必須なので、OCRやタブレットでのデータ入力、音声自動
入力などの技術と組み合わせる必要がある。
　→　データを入力する技術を導入することで解決する。

ソフト選定の留意点 ソフト選定にあたり、以下の点を考慮することが必要
＜認識率＞
・導入するOCRソフトの種類によって、文字・数字・チェックボックスの認識率が異なるので、活用する様
式に適したソフトの選定が必要である。
＜確認・修正画面＞
・確認や修正する画面（ユーザーインターフェース）が異なるので、実際に使用して確認や修正しやすいソ
フトの選定が必要である。また、操作する世代によりスキャンデータ確認作業における文字の大きさや表示
画面の見やすさ、使いやすさが異なるので、サイズなどが変更できる仕様のソフトが望ましいという意見が
ある。
＜セキュリティ＞
・救急現場で扱うデータは、重要な個人情報が含まれるので、ソフトによりテキストデータの変換時にオン
ラインクラウドサービスを使用するものもあることから、各自治体の個人情報保護に関する取り決めについ
て確認した上で、導入するソフトを選定することが重要である。

＜操作画面＞
ユーザーインターフェースは様々なものがあることから、救急活動時をイメージした上で、選定する必要が
ある。
＜例＞
・従来の傷病者引継書をイメージしたソフト
・消防OAシステムの入力項目に沿って構成されているソフト　　など

以下のような視点で、ソフトの選定を考慮
＜既存のOAシステムとの互換性＞
・アプリケーションとの接続性が充実しているかが重要で、他の業務への汎用性も検討できる。

費用（参考） 導入にあたり、以下の費用が生じることをあらかじめ認識する必要がある。
・ソフト費用（ライセンス買取・ユーザー月額など）

※ 処理ページの数により変動するソフトもある。
・設定費用（様式の種類や項目、レイアウトを変更・修正など）

※ 設定費用は、帳票の種類や項目、レイアウト、処理内容により変動する。
・保守費用（メンテナンス、不具合発生時の対応など）
＜例＞
PCを保有しており、10台の端末で１年間利用する場合
【Smart Data Entry】 【Dyna EYE10】
・ソフト費用：約600万円 ・ソフト費用：約850万円
・保守費用：約15万円 ・保守費用：約120万円
・設定費：約300万円 ・設定費：約300万円
➣合計：約915万円 ➣合計：約1,270万円

導入にあたり、以下の費用が生じることをあらかじめ認識する必要がある。
・パッケージ費用（ソフトウェアや保守を含めた導入するための費用）
・ハードウェア費用（タブレット端末やサーバ－立上げ費用など）
・設定費用（様式の種類や項目、レイアウトを変更・修正など）
＜例＞
PCを保有しており、10台の端末で１年間利用する場合
【タブレット】
・パッケージ費用：約800万円
・ハードウェア費用：約700万円
・設定費：約500万円
➣合計：約2,000万円
※上記費用は、利用環境や希望する内容によって変動する。
※指令システム等との連携には別途費用がかかる。（約2,000万円）

導入にあたり、以下の費用が生じることを考慮する必要がある。
・ソフト費用（ソフト自体を購入する費用）
・設定費用（シナリオを作成するための費用）
※自身でRPAの操作が可能である場合、設定費用はかからない。
＜例＞
PCを保有しており、10台の端末で１年間利用する場合
【RPA】
・ソフト費用：約300万円
・設定費：約300万円
➣合計：約600万円

その他 ・OCRは紙から得られる情報をデータ化するものなので、RPA技術との併用が必要である。
・システムがダウンした場合の手順を定めておくことが必要である。
・ OCRの活用については、現在の紙で情報伝達を行っている現状を踏まえた過渡期における技術であるとも
考えられ、将来の情報のデジタル化やペーパーレス社会を踏まえた将来的な設計も考慮した上での導入検討
にも留意する必要がある。

・タブレット端末においてのデータ連携には、指令システム等との連携のほか、RPA技術との連携による活
用も可能である。
・様々な救急現場で使用することを想定することから、落下等による機器の破損の可能性がある。（機器の
耐久性の課題）
・システムがダウンした場合の手順を定めておくことが必要である。
・導入実績は、2020年８月時点で、タブレット端末等を導入又は導入予定の消防本部は666本部あり、搬送
実績を入力すると救急統計入力支援システムに反映されるという利用方法を活用又は活用予定の消防本部は
155本部ある。
・タブレット端末等の導入経費については、「平成31年度の地方財政の見直し・予算編成上の留意事項等に
ついて」（平成31年１月25日付け総務省自治財政局財政課事務連絡）で示しているとおり、救急自動車への
配備に要する経費として、普通交付税措置が講じられていることも参考とされたい。

・RPAの導入には、RPAに実施させる業務を可視化する必要があり、その業務の棚卸しなどの改善を行う必
要がある。
・RPAの設定にエラーが発生した場に備え、知識のある者を確保するか、迅速な保守体制の構築が必要と
なってくる。
・システムがダウンした場合の手順を定めておくことが必要である。
・ RPAの導入経費については、「自治体行政のスマート化の実現のための取組に対する地方財政措置につい
て」（令和２年４月15日付け総行情第60号、総行女第15号、総財調第11号、総情地第57号、総情流第34号通
知）で示しているとおり、特別交付税措置が講じられていることも参考とされたい。

技術の名称
技術の概要

導入時の着眼点
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OCR（Optical Character Recognition＝光学文字認識） タブレット RPA（Robotic Process Automation＝ロボットによる手順の自動化）
・手書きや印刷された文字をイメージスキャナやデジタルカメラで読みとり、コンピューターが利用できる
デジタルの文字コードに変換する技術
・救急業務での活用例としては、帰署後事務処理に傷病者引継書等をスキャナーで取込み、OCRソフトで
データ化された内容を確認及び修正することが想定される。。

・パソコンの基礎的な機能を備えたデジタル機器
・救急業務での活用例としては、傷病者引継書をタブレット内にソフトとして組み込み、救急活動時に直接
データ入力することが想定される。

・ホワイトカラーのデスクワーク（主に定型作業）を、パソコンの中にあるソフトウェア型のロボットが代
行・自動化する概念
・救急業務での活用例としては、帰署後事務処理時にデータ化された情報を他のシステム（OAシステム等）
に自動入力することが想定される。

効果 ＜事務処理時間の短縮＞
・通常時の事務処理時間とOCRを導入した場合の時間を比較する事によって、事務処理時間の削減効果を示
すことができる。
＜例＞
札幌市消防局の結果を参考として引用した場合
➣４分×年間救急出動件数＝年間削減効果
＜留意点＞
・従来の事務処理と比較しOCRを導入するとスキャンデータの確認・修正作業が新たに発生することを考慮
し、効果の算出をする必要がある。
・導入に向けた効果の算出方法としては、単純な事務処理時間の削減効果のほか、時間外勤務における割合
を考慮した算定も有用であると考えられる。

＜事務処理時間の短縮＞
・通常時の事務処理時間とタブレット及びRPAを導入した場合の時間を比較する事によって、事務処理時間
の削減効果を示すことができる。
＜その他＞
・紙を用いた運用が必須ではなくなるので、紙の紛失による個人情報漏洩などのリスク軽減にも繋がる。
・他の機能活用への汎用性が高い（WEB接続による動態管理や通知・マニュアルなどのデータ管理など）。
＜例＞
横須賀市消防局の結果を想定した場合
➣６分６秒×年間救急出動件数＝年間削減効果

＜事務処理時間の短縮＞
・データ化された情報がある場合、通常時の事務処理にかかっていた時間はほぼ無くなる。
・通常時の事務処理時間と別のデータ化する技術とRPAを導入した場合の時間を比較する事によって、事務
処理時間の削減効果を示すことができる。
＜例＞
タブレット端末によりデータ化された情報を活用し、横須賀市消防局での結果を想定した場合
➣６分６秒×年間救急出動件数＝年間削減効果

課題と解決策 ＜作業＞
・OCRを用いた場合、新たに生じる確認・修正作業に時間を要する。

→ 一定の習熟期間を設けたり、研修を充実させることにより、事務処理時間の短縮が可能である。
＜様式＞
・従来の様式を用いて、そのままOCRで読み込むと認識率が低下する。
・従来の様式の項目を変更せず、そのままOCR用の様式に変更（枠などを追記する程度）した場合、書きづ
らく作業効率が落ちる可能性がある。

→ 記載する項目の再検討を含めて、従来の様式をOCR用の様式に変更することによって、改善可能であ
る。

＜操作＞
・傷病者との接触時にも操作することから作業負担が増加する可能性がある。
・習熟度が低い時期は入力に時間を要する。

→ 一定の習熟期間を設けたり、研修を充実させることで、操作能力が向上し、おおむね改善可能であ
る。
・搬送する病院までの距離が短いときは、到着までに入力が終わらないことがある。

→ 状況に応じた使用方法を検討する。
＜例＞
納入業者からの事前説明会の実施やフォローアップ研修のほか、操作例を示したDVDなどを用いる。

＜データ化する技術＞
・RPAを用いるためには、データ化された情報が必須なので、OCRやタブレットでのデータ入力、音声自動
入力などの技術と組み合わせる必要がある。
　→　データを入力する技術を導入することで解決する。

ソフト選定の留意点 ソフト選定にあたり、以下の点を考慮することが必要
＜認識率＞
・導入するOCRソフトの種類によって、文字・数字・チェックボックスの認識率が異なるので、活用する様
式に適したソフトの選定が必要である。
＜確認・修正画面＞
・確認や修正する画面（ユーザーインターフェース）が異なるので、実際に使用して確認や修正しやすいソ
フトの選定が必要である。また、操作する世代によりスキャンデータ確認作業における文字の大きさや表示
画面の見やすさ、使いやすさが異なるので、サイズなどが変更できる仕様のソフトが望ましいという意見が
ある。
＜セキュリティ＞
・救急現場で扱うデータは、重要な個人情報が含まれるので、ソフトによりテキストデータの変換時にオン
ラインクラウドサービスを使用するものもあることから、各自治体の個人情報保護に関する取り決めについ
て確認した上で、導入するソフトを選定することが重要である。

＜操作画面＞
ユーザーインターフェースは様々なものがあることから、救急活動時をイメージした上で、選定する必要が
ある。
＜例＞
・従来の傷病者引継書をイメージしたソフト
・消防OAシステムの入力項目に沿って構成されているソフト　　など

以下のような視点で、ソフトの選定を考慮
＜既存のOAシステムとの互換性＞
・アプリケーションとの接続性が充実しているかが重要で、他の業務への汎用性も検討できる。

費用（参考） 導入にあたり、以下の費用が生じることをあらかじめ認識する必要がある。
・ソフト費用（ライセンス買取・ユーザー月額など）

※ 処理ページの数により変動するソフトもある。
・設定費用（様式の種類や項目、レイアウトを変更・修正など）

※ 設定費用は、帳票の種類や項目、レイアウト、処理内容により変動する。
・保守費用（メンテナンス、不具合発生時の対応など）
＜例＞
PCを保有しており、10台の端末で１年間利用する場合
【Smart Data Entry】 【Dyna EYE10】
・ソフト費用：約600万円 ・ソフト費用：約850万円
・保守費用：約15万円 ・保守費用：約120万円
・設定費：約300万円 ・設定費：約300万円
➣合計：約915万円 ➣合計：約1,270万円

導入にあたり、以下の費用が生じることをあらかじめ認識する必要がある。
・パッケージ費用（ソフトウェアや保守を含めた導入するための費用）
・ハードウェア費用（タブレット端末やサーバ－立上げ費用など）
・設定費用（様式の種類や項目、レイアウトを変更・修正など）
＜例＞
PCを保有しており、10台の端末で１年間利用する場合
【タブレット】
・パッケージ費用：約800万円
・ハードウェア費用：約700万円
・設定費：約500万円
➣合計：約2,000万円
※上記費用は、利用環境や希望する内容によって変動する。
※指令システム等との連携には別途費用がかかる。（約2,000万円）

導入にあたり、以下の費用が生じることを考慮する必要がある。
・ソフト費用（ソフト自体を購入する費用）
・設定費用（シナリオを作成するための費用）
※自身でRPAの操作が可能である場合、設定費用はかからない。
＜例＞
PCを保有しており、10台の端末で１年間利用する場合
【RPA】
・ソフト費用：約300万円
・設定費：約300万円
➣合計：約600万円

その他 ・OCRは紙から得られる情報をデータ化するものなので、RPA技術との併用が必要である。
・システムがダウンした場合の手順を定めておくことが必要である。
・ OCRの活用については、現在の紙で情報伝達を行っている現状を踏まえた過渡期における技術であるとも
考えられ、将来の情報のデジタル化やペーパーレス社会を踏まえた将来的な設計も考慮した上での導入検討
にも留意する必要がある。

・タブレット端末においてのデータ連携には、指令システム等との連携のほか、RPA技術との連携による活
用も可能である。
・様々な救急現場で使用することを想定することから、落下等による機器の破損の可能性がある。（機器の
耐久性の課題）
・システムがダウンした場合の手順を定めておくことが必要である。
・導入実績は、2020年８月時点で、タブレット端末等を導入又は導入予定の消防本部は666本部あり、搬送
実績を入力すると救急統計入力支援システムに反映されるという利用方法を活用又は活用予定の消防本部は
155本部ある。
・タブレット端末等の導入経費については、「平成31年度の地方財政の見直し・予算編成上の留意事項等に
ついて」（平成31年１月25日付け総務省自治財政局財政課事務連絡）で示しているとおり、救急自動車への
配備に要する経費として、普通交付税措置が講じられていることも参考とされたい。

・RPAの導入には、RPAに実施させる業務を可視化する必要があり、その業務の棚卸しなどの改善を行う必
要がある。
・RPAの設定にエラーが発生した場に備え、知識のある者を確保するか、迅速な保守体制の構築が必要と
なってくる。
・システムがダウンした場合の手順を定めておくことが必要である。
・ RPAの導入経費については、「自治体行政のスマート化の実現のための取組に対する地方財政措置につい
て」（令和２年４月15日付け総行情第60号、総行女第15号、総財調第11号、総情地第57号、総情流第34号通
知）で示しているとおり、特別交付税措置が講じられていることも参考とされたい。

技術の名称
技術の概要

導入時の着眼点
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主に ,C7 ᢏ⾡をά⏝ࡋ、医療ࡸ介ㆤに㛵ࢃる専門⫋ࠕࡀいつ࡛ࡶ࡛ࡇ、ࡶ、す

࣒ー࣍ࢺࢵラࣉンࣙࢩーࢣࢽ࣑ࣗࢥ⫋✀㐃ᦠࠖࠕ報ඹ᭷するためのࠖࡶに࡛ࡄ

をᵓ⠏ࡋた࣒ࢸࢫࢩ
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㸳㹅と㏻信ྕᶵとの㐃ᦠによるࢺラࢺࢵࢿࢻࢵࢸࢫのᅜᒎ開（㏻管制・Ᏻ

㐠㌿ᨭ・࣐ࢫーࢸࢩࢺに㈉⊩ྍ⬟なᥦ౪౯್の㐀） 
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による報ඹ᭷（救急㝲㹼救急医㹼専門医）及び高画㉁ᫎീ（㸳ࣜࣉࢺࢵࣕࢳ

㹅�㸲㹅）のࣜࢱࣝイ࣒ඹ᭷について 
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��0Υ࣓࢝ラをά⏝ࡋた救急デ療࡛の㐲㝸立ࡕ会いࣞࢺーࢽンࡸࢢ␗ศ㔝࡛の

,C7 ά⏝事の⤂介 
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WEB会議ၟࡸㄯ、会ぢ等、対㠃࣭㠀対㠃のᖜᗈいࢩーンで⏝でࡁるスࢱンࢻア
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➨㸱❶� �ᑐᛂࡢᨵゞࣥࣛࢻ࢞⏕⸽
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開ࢀࡉるととࡶに、ࡑのᚋ、日本救急医療㈈団（ᚰ⫵⸽生法委員会）によࡗて、ࠕ救

急⸽生法の指㔪（市Ẹ⏝）ࠖ、ḟい࡛ࠕ救急⸽生法の指㔪（医療ᚑ事⪅⏝）ࠖ ࢀࡑ、ࡀ

のᨵゞࡽࢀࡇ、ࡶ本検討会においてࠋてきたࢀࡽ㎺ࡀࢫࢭࣟࣉ࠺るといࢀࡉᨵゞࢀࡒ
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の指㔪（医療ᚑ事⪅⏝）ࠖ のᨵゞࡀᐃࢀࡉていたࡇとを㋃ࡲえ、検討ࢸー࣐の１つ

に、ࠕ⸽生࢞イࢻラインᨵゞの対ᛂࠖをᥖࡆ、一般市Ẹࡸ救急㝲員࠺⾜ࡀᚰ⫵⸽生
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と༙ࡶ年間ᘏᮇするࡇとࡀ公開ࢻ、ࢀࡉラࢺࣇ∧のసᡂを 2021（令和３）年３月、ฟ

∧をḟ年ᗘとするࡇとࢀࡉ♧ࡀたࠋ 

ࣗࢪࢣࢫていた検討ࡋᙜึᐃ、ࡶ本検討会における検討について、ࡽとࡇのࡇ

ーࣝをᚋࢁಽࡋするࡇととࡋたୖ࡛、年ᗘは、-5C による࢞ࠕイࢻライン 2020ࠖの

公開ᚋ、速ࡸな検討を開ጞ࡛きるよ࠺、ᅜの消防本部に対ࡋて実施ࡋた、ᛂ急ᡭ

ᙜのᬑ及ၨⓎࡸ㏻信指令員のཱྀ㢌指ᑟ等の対ᛂ状ἣに係るンࢣーࢺ⤖ᯝを㋃ࡲえ

なࡽࡀ、ᚋの対ᛂ方㔪のᩚ理を㐍めるࡇととࡋたࠋ 
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ラインࢻイ࢞ࠕ 2020 のࠖ公開をᐃࡋ、㐣ཤの検討会とྠᵝ、本検討会のୗに、⸽

生࢞イࢻラインᨵゞの対ᛂを検討する࣡ー࢟ンࣝࢢࢢーࣉをタ⨨ࡋ、ᚲせな検討を

救急⸽生法ࠕなお、日本救急医療㈈団（ᚰ⫵⸽生法委員会）によるࠋたࡋととࡇ࠺⾜

の指㔪（市Ẹ⏝）ࠖ 及びࠕ救急⸽生法の指㔪（医療ᚑ事⪅⏝）ࠖ のᨵゞ࡛ᙳ㡪をཷける

事㡯については、ᚲせなᩚ合をᅗࡗていࡇࡃととするࠋ 

ࠖ救急⸽生法の指㔪（市Ẹ⏝）ࠕ のᨵゞによりᙳ㡪をཷける事㡯 

⥘ᛂ急ᡭᙜのᬑ及ၨⓎάືの᥎㐍に㛵する実施せࠕ・ （ࠖᖹᡂ 2� 年㸲月 2� 日け消

防救第 �7 ྕ消防庁ḟ長㏻知） 

・一般市Ẹの⾜࠺ᚰ⫵⸽生法 

‽㢌指ᑟに㛵する実施ᇶཱྀࠕ・ （ࠖᖹᡂ 2� 年㸲月 2� 日け消防救第 �� ྕ消防庁ḟ長

㏻知） 

ᚰ⫵⸽生法の実施せ㡿࠺⾜救急㝲員及び救急㝲員のࠕ・ （ࠖᖹᡂ 29 年 � 月 �0 日

け消防救第 �0 ྕ消防庁救急画室長㏻知）等 

ࠖ救急⸽生法の指㔪（医療ᚑ事⪅⏝）ࠕ のᨵゞによりᙳ㡪をཷける事㡯 

ᚰ⫵⸽生法の実施せ㡿࠺⾜救急㝲員及び救急㝲員のࠕ・ （ࠖᖹᡂ 29 年 � 月 �0 日

け消防救第 �0 ྕ消防庁救急画室長㏻知） 

・救急άືࣝࢥࢺࣟࣉ 等 

ල体ⓗな検討㡯目は、ୗグのとおりᩚ理するととࡶに、ᨵゞసᴗのイ࣓ーࢪ及び

ᐃࣗࢪࢣࢫーࣝについてࡶ、ᅗ⾲３㸫１及びᅗ⾲３㸫２のとおりᩚ理ࡋたࠋ 

なお、࣡ー࢟ンࣝࢢࢢーࣉのᵓᡂ員については、医ᖌ㸶ྡ、消防⫋員㸴ྡ、オブザ

ーバー１ྡの計 1� ྡをணᐃࡋているࠋ 
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ᛂ急ᡭᙜのᬑ及ၨⓎࡸ㏻信指令員のཱྀ㢌指ᑟ等の対ᛂ状ἣについて、ᅜの消防本

部に対ࡋてンࢣーࢺ調査を実施ࡋたࠋ 

㸺調査ᴫせ㸼 

 ・調 査 ྡ㸸ࠕ救急救命体制のᩚഛ・充実に㛵する調査 及ࠖびࢥࣝ࢝ࢹ࣓ࠕンࣟࢺ

ーࣝ体制等の実態に㛵する調査ࠖ 

 ・調査対㇟㸸72� 消防本部 

 ・調査方法㸸㟁Ꮚࣇイࣝ㏦によるンࢣーࢺ 

 ・調査ᮇ間㸸令和２年㸶月３日㹼㸶月 2� 日（ᇶ‽日㸸令和２年㸶月１日） 

 ・回  ⋡㸸100㸣 

ձ ᛂᛴᡭᙜࡢᬑཬၨⓎάືࡢ᥎㐍㛵ࡿࡍᐇせ⥘ࡢᑐᛂ≧ἣ

⥘ᛂ急ᡭᙜのᬑ及ၨⓎάືの᥎㐍に㛵する実施せࠕ （ࠖᖹᡂ 2� 年㸲月 2� 日

け消防救第 �7 ྕ消防庁ḟ長㏻知）にᐃめる講⩦ෆᐜのࡕ࠺、消防本部のせ⥘

等にᐃめているෆᐜについては、ࠕᬑ㏻救命講⩦Ϩࠖ᭱ࡀከ࡛ 99��㸣（71� 本

部）、ḟい࡛、ୖࠕ⣭救命講⩦ ࡀࠖ 90�2㸣（��1 本部）、ࠕᬑ㏻救命講⩦ϩ ࡀࠖ �7��㸣

（��1 本部）࡛ࡗ࠶た（ᅗ⾲３㸫３）ࠋ 

ᅗ⾲㸱㸫㸱� ᛂᛴᡭᙜࡢᬑཬၨⓎάືࡢ᥎㐍㛵ࡿࡍᐇせ⥘ࡢᑐᛂ≧ἣ�

㸦」ᩘᅇ⟅㸧�

࠙1 72� のࠕࡕ࠺↓回⟅ࠖࡀ 0��㸣（㸲本部）ࡗ࠶たࠋࠚ  
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等にᐃめているෆᐜについては、ࠕᬑ㏻救命講⩦Ϩࠖ᭱ࡀከ࡛ 99��㸣（71� 本

部）、ḟい࡛、ୖࠕ⣭救命講⩦ ࡀࠖ 90�2㸣（��1 本部）、ࠕᬑ㏻救命講⩦ϩ ࡀࠖ �7��㸣

（��1 本部）࡛ࡗ࠶た（ᅗ⾲３㸫３）ࠋ 

ᅗ⾲㸱㸫㸱� ᛂᛴᡭᙜࡢᬑཬၨⓎάືࡢ᥎㐍㛵ࡿࡍᐇせ⥘ࡢᑐᛂ≧ἣ�

㸦」ᩘᅇ⟅㸧�

࠙1 72� のࠕࡕ࠺↓回⟅ࠖࡀ 0��㸣（㸲本部）ࡗ࠶たࠋࠚ  
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�Q ����
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ղ ㅮ⩦ཷࡢㅮ⪅ࢆቑຍࡵࡓࡿࡏࡉᕤኵࡢ⤌ྲྀࡿ࠸࡚ࡋᐇ≧ἣ

講⩦のཷ講⪅数をቑ加ࡏࡉるためᕤኵࡋているྲྀ組の実施状ἣについては、

ࡀているࠖࡋ実施ࠕ 7���㸣（��7 本部）、ࠕ実施ࡋていないࠖࡀ 2��7㸣（179 本

部）࡛ࡗ࠶た（ᅗ⾲３㸫㸲）ࠋ 

ᅗ⾲㸱㸫㸲� ㅮ⩦ཷࡢㅮ⪅ࢆቑຍࡵࡓࡿࡏࡉᕤኵࡢ⤌ྲྀࡿ࠸࡚ࡋᐇ≧ἣ�

ճ ㅮ⩦ཷࡢㅮ⪅ᩘࢆቑຍྲྀࡿࡏࡉ⤌

講⩦のཷ講⪅数をቑ加ࡏࡉるྲྀ組をࠕ実施ࡋているࠖと回⟅ࡋた ��7 本部の

ྲྀ組は、ࡑࠕのࠖ᭱ࡀከ࡛ 7���㸣（�07 本部）、ḟい࡛、ࢱࢫ࣏ࠕー等によるᥖ

ࡀࠖ♧ ����㸣（2�� 本部）、ࢱࠕイࣉࢵによるᐉఏࠖࡀ 1��9㸣（7� 本部）࡛࠶

 ࠋた（ᅗ⾲３㸫㸳）ࡗ

ᅗ⾲㸱㸫㸳� ㅮ⩦ཷࡢㅮ⪅ᩘࢆቑຍྲྀࡿࡏࡉ⤌�

の広報 ・616࡛ୖ（市⏫ᮧ及び消防本部）ࢪー࣒࣌ー࣍・ のの回⟅ࡑ※ を⏝ࡋた広報 

         ・市⏫ᮧの広報ㄅによる広報 ・ࢣーブࣝࣅࣞࢸによる広報 

・防⅏↓⥺（ラࢪオ）による広報  

・㟁ヰᛂ対時のಖ␃࢘ࢼンࢫを講⩦のཷ講をಁすෆᐜとࡋた広報 
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մ ᛂᛴᡭᙜ :(% ㅮ⩦㸦H�࣮ࣛࢢࣥࢽ㸧ࡢά⏝≧ἣ�

ᛂ急ᡭᙜ :(% 講⩦（H�ラーࢽンࢢ）のά⏝については、ࠕά⏝ࡋているࠖࡀ

����㸣（�10 本部）、ࠕά⏝ࡋていないࠖࡀ ����㸣（�1� 本部）࡛ࡗ࠶た（ᅗ⾲

３㸫㸴）ࠋ 

ᅗ⾲㸱㸫㸴� ᛂᛴᡭᙜ :(% ㅮ⩦㸦H�࣮ࣛࢢࣥࢽ㸧ࡢά⏝≧ἣ�

ᛂ急ᡭᙜ :(% 講⩦（H�ラーࢽンࢢ）をࠕά⏝ࡋていないࠖと回⟅ࡋた �1� 本

部の理⏤は、ࡑࠕのࠖ᭱ࡀከ࡛ �0��㸣（129 本部）、ḟい࡛、ࠕఫẸの H�ラー

ないࡀに対する理ゎࢢンࢽ ࡀࠖ 29��㸣（9� 本部）、ࠕH�ラーࢽン࡛ࢢは講⩦の㉁

をಖてないࠖࡀ 2��2㸣（�9 本部）࡛ࡗ࠶た（ᅗ⾲３㸫７）ࠋ 

ᅗ⾲㸱㸫㸵� ᛂᛴᡭᙜ :(% ㅮ⩦㸦H�࣮ࣛࢢࣥࢽ㸧ࢆά⏝࠸࡞࠸࡚ࡋ⌮⏤㸦」ᩘᅇ⟅㸧�

 ணᐃ ・現ᅾ‽ഛ中ࡃていࡋのの回⟅ ・ά⏝を検討中 ・ᚋ実施をࡑ※

 るࡌ生ࡀᨭ㞀ୖࢸࣜࣗ࢟ࢭ・ る࠶ࡀのᵓ⠏に課題࣒ࢸࢫࢩ・         

         ・H�ラーࢽン࡛ࢢの講⩦実施を検討ࡋていない ・࣍ー࣒࣌ーࡀࢪない 
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յ ᣦ㔪ࡢᩆᛴ⸽⏕ἲࠕࠕ ����㸦ᕷẸ⏝㸧ࠖ ࡚࠸ࡘᑐᛂࡢ⿵㏣ࡢ 㸦ࠖ௧

㸰ᖺ㸳᭶ �� ᪥ࡅᾘ㜵ᗇᩆᛴ⏬ᐊົ㐃⤡㸧Ⓨฟక࠺ᕷẸ࠺⾜ࡀ

୍ḟᩆฎ⨨ࡢㅮ⩦ࡢᑐᛂࡢኚ᭦ෆᐜ㸦」ᩘᅇ⟅㸧�

救急⸽生法の指㔪ࠕࠕ 201�（市Ẹ⏝）ࠖ の㏣補の対ᛂについて （ࠖ令和２年

㸳月 22 日け消防庁救急画室事務㐃⤡）Ⓨฟにక࠺市Ẹ࠺⾜ࡀ一ḟ救命ฎ

⨨のྛ✀講⩦会の対ᛂのኚ᭦ෆᐜについては、ࠕᡂ人のᚰ⫵⸽生に対ࡋて、人

ᕤ྾は⾜ࢃないࡶのとࡋたࠖ᭱ࡀከ࡛ ����㸣（�19 本部）、ḟい࡛、ࠕ⬚㦵ᅽ

㏕を開ጞする前にࣁンࢱࡸࢳ࢝オࣝなࡤࢀ࠶ࡀയ病⪅の㰯とཱྀにࢀࡑを

ࡀたࠖࡋにኚ᭦࠺るよࡏࡪ �1��㸣（�92 本部）、ࠕ☜ㄆࡸほᐹの㝿にയ病⪅の㢦

と救助⪅の㢦ࡀ㏆࡙きすࡂないよ࠺にࡋた ࡀࠖ 77�0㸣（��9 本部）࡛ た（ᅗࡗ࠶

⾲３㸫㸶）ࠋ 

ᅗ⾲㸱㸫㸶� ᣦ㔪ࡢᩆᛴ⸽⏕ἲࠕࠕ ����㸦ᕷẸ⏝㸧ࠖ �࡚ࠖ࠸ࡘᑐᛂࡢ⿵㏣ࡢ

㸦௧㸰ᖺ㸳᭶ �� ᪥ࡅᾘ㜵ᗇᩆᛴ⏬ᐊົ㐃⤡㸧Ⓨฟక࠺ᕷẸ࠺⾜ࡀ�

୍ḟᩆฎ⨨ࡢㅮ⩦ࡢᑐᛂࡢኚ᭦ෆᐜ㸦」ᩘᅇ⟅㸧�

 て対ᛂࡋている ・ኚ᭦ෆᐜをཱྀ㢌࡛補㊊ࡋたはᘏᮇࡲ、のの回⟅ ・講⩦の実施を中Ṇࡑ※

         ・ཷ講人数をῶཷࡋࡽ講⪅の間㝸をಖࡕ実施 

・ឤᰁ防Ṇ㈨ჾᮦ（ࢦー࢙ࣇ・ࢡࢫ࣐・ࣝࢢイࢩࢫーࣝࣟࢢ・ࢻーブ）をά⏝ࡋて講⩦を実施 

         ・⏝ࡋたࣁンࢱ、ࢳ࢝オࣝのฎ理についての指ᑟ
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㏻ಙᣦ௧員ᑐࡿࡍᩆᛴಀࡿᩍ⫱࣭◊ಟࡢᐇ≧ἣ

㏻信指令員に対する救急に係る教⫱・研修の実施状ἣについては、ࠕ実施ࡋて

いる とࠖ回⟅ࡋた本部᭱ࡀከ࡛ 7��7㸣（�71 本部）、ḟい࡛、ࠕ実施ࡋていないࠖ

ࡀ 1��0㸣（102 本部）、ࠕ実施ணᐃ ࡀࠖ 7��㸣（�� 本部）࡛  ࠋた（ᅗ⾲３㸫９）ࡗ࠶

ᅗ⾲㸱㸫㸷� ㏻ಙᣦ௧員ᑐࡿࡍᩆᛴಀࡿᩍ⫱࣭◊ಟࡢᐇ≧ἣ�

㏻ಙᣦ௧員ࡢᩆᛴಀࡿᩍ⫱ࢺࢫ࢟ࢸ㸦㏣⿵∧ࠋࡴྵࢆ㸧ࡢ⏝≧ἣ

㏻信指令員に対する救急に係る教⫱・研修を、実施ࡋていると回⟅ࡋた �71

本部における、消防庁ࡀᖹᡂ 29 年３月にసᡂࡋたࠕ㏻信指令員の救急に係る救

急ࢺࢫ࢟ࢸ（㏣補∧をྵࠋࡴ）ࠖ の⏝状ἣについては、ࠕ⏝ࡋているࠖ᭱ࡀከ

࡛ �9�9㸣（�99 本部）、ḟい࡛、ࠕ⏝ࡋていないࠖࡀ 22�1㸣（12� 本部）、ࠕ⊂

⮬のࢺࢫ࢟ࢸとేࡏて⏝ࡋているࠖࡀ ���㸣（�0 本部）、ࠕ⊂⮬のࢺࢫ࢟ࢸを

⏝ࡋているࠖࡀ 2��㸣（1� 本部）࡛ࡗ࠶た（ᅗ⾲３㸫10）ࠋ 

ᅗ⾲㸱㸫��� ㏻ಙᣦ௧員ࡢᩆᛴಀࡿᩍ⫱ࢺࢫ࢟ࢸ㸦㏣⿵∧ࠋࡴྵࢆ㸧ࡢ⏝≧ἣ�
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⮬のࢺࢫ࢟ࢸとేࡏて⏝ࡋているࠖࡀ ���㸣（�0 本部）、ࠕ⊂⮬のࢺࢫ࢟ࢸを

⏝ࡋているࠖࡀ 2��㸣（1� 本部）࡛ࡗ࠶た（ᅗ⾲３㸫10）ࠋ 

ᅗ⾲㸱㸫��� ㏻ಙᣦ௧員ࡢᩆᛴಀࡿᩍ⫱ࢺࢫ࢟ࢸ㸦㏣⿵∧ࠋࡴྵࢆ㸧ࡢ⏝≧ἣ�

ᐇࡿ࠸࡚ࡋ

����㸣����ᮏ㒊�

ᐇணᐃ

���㸣���ᮏ㒊�

ᐇ࠸࡞࠸࡚ࡋ

����㸣����ᮏ㒊�

1 ���

⏝ࡿ࠸࡚ࡋ

����㸣����ᮏ㒊�

ࡿ࠸࡚ࡋ⏝ࢆࢺࢫ࢟ࢸࡢ⮬⊃

���㸣���ᮏ㒊�

࡚ࡏేࢺࢫ࢟ࢸࡢ⮬⊃

⏝ࡿ࠸࡚ࡋ

���㸣���ᮏ㒊�

⏝࠸࡞࠸࡚ࡋ

����㸣����ᮏ㒊�

1 ���

7� 

ཱྀ㢌指ᑟࣝࢥࢺࣟࣉの策ᐃ状ἣについては、ࠕ策ᐃࡋているࠖ᭱ࡀከ࡛ �7�2㸣

（��� 本部）、ḟい࡛、ࠕ策ᐃࡋていない ࡀࠖ 9��㸣（�9 本部）、ࠕ策ᐃணᐃ ࡀࠖ ���㸣

（2� 本部）࡛ࡗ࠶た（ᅗ⾲３㸫11）ࠋ 

ᅗ⾲㸱㸫��� ཱྀ㢌ᣦᑟࡢࣝࢥࢺࣟࣉ⟇ᐃ≧ἣ�

年ᗘの検討は、新ᆺ࢘ࢼࣟࢥイࣝࢫឤᰁのୡ⏺ⓗなὶ⾜にకい、年ᗘᙜึに

ᐃࡋていたࣗࢪࢣࢫーࣝを、大きࡃᚋࢁಽࡋするࡇとをవなࢀࡉࡃたࠋ 

ᚰ⫵⸽生法のぢ࠺⾜ࡀ救急㝲員ࡸ一般市Ẹ、࠺ラインᨵゞにకࢻイ࢞生⸽、ࡋࡋ

ᚋの状ἣࠋりはないࢃとにኚࡇる࠶べき課題࡛ࡴႚ⥭にྲྀり組、ࡀ命題࠺といࡋ┤

のኚ化ⓗ☜に対ᛂࡋなࡽࡀ、ᚲせな検討を速ࡸに㐍めていࡃととࡶに、ࡑの㝿に

は、ୖ㏙のンࢺ�ࢣ調査を㏻ࡌてᢕᥱࢀࡉた、消防本部の実ࡸ課題についてࡶ、

十ศに㋃ࡲえてྲྀり組࡛ࢇいࡇࡃとࡀ、ᚲせྍḞ࡛࠶ると考えるࠋ 

ᚋは年ᗘෆにࡶ、⸽生࢞イࢻラインᨵゞの対ᛂを検討する࣡ー࢟ンࣝࢢࢢーࣉ

を立ࡆୖࡕ、第１回目の࣡ー࢟ンࣝࢢࢢーࣉを開催ࡋ、ᚋの速ࡸな検討につなࡆ

ていࡇࡃととࡋたいࠋ 

  

⟇ᐃࡿ࠸࡚ࡋ

����㸣����ᮏ㒊�

⟇ᐃணᐃ

���㸣���ᮏ㒊�

⟇ᐃ࠸࡞࠸࡚ࡋ

���㸣���ᮏ㒊�

1 ���
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➨㸲❶� ᩆᛴᏳᚰ࣮ࢱࣥࢭᴗ㸦ݡ����㸧ࡢᅜᒎ㛤᳨ࡓࡅྥウ�

㏆年、救急ฟື௳数ࡰࡀ一㈏ࡋてቑ加ࡋ、救急㝲の現ሙ฿╔所せ時間等ࡀᘏఙࡋ

ている中、㝈り࠶るᦙ㏦㈨※をより⥭急性の高い事に適切にᢞධするためには、救

急㌴の適時・適切な⏝を᥎㐍ࡋていࡇࡃとࡀ重せ࡛࠶るࠋ 

救急Ᏻᚰࢭンࢱー事ᴗ（7119ݡ）（௨ୗ7119ࠖݡࠕといࠋ࠺）は、ఫẸࡀ急な病Ẽࡸ

適ࡀり、ఫẸ࠶る㟁ヰ┦ㄯ事ᴗ࡛ࡌㄯにᛂ┦ࡀㆤᖌ等の専門ᐙ┳ࡸの㝿に、医ᖌ࢞ࢣ

時・適切な救急せㄳࡸ医療ᶵ㛵ཷデを⾜࡛ୖ࠺ᴟめて᭷ຠな事ᴗ࡛࠶るࠋ 

消防庁࡛は、7119ݡ のᅜᒎ開を目指ࡋ、救急ᴗ務に㛵する࢛ࣟࣇーࣉࢵと㐃

ᦠࡋたᮍ実施団体のಶูゼၥࡸᬑ及ಁ㐍ࢻバイザーのὴ㐵等を⾜࠺ととࡶに、ྛ

消防本部ࡸ㒔道ᗓ県に対する㏻知等（ࠕ救急Ᏻᚰࢭンࢱー事ᴗ（7119ݡ）の᭦なるྲྀ

組の᥎㐍について （ࠖᖹᡂ 2� 年３月 �1 日け消防救第 �2 ྕ消防庁救急画室長㏻

知）及びࠕ救急Ᏻᚰࢭンࢱー事ᴗ（7119ݡ）のᅜのᬑ及ಁ㐍について （ࠖᖹᡂ �1

年３月 29 日け消防庁救急画室事務㐃⤡））のⓎฟを⾜い、ᮍ実施団体の事ᴗᑟ

ධのಁ㐍をᅗࡗてきたࡲࠋた、7119ݡ を広ࡃᅜẸに࿘知ࡋ⏝をಁ㐍するため、ラࢪ

オ等の࣓ࢹ፹体のฟ₇による広報άືࡸᴗࣕ࢟ラࢱࢡーとのࢥラࣞ࣎ーࢩ

ࣙンなを㏻ࡌて、✚ᴟⓗに広報を⾜ࡗている（ᅗ⾲㸲㸫１）ࠋ 

ᅗ⾲㸲㸫㸯� ����ݡ �ᑟධ≧ἣࡢ

令和２年ᗘには10月ࡽ京㒔ᗓ࡛ࡀ7119ݡ開ጞࢀࡉ、令和２年10月１日現ᅾ、

ᅜ 17 地域࡛実施ࢀࡉており、人ཱྀ࢝バー⋡は ���0㸣となࡗているࠋ 

ࡋり方に㛵する検討会࡛ࠖは、事ᴗの信㢗性をᢸಖ࠶令和ඖ年ᗘ救急ᴗ務のࠕ

☜ᅛたるࡶのとするためには、事ᴗຠᯝのᥦ♧ࡸ事ᴗの検ドを重ࡡるࡇとࡀ重せ

事ᴗ検ドについて、３つのᯟ組（事ᴗの㐠⏝に㛵する事、ࡽほⅬ࠺るとい࠶࡛



81807� 

㡯、組⧊・体制に㛵する事㡯、事ᴗのホ౯に㛵する事㡯）をᥦ♧ࡋ、検ドを⾜࠺体

制について検討を⾜ࡗたࡋࡑࠋて、事ᴗ検ド࡛᭱ప㝈⾜࠺べきと考えࢀࡽる事㡯

を┒り㎸ࡔࢇ事ᴗ検ド体制のࣔࣝࢹを♧ࡋたࡋ♧࡛ࡲࢀࡇ、てきた事ᴗຠᯝ

に加え、ᐃ㔞ⓗなホ౯ࡀᚲせ࡛࠶るࡇとを♧ࡋたࠋ 

加えて、7119ݡ のᅜᒎ開を᥎㐍するためには、ᐃ㔞ⓗな事ᴗຠᯝとࡋてࠕ㈝

⏝対ຠᯝࠖを♧すࡇとࡸ、社会ⓗせᅉࡸ地域の実に対ᛂࡋた事ᴗのᚲせ性をᨵ

めて検ドするࡇと、᭦にはᮍᑟධ地域における事ᴗ実施にྥけた体制࡙ࡃりにつ

いてࡶᚋの検討課題࡛࠶ると♧ࡋたࠋ 

7119ݡࡶにいてࡇᅜࠕ年ᗘは、ࡽとࡇのࡇ ࡕࢃる体制ࠖすなࡀ⧄ࡀ␒

7119ݡ のᅜᒎ開を目指7119ݡ、ࡋ のᚲせ性のᩚ理ࡸ事ᴗ実施ຠᯝの⟬ᐃ、ᮍ

実施団体ࡀ事ᴗᑟධに対ࡋてᢪえる課題のゎỴ策等についてල体ⓗな対ᛂ方策の

検討を⾜࠺ととࡶに、前年ᗘの検討⤖ᯝを㋃ࡲえた7119ݡ 実施団体における事ᴗ

検ドの現状及びᚋのྲྀ組方㔪について検討を⾜ࡇ࠺ととࡋたࠋ

����ݡ �ウ᳨ࡓࡅྥᅜᒎ㛤ࡢ

 ྛᆅᇦࡿࡅ࠾ᩆᛴᏳᚰ࣮ࢱࣥࢭᴗࡢᚲせᛶ࡚࠸ࡘ�

7119ݡ・  等（㢮ఝの事ᴗ）の実態ᢕᥱ 

7119ݡ・      ᮍ実施地域における課題のࠕぢえる化ࠖ 

7119ݡ・      をᅜᒎ開する理⏤のᩚ理 

 ᴗࡢᐇຠᯝࡢ⟬ᐃ࡚࠸ࡘ�

 た事ᴗຠᯝの῝᥀りࢀࡉに☜ㄆ࡛ࡲࢀࡇ・     

 ・新たな事ᴗຠᯝのὙいฟࡋ 

࢘ ྛᆅᇦࡿࡅ࠾ᐇయไ࡙࡚࠸ࡘࡾࡃ�

     ・ᮍ実施団体において事ᴗをᑟධする㝿の࣓ࣜࢺࢵ࣓ࣜࢹ・ࢺࢵのᩚ理 

     ・ᮍ実施団体における課題に対するゎỴ策の検討 

     ・ᢏ⾡ୖの課題のᩚ理 

ᐇᅋయࡿࡅ࠾ᴗ᳨ドయไࡢ⌧≧

令和ඖ年ᗘ、ࠕ救急Ᏻᚰࢭンࢱー事ᴗ（7119ݡ）ᢸᙜ⪅及びᬑ及ಁ㐍ࢻバイ

ザー㐃⤡会（実施団体及びᬑ及ಁ㐍ࢻバイザーによる実務会議）（௨ୗ、ࠕ

ࠖ（ࠋ࠺バイザー㐃⤡会ࠖといࢻ において、事ᴗの検ド（ホ౯）については、ྛ

実施団体に一௵ࢀࡉている現状࠶ࡀるとのㄆ㆑7119ݡ、ࡽ の事ᴗ検ド体制に

ついて検討を⾜い、事ᴗの㐠Ⴀୖ、実施するᚲせ࠶ࡀると考えࢀࡽるࠕ検ド体

制のࣔࡸࠖࣝࢹල体ⓗな対ᛂᡭ順及び事ᴗをእ部委クする㝿にά⏝ྍ⬟なݡࠕ

7119 ⏝⪅等ࡽのពぢに対する対ᛂに㛵するᵝ᭩（）ࠖ 等を♧ࡋたࠋ 
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㡯、組⧊・体制に㛵する事㡯、事ᴗのホ౯に㛵する事㡯）をᥦ♧ࡋ、検ドを⾜࠺体

制について検討を⾜ࡗたࡋࡑࠋて、事ᴗ検ド࡛᭱ప㝈⾜࠺べきと考えࢀࡽる事㡯

を┒り㎸ࡔࢇ事ᴗ検ド体制のࣔࣝࢹを♧ࡋたࡋ♧࡛ࡲࢀࡇ、てきた事ᴗຠᯝ

に加え、ᐃ㔞ⓗなホ౯ࡀᚲせ࡛࠶るࡇとを♧ࡋたࠋ 

加えて、7119ݡ のᅜᒎ開を᥎㐍するためには、ᐃ㔞ⓗな事ᴗຠᯝとࡋてࠕ㈝

⏝対ຠᯝࠖを♧すࡇとࡸ、社会ⓗせᅉࡸ地域の実に対ᛂࡋた事ᴗのᚲせ性をᨵ

めて検ドするࡇと、᭦にはᮍᑟධ地域における事ᴗ実施にྥけた体制࡙ࡃりにつ

いてࡶᚋの検討課題࡛࠶ると♧ࡋたࠋ 

7119ݡࡶにいてࡇᅜࠕ年ᗘは、ࡽとࡇのࡇ ࡕࢃる体制ࠖすなࡀ⧄ࡀ␒

7119ݡ のᅜᒎ開を目指7119ݡ、ࡋ のᚲせ性のᩚ理ࡸ事ᴗ実施ຠᯝの⟬ᐃ、ᮍ

実施団体ࡀ事ᴗᑟධに対ࡋてᢪえる課題のゎỴ策等についてල体ⓗな対ᛂ方策の

検討を⾜࠺ととࡶに、前年ᗘの検討⤖ᯝを㋃ࡲえた7119ݡ 実施団体における事ᴗ

検ドの現状及びᚋのྲྀ組方㔪について検討を⾜ࡇ࠺ととࡋたࠋ

����ݡ �ウ᳨ࡓࡅྥᅜᒎ㛤ࡢ

 ྛᆅᇦࡿࡅ࠾ᩆᛴᏳᚰ࣮ࢱࣥࢭᴗࡢᚲせᛶ࡚࠸ࡘ�

7119ݡ・  等（㢮ఝの事ᴗ）の実態ᢕᥱ 

7119ݡ・      ᮍ実施地域における課題のࠕぢえる化ࠖ 

7119ݡ・      をᅜᒎ開する理⏤のᩚ理 

 ᴗࡢᐇຠᯝࡢ⟬ᐃ࡚࠸ࡘ�

 た事ᴗຠᯝの῝᥀りࢀࡉに☜ㄆ࡛ࡲࢀࡇ・     

 ・新たな事ᴗຠᯝのὙいฟࡋ 

࢘ ྛᆅᇦࡿࡅ࠾ᐇయไ࡙࡚࠸ࡘࡾࡃ�

     ・ᮍ実施団体において事ᴗをᑟධする㝿の࣓ࣜࢺࢵ࣓ࣜࢹ・ࢺࢵのᩚ理 

     ・ᮍ実施団体における課題に対するゎỴ策の検討 

     ・ᢏ⾡ୖの課題のᩚ理 

ᐇᅋయࡿࡅ࠾ᴗ᳨ドయไࡢ⌧≧

令和ඖ年ᗘ、ࠕ救急Ᏻᚰࢭンࢱー事ᴗ（7119ݡ）ᢸᙜ⪅及びᬑ及ಁ㐍ࢻバイ

ザー㐃⤡会（実施団体及びᬑ及ಁ㐍ࢻバイザーによる実務会議）（௨ୗ、ࠕ

ࠖ（ࠋ࠺バイザー㐃⤡会ࠖといࢻ において、事ᴗの検ド（ホ౯）については、ྛ

実施団体に一௵ࢀࡉている現状࠶ࡀるとのㄆ㆑7119ݡ、ࡽ の事ᴗ検ド体制に

ついて検討を⾜い、事ᴗの㐠Ⴀୖ、実施するᚲせ࠶ࡀると考えࢀࡽるࠕ検ド体

制のࣔࡸࠖࣝࢹල体ⓗな対ᛂᡭ順及び事ᴗをእ部委クする㝿にά⏝ྍ⬟なݡࠕ

7119 ⏝⪅等ࡽのពぢに対する対ᛂに㛵するᵝ᭩（）ࠖ 等を♧ࡋたࠋ 
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実施団体における事ᴗの㐠Ⴀᙧ態ࡸつᶍは地域によࡗてᵝ࠶࡛ࠎるࡇと

実施団体間࡛ඹ、ࡋ等のά⏝状ἣ等について現状をᢕᥱࣝࢹ検ドࣔࡽࢀࡇ、ࡽ

᭷するととࡶに、事ᴗ検ドに対する考え方ࡸᚋのྲྀ組の方㔪なについて検

討を⾜ࡇ࠺ととࡋたࠋ 

ձ ����ݡ ⨨タࡢウ㒊᳨ࡓࡅྥᅜᒎ㛤ࡢ

り方に㛵する検討会ࠖのୗに、新たに、救急医療࠶令和２年ᗘ救急ᴗ務のࠕ

の専門ᐙࡸ地方⮬治体の௦⾲⪅、ఫẸ目⥺の᭷㆑⪅なのཧ加のࡶと、7119ݡࠕ

のᅜᒎ開にྥけた検討部会 （ࠖ௨ୗࠕ検討部会ࠖといࠋ࠺）をタ⨨7119ݡ、ࡋ

のᅜᒎ開実現を目指ࡋて、ල体ⓗな対ᛂ方策の検討を㐍めるࡇととࡋた（ᅗ

⾲㸲㸫２）ࠋ 

ᅗ⾲㸲㸫㸰� ����ݡ �ᴫせࡢウ㒊᳨ࡓࡅྥᅜᒎ㛤ࡢ

ղ ����ݡ ᢸᙜ⪅ཬࡧᬑཬಁ㐍࣮ࢨࣂࢻ㐃⤡ࡢά⏝

検討部会においてᩚ理ࢀࡉた課題のࠕ、ࡕ࠺事ᴗ実施ຠᯝのศᯒ・明☜化 、ࠖ

㉁ࠕ事ᴗの）ࡆ᪤実施団体における事ᴗのᗏୖࠕ ຠ⋡性のࠕ౽性ࠖ及びࠕࠖ、

ྥୖ）ࠖ については、ࢻバイザー㐃⤡会（令和２年 10 月 22 日（木）開催）を

ά⏝ࡋ、事ᴗ実施団体（17 団体）ᢸᙜ⪅及びᬑ及ಁ㐍ࢻバイザーのどⅬࡽ

検討するࡇととࡋたࠋ 
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ձ ᳨ウ㒊ࡢ㛤ദ≧ἣ

  

回数 日時・開催方法 主な議事 

第１回検討部会

（‽ഛ会合） 

令和２年㸳月 11 日（月）

᭩㠃会議 

・検討の⫼ᬒ・目ⓗ 

・検討㡯目と検討の㐍め方 

・開催ࣗࢪࢣࢫーࣝ 

7119ݡ・ に対するごពぢ・ご㉁ၥ 

第２回検討部会 
令和２年㸴月 17 日（Ỉ）

:(% 会議 

・⮬治体（㒔道ᗓ県、消防本部

のンࢣーࢺ実施⤖ᯝ） 

・地方⮬治体（事ᴗ実施団体、事

ᴗᮍ実施団体）のࣜࣄンࢢ 

・の▷⦰ࢲイࣖࣝのศᯒ、Ẹ間

事ᴗ⪅ࣜࣄンࢢ、ᢏ⾡ୖの課

題のᩚ理 

第３回検討部会 

令和２年７月 1� 日（火）

対㠃方ᘧと :(% 方ᘧの

ే⏝会議 

・事ᴗຠᯝの⟬ᐃ 

・ྛ地域における実施体制࡙ࡃり

のල体策・ゎỴ策（） 

・中間とりࡲとめ（㦵Ꮚ） 

第㸲回検討部会 

（中間とりࡲとめ）

令和２年㸶月㸴日（木）

対㠃方ᘧと :(% 方ᘧの

ే⏝会議 

・検討部会中間報告᭩（） 

中間報告᭩ 

とりࡲとめ 
令和２年㸶月 �1 日（月）

中間報告᭩をྲྀりࡲとめ、中間報告

᭩及びᴫせを消防庁࣍ー࣒࣌ーࢪ

に公開 

第㸳回検討部会 

令和２年12月17日（木）

対㠃方ᘧと :(% 方ᘧの

ే⏝会議 

・検討部会᭱⤊報告᭩（） 

7119ݡ・ のᅜᒎ開にྥけたᚋ

のࣗࢪࢣࢫーࣝ 

報告᭩ 

とりࡲとめ 
令和３年１月 29 日（㔠）

報告᭩をྲྀりࡲとめ、報告᭩及びᴫ

せ等を消防庁࣍ー࣒࣌ーࢪに公開 
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回数 日時・開催方法 主な議事 

第１回検討部会

（‽ഛ会合） 

令和２年㸳月 11 日（月）

᭩㠃会議 

・検討の⫼ᬒ・目ⓗ 

・検討㡯目と検討の㐍め方 

・開催ࣗࢪࢣࢫーࣝ 

7119ݡ・ に対するごពぢ・ご㉁ၥ 

第２回検討部会 
令和２年㸴月 17 日（Ỉ）

:(% 会議 

・⮬治体（㒔道ᗓ県、消防本部
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事ᴗ⪅ࣜࣄンࢢ、ᢏ⾡ୖの課

題のᩚ理 

第３回検討部会 

令和２年７月 1� 日（火）
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のල体策・ゎỴ策（） 

・中間とりࡲとめ（㦵Ꮚ） 

第㸲回検討部会 

（中間とりࡲとめ）

令和２年㸶月㸴日（木）

対㠃方ᘧと :(% 方ᘧの

ే⏝会議 

・検討部会中間報告᭩（） 

中間報告᭩ 

とりࡲとめ 
令和２年㸶月 �1 日（月）

中間報告᭩をྲྀりࡲとめ、中間報告

᭩及びᴫせを消防庁࣍ー࣒࣌ーࢪ

に公開 

第㸳回検討部会 

令和２年12月17日（木）

対㠃方ᘧと :(% 方ᘧの

ే⏝会議 

・検討部会᭱⤊報告᭩（） 

7119ݡ・ のᅜᒎ開にྥけたᚋ

のࣗࢪࢣࢫーࣝ 

報告᭩ 

とりࡲとめ 
令和３年１月 29 日（㔠）

報告᭩をྲྀりࡲとめ、報告᭩及びᴫ

せ等を消防庁࣍ー࣒࣌ーࢪに公開 
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ղ ᩆᛴᏳᚰ࣮ࢱࣥࢭᴗᑟධࡓࡅྥㄢ㢟⌮ᩚࡢゎỴ⟇ࡢᥦ♧

 ᳨ウ㒊᳨ࡿࡅ࠾ウ⤖ᯝ�

ᮍ実施団体（㒔道ᗓ県、௦⾲消防本部等）のンࢣーࢺ調査及び実施・

ᮍ実施団体のពぢ⫈ྲྀを⾜い、検討部会による議ㄽ等を㋃ࡲえ、救急Ᏻᚰ

ࠋたࡋー事ᴗのᅜᒎ開にྥけてゎỴすべき課題を௨ୗの㸴㡯目にᩚ理ࢱンࢭ

※ୗ⥺はᚋ㏙するࢻバイザー㐃⤡会において῝᥀りࡋた検討㡯目 

実施団体、ᮍ実施団体のンࢣーࣜࣄ、ࢺンࢢ調査⤖ᯝ等をᇶに᭷㆑

⪅による議ㄽを重ࡡ、ᩚ理ࡋた㸴つの課題について、検討部会における議ㄽ

ࢀࡽて考えࡋに対ࢀࡒࢀࡑ、えࡲ事ᴗ実施団体のᢸᙜ⪅等による検討を㋃ࡸ

るゎỴ策をᥦ♧ࡋたࠋ 

令和３年１月に7119ݡࠕ のᅜᒎ開にྥけた検討部会報告᭩ࠖをྲྀりࡲと

めたࠋᮍ実施団体に対するンࢣーࢺ調査等の⤖ᯝ及び検討⤖ᯝのヲ⣽につ

いては、検討部会報告᭩をཧ↷ࢀࡉたい（ᕳᮎのཧ考㈨ᩱ）ࠋ 

     ࠙ཧ考ࠚ 

7119ݡ   の実施にせする⤒㈝については、࡛ࡲࢀࡇ、市⏫ᮧに対するᬑ㏻

⛯ᥐ⨨ࡀ講ࢀࡽࡌてきたࡀ、般の検討部会の議ㄽࡶ㋃ࡲえて、令和３年

ᗘ地方㈈政ᥐ⨨に係る༠議・調ᩚࡀなࢀࡉた⤖ᯝ、令和３年ᗘࡽは、現⾜

のᥐ⨨をぢ┤ࡋ、㒔道ᗓ県ཪは市⏫ᮧの㈈政㈇ᢸに対ࡋて、新たに≉ู

⛯ᥐ⨨ࡀ講ࢀࡽࡌるࡇととなࡗた（ᅗ⾲㸲㸫３）ࠋ 

ᅗ⾲㸲㸫㸱� ㈈ᨻᥐ⨨ಀࢪ࣮࣓ࡿᅗ�

○ 事ᴗ実施のᚲせ性のᩚ理（事ᴗ実施ຠᯝのศᯒ・明☜化） 

○ 事ᴗの実施地域、実施主体、㈈政ᥐ⨨の࠶り方 

○ 㛵係ᶵ㛵・事ᴗとの㐃ᦠ、┦ㄯ員及び委ク事ᴗ⪅の☜ಖ方策 

○ 㢮ఝの▷⦰ࢲイࣖࣝとの㛵係、ᢏ⾡ⓗ課題の対ᛂ 

○ 事ᴗのᬑ及ၨⓎ、ㄆ知ᗘྥୖのための方策 

○ ᮍ実施団体における検討の加速、᪤実施団体における事ᴗのᗏୖࡆ 
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検討部会においてᩚ理ࢀࡉたྛ課題のࠕࡕ࠺事ᴗ実施ຠᯝのศᯒ・明☜化 、ࠖ

事ᴗのࠕ㉁ ᪤実施団体におࠕえたࡲຠ⋡性ࠖのྥୖを㋃ࠕ౽性ࠖ及びࠕࠖ、

ける事ᴗのᗏୖࠖࡆの議ㄽについては、中間報告᭩のとりࡲとめ（第㸲回検

討部会）において、実施団体のどⅬを㋃ࡲえた᭦なる議ㄽの῝᥀りࡀᚲせと

のពぢࡗ࠶ࡀたࡇとࢻ、ࡽバイザー㐃⤡会をά⏝ࡋ、事ᴗを㐠Ⴀする実

施団体によるどⅬを㋃ࡲえ検討するࡇととࡋたࠋ 

㸦L㸧ᴗᐇࡢᚲせᛶࡢᩚ⌮㸦ᴗᐇຠᯝࡢศᯒ࣭᫂☜㸧�

検討部会における議ㄽを㏻ࡋて、7119ݡ にはᚑ᮶ࡋ♧ࡽてきたձ救

急㌴の適正⏝（適時・適切な⏝）、ղ救急医療ᶵ㛵のཷデの適正化及

びճఫẸのᏳᚰ・Ᏻのᥦ౪とい࠺どⅬ௨እにࠕ、ࡶ高㱋化及び人ཱྀῶ

ᑡの㐍ᒎࡸ社会⎔ቃのኚ化といࡗた、時௦のኚ化のⓗ☜な対ᛂࠖࠕࡸ

般の新ᆺ࢘ࢼࣟࢥイࣝࢫឤᰁをዎᶵとࡋた新ࡋい生άᵝᘧの実㊶ とࠖい

 ࠋたࢀࡉㄆ☜ࡀとࡇているࢀࡉᮇᚅࡀຠᯝࡶࡽ新たなほⅬ࠺

調査及びࢺーࢣンの㸳つの事ᴗຠᯝについては、実施団体に対するࡇ

事ᴗを㐠Ⴀする㐣ࡀバイザー㐃⤡会における議ㄽにおいて、実施団体ࢻ

⛬࡛一ᐃのຠᯝとࡋてㄆ㆑࡛きているࡇとࡀ☜ㄆ࡛きたࡲࠋた、実㝿に事

ᴗを㐍めていࡃ中࡛、࡛ࡲࢀࡇᐃࡋていなࡗた新たな指ᶆ7119ݡࡸの

ά⏝事ࡀㄆ㆑ࢀࡉるよ࠺になࡗているࡇとࡶ明ࡽとなࡗたࠋ 

検討部会࡛は、ᚋ、ᅜとࡋて本事ᴗの実施ຠᯝのศᯒ・明☜化を᭦に

᥎ࡋ㐍め、⤖ᯝをศりࡸすᩚࡃ理の࠺え、広ࡃᬑ及ၨⓎするࡇとࡀྍ

Ḟ࡛࠶り、ࡑの㝿には、༢ど║ⓗに࡛はなࡃ、ୖグの㸳つのほⅬを㋃ࡲえ

つつ、実施地域ࡽከ✀ከᵝなࢹーࢱを⥅⥆ⓗに集ࡋ、地域ᕪࡸ⤒年ኚ

化なྵࡶめて十ศにศᯒ・明☜化ࡋなࡽࡀ、考えࢀࡽるຠᯝを広ࠕࡃ合

いと⤖ㄽ࡙けている（ᅗ⾲㸲ࡋࡲᮃࡀとࡇࡃていࡋᢏ࡛ࠖᥦ♧・ㄝ明ࡏࢃ

㸫㸲）ࠋ 
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調査及びࢺーࢣンの㸳つの事ᴗຠᯝについては、実施団体に対するࡇ

事ᴗを㐠Ⴀする㐣ࡀバイザー㐃⤡会における議ㄽにおいて、実施団体ࢻ

⛬࡛一ᐃのຠᯝとࡋてㄆ㆑࡛きているࡇとࡀ☜ㄆ࡛きたࡲࠋた、実㝿に事

ᴗを㐍めていࡃ中࡛、࡛ࡲࢀࡇᐃࡋていなࡗた新たな指ᶆ7119ݡࡸの

ά⏝事ࡀㄆ㆑ࢀࡉるよ࠺になࡗているࡇとࡶ明ࡽとなࡗたࠋ 

検討部会࡛は、ᚋ、ᅜとࡋて本事ᴗの実施ຠᯝのศᯒ・明☜化を᭦に

᥎ࡋ㐍め、⤖ᯝをศりࡸすᩚࡃ理の࠺え、広ࡃᬑ及ၨⓎするࡇとࡀྍ

Ḟ࡛࠶り、ࡑの㝿には、༢ど║ⓗに࡛はなࡃ、ୖグの㸳つのほⅬを㋃ࡲえ

つつ、実施地域ࡽከ✀ከᵝなࢹーࢱを⥅⥆ⓗに集ࡋ、地域ᕪࡸ⤒年ኚ

化なྵࡶめて十ศにศᯒ・明☜化ࡋなࡽࡀ、考えࢀࡽるຠᯝを広ࠕࡃ合

いと⤖ㄽ࡙けている（ᅗ⾲㸲ࡋࡲᮃࡀとࡇࡃていࡋᢏ࡛ࠖᥦ♧・ㄝ明ࡏࢃ

㸫㸲）ࠋ 
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図表４－４ ♯7119の事業導入効果

（ii）既実施団体における事業の底上げについて

♯7119 自体の魅力や効果が向上することは、未実施団体における導入

の誘因になりうると考えられる。アドバイザー連絡会の議論を通して、事

業の「質」、「利便性」及び「効率性」の向上についても検討を行った結果、

以下の意見がまとめられた。

・「質」の向上

電話相談事業であることから、まずは「つながる」ことを基本とし、

その上で、個別検証やオペレーター・相談員の研修等を実施し質の向上

を図っている。コールセンター外部との連携や情報共有が今後の課題で

ある。

・「利便性」の向上

回線数や対応時間を確保しつつ、効果的な広報活動などにより認知率

の向上を図っている。医療機関案内以外の窓口との連携や対象者の拡大

が課題として認識されている。

・「効率性」の向上

利用実態に応じた相談員の人員配置や回線数の調整を工夫すること

で対応している。また、自動音声化や対応マニュアル等を作成し、効率

化を図っている。外部機関との連携や新たな人材活用が今後の課題であ

る。
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検討部会では、今後、消防ᗇにおいて、これらのㄽⅬをᖜᗈく┒り㎸ࢇ

のస「ラインࢻイ࢞/ࡁ事業ᑟ入࣭㐠Ⴀのᡭᘬ」ࡸᵝ᭩の࡞ໟᣓⓗࡔ

ᡂࡀᮇᚅࡉれており、今後、᭦に検討ࡵ῝ࡀられていくことをᮇᚅしたい

と結ㄽ࡙ࡅている（図表㸲－㸳）。

図表㸲－㸳 7119ݡ 業ᑟධࡽのⓎᒎࢪ࣮࣓

アࣂࢻイࢨー㐃⤡会において、7119ݡにおࡅる「事業検証体制の⌧≧」につい

て検討を行った。㐃⤡会の㛤ദにඛ❧ࡕ、事業を実施している 16 ᅋ体に対して

アンࢣーࢺを実施したとこࢁ、以下のࡼう࡞ពぢࡲࡀとࡵられた（図表㸲－㸴）。

図表㸲－㸴 業᳨ド体制の⌧≧㛵ࡿࡍアࣥࢺ࣮ࢣㄪᰝ⤖ᯝ
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�� 

ᐇᅋయࡿࡅ࠾ᴗ᳨ドయไࡢ⌧≧

ྛ実施団体における事ᴗ検ドについては、事ᴗ⮬体のᏳ性ࡸ㉁のྥୖを目

ⓗとするな一ᐃのඹ㏻ㄆ㆑のࡶと実施ࢀࡉているࡲࠋた、検ドを⾜࣓࠺ンバ

ーࡸ会議体、検ドによࡗてᚓࢀࡽた知ぢのࣇーࢻバࢡࢵの方法についてࡶ、

ᵝࠎなᕤኵࡀぢࢀࡽたࠋ≉に、事ᴗ開ጞࡽの⤒㐣年数ࡀ長いඛ⾜実施団体に

おいて、࡛ࡲࢀࡇの事ᴗ㐠Ⴀの⤒㦂をάࡋた検ド体制ࡀᵓ⠏ࢀࡉているࡇと

 ࠋたࢀࡉㄆ☜ࡀ

ண⟬の㊊を⫼ᬒࡸのの、人員ࡶているࡌの一方、事ᴗ検ドのᚲせ性はឤࡑ

とࡋて、事ᴗ検ド体制のᵓ⠏に⮳ࡗていない団体ࡶ☜ㄆࢀࡉたࠋ 

バイザー㐃⤡会において、事ᴗの㐠Ⴀୖ、実施するࢻた、令和ඖ年ᗘのࡲ

ᚲせ࠶ࡀると考えࢀࡽるࠕ検ド体制のࣔࣝࢹ 、ࠖල体ⓗな対ᛂᡭ順及び委ク事ᴗ

⪅にᥦ♧する㝿の7119ݡࠕ ⏝⪅等ࡽのពぢに対する対ᛂに㛵するᵝ᭩

（）ࠖについてᥦ♧ࡋたࡇとࡽࢀࡇ、ࡽの実㝿の現ሙࣞࣝ࣋におけるά⏝状

ἣについてࡶ調査を⾜ࡗたࡑࠋの⤖ᯝ、ࡽࢀࡇの検ドࣔࣝࢹ等を実㝿にࠕཧ考

とࡋているࠖと回⟅ࡋたのは 1� 団体中７団体、ࠕཧ考とࡋていないࠖと回⟅ࡋ

たのは 1� 団体中９団体࡛ࡗ࠶たࠕࠋཧ考とࡋていない 理ࠖ⏤とࡋて、ࠕண⟬ⓗな

ၥ題 ないࡏ┤数年ዎ⣙中のため年ᗘ㏵中にぢ「ࠕࠖ、 ࡀの検ド体制ࡽᚑ前ࠕࠖ、

☜立ࢀࡉているࠖなのពぢࡀ☜ㄆࢀࡉたࠋ 

᳨ドయไ☜❧ྲྀࡓࡅྥ⤌

回のンࢣーࢺ調査ࡸ㐃⤡会における検討を㏻ࡋて、7119ݡ における事ᴗ

検ドのᚲせ性については、実施団体間࡛おおྠࡡࡴᵝのㄆ㆑࡛࠶るࡶのの、事

ᴗのつᶍࡸᡂ⇍ᗘにᛂࡌて実施方法にはᕪࡀㄆめࢀࡽたࠋ消防庁ࡽᥦ㉳ࡋた

事ᴗの検ドࣔࡸࣝࢹᵝ᭩（）については、実施団体の事ᴗ検ドのᑟධ・実

施に࠶たり一ᐃ数ཧ考にࢀࡉているࡶのの、ண⟬ࡸዎ⣙ୖの理⏤ࡽල体ⓗな

ᑟධに⮳ࡗていないࢣーࡶࢫㄆめࢀࡽたࡲࠋた、実施団体によࡗてはᚑ前ࡽ

の⊂⮬の検ド体制ࡀ☜立ࢀࡉているな、検ド体制の現状には地域によࡗてᕪ

をᢕᥱするྥືࡶᵝ᭩については、ᚋࡸࣝࢹ検ドࣔ、ࡽとࡇたࢀࡽࡳࡀ

ととࡶに、課題をᢳฟࡋ、㐃⤡会等のሙを㏻ࡌて報ඹ᭷ࡋなࡽࡀ、より実⏝

ⓗなࡶのとࡋていࡃᚲせ࠶ࡀるࠋ 

事ᴗ検ドにᇶ࡙ࡃᏳ性のྥୖは事ᴗのࠕ㉁のྥୖࠖとࡶ㛵㐃῝いと考えࡽ

7119ݡ、に࠺るよ࠶ࡶ検討部会における議ㄽにࠋるࢀ を㐠Ⴀする地域の実は

ᵝ࠶࡛ࠎるࡇとࡽ⮬、ࡽの地域ࡀのࣞࣝ࣋の検ド体制を目指すのとい࠺

適切な検ド体制をᵓ、ࡽࡀなࡋ㛵係ᶵ㛵等と㐃ᦠࡸ⪅委ク事ᴗ、ࡋとをព㆑ࡇ

⠏するࡇとࡀ重せ࡛࠶るࠋ 
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検討部会における検討⤖ᯝ等を㋃ࡲえ、消防庁࡛は、ྛ 地域࡛のྲྀ組ಁࡀ㐍ࢀࡉる

よࠕ、࠺救急Ᏻᚰࢭンࢱー事ᴗ�7119ݡ�のᅜᒎ開についてࠖ�令和３年１月 29 日

け消防庁救急画室事務㐃⤡�をⓎฟするととࡶに、ᮍ実施地域のಶูの㐃⤡・༠

議等を⥅⥆ࡋつつ、௨ୗのල体ⓗなྲྀ組を㐍めていࡇࡃととࡋている（ᅗ⾲㸲㸫７）ࠋ 

○ ሗ࿌᭩᳨ࡢウ⤖ᯝࢆ㋃ࡓ࠼ࡲᮍᐇᆅᇦᑐࡿࡍᑟධࡓࡅྥ㐃⤡࣭༠㆟�

○ ����ݡ ᴗࡢ⨨࡙ࢆࡅ་⒪ィ⏬ࡢ୰᫂☜ࡢࡵࡓࡿࡍ༠㆟࣭ㄪᩚ�

○ ᴗᑟධ㸭㐠⏝ࡢࣝࣗࢽ࣐సᡂ�

○ ᴗົࢆእ㒊委クࡿࡍ㝿ᚲせ࡞ᶆ‽ⓗ࡞ᵝ᭩ࡢసᡂ�

ᅗ⾲㸲㸫㸵� ᅜᒎ㛤ࡓࡅྥᚋ࣮ࣝࣗࢪࢣࢫࡢ�
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検討部会における検討⤖ᯝ等を㋃ࡲえ、消防庁࡛は、ྛ 地域࡛のྲྀ組ಁࡀ㐍ࢀࡉる

よࠕ、࠺救急Ᏻᚰࢭンࢱー事ᴗ�7119ݡ�のᅜᒎ開についてࠖ�令和３年１月 29 日

け消防庁救急画室事務㐃⤡�をⓎฟするととࡶに、ᮍ実施地域のಶูの㐃⤡・༠

議等を⥅⥆ࡋつつ、௨ୗのල体ⓗなྲྀ組を㐍めていࡇࡃととࡋている（ᅗ⾲㸲㸫７）ࠋ 

○ ሗ࿌᭩᳨ࡢウ⤖ᯝࢆ㋃ࡓ࠼ࡲᮍᐇᆅᇦᑐࡿࡍᑟධࡓࡅྥ㐃⤡࣭༠㆟�

○ ����ݡ ᴗࡢ⨨࡙ࢆࡅ་⒪ィ⏬ࡢ୰᫂☜ࡢࡵࡓࡿࡍ༠㆟࣭ㄪᩚ�

○ ᴗᑟධ㸭㐠⏝ࡢࣝࣗࢽ࣐సᡂ�

○ ᴗົࢆእ㒊委クࡿࡍ㝿ᚲせ࡞ᶆ‽ⓗ࡞ᵝ᭩ࡢసᡂ�

ᅗ⾲㸲㸫㸵� ᅜᒎ㛤ࡓࡅྥᚋ࣮ࣝࣗࢪࢣࢫࡢ�

�7 

➨㸳❶� ᩆᛴ㝲ࡢឤᰁ㜵Ṇᑐ⟇�

消防庁࡛は、ࠕᖹᡂ �0 年ᗘ救急ᴗ務の࠶り方に㛵する検討会ࠖにおいて、大つᶍな

ᅜ㝿ⓗイ࣋ンࢺの開催を᥍え、ឤᰁ防Ṇ対策のᚭᗏࡀ急務࡛ࡗ࠶たࡇとࡽ、救急㝲

のឤᰁ防Ṇ対策の体制ᩚഛ・充実をᅗるࡇとを目ⓗとࡋて、救急㝲のឤᰁ防Ṇ対策及

び消防ᶵ㛵におけるឤᰁ防Ṇ管理体制について検討を⾜い、ᖹᡂ �1 年３月にࠕ救急

㝲のឤᰁ防Ṇ対策ࣝࣗࢽ࣐（9HU�1�0）ࠖ（௨ୗࠕᪧࠖࣝࣗࢽ࣐といࠋ࠺）を♧すと

とࡶに、消防ᶵ㛵におけるឤᰁ防Ṇ管理体制のᵓ⠏な、ᚲせなឤᰁ防Ṇのྲྀ組を㐍

めるよ࠺、ᅜの消防本部に࿘知ࡋたࠋ 

た中、令和ඖ年ࡋ࠺ࡇ 12 月に新ᆺ࢘ࢼࣟࢥイࣝࢫឤᰁࡀⓎ生ࡋ、ୡ⏺ⓗなὶ⾜

をㄆめ、ᡃ ࡶて௨㝆、現ᅾࢀࡉㄆ☜ࡀ⪅令和２年１月にᅜෆึのឤᰁࡶᅜにおいてࡀ

ከ数のᝈ⪅ࡀⓎ生ࡋており、ྛ 消防ᶵ㛵においては、地域のᦙ㏦体制の☜ಖのほⅬ

た࠶ᚲせな対ᛂに、のせㄳにᇶ࡙き、ᝈ⪅等の⛣㏦に༠ຊするなࡽಖ所等、ࡽ

 ࠋているࡗ

り方に㛵する検討࠶令和２年ᗘ救急ᴗ務のࠕ、消防庁࡛は、ࡳな状ἣに㚷࠺のよࡇ

会ࠖにおいてࠕ救急㝲のឤᰁ防Ṇ対策࣡ー࢟ンࣝࢢࢢーࠖࣉをタ⨨ࡋ、ᪧࣝࣗࢽ࣐

について、᭱ 新の医学ⓗ知ぢ及び新ᆺ࢘ࢼࣟࢥイࣝࢫឤᰁᝈ⪅の対ᛂの⤒㦂を㋃

 ࠋたࡋえたᨵゞを検討ࡲ

ឤᰁの専門ᐙ࡛࠶る医療㛵係⪅ࡸ消防本部⫋員等ࡽなる࣡ー࢟ンࣝࢢࢢーࣉ

において検討を⾜い、ࡑの⤖ᯝを㋃ࡲえ、消防庁は、令和２年 12 月 2� 日にࠕ救急㝲

のឤᰁ防Ṇ対策ࣝࣗࢽ࣐（9HU�2�0）ࠖ（௨ୗࠕᨵゞ∧ࠖࣝࣗࢽ࣐といࠋ࠺）をⓎฟ

 ࠋた（ᅗ⾲㸳㸫１）ࡋ

࣡ー࢟ンࣝࢢࢢーࣉにおける主な検討事㡯はḟのとおり࡛࠶るࠋ 

㸦㸯㸧᪂ᆺࢫࣝ࢘ࢼࣟࢥឤᰁࡢᑐᛂ࡚࠸ࡘ�

㸦㸰㸧1�� �࡚࠸ࡘ⏝ࡢࢡࢫ࣐

㸦㸱㸧ࡢࢻ࣮ࣝࢩࢫ࢙ࣇ࣭ࣝࢢ࣮ࢦ⏝࡚࠸ࡘ�

㸦㸲㸧ឤᰁ㜵Ṇ⾰ࡢ⏝࡚࠸ࡘ�

㸦㸳㸧⛣㏦࣭ᦙ㏦ಀࡿᑐᛂ࡚࠸ࡘ�

㸦㸴㸧࣡ࣥࢳࢡ᥋✀࣭ᢠయ᳨ᰝ࡚࠸ࡘ�
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ᅗ⾲㸳㸫㸯� ᩆᛴ㝲ࡢឤᰁ㜵Ṇᑐ⟇ࣝࣗࢽ࣐㸦9HU����㸧㸦௧㸰ᖺ �� ᭶ �� ᪥Ⓨฟ㸧
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ᅗ⾲㸳㸫㸯� ᩆᛴ㝲ࡢឤᰁ㜵Ṇᑐ⟇ࣝࣗࢽ࣐㸦9HU����㸧㸦௧㸰ᖺ �� ᭶ �� ᪥Ⓨฟ㸧

  

�9 

新ᆺ࢘ࢼࣟࢥイࣝࢫឤᰁの主せなឤᰁ⤒㊰は、㣕ἓឤᰁ、᥋ゐឤᰁ及び࢚

┤Ⓨ生ࡽⓎ生する⣙２日前ࡀた、⮬ぬ状ࡲࠋているࢀࡉによるឤᰁとࣝࢰࣟ

ᚋにけて、人のឤᰁ性のࣆーࢡを㏄えるࡇとࡀ報告ࢀࡉているࡽࢀࡇࠋの

ឤࢫイࣝ࢘ࢼࣟࢥて新ᆺࡋุ᩿ࡽ地域のὶ⾜状ἣ等ࡸ⪅え、㝧性ᝈࡲとを㋃ࡇ

ᰁࡀࢀࢃるയ病⪅に対ᛂするሙ合のឤᰁ防Ṇ対策及びᚰ⫵⸽生時の対ᛂを

ࠋたࡋグ㍕ࡶない対策について࡛࠺ࡑた、常時ᚲせなឤᰁ防Ṇ対策とࡲࠋとめたࡲ

ձ ឤᰁ㜵Ṇᑐ⟇

・ ᶆ‽ண防策とࡋて、ᡭ指⾨生及びಶ人防ㆤල（ᡭ⿄、ࢧーࢡࢫ࣐ࣝ࢝ࢪ、

ឤᰁ防Ṇ⾰等）の╔⏝を⾜ࠋ࠺ಶ人防ㆤලをእす㝿には、⮬ศ⮬㌟ࡸ࿘ᅖを

ởᰁࡋないよ࠺十ศにὀពするࠋ 

・ യ病⪅及び救急㌴にྠする⪅に対ࡋて、状の᭷↓に㛵ࡎࡽࢃ、ྍ⬟な

㝈りࢧーࢡࢫ࣐ࣝ࢝ࢪを╔⏝ࡏࡉるࢧࠋーࢡࢫ࣐ࣝ࢝ࢪを╔⏝ࡏࡉるࡇとࡀ

㞴ࡋいሙ合は、㣕ἓ等に᭚㟢ࢀࡉるྍ⬟性࠶ࡀるため、救急㝲員はᚲࢦࡎー

 ࠋを╔⏝するࢻーࣝࢩࢫイ࢙ࣇཪはࣝࢢ

・ ឤᰁ⤒㊰ูண防策とࡋて、ࡀࣝࢰ࢚ࣟⓎ生ࡸࡋすい状ἣに᥋するሙ合は、

19� ᆺのឤᰁ防Ṇ⾰を╔⏝するᚲせはࡂなお、㌟つなࠋを╔⏝するࢡࢫ࣐

ないࠋ 

ղ ᚰ⫵⸽⏕ࡢᑐᛂ

ᚰ⫵⸽生時はฎ⨨にకいࣝࢰ࢚ࣟによるឤᰁࣜࡀࢡࢫ生ࡌるࡇとࡽ、௨

ୗのⅬにὀពࡋて対ᛂするᚲせ࠶ࡀるࠋ 

・ ⬚㦵ᅽ㏕は、%9M ࡛യ病⪅のཱྀ、㰯をそいᐦ╔ࡏࡉたᚋに開ጞするࠋ 

・ %9M Ẽは、+(3$ ࢚、てࡏࡉ╔をᐦࢡࢫ࣐、ࡋ╔ࡤࢀ࠶ࡀーࢱࣝࣇ

ࣜーࢡを࡛きるࡔけᑡなࡋࡃて⾜ࠋ࠺ 

・ ᪩ᮇにჾලを⏝いたẼ道☜ಖを⾜ࡇ࠺とࡀᮃࡋࡲいࠋẼ管ෆࣗࢳーブ᭱ࡀ

ーブཪࣗࢳて、Ẽ管ෆࡌ対ᛂする⪅の⇍⦎ᗘにᛂ、ࡀᑡないࡀࢡー࢚ࣜࡶ

はኌ門ୖࢹバイࢫを㑅ᢥするࠋ 

・ Ẽ管ᤄ管は、ྍ⬟࡛ࢹࣅࡤࢀ࠶オႃ㢌㙾を⏝ࡋて⾜ࠋ࠺ᤄධ時には、യ

病⪅の㢦ࢡࢫ࣐ࡽをእす前に⬚㦵ᅽ㏕を中᩿ࡋ、ᤄධを☜ㄆࡋて %9M を᥋

 ࠋたᚋに開するࡋ⥆

・ 対ᛂする人員を᭱小㝈にするために、⮬ືᘧᚰࢧࢵ࣐ーࢪჾを✚ᴟⓗにά

⏝するࠋ 

࠙ཧ考ࠚ 

ᚰ⫵⸽生時の対ᛂについては、ࠕ新ᆺ࢘ࢼࣟࢥイࣝࢫឤᰁのᣑ大にక࠺ᚰ

⫵Ṇയ病⪅の対ᛂについて（消防ᶵ㛵による対ᛂ࢞イࢻライン）ࠖ（令和２

年㸲月 27 日け一般社団法人日本臨床救急医学会）をཧ↷ࢀࡉたいࠋ 



939290 

19� の対ᛂのほឤᰁࢫイࣝ࢘ࢼࣟࢥの⏝の考え方について、新ᆺࢡࢫ࣐

Ⅼをྵめ、救急現ሙにおける対ᛂࡀより明☜になるよ࠺検討を⾜い、主に௨ୗの

とおりとࡋたࡲࠋた、⏝方法についてࡶグ㍕ࡋたࠋ 

・ 19� てឤᰁすࡗによࣝࢰ࢚ࣟ、て、✵Ẽឤᰁに加えࡋの⏝ሙ㠃とࢡࢫ࣐

るᝈに⨯ᝈࡋているࡇとࡀࢀࢃるയ病⪅に対ᛂするሙ合࡛ࡗ࠶て、࢚ࣟ

 ࠋたࡋすい状ἣに᥋するሙ合を㏣加ࡸࡋⓎ生ࡀࣝࢰ

・ 19� の㑅ᢥのため、ᑡなࢡࢫ࣐のࢬイࢧては、適切なࡗた࠶の⏝にࢡࢫ࣐

、たࡲࠋいࡋࡲᮃࡀとࡇ࠺⾜をࢺࢫࢸࢺࢵࣇ１回は医療ᶵ㛵等においてࡶとࡃ

╔時にはẖ回ࢩーࣝࢡࢵ࢙ࢳを⾜ࠋ࠺ 

・ ⏝については、19ࠕ� のእⓗྲྀᢅいについてࢡࢫ࣐ （ࠖ令和２年㸲月 10

日け厚生労働省新ᆺ࢘ࢼࣟࢥイࣝࢫឤᰁ対策᥎㐍本部、医⸆・生ά⾨生局

医療ᶵჾᑂ査管理課、医⸆・生ά⾨生局医⸆Ᏻ対策課事務㐃⤡）（ࣗࢽ࣐

ࣝ本体 ཧ考㈨ᩱղࠕ327 ）ࠖをཧ考とするࡇとࠋ 

19� 、ࡽの対ᛂのほⅬឤᰁࢫイࣝ࢘ࢼࣟࢥとྠᵝに、≉に、新ᆺࢡࢫ࣐

、࠺より明☜になるよࡀ等を╔⏝すべきሙ㠃について、現ሙにおける対ᛂࣝࢢーࢦ

ᐦ╔ࢱイࣉのࢦーࢩ、ࣝࢢーࣝࢱࢻイࣉのࢦー࢙ࣇ、ࣝࢢイࢩࢫーࣝࢻのいศ

けについて検討を⾜い、主に௨ୗのとおりとࡋた（ᅗ⾲㸳㸫２）ࡲࠋた、⏝

方法についてࡶグ㍕ࡋたࠋ 

・ ⾑ᾮ・体ᾮ等ࡀ㣕ᩓࡋているཪは㣕ᩓのྍ⬟性࠶ࡀる現ሙ࡛は、ឤᰁ防Ṇ⾰

とࡏࢃ࠶て、ー࣒࢝バー、ࣗࢩー࢝ࢬバー及びࢦーࣝࢢཪは࢙ࣇイࢩࢫーࣝ

 ࠋを╔⏝するࢻ

・ ឤᰁに⨯ᝈࡋているࡇとࡀ☜ᐃࡋているയ病⪅に対ᛂするሙ合は、ࢦーࢢ

ࣝཪは࢙ࣇイࢩࢫーࣝࢻは１回いᤞてのࡶのを⏝するࡇとࡀᮃࡋࡲいࡀ、

消ẘを⾜ࡗて⏝ࡋてࡶよいࠋ 

・ ⏝については、ࢧࠕーࢡࢫ࣐ࣝ࢝ࢪ、長⿇࢘࢞ン、ࢦーࣝࢢ及び࢙ࣇイ

のእⓗྲྀᢅいについて（ࠖ令和２年㸲月ࢻーࣝࢩࢫ 1� 日け厚生労働省新ᆺ

本体ࣝࣗࢽ࣐）（⤡ឤᰁ対策᥎㐍本部事務㐃ࢫイࣝ࢘ࢼࣟࢥ ཧ考㈨ᩱࠕ�32

ճ ）ࠖをཧ考とするࡇとࠋ 
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19� の対ᛂのほឤᰁࢫイࣝ࢘ࢼࣟࢥの⏝の考え方について、新ᆺࢡࢫ࣐

Ⅼをྵめ、救急現ሙにおける対ᛂࡀより明☜になるよ࠺検討を⾜い、主に௨ୗの

とおりとࡋたࡲࠋた、⏝方法についてࡶグ㍕ࡋたࠋ 

・ 19� てឤᰁすࡗによࣝࢰ࢚ࣟ、て、✵Ẽឤᰁに加えࡋの⏝ሙ㠃とࢡࢫ࣐

るᝈに⨯ᝈࡋているࡇとࡀࢀࢃるയ病⪅に対ᛂするሙ合࡛ࡗ࠶て、࢚ࣟ

 ࠋたࡋすい状ἣに᥋するሙ合を㏣加ࡸࡋⓎ生ࡀࣝࢰ

・ 19� の㑅ᢥのため、ᑡなࢡࢫ࣐のࢬイࢧては、適切なࡗた࠶の⏝にࢡࢫ࣐

、たࡲࠋいࡋࡲᮃࡀとࡇ࠺⾜をࢺࢫࢸࢺࢵࣇ１回は医療ᶵ㛵等においてࡶとࡃ

╔時にはẖ回ࢩーࣝࢡࢵ࢙ࢳを⾜ࠋ࠺ 

・ ⏝については、19ࠕ� のእⓗྲྀᢅいについてࢡࢫ࣐ （ࠖ令和２年㸲月 10

日け厚生労働省新ᆺ࢘ࢼࣟࢥイࣝࢫឤᰁ対策᥎㐍本部、医⸆・生ά⾨生局

医療ᶵჾᑂ査管理課、医⸆・生ά⾨生局医⸆Ᏻ対策課事務㐃⤡）（ࣗࢽ࣐

ࣝ本体 ཧ考㈨ᩱղࠕ327 ）ࠖをཧ考とするࡇとࠋ 

19� 、ࡽの対ᛂのほⅬឤᰁࢫイࣝ࢘ࢼࣟࢥとྠᵝに、≉に、新ᆺࢡࢫ࣐

、࠺より明☜になるよࡀ等を╔⏝すべきሙ㠃について、現ሙにおける対ᛂࣝࢢーࢦ

ᐦ╔ࢱイࣉのࢦーࢩ、ࣝࢢーࣝࢱࢻイࣉのࢦー࢙ࣇ、ࣝࢢイࢩࢫーࣝࢻのいศ

けについて検討を⾜い、主に௨ୗのとおりとࡋた（ᅗ⾲㸳㸫２）ࡲࠋた、⏝

方法についてࡶグ㍕ࡋたࠋ 

・ ⾑ᾮ・体ᾮ等ࡀ㣕ᩓࡋているཪは㣕ᩓのྍ⬟性࠶ࡀる現ሙ࡛は、ឤᰁ防Ṇ⾰

とࡏࢃ࠶て、ー࣒࢝バー、ࣗࢩー࢝ࢬバー及びࢦーࣝࢢཪは࢙ࣇイࢩࢫーࣝ

 ࠋを╔⏝するࢻ

・ ឤᰁに⨯ᝈࡋているࡇとࡀ☜ᐃࡋているയ病⪅に対ᛂするሙ合は、ࢦーࢢ

ࣝཪは࢙ࣇイࢩࢫーࣝࢻは１回いᤞてのࡶのを⏝するࡇとࡀᮃࡋࡲいࡀ、

消ẘを⾜ࡗて⏝ࡋてࡶよいࠋ 

・ ⏝については、ࢧࠕーࢡࢫ࣐ࣝ࢝ࢪ、長⿇࢘࢞ン、ࢦーࣝࢢ及び࢙ࣇイ

のእⓗྲྀᢅいについて（ࠖ令和２年㸲月ࢻーࣝࢩࢫ 1� 日け厚生労働省新ᆺ

本体ࣝࣗࢽ࣐）（⤡ឤᰁ対策᥎㐍本部事務㐃ࢫイࣝ࢘ࢼࣟࢥ ཧ考㈨ᩱࠕ�32

ճ ）ࠖをཧ考とするࡇとࠋ 
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ᅗ⾲㸳㸫㸰� �㸦⸨ἑᕷᾘ㜵ᒁᥦ౪⏬ീ㸧ࡢࢻ࣮ࣝࢩࢫ࢙ࣇࡧཬࣝࢢ࣮ࢦ

ឤᰁ防Ṇ⾰の⬺⾰方法についてのグ㍕の充実ࡸ、㌟つなࡂᆺのឤᰁ防Ṇ⾰の

適ᛂ等について検討を⾜い、主に௨ୗのとおりとࡋたࠋ≉に、ឤᰁ防Ṇ⾰の⬺⾰

方法については、ື画を消防庁 +3 ୖに公開するなࢃ、りࡸすい㈨ᩱとなる

よ࠺ᕤኵࡋたࠋ 

・ ឤᰁ防Ṇ⾰等の⬺ࡂ方のᡭ順について画ീとᩥ❶࡛のㄝ明を㏣加するとと

⾲た（ᅗ⾲㸳㸫３、ᅗࡋのについてはື画を公開ࡶᆺのࡂに、≉に㌟つなࡶ

㸳㸫㸲）ࠋ 

・ ឤᰁのண防及びឤᰁのᝈ⪅に対する医療に㛵する法ᚊ（ᖹᡂ 10 年法ᚊ

第 11� ྕ）にᇶ࡙ࡃ一㢮ឤᰁ等の≉ᐃのឤᰁཪはᮍ知のឤᰁに⨯ᝈࡋて

いるࡇとࡀࢀࢃるയ病⪅に対ᛂするሙ合は、㌟つなࡂᆺのឤᰁ防Ṇ⾰を╔

⏝するࠋ 

ᅗ⾲㸳㸫㸱� ᡭ⿄ࠊឤᰁ㜵Ṇ⾰ࣝࢢ࣮ࢦࠊཬࢡࢫ࣐ࡧ╔ࡂ⬺ࡢ᪉ࡢᡭ㡰�
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※ ㌟つなࡂᆺのឤᰁ防Ṇ⾰の⬺ࡂ方について、௨ୗの࣍ー࣒࣌ーࢪのື画をཧ↷ࡉ

 ࠋたいࢀ

KWWSV���ZZZ�IGPD�JR�MS�PLVVLRQ�HQULFKPHQW�SUHYHQWLRQ�FRXQWHUSODQ00��KWPO 

ື⏬ᥦ౪ඖ� �ࢺ࣏ࣥ

ᅜ❧ᅜ㝿་⒪◊✲࣮ࢱࣥࢭ�

ᅜ㝿ឤᰁ࣮ࢱࣥࢭ�

�ㄝ᫂ࢆࢀὶࡢ㐃୍ࡢ࡛ࡲ⾰⬺ࡽ⾰╔࣭

�᪉ἲࡿࡍ⾰⬺࡚ࡋຓࢆ࠸࠾ࡀ㸰ேࡓࡋ⏝╔࣭

㒔❧㥖㎸㝔� ࣭㸯ே࡛⬺⾰ࡿࡍ᪉ἲ�

᪂₲ᕷᾘ㜵ᒁ� ⾰⬺࡚ࡋຓࡀ⪅࠸࡞࠸࡚ࡋ⏝╔ࢆ⪅ࡓࡋ⏝╔࣭

�᪉ἲࡿࡍ

⾲㸳㸫㸲� ᅜ❧ᅜ㝿་⒪◊✲࣮ࢱࣥࢭᅜ㝿ឤᰁ࣮ࢱࣥࢭᥦ౪ື⏬�

医療ᶵ㛵ෆのឤᰁఏ防Ṇ等のほⅬࡽ、救急㝲ࡀのよ࠺なឤᰁをい、

いࢀࡎのឤᰁ防Ṇ対策を講ࡌているを☜実に㐃⤡する等、主にᦙ㏦時の事前の

報ఏ㐩のᚲせ性についてグ㍕ࡋたࡲࠋた、救急㌴ෆにおいて、ឤᰁ⤒㊰にᛂࡌ

たឤᰁ防Ṇ対策を講ࡌるࡇとについてグ㍕ࡋ、㣴生の方法を画ീとᩥ❶࡛♧ࡋ

たࠋ 

ձ ឤᰁ⨯ᝈࡀࡇࡿ࠸࡚ࡋࡿࢀࢃയ⪅ࡢᦙ㏦

ឤᰁに⨯ᝈࡋているࡇとࡀࢀࢃるയ病⪅のᦙ㏦࡛は、ᦙ㏦前ࡽ医療ᶵ

㛵及び所㎄ಖ所と報ඹ᭷するࡇとࡀ重せ࡛࠶るࠋ≉に、ᅜෆ࡛Ꮨ⠇性ཪは

地域性にὶ⾜するឤᰁと、ᾏእࡽධするྍ⬟性の࠶るឤᰁにὀពする

 ࠋとࡇ

・ ᅜෆ࡛Ꮨ⠇性にὶ⾜するឤᰁとࡋては、ኟࡽ⛅にけてイン࢚ࣝࣇン

ザὶ⾜にඛ⾜する小ඣの 56 ⅖⭠⫶けてឤᰁ性にࡽ⛅、ឤᰁࢫイࣝ࢘
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（≉に࢘ࣟࣀイࣝࢫ）、ࡽにけてイン࢚ࣝࣇンザ等ࡀヱᙜするࠋឤ

ᰁ性⫶⭠⅖とイン࢚ࣝࣇンザに㛵ࡋては、ᶆ‽ண防策にឤᰁ⤒㊰ูண防策を

講ࡌつつ、ᦙ㏦ඛにࡑの報を☜実にఏ㐩するࡇとࡲࠋた、ࡽࢀࡇのឤᰁ

をྵめ、地域におけるឤᰁのὶ⾜状ἣをᢕᥱࡋておࡇࡃとࠋ 

・ ᾏእΏ⯟ṔཪはᒃఫṔの࠶るയ病⪅と᥋するሙ合は、ᾏእࡽධࡋてࡃ

るྍ⬟性の࠶るឤᰁについてのὀពࡀᚲせ࡛࠶るࠋ病Ṕ⫈ྲྀ時に、യ病⪅

のᾏእΏ⯟ṔཪはᒃఫṔに㛵する報をᚓたሙ合は、ᾏእにおけるឤᰁの

ὶ⾜状ἣ等をཧ考に、ᚲせにᛂࡌて医療ᶵ㛵及び所㎄ಖ所に㐃⤡をධࢀ、

ᦙ㏦時のឤᰁ防Ṇ対策等の指♧をཷけるࡇとࠋ 

ղ ㌴ෆࡢឤᰁ㜵Ṇᑐ⟇

⛣㏦・ᦙ㏦時は、㝲員ಶ人のឤᰁ防Ṇ対策に加えて、救急㌴ෆのឤᰁ防Ṇ対

策ࡇ࠺⾜ࡶとࠋල体ⓗには、ᐃࢀࡉるឤᰁのឤᰁ⤒㊰等にᛂࡌて、㌴ෆの

Ẽࡸ、യ病⪅と㝲員の間の切り（㣴生）ཪはイࣞࢯーࢱーの⏝を検討

するࠋ⛣㏦・ᦙ㏦時にのよ࠺なឤᰁ防Ṇ対策を講ࡌるについては、ࡽ࠶

い（ᅗ⾲㸳ࡋࡲᮃࡀとࡇࡃ助ゝをᚓておࡽめ地域の医療ᶵ㛵ཪはಖ所等ࡌ

㸫㸳）ࠋ 

ᅗ⾲㸳㸫㸳� 㣴⏕ࡢ᪉ἲ㸦㸧㸦ձ᪂₲ᕷᾘ㜵ᒁᥦ౪⏬ീࠊղᮾிᾘ㜵ᗇᥦ౪⏬ീ㸧�
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㛵係学会の࢞イࢻラインࡀ᭦新ࢀࡉたࡇとにకい、㯞ࢇࡋ等の࣡ࢳࢡンについ

ては、ᢠ体౯を ᐃ２ࡎࡏ回᥋✀となるࡇと、◚യ㢼࣡ࢳࢡンについては、࣡ࢡ

、と等について検討を⾜いࡇないࡀᢠ体検査のᚲせࡤࢀㄆ࡛き☜ࡀンの᥋✀Ṕࢳ

主に௨ୗのとおりとࡋたࠋ 

・ 救急ᴗ務に㝿ࡋて、ࣜ とはࡇࡃておࡋの高いឤᰁに対するචを⋓ᚓࢡࢫ

ឤᰁ防Ṇ対策とࡋて᭷ຠ࡛࠶るࠋᚑ᮶ࡽ広ࢀࢃ⾜ࡃている年１回のインࣇ

ὶ⾜性⪥ୗ⭢⅖、Ỉ①、㹀、ࢇࡋ㢼、ࢇࡋンの᥋✀に加え、㯞ࢳࢡンザ࢚࣡ࣝ

ᆺ⫢⅖、◚യ㢼の࣡ࢳࢡン᥋✀及びᚲせ時の⾑中ᢠ体検査ࡀ強ࡃ᥎ዡࢀࡉるࠋ

・ 㯞ࢇࡋ、㢼ࢇࡋ、ὶ⾜性⪥ୗ⭢⅖、Ỉ①は１ṓ௨ୖ࡛２回のண防᥋✀グ㘓ࡀ

ᚲせ࡛࠶る１ࠋṓ௨ୖ࡛ண防᥋✀グ㘓１ࡀ回のࡳの⪅１ࡸ回ࡶ᥋✀ࡋていな

い⪅は、ᑡなࡃとࡶ㸲㐌間௨ୖ࠶けて総᥋✀回数２ࡀ回となるよ࠺᥋✀をཷ

けるࠋ᪤⨯ᝈのためண防᥋✀をཷけていない⪅は、⾑中ᢠ体検査を⾜ࠋ࠺ 

・ 㹀ᆺ⫢⅖は３回（１ࣜࢩーࢬ）の࣡ࢳࢡン᥋✀ののࡕに⾑中ᢠ体検査を⾜い、

ච⋓ᚓとなࡽなࡗたሙ合は、ࣜࢩ１࠺ࡶーࢬの᥋✀を考៖するࠋ 

・ ◚യ㢼は３回の࣡ࢳࢡン᥋✀のの10、ࡕ 年ごとに１回、ỿ㝆◚യ㢼ࢯ࢟ࢺ

イࢻの㏣加᥋✀を⾜ࠋ࠺なお、◚യ㢼࣡ࢳࢡンの㏣加᥋✀において、１回目は

ⓒ日တ࣡ࢳࢡンΰ合の࣡ࢳࢡンを᥋✀するࡇとࡀᮃࡋࡲいࠋ 

࠙ཧ考ࠚ 

࣡、ーࣝࣗࢪࢣࢫン᥋✀及び⾑中ᢠ体検査のࢳࢡ࣡ ンのຠᯝ、ᛂ等にࢳࢡ

ついては、ࠕ医療㛵係⪅のための࣡ࢳࢡン࢞イࢻライン 第３∧ （ࠖ一般社団法人

日本⎔ቃឤᰁ学会）（3�2�）（ࣝࣗࢽ࣐本体 ཧ考㈨ᩱձࠕ�3�2 ）ࠖをཧ↷ࢀࡉた

いࠋ 

現ᅾࡶከ数の新ᆺ࢘ࢼࣟࢥイࣝࢫឤᰁᝈ⪅ࡀⓎ生ࡋている中、ྛ 消防ᶵ㛵におい

ては、救急㝲員ࡀᏳにάື࡛きるよ࠺、ᨵゞ∧ࣝࣗࢽ࣐を᭱大㝈ά⏝いたࡔきた

いࠋ 

ឤᰁ等のឤᰁࢫイࣝ࢘ࢼࣟࢥて新ᆺࡋ救急ᴗ務に㉳ᅉࡀ一、救急㝲員ࡀた、ࡲ

にឤᰁࡋたሙ合においてࡑ、ࡶのࡇとをࡗࡶて、┈なྲྀᢅいࡸᕪู等をཷける

☜一ᐃのࡶてࡗ࠶ているሙ合࡛ࡗ⾜適切なឤᰁ防Ṇ対策をࠋないࡽてはなࡗ࠶とはࡇ

⋡࡛ឤᰁに⨯ᝈするྍ⬟性࠶ࡀるࡇとࡽ、ᚋ、救急ᴗ務に㉳ᅉࡋたឤᰁ⪅ࡀㄆ

めࢀࡽたሙ合は、組⧊とࡋてのឤᰁ防Ṇ管理体制をᨵめて☜ㄆするととࡶに、ឤᰁ⪅

本人に対ࡋて⢭⚄㠃の࣏ࢧーࢺをྵめた適切な康管理を⾜࠺よ࠺ດめࢀࡽたいࠋ 

ឤᰁのⓗ☜な対ᛂは、ᚋࡶ救急㝲のάືにおける重せなㄽⅬ࡛࠶るࠋᅜの

救急㝲員ࡀᏳにάື࡛きる体制のᵓ⠏ࡸ、ᨵゞ∧ࣝࣗࢽ࣐の᭦なるバーࣙࢪン

ての重ࡋ消防庁と、ࡀとࡇࡴをྵめたᚲせな報のⓎ信についてᘬき⥆きྲྀり組ࣉࢵ

せな㈐務࡛࠶るࡇとを本検討会とࡋて指するࠋ 
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࠙ཧ考ࠚ 

消防庁は、本報告᭩にグ㍕ࡋた࣡ー࢟ンࣝࢢࢢー࡛ࣉの検討ෆᐜを㋃ࡲえ、ࠕࠕ救急

㝲のឤᰁ防Ṇ対策ࣗࢽ࣐ （ࣝ9HU�2�0）ࠖ のⓎฟ及び救急㝲のឤᰁ防Ṇ対策の᥎㐍に

ついて （ࠖ令和２年 12 月 2� 日け消防救第 �1� ྕ消防庁救急画室長㏻知）をⓎฟ

て、救急㝲のឤᰁ防Ṇ対策ࡋをཧ考とࣝࣗࢽ࣐∧ᙜヱ㏻知においては、ᨵゞࠋたࡋ

消防ᶵ㛵におけるឤᰁ防Ṇ管理体制のᵓ⠏、ているࡋのᩚഛ等を౫㢗ࣝࣗࢽ࣐

なのឤᰁ防Ṇのྲྀ組の᥎㐍、救急㝲員の⾑中ᢠ体検査及び࣡ࢳࢡン᥋✀の実施、ࡉ

たሙ合ࢀࡽㄆめࡀ⪅のឤᰁឤᰁ等ࢫイࣝ࢘ࢼࣟࢥた新ᆺࡋに、救急ᴗ務に㉳ᅉࡽ

の対ᛂについてࡶグ㍕ࡋている（ᅗ⾲㸳㸫㸴）ࠋ 

ᅗ⾲㸳㸫㸴� ௧㸰ᖺ �� ᭶ �� ᪥ࡅᾘ㜵ᩆ➨ ��� ྕᾘ㜵ᗇᩆᛴ⏬ᐊ㛗㏻▱ࡢᴫせ�
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➨㸴❶� ᩆᛴᴗົ㛵ࣉࢵ࣮࢛ࣟࣇࡿࡍ�

救急ᴗ務に㛵するྲྀ組状ἣについては、地域によࡗてᕪࡀ生ࡌており、ࠕᖹᡂ 2� 年

ᗘ救急ᴗ務の࠶り方に㛵する検討会ࠖにおいて、ྛ地域の࢛ࣟࣇーࣉࢵを⾜い、救

急ᴗ務のࣞࣉࢵࣝ࣋につなࡆるᚲせ࠶ࡀるとのᥦゝをཷけたࡇࠋのࡇとࡽ、ᖹᡂ

29 年ᗘࡽ消防本部をはࡌめとࡋた㛵係ᶵ㛵にྥけたンࢣーࢺ調査による実態ᢕ

ᥱの、ᅜの㒔道ᗓ県及び消防本部を対㇟とࡋてゼၥによる࢛ࣟࣇーࣉࢵ調査

を開ጞ３、ࡋ年をけてᅜ �7 㒔道ᗓ県を一ᕠࡋたࠋ 

てྛࡋとࣉࢵࢸࢫえ、᭦なるࡲのୖ࡛、令和ඖ年ᗘのྠ検討会におけるᥦゝを㋃ࡑ

地域の課題の対ᛂ策について⥅⥆ࡋた࣏ࢧーࡀࢺᚲせ࡛࠶り、ࡲた、ྛ 消防本部に

おける課題ࡸඛ㐍事をඹ᭷するࡇとにより、ㅖ課題をゎỴするための施策につなࡀ

るࣄンࡀࢺᚓࢀࡽ、ᅜⓗな救急ᴗ務のより一ᒙのࣞࣉࢵࣝ࣋に㈨するࡇとを目ⓗ

とࡋて、新たに年ᗘࡽ㸲年間をけて、࢛ࣟࣇーࣉࢵを実施するࡇととࡋたࠋ

た（ᅗ⾲㸴㸫ࡆて௨ୗのとおり㸲つの㡯目をᥖࡋた、実施にᙜたり、ᇶ本方㔪とࡲ

 ࠋ（１

ᅗ⾲㸴㸫㸯� ᩆᛴᴗົ㛵ࣉࢵ࣮࢛ࣟࣇࡿࡍᖺᗘࡢᇶᮏ᪉㔪�

� �
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㒔道ᗓ県（消防防⅏主管部局・⾨生主管部局）及び消防本部等を対㇟とࡋたンࢣ

ーࢺ調査を実施ࡋたࠋ 

㸺調査ᴫせ㸼 

 ・調 査 ྡ㸸ࠕ救急救命体制のᩚഛ・充実に㛵する調査 及ࠖびࢥࣝ࢝ࢹ࣓ࠕンࣟࢺ

ーࣝ体制等の実態に㛵する調査ࠖ 

 ・調査対㇟㸸�7 㒔道ᗓ県（消防防⅏主管部局、⾨生主管部局） 

�7 㒔道ᗓ県 MC ༠議会、72� 消防本部 

 ・調査方法㸸㟁Ꮚࣇイࣝ㏦によるンࢣーࢺ 

 ・調査ᮇ間㸸令和２年㸶月３日㹼㸶月 2� 日（ᇶ‽日㸸令和２年㸶月１日） 

 ・回  ⋡㸸100㸣 

   

のෆᐜに加え、㐣ཤに救急画室࡛ࡲた、年ᗘの調査㡯目については、年ᗘࡲ  

 ࠋた（ᅗ⾲㸴㸫２）ࡋ調査対㇟とࡶた㏻知等の実施状ἣ等についてࡋⓎฟࡀ

ᅗ⾲㸴㸫㸰� �┠ㄪᰝ㡯ࡢࣉࢵ࣮࢛ࣟࣇ

※㉥Ꮠは新つ㡯目

  



101100 9� 

ᖹᡂࠕ 27 年ᗘ救急ᴗ務の࠶り方に㛵する検討会ࠖの中࡛、救急㌴の適正⏝

にྥけたྲྀ組について議ㄽࢀࢃ⾜ࡀ、重せなㄽⅬの一つとࡋて㌿院ᦙ㏦における

救急㌴の適正⏝について検討ࡀなࡇ、ࢀࡉの⤖ᯝをཷけて、ࠕ㌿院ᦙ㏦におけ

る救急の適正⏝の᥎㐍について（ࠖᖹᡂ 2� 年３月 �1 日け消防救第 �� ྕ消防

庁ḟ長、医政Ⓨ 0��1 第 �� ྕ厚生労働省医政局長㏻知）をⓎฟࡋ、ྛ㒔道ᗓ県の

ᨭのࡶとྛ地域において、実にᛂࡌたࣝーࣝ化にྥけた合ពᙧᡂをಁࡋたࠋ

㌿院ᦙ㏦࢞イࢻラインを策ᐃ῭ࡳの㒔道ᗓ県は、令和ඖ年ᗘ࡛は 29��㸣（1�

団体）࡛ࡗ࠶たのに対ࡋ、令和２年ᗘ࡛は 27�7㸣（1� 団体）࡛ࡗ࠶た（ᅗ⾲㸴

㸫３）ࠋ 

令和ඖ年ᗘのࡶた団体ࡋ⟆と回ࠖࡋたはணᐃなࡲ、ないࡋ策ᐃࠕ、にࡽࡉ 2� 団

体ࡽ、令和２年ᗘには 2� 団体とቑえているࡇとࡽ、地域の実をよࡃ⪺き

ྲྀりなࡽࡀ、ᘬき⥆き㌿院ᦙ㏦࢞イࢻラインの策ᐃを働きけていࡃᚲせ࠶ࡀるࠋ

ᅗ⾲㸴㸫㸱� ㌿㝔ᦙ㏦ࣥࣛࢻ࢞⟇ᐃ≧ἣ㸦㒔㐨ᗓ┴ᅇ⟅㸧�

令和ඖ年ᗘ中にയ病⪅のᦙ㏦及びയ病⪅のཷධࢀの実施に㛵するᇶ‽のᨵ正

を⾜ࡗたのは 20 団体࡛ࡗ࠶た（ᅗ⾲㸴㸫㸲）ࠋ 

ྛ地域 MC ༠議会においてᢕᥱࡋた事ᚋ検ド⤖ᯝ及び༠議⤖ᯝを㋃ࡲえた࠺え

の実施に㛵するᇶ‽ࠖについて、適ᐉᨵࢀയ病⪅のᦙ㏦及びയ病⪅のཷධࠕ、࡛

正、ࡲたはぢ┤ࡀࡋなࢀࡉるࡇとࡀᮃࢀࡲるࠋ 

ᅗ⾲㸴㸫㸲� യ⪅ࡢᦙ㏦ཬࡧയ⪅ཷࡢධࡢࢀᐇ㛵ࡿࡍᇶ‽ࡢᨵṇࡢ᭷↓�

㸦㒔㐨ᗓ┴ࡢᅇ⟅㸧�

ࡓࡗ⾜

����㸣���ᅋయ�

࠸࡞࠸࡚ࡗ⾜

����㸣���ᅋయ�

↓ᅇ⟅

���㸣��ᅋయ�

1 ��

⟇ᐃ῭ࡳ

����㸣���ᅋయ�

᳨ウ୰

㸦⟇ᐃ୰ࡴྵࡶ㸧

����㸣��ᅋయ�

᳨ウணᐃ

���㸣��ᅋయ�

⟇ᐃࠊ࠸࡞ࡋ

ࡋ࡞ணᐃࠊࡣࡓࡲ

����㸣���ᅋయ� 1 ��

⟇ᐃ῭ࡳ

����㸣���ᅋయ�

᳨ウ୰

㸦⟇ᐃ୰ࡴྵࡶ㸧

���㸣��ᅋయ�

᳨ウணᐃ

����㸣��ᅋయ�

⟇ᐃࠊ࠸࡞ࡋ

ࡋ࡞ணᐃࠊࡣࡓࡲ

����㸣���ᅋయ�

1 ��

௧ඖᖺᗘ㸦௧ඖᖺ㸶᭶㸯᪥⌧ᅾ㸧� ௧㸰ᖺᗘ㸦௧㸰ᖺ㸶᭶㸯᪥⌧ᅾ㸧�

ᖹᡂ �� ᖺᗘ� ௧ඖᖺᗘ�

ࡓࡗ⾜

����㸣���ᅋయ�

࠸࡞࠸࡚ࡗ⾜

����㸣���ᅋయ�

↓ᅇ⟅

���㸣��ᅋయ�

1 ��
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㒔道ᗓ県（消防防⅏主管部局・⾨生主管部局）及び消防本部等を対㇟とࡋたンࢣ

ーࢺ調査を実施ࡋたࠋ 

㸺調査ᴫせ㸼 

 ・調 査 ྡ㸸ࠕ救急救命体制のᩚഛ・充実に㛵する調査 及ࠖびࢥࣝ࢝ࢹ࣓ࠕンࣟࢺ

ーࣝ体制等の実態に㛵する調査ࠖ 

 ・調査対㇟㸸�7 㒔道ᗓ県（消防防⅏主管部局、⾨生主管部局） 

�7 㒔道ᗓ県 MC ༠議会、72� 消防本部 

 ・調査方法㸸㟁Ꮚࣇイࣝ㏦によるンࢣーࢺ 

 ・調査ᮇ間㸸令和２年㸶月３日㹼㸶月 2� 日（ᇶ‽日㸸令和２年㸶月１日） 

 ・回  ⋡㸸100㸣 

   

のෆᐜに加え、㐣ཤに救急画室࡛ࡲた、年ᗘの調査㡯目については、年ᗘࡲ  

 ࠋた（ᅗ⾲㸴㸫２）ࡋ調査対㇟とࡶた㏻知等の実施状ἣ等についてࡋⓎฟࡀ

ᅗ⾲㸴㸫㸰� �┠ㄪᰝ㡯ࡢࣉࢵ࣮࢛ࣟࣇ

※㉥Ꮠは新つ㡯目
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全国で、救急救命士の資格を有する救急隊員数は、令和元年度では 29,451 人

であったのに対し、令和２年度では 30,255人に増加した（図表６－５）。

図表６－５ 救急救命士の資格を有する救急隊員数の推移

（「令和元年版救急・救助の現況」及び「令和２年版救急・救助の現況」より抜粋）

(＊1)ビデオ喉頭鏡とは、「ビデオ硬性挿管用喉頭鏡」を指す。
(＊2)ブドウ糖投与とは、「低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与」を指す。
(＊3)CPA前静脈路確保とは、「心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液」を指す。
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指ᑟ救命ኈをㄆᐃࡋている㒔道ᗓ県 MC ༠議会は、令和ඖ年ᗘ及び令和２年ᗘ

࡛は、�� 㒔道ᗓ県 MC ༠議会（9��7㸣）࡛ࡗ࠶たࡲࠋた、指ᑟ救命ኈ数の合計は

令和ඖ年ᗘ࡛は 2�2�0 人࡛ࡗ࠶たのに対ࡋ、令和２年ᗘ࡛は 2���0 人にቑ加ࡋた

（ᅗ⾲㸴㸫㸴）ࠋ 

ᅗ⾲㸴㸫㸴� ᣦᑟᩆኈㄆᐃ⪅ᩘ㸦㒔㐨ᗓ┴ 0& ༠㆟ࡢᅇ⟅㸧�

※指ᑟ救命ኈㄆᐃ⪅数については、令和ඖ年ᗘ及び令和２年ᗘのࠕ救急救命体制のᩚഛ・充実に㛵する調査ࠖ
及びࢥࣝ࢝ࢹ࣓ࠕンࣟࢺーࣝ体制等の実態に㛵する調査ࠖにᇶ࡙ࡃ㒔道ᗓ県 MC ༠議会回⟅⚊にᇶ࡙ࡃ
報告数࡛࠶るࠋ 

※令和ඖ年における指ᑟ救命ኈㄆᐃ⪅数については、㒔道ᗓ県⊂⮬のㄆᐃᇶ‽ࠋࡴྵࡶ 

  

���������� ����������

��� 都道府県�
�����
認定者数（人）

�����
認定者数（人）

1 � � 道 21 21

2 � � 県 41 42

3 � � 県 34 34

4 � � 県 33 35

5 � � 県 33 41

6 � � 県 33 33

7 � � 県 43 47

8 � � 県 93 93

9 � � 県 55 57

10 � � 県 60 60

11 � � 県 115 133

12 � � 県 100 114

13 � � 都 3 3

14 � � � 県 63 89

15 � � 県 44 54

16 � � 県 0 0

17 � � 県 36 57

18 � � 県 21 28

19 � � 県 29 33

20 � � 県 36 43

21 � � 県 107 0

22 � � 県 44 52

23 � � 県 0 107

24 � � 県 77 77

25 � � 県 27 34

26 � 都 府 38 42

27 � � 府 160 172

28 � � 県 72 95

29 � � 県 32 34

30 � � � 県 46 51

31 � � 県 29 30

32 � � 県 30 31

33 � � 県 26 32

34 � � 県 42 50

35 � � 県 57 60

36 � � 県 16 21

37 � � 県 21 23

38 � � 県 61 61

39 � � 県 26 39

40 � � 県 109 111

41 � � 県 34 35

42 � � 県 30 31

43 � � 県 101 101

44 � � 県 38 42

45 � � 県 8 17

46 � � � 県 52 56

47 � � 県 54 59

合計 45都道府県　2,230人 45都道府県　2,480人
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ᅜ࡛、救急救命ኈの㈨᱁を᭷する救急㝲員数は、令和ඖ年ᗘ࡛は 29���1 人

令和２年ᗘ࡛は、ࡋたのに対ࡗ࠶࡛ �0�2�� 人にቑ加ࡋた（ᅗ⾲㸴㸫㸳）ࠋ 

ᅗ⾲㸴㸫㸳 ᩆᛴᩆኈࡢ㈨᱁ࢆ᭷ࡿࡍᩆᛴ㝲員ᩘࡢ᥎⛣�

㸦ࠕ௧ඖᖺ∧ᩆᛴ࣭ᩆຓࡢ⌧ἣ ཬࠖࠕࡧ௧㸰ᖺ∧ᩆᛴ࣭ᩆຓࡢ⌧ἣ �ᢤ⢋㸧ࡾࠖࡼ

�㸨1�ࢹࣅオႃ㢌㙾とは、ࢹࣅࠕオ◳性ᤄ管⏝ႃ㢌㙾ࠖを指すࠋ 
�㸨2�ブ࢘ࢻ⢾ᢞとは、ࠕప⾑⢾Ⓨసのブ࢘ࢻ⢾⁐ᾮのᢞࠖを指すࠋ 
�㸨��C3$ 前㟼⬦㊰☜ಖとは、ࠕᚰ⫵ᶵ⬟Ṇ前の重ᗘയ病⪅に対する㟼⬦㊰☜ಖ及び㍺ᾮࠖを指すࠋ 
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全国で、救急救命士の資格を有する救急隊員数は、令和元年度では 29,451 人

であったのに対し、令和２年度では 30,255人に増加した（図表６－５）。
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㸦⯡ࡢ᪂ᆺࢫࣝ࢘ࢼࣟࢥឤᰁ㛵ࡿࢃ⛣㏦ᦙ㏦యไࡴྵࡶ㸧�

ฟ⾑⇕㸧࢚ࠖࣛ࣎༠ᐃ⥾⤖≧ἣ㸦ࡢಖᡤࠕ ࡚࠸ࡘ

ಖ所等࢚࣎ࠕࡽラฟ⾑⇕のᝈ⪅の⛣㏦については消防ᶵ㛵の༠ຊࡀせࠖ

とࢀࡉた消防本部は、令和ඖ年ᗘ࡛は 1���㸣（112 本部）࡛ࡗ࠶たのに対ࡋ、

令和２年ᗘ࡛は 1��1㸣（1�2 本部）となࡗたࠋ 

の消防ࠖࡳ῭⤖⥾ラฟ⾑⇕のᝈ⪅の⛣㏦についてಖ所等との༠ᐃ等࢚࣎ࠕ

本部は、令和ඖ年ᗘ࡛は 7��7㸣（��� 本部）࡛ࡗ࠶たのに対ࡋ、令和２年ᗘ࡛

は 72�2㸣（�2� 本部）となࡗたࠋ 

༠ᐃ等ᮍ⥾⤖ࠖの消防本部ࡀたࡋ合ពࡋಖ所等と消防ᶵ㛵において༠議ࠕ

は、令和ඖ年ᗘ࡛は 1��㸣（10 本部）࡛ 令和２年ᗘ࡛は、ࡋたのに対ࡗ࠶ 2��㸣

（20 本部）となࡗたࠋ 

ࠖ（ࡴ༠議中、ᮍ合ពྵ）ಖ所等と消防ᶵ㛵において༠議ᮍࠕ の消防本

部は、令和ඖ年ᗘ࡛は 9��㸣（�9 本部）࡛ 令和ඖ年ᗘ࡛は、ࡋたのに対ࡗ࠶ ��9㸣

（�0 本部）となࡗたࠋ 

௨ୖのࡇと࢚࣎、ࡽラฟ⾑⇕のᝈ⪅の⛣㏦について、⛣㏦体制ᩚࡀഛࢀࡉ

た地域の消防本部は、令和ඖ年ᗘは 90��㸣（��7 本部）࡛ࡗ࠶たࡀ、令和２年

ᗘ࡛は 9��1㸣（�7� 本部）にቑ加ࡋた（ᅗ⾲㸴㸫７）ࠋ 

ᅗ⾲㸴㸫㸵� ฟ⾑⇕㸧࢚ࠖࣛ࣎༠ᐃ⥾⤖≧ἣ㸦ࡢಖᡤࠕ �㸦ᾘ㜵ᮏ㒊ᅇ⟅㸧࡚࠸ࡘ

   

� �

ᾘ㜵ᶵ㛵ࡢ༠ຊせ

����㸣����ᮏ㒊�

༠ᐃ⥾⤖῭ࡳ

����㸣����ᮏ㒊�

༠㆟῭ࡳ

���㸣���ᮏ㒊�

༠㆟ᮍ

㸦ᮍྜពྵࡴ㸧

���㸣���ᮏ㒊�

1 ���

ᾘ㜵ᶵ㛵ࡢ༠ຊせ

����㸣����ᮏ㒊�

༠ᐃ⥾⤖῭ࡳ

����㸣����ᮏ㒊�

༠㆟῭ࡳ

���㸣���ᮏ㒊�

༠㆟ᮍ

㸦ᮍྜពྵࡴ㸧

���㸣���ᮏ㒊�

1 ���

௧㸰ᖺᗘ㸦௧㸰ᖺ㸶᭶㸯᪥⌧ᅾ㸧௧ඖᖺᗘ㸦௧ඖᖺ㸶᭶㸯᪥⌧ᅾ㸧

��� ᮏ㒊࡛�

⛣㏦యไᩚഛ῭ࡳ�

��� ᮏ㒊࡛�

⛣㏦యไᩚഛ῭ࡳ�
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๓࡚ࡋ㛵ឤᰁࢫࣝ࢘ࢼࣟࢥ༠ᐃ⥾⤖≧ἣ㸦᪂ᆺࡢಖᡤࠕ

㸧ࠖࡿࡵྵࢆ༠㆟ࡢ ࡚࠸ࡘ

㒔道ᗓ県知事の㈐௵において⛣㏦を⾜࠺ᚲせ࠶ࡀる新ᆺ࢘ࢼࣟࢥイࣝࢫឤ

ᰁ⪅（いをྵࡴ）に係るಖ所等ࡽの༠ຊせㄳについてࠕ新たに༠ຊせㄳ

ࡀた消防本部ࡋ⟆たࠖと回ࡗ࠶ࡀ ����㸣（��� 本部）、࢚࣎ࠕラฟ⾑⇕ᝈ⪅の⛣

㏦に係る༠ຊせㄳの中࡛せㄳࡗ࠶ࡀたࠖと回⟅ࡋた消防本部ࡀ 27��㸣（202 本

部）、ࠕ一㢮ឤᰁ（࢚࣎ラฟ⾑⇕௨እの）ᝈ⪅の⛣㏦に係る༠ຊせㄳの中࡛せ

ㄳࡗ࠶ࡀたࠖと回⟅ࡋた消防本部ࡀ 1��㸣（11 本部）、ࠕ㢮ឤᰁの⛣㏦に係

る༠ຊせㄳの中࡛せㄳࡗ࠶ࡀた とࠖ回⟅ࡋた消防本部��0、ࡀ㸣（22 本部）、ࠕ新

ᆺイン࢚ࣝࣇンザ等の⛣㏦に係る༠ຊせㄳの中࡛せㄳࡗ࠶ࡀたࠖと回⟅ࡋた消

防本部ࡀ ���㸣（�2 本部）࡛ࡗ࠶たࠋ 

たࡋ⟆たࠖと回ࡗ࠶ࡀ新たに༠ຊせㄳࠕ ��� 本部のࡕ࠺、༠ᐃ等をࡋ⤖⥾ࠕ

ている とࠖ回⟅ࡋた消防本部ࡀ 2���㸣（�� 本部）、ࡋ⤖⥾ࠕていないࡀ༠議はࡋ

ているࠖと回⟅ࡋた消防本部ࡀ ����㸣（12� 本部）、ࡋ⤖⥾ࠕていないࠖと回⟅

ࡀた消防本部ࡋ ���1㸣（12� 本部）࡛ࡗ࠶た（ᅗ⾲㸴㸫㸶）ࠋ 

ᅗ⾲㸴㸫㸶� �࡚ࡋ㛵ឤᰁࢫࣝ࢘ࢼࣟࢥ༠ᐃ⥾⤖≧ἣ㸦᪂ᆺࡢಖᡤࠕ

๓ࡢ༠㆟ࡿࡵྵࢆ㸧ࠖ �㸦ᾘ㜵ᮏ㒊ᅇ⟅㸧࡚࠸ࡘ

� �

᪂ࡓ༠ຊせㄳࡓࡗ࠶ࡀ

����㸣����ᮏ㒊�

ࡿಀ㏦⛣ࡢ⪅ฟ⾑⇕ᝈ࢚ࣛ࣎

༠ຊせㄳࡢ୰࡛せㄳࡓࡗ࠶ࡀ

����㸣����ᮏ㒊�୍㢮ឤᰁ�࢚ࣛ࣎ฟ⾑⇕௨እࡢ㸧ᝈ⪅ࡢ

⛣㏦ಀࡿ༠ຊせㄳࡢ୰࡛せㄳࡓࡗ࠶ࡀ

���㸣���ᮏ㒊�

㢮ឤᰁࡢ⛣㏦

ࡢ༠ຊせㄳࡿಀ

୰࡛せㄳࡓࡗ࠶ࡀ

���㸣���ᮏ㒊�

᪂ᆺࢨ࢚ࣥࣝࣇࣥ➼

༠ຊせㄳࡿಀ㏦⛣ࡢ

ࡓࡗ࠶ࡀ୰࡛せㄳࡢ

���㸣���ᮏ㒊�

༠ຊせㄳ࠸࡞ࡣ

����㸣����ᮏ㒊�

㒔㐨ᗓ┴▱ࡢ㈐௵࡚࠸࠾⛣㏦࠺⾜ࢆᚲせࡿ࠶ࡀ

᪂ᆺࢫࣝ࢘ࢼࣟࢥឤᰁᝈ⪅㸦ࡴྵ࠸㸧ಀࡿ

ಖᡤ➼ࡢࡽ༠ຊせㄳࡓࡗ࠶ࡀ

1 ���

ࡿ࠸࡚ࡋ⤖⥾

����㸣���ᮏ㒊�

ࡀ࠸࡞࠸࡚ࡋ⤖⥾

༠㆟ࡿ࠸࡚ࡋࡣ

����㸣����ᮏ㒊�

࠸࡞࠸࡚ࡋ⤖⥾

����㸣����ᮏ㒊�

᪂࡞ࡓ༠ຊせㄳᑐ࡚ࡋ༠ᐃ➼ࡿ࠸࡚ࡋ⤖⥾ࢆ

1 ���

௧㸰ᖺᗘ㸦௧㸰ᖺ㸶᭶㸯᪥⌧ᅾ㸧�
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㸦⯡ࡢ᪂ᆺࢫࣝ࢘ࢼࣟࢥឤᰁ㛵ࡿࢃ⛣㏦ᦙ㏦యไࡴྵࡶ㸧�

ฟ⾑⇕㸧࢚ࠖࣛ࣎༠ᐃ⥾⤖≧ἣ㸦ࡢಖᡤࠕ ࡚࠸ࡘ

ಖ所等࢚࣎ࠕࡽラฟ⾑⇕のᝈ⪅の⛣㏦については消防ᶵ㛵の༠ຊࡀせࠖ

とࢀࡉた消防本部は、令和ඖ年ᗘ࡛は 1���㸣（112 本部）࡛ࡗ࠶たのに対ࡋ、

令和２年ᗘ࡛は 1��1㸣（1�2 本部）となࡗたࠋ 

の消防ࠖࡳ῭⤖⥾ラฟ⾑⇕のᝈ⪅の⛣㏦についてಖ所等との༠ᐃ等࢚࣎ࠕ

本部は、令和ඖ年ᗘ࡛は 7��7㸣（��� 本部）࡛ࡗ࠶たのに対ࡋ、令和２年ᗘ࡛

は 72�2㸣（�2� 本部）となࡗたࠋ 

༠ᐃ等ᮍ⥾⤖ࠖの消防本部ࡀたࡋ合ពࡋಖ所等と消防ᶵ㛵において༠議ࠕ

は、令和ඖ年ᗘ࡛は 1��㸣（10 本部）࡛ 令和２年ᗘ࡛は、ࡋたのに対ࡗ࠶ 2��㸣

（20 本部）となࡗたࠋ 

ࠖ（ࡴ༠議中、ᮍ合ពྵ）ಖ所等と消防ᶵ㛵において༠議ᮍࠕ の消防本

部は、令和ඖ年ᗘ࡛は 9��㸣（�9 本部）࡛ 令和ඖ年ᗘ࡛は、ࡋたのに対ࡗ࠶ ��9㸣

（�0 本部）となࡗたࠋ 

௨ୖのࡇと࢚࣎、ࡽラฟ⾑⇕のᝈ⪅の⛣㏦について、⛣㏦体制ᩚࡀഛࢀࡉ

た地域の消防本部は、令和ඖ年ᗘは 90��㸣（��7 本部）࡛ࡗ࠶たࡀ、令和２年

ᗘ࡛は 9��1㸣（�7� 本部）にቑ加ࡋた（ᅗ⾲㸴㸫７）ࠋ 

ᅗ⾲㸴㸫㸵� ฟ⾑⇕㸧࢚ࠖࣛ࣎༠ᐃ⥾⤖≧ἣ㸦ࡢಖᡤࠕ �㸦ᾘ㜵ᮏ㒊ᅇ⟅㸧࡚࠸ࡘ

   

� �

ᾘ㜵ᶵ㛵ࡢ༠ຊせ

����㸣����ᮏ㒊�

༠ᐃ⥾⤖῭ࡳ

����㸣����ᮏ㒊�

༠㆟῭ࡳ

���㸣���ᮏ㒊�

༠㆟ᮍ

㸦ᮍྜពྵࡴ㸧

���㸣���ᮏ㒊�

1 ���

ᾘ㜵ᶵ㛵ࡢ༠ຊせ

����㸣����ᮏ㒊�

༠ᐃ⥾⤖῭ࡳ

����㸣����ᮏ㒊�

༠㆟῭ࡳ

���㸣���ᮏ㒊�

༠㆟ᮍ

㸦ᮍྜពྵࡴ㸧

���㸣���ᮏ㒊�

1 ���

௧㸰ᖺᗘ㸦௧㸰ᖺ㸶᭶㸯᪥⌧ᅾ㸧௧ඖᖺᗘ㸦௧ඖᖺ㸶᭶㸯᪥⌧ᅾ㸧

��� ᮏ㒊࡛�

⛣㏦యไᩚഛ῭ࡳ�

��� ᮏ㒊࡛�

⛣㏦యไᩚഛ῭ࡳ�
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AI ࡸ RPA のά⏝≧ἣཬࢺࢵࣞࣈࢱ࣭࢛ࣥࣇࢺ࣮࣐ࢫࡧ➃ᮎのᑟධ≧ἣ

࡚࠸ࡘ

ᩆᛴ㝲のス࣐ー࢛ࣇࢺンཪはࢺࢵࣞࣈࢱ➃ᮎのᑟ入≧ἣについては、ᖹᡂ 30

年㸶᭶１᪥Ⅼで「ᑟ入している」とᅇ⟅した消防本部ࡀ 60.4㸣（440 本部）

であったのに対し、令和２年㸶᭶１᪥Ⅼでは、84.7㸣（615 本部）にቑຍし

た（「令和元年度ᩆᛴ業務のあり方に㛵する検討会ሗ࿌᭩」及び本ሗ࿌᭩第２❶

図表２－18 ཧ↷）。ス࣐ー࢛ࣇࢺンࢺࢵࣞࣈࢱࡸ➃ᮎのᑟ入は、ᩆᛴ業務の㧗

度等にྍḞ࡞課題であることから、令和元年度からその㓄ഛのたࡵの⤒㈝

であり、ᮍᑟ入消防本部においては、᪩ࢁれているとこࡉ⨨ᬑ㏻⛯でᥐࡀ

ᮇのᑟ入ࡀᮃࡲれる。

ࡸた、AIࡲ RPA等のඛ㐍ⓗ࡞ᢏ⾡について、今ᅇの࢛ࣟࣇーアࣉࢵの中では、

ᩆᛴ業務の中でのά⏝を☜ㄆすることはで࡞ࡁかったࡀ、ඛ㐍ⓗ࡞ᢏ⾡のᑟ入

にྥࡅた検討を本ሗ࿌᭩の第２❶にグ㍕しているので、ཧ⪃とࡉれたい。

ᾘ㜵ᮏ㒊のᩆᛴࣛࢺࢫ࣎のᑟධ≧ἣ࡚࠸ࡘ

ᩆᛴ࣎イスࢺラについては、ᖹᡂ 29 年㸲᭶からྛ消防本部のᥦ౪を㛤ጞ

し、ᖹᡂ 30年１᭶からは Android ∧にຍ࠼、iOS∧もᥦ౪を㛤ጞしている。令

和元年 10᭶１᪥Ⅼでは、476 本部（65.6㸣）のᑟ入であったのに対し、令和

２年㸴᭶１᪥⌧ᅾ、567本部（78.1㸣）のᑟ入にቑຍした（図表㸴－㸷）。

図表㸴－㸷 ᩆᛴࣛࢺࢫ࣎のᑟධ≧ἣ

北海道 51 58 滋　賀 3 7

青　森 11 11 京　都 8 15

岩　手 11 12 大　阪 27 27

宮　城 10 11 兵　庫 23 24

秋　田 11 13 奈　良 3 3

山　形 8 12 和歌山 13 17

福　島 7 12 鳥　取 3 3

茨　城 24 24 島　根 6 9

栃　木 11 12 岡　山 12 14

群　馬 11 11 広　島 13 13

埼　玉 27 27 山　口 7 12

千　葉 24 31 徳　島 9 13

東　京 4 5 香　川 9 9

神奈川 19 24 愛　媛 6 14

新　潟 14 19 高　知 10 15

富　山 6 8 福　岡 10 24

石　川 9 11 佐　賀 5 5

福　井 6 9 長　崎 6 10

山　梨 4 10 熊　本 4 12

長　野 9 13 大　分 12 14

岐　阜 20 20 宮　崎 8 10

静　岡 12 16 鹿児島 12 20

愛　知 21 34 沖　縄 16 18

三　重 12 15 合 計 567 726

全消防本部数都道府県 導入本部数 全消防本部数 都道府県 導入本部数

北海道 42 58 滋　賀 3 7

青　森 9 11 京　都 5 15

岩　手 10 12 大　阪 27 27

宮　城 7 11 兵　庫 20 24

秋　田 10 13 奈　良 3 3

山　形 7 12 和歌山 10 17

福　島 7 12 鳥　取 3 3

茨　城 22 24 島　根 5 9

栃　木 11 12 岡　山 8 14

群　馬 11 11 広　島 11 13

埼　玉 27 27 山　口 5 12

千　葉 18 31 徳　島 4 13

東　京 4 5 香　川 9 9

神奈川 13 24 愛　媛 6 14

新　潟 11 19 高　知 2 15

富　山 2 8 福　岡 7 24

石　川 6 11 佐　賀 5 5

福　井 4 9 長　崎 4 10

山　梨 4 10 熊　本 2 12

長　野 8 13 大　分 11 14

岐　阜 20 20 宮　崎 8 10

静　岡 9 16 鹿児島 11 20

愛　知 19 34 沖　縄 15 18

三　重 11 15 合 計 476 726

導入本部数 全消防本部数都道府県 導入本部数 全消防本部数 都道府県

௧ඖᖺᗘ㸦10᭶１᪥⌧ᅾ㸧 ௧２ᖺᗘ㸦㸴᭶１᪥⌧ᅾ㸧
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ᖹᡂࠕ 2� 年ᗘ救急ᴗ務の࠶り方に㛵する検討会ࠖの中࡛、ᦙ㏦ᅔ㞴事（⢭

⚄ᝈ㛵係）に対するຠᯝⓗなྲྀ組について検討ࡑ、ࡋの⤖ᯝを㋃ࡲえて、ࠕ⢭

⚄科救急における消防ᶵ㛵と㛵係ᶵ㛵の㐃ᦠについて（ࠖᖹᡂ 2� 年 12 月 2� 日

け消防救第 1�9 ྕ消防庁救急画室長㏻知）をྛ㒔道ᗓ県ᐄにⓎฟࡋたࠋ 

⢭⚄⛉ᩆᛴ་⒪యไ㐃⤡ㄪᩚ委員➼ࡢཧ⏬≧ἣ

㒔道ᗓ県にタけࢀࡽているࠕ⢭⚄科救急医療体制㐃⤡調ᩚ委員会等（医療ᅪ

域ẖの検討部会をྵࠋࡴ）ࠖ に、消防ᶵ㛵ࡀཧ画ࡋている㒔道ᗓ県は、令和ඖ年

ᗘ࡛は �0�9㸣（�� 団体）࡛ 令和２年ᗘ࡛は、ࡋたのに対ࡗ࠶ �9��㸣（�2 団体）

にቑ加ࡋた（ᅗ⾲㸴㸫10）ࠋ 

ᅗ⾲㸴㸫��� ⢭⚄⛉ᩆᛴ་⒪యไ㐃⤡ㄪᩚ委員➼ࡢᾘ㜵ᶵ㛵ࡢཧ⏬≧ἣ�

㸦㒔㐨ᗓ┴ᅇ⟅㸧�

⢭⚄⛉་ࡢയ⪅ࡢᦙ㏦ཬࡧയ⪅ཷࡢධࡢࢀᐇ㛵ࡿࡍᇶ‽⟇ᐃ

ཧ⏬≧ἣࡢ

യ病⪅のᦙ㏦及びയ病⪅のཷධࢀの実施に㛵するᇶ‽策ᐃに㝿ࡋ、⢭⚄科医

ている団体は、����㸣（�0ࡋཧ画ࡀ 団体）࡛ࡗ࠶た（ᅗ⾲㸴㸫11）ࠋ 

ᅗ⾲㸴㸫��� ⢭⚄⛉་ࡢയ⪅ࡢᦙ㏦ཬࡧയ⪅ཷࡢධࡢࢀᐇ㛵ࡿࡍᇶ‽⟇ᐃ�

�ཧ⏬≧ἣ㸦㒔㐨ᗓ┴ᅇ⟅㸧ࡢ

※防⅏主管部局と⾨生主管部局との回⟅ࡀ␗なࡗていたሙ合、より✚ᴟⓗな回⟅を集計

ཧ⏬ࡿ࠸࡚ࡋ

����㸣���ᅋయ�

ཧ⏬᳨ࢆウࡿ࠸࡚ࡋ

���㸣��ᅋయ�

ཧ⏬ࡿࡍணᐃ࠸࡞ࡣ

���㸣��ᅋయ�

1 ��

ཧ⏬ࡿ࠸࡚ࡋ

����㸣

���ᅋయ㸧

ཧ⏬᳨ࢆウࡿ࠸࡚ࡋ

������ᅋయ㸧

ཧ⏬ࡿࡍணᐃ࠸࡞ࡣ

������ᅋయ�
↓ᅇ⟅

������ᅋయ�

1 ��

௧ඖᖺᗘ㸦௧ඖᖺᗘ㸶᭶㸯᪥⌧ᅾ㸧� ௧㸰ᖺ㸦௧㸰ᖺ㸶᭶㸯᪥⌧ᅾ㸧�

ཧ⏬ࡿ࠸࡚ࡋ

����㸣���ᅋయ�ཧ⏬᳨ࢆウࡿ࠸࡚ࡋ

����㸣��ᅋయ�

ཧ⏬ࡿࡍணᐃ࠸࡞ࡣ

����㸣���ᅋయ� ↓ᅇ⟅

���㸣��ᮏ㒊�

1 ��

ཧ⏬ࡿ࠸࡚ࡋ

����㸣���ᅋయ�

ཧ⏬᳨ࢆウࡿ࠸࡚ࡋ

����㸣��ᅋయ�

ཧ⏬ࡿࡍணᐃࡣ

࠸࡞

����㸣��ᅋయ�
↓ᅇ⟅

���㸣��ᅋయ�

1 ��

௧ඖᖺᗘ㸦௧ඖᖺ㸶᭶㸯᪥⌧ᅾ㸧� ௧㸰ᖺᗘ㸦௧㸰ᖺ㸶᭶㸯᪥⌧ᅾ㸧�
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AI ࡸ RPA のά⏝≧ἣཬࢺࢵࣞࣈࢱ࣭࢛ࣥࣇࢺ࣮࣐ࢫࡧ➃ᮎのᑟධ≧ἣ

࡚࠸ࡘ

ᩆᛴ㝲のス࣐ー࢛ࣇࢺンཪはࢺࢵࣞࣈࢱ➃ᮎのᑟ入≧ἣについては、ᖹᡂ 30

年㸶᭶１᪥Ⅼで「ᑟ入している」とᅇ⟅した消防本部ࡀ 60.4㸣（440 本部）

であったのに対し、令和２年㸶᭶１᪥Ⅼでは、84.7㸣（615 本部）にቑຍし

た（「令和元年度ᩆᛴ業務のあり方に㛵する検討会ሗ࿌᭩」及び本ሗ࿌᭩第２❶

図表２－18 ཧ↷）。ス࣐ー࢛ࣇࢺンࢺࢵࣞࣈࢱࡸ➃ᮎのᑟ入は、ᩆᛴ業務の㧗

度等にྍḞ࡞課題であることから、令和元年度からその㓄ഛのたࡵの⤒㈝

であり、ᮍᑟ入消防本部においては、᪩ࢁれているとこࡉ⨨ᬑ㏻⛯でᥐࡀ

ᮇのᑟ入ࡀᮃࡲれる。

ࡸた、AIࡲ RPA等のඛ㐍ⓗ࡞ᢏ⾡について、今ᅇの࢛ࣟࣇーアࣉࢵの中では、

ᩆᛴ業務の中でのά⏝を☜ㄆすることはで࡞ࡁかったࡀ、ඛ㐍ⓗ࡞ᢏ⾡のᑟ入

にྥࡅた検討を本ሗ࿌᭩の第２❶にグ㍕しているので、ཧ⪃とࡉれたい。

ᾘ㜵ᮏ㒊のᩆᛴࣛࢺࢫ࣎のᑟධ≧ἣ࡚࠸ࡘ

ᩆᛴ࣎イスࢺラについては、ᖹᡂ 29 年㸲᭶からྛ消防本部のᥦ౪を㛤ጞ

し、ᖹᡂ 30 年１᭶からは Android ∧にຍ࠼、iOS ∧もᥦ౪を㛤ጞしている。令

和元年 10᭶１᪥Ⅼでは、476 本部（65.6㸣）のᑟ入であったのに対し、令和

２年㸴᭶１᪥⌧ᅾ、567本部（78.1㸣）のᑟ入にቑຍした（図表㸴－㸷）。

図表㸴－㸷 ᩆᛴࣛࢺࢫ࣎のᑟධ≧ἣ

北海道 51 58 滋　賀 3 7

青　森 11 11 京　都 8 15

岩　手 11 12 大　阪 27 27

宮　城 10 11 兵　庫 23 24

秋　田 11 13 奈　良 3 3

山　形 8 12 和歌山 13 17

福　島 7 12 鳥　取 3 3

茨　城 24 24 島　根 6 9

栃　木 11 12 岡　山 12 14

群　馬 11 11 広　島 13 13

埼　玉 27 27 山　口 7 12

千　葉 24 31 徳　島 9 13

東　京 4 5 香　川 9 9

神奈川 19 24 愛　媛 6 14

新　潟 14 19 高　知 10 15

富　山 6 8 福　岡 10 24

石　川 9 11 佐　賀 5 5

福　井 6 9 長　崎 6 10

山　梨 4 10 熊　本 4 12

長　野 9 13 大　分 12 14

岐　阜 20 20 宮　崎 8 10

静　岡 12 16 鹿児島 12 20

愛　知 21 34 沖　縄 16 18

三　重 12 15 合 計 567 726

全消防本部数都道府県 導入本部数 全消防本部数 都道府県 導入本部数

北海道 42 58 滋　賀 3 7

青　森 9 11 京　都 5 15

岩　手 10 12 大　阪 27 27

宮　城 7 11 兵　庫 20 24

秋　田 10 13 奈　良 3 3

山　形 7 12 和歌山 10 17

福　島 7 12 鳥　取 3 3

茨　城 22 24 島　根 5 9

栃　木 11 12 岡　山 8 14

群　馬 11 11 広　島 11 13

埼　玉 27 27 山　口 5 12

千　葉 18 31 徳　島 4 13

東　京 4 5 香　川 9 9

神奈川 13 24 愛　媛 6 14

新　潟 11 19 高　知 2 15

富　山 2 8 福　岡 7 24

石　川 6 11 佐　賀 5 5

福　井 4 9 長　崎 4 10

山　梨 4 10 熊　本 2 12

長　野 8 13 大　分 11 14

岐　阜 20 20 宮　崎 8 10

静　岡 9 16 鹿児島 11 20

愛　知 19 34 沖　縄 15 18

三　重 11 15 合 計 476 726

導入本部数 全消防本部数都道府県 導入本部数 全消防本部数 都道府県

௧ඖᖺᗘ㸦10᭶１᪥⌧ᅾ㸧 ௧２ᖺᗘ㸦㸴᭶１᪥⌧ᅾ㸧
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እᅜேയ⪅ᑐᛂࡢࡵࡓࡿࡍᾘ㜵ᶵ㛵ࡢ⤌ྲྀࡿࡅ࠾᥎㐍

࡚࠸ࡘ

り方に㛵する検討会ࠖの中࡛、እᅜ人യ病⪅対ᛂ࠶令和ඖ年ᗘ救急ᴗ務のࠕ

について検討ࡑ、ࡋの⤖ᯝを㋃ࡲえて、ࠕእᅜ人യ病⪅に対ᛂするための消防ᶵ

㛵におけるྲྀ組の᥎㐍について （ࠖ令和２年３月 27 日け消防救第 �2 ྕ消防

庁救急画室長㏻知）をⓎฟࡋ、ྛ消防本部におけるྲྀ組を᥎㐍ࡋているࠋ 

യ病⪅とእᅜㄒ࡛のなࢣࢽ࣑ࣗࢥーࣙࢩンをᅗるためのྲྀ組をࠕ実施ࡋ

ているࠖと回⟅ࡋた消防本部は、92�7㸣（�7� 本部）࡛ࡗ࠶たࠋ እᅜ人യ病⪅

の対ᛂྍࡀ⬟な医療ᶵ㛵について、ࠕᢕᥱࡋているࠖと回⟅ࡋた消防本部は、

20��㸣（1�� 本部）࡛ࡗ࠶たࠋእᅜ人യ病⪅をཷけධࢀる医療ᶵ㛵の報をྲྀ

りࡲとめたࣜࢺࢫについてはࠕά⏝ࡋている とࠖ回⟅ࡋた消防本部は、���㸣（��

本部）࡛ࡗ࠶たࠋ 

እᅜ人യ病⪅とのなࢣࢽ࣑ࣗࢥーࣙࢩンをᅗるためのྲྀ組はとࢇ

の消防本部࡛⾜ࢀࢃているࡀ、ᦙ㏦ඛの医療ᶵ㛵におけるእᅜ人の対ᛂ状ἣ

については十ศとゝえないࡇとࡀ☜ㄆࢀࡉたࡇとࡽ、地域の実を十ศ㋃ࡲ

えなࡽࡀᚲせなྲྀ組を⾜ࡇ࠺とࡀᮃࢀࡲる（ᅗ⾲㸴㸫12）ࠋ 

ᅗ⾲㸴㸫��� እᅜேയ⪅ᑐᛂ࡚࠸ࡘ⤌ྲྀࡢࡵࡓࡿࡍ㸦ᾘ㜵ᮏ㒊ᅇ⟅㸧�

� �
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യ⪅እᅜㄒ࡛ࡢࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࡞ᅗࢆ⤌ྲྀࡢࡵࡓࡿᐇࡿ࠸࡚ࡋ
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ࡿ࠸࡚ࡋ⏝άࢆࢺࢫࣜࡓࡵࡲࡾྲྀ

1 ���
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ᩆᛴ㝲ࡿࡅ࠾ほᐹ࣭ฎ⨨➼࡚࠸ࡘ

康ᑑ命のᘏఙ等をᅗるための⬻༞中、ᚰ⮚病ࡑののᚠ⎔ჾ病に係る対策

に㛵するᇶ本法（ᖹᡂ �0 年法ᚊ第 10� ྕ）の施⾜等を⫼ᬒに、㛵係学会ࡽ消

防庁に対ࡋてᥦゝࡀなࢀࡉたࡇとをཷけ、ࠕ令和ඖ年ᗘ救急ᴗ務の࠶り方に㛵

する検討会ࠖの中࡛、救急㝲におけるほᐹ・ฎ⨨について検討ࡑ、ࡋの⤖ᯝを

㋃ࡲえて、ࠕ救急㝲におけるほᐹ・ฎ⨨等について （ࠖ令和２年３月 27 日け消

防救第 ��ྕ消防庁救急画室長㏻知ࠋ௨ୗࠕ令和２年３月 27日㏻知 とࠖいࠋ࠺）

をⓎฟࡋたࠋ 

ᚰ⮚病をࡗたയ病⪅に対するほᐹ㡯目についてࠕ≉にᐃめていないࠖと回

���）た消防本部は、�2��㸣ࡋ⟆ 本部）࡛、ࣝࢥࢺࣟࣉࠕ等にᐃめているࠖと回

�た消防本部は、29��㸣（21ࡋ⟆ 本部）、ࠕ消防本部のάືせ㡿にᐃめているࠖ

と回⟅ࡋた消防本部は、���㸣（2� 本部）࡛ࡗ࠶たࠋ 

ᚠ⎔ჾᝈの教⫱をᐃᮇⓗに救急救命ኈの㈨᱁をᣢつ救急㝲員にࠕ実施ࡋて

いない とࠖ回⟅ࡋた消防本部は、�9��㸣（�07 本部）、ࠕ実施ࡋている はࠖ、�0�2㸣

（219 本部）࡛ࡗ࠶た（ᅗ⾲㸴㸫1�）ࠋ 

、るയ病⪅に対する㌟体ほᐹ等についてࢀࢃࡀᚰ⮚病、ࡽの⤖ᯝࡽࢀࡇ

消防庁ࡽⓎฟࢀࡉた令和２年３月 27 日㏻知をཧ考に、よりከࡃの消防本部

࡛ྲྀり組ࡇࡴとࡀᮃࢀࡲるࠋ 

ᅗ⾲㸴㸫��� ᚰ⮚㛵ࡿࡍほᐹ࣭ฎ⨨➼࡚࠸ࡘ㸦ᾘ㜵ᮏ㒊ᅇ⟅㸧�
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እᅜேയ⪅ᑐᛂࡢࡵࡓࡿࡍᾘ㜵ᶵ㛵ࡢ⤌ྲྀࡿࡅ࠾᥎㐍

࡚࠸ࡘ

り方に㛵する検討会ࠖの中࡛、እᅜ人യ病⪅対ᛂ࠶令和ඖ年ᗘ救急ᴗ務のࠕ

について検討ࡑ、ࡋの⤖ᯝを㋃ࡲえて、ࠕእᅜ人യ病⪅に対ᛂするための消防ᶵ

㛵におけるྲྀ組の᥎㐍について （ࠖ令和２年３月 27 日け消防救第 �2 ྕ消防

庁救急画室長㏻知）をⓎฟࡋ、ྛ消防本部におけるྲྀ組を᥎㐍ࡋているࠋ 

യ病⪅とእᅜㄒ࡛のなࢣࢽ࣑ࣗࢥーࣙࢩンをᅗるためのྲྀ組をࠕ実施ࡋ

ているࠖと回⟅ࡋた消防本部は、92�7㸣（�7� 本部）࡛ࡗ࠶たࠋ እᅜ人യ病⪅

の対ᛂྍࡀ⬟な医療ᶵ㛵について、ࠕᢕᥱࡋているࠖと回⟅ࡋた消防本部は、

20��㸣（1�� 本部）࡛ࡗ࠶たࠋእᅜ人യ病⪅をཷけධࢀる医療ᶵ㛵の報をྲྀ

りࡲとめたࣜࢺࢫについてはࠕά⏝ࡋている とࠖ回⟅ࡋた消防本部は、���㸣（��

本部）࡛ࡗ࠶たࠋ 

እᅜ人യ病⪅とのなࢣࢽ࣑ࣗࢥーࣙࢩンをᅗるためのྲྀ組はとࢇ

の消防本部࡛⾜ࢀࢃているࡀ、ᦙ㏦ඛの医療ᶵ㛵におけるእᅜ人の対ᛂ状ἣ

については十ศとゝえないࡇとࡀ☜ㄆࢀࡉたࡇとࡽ、地域の実を十ศ㋃ࡲ

えなࡽࡀᚲせなྲྀ組を⾜ࡇ࠺とࡀᮃࢀࡲる（ᅗ⾲㸴㸫12）ࠋ 
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⬻༞中をࡗたയ病⪅に対するほᐹ㡯目についてࠕ≉にᐃめていないࠖと回

た消防本部は、���1㸣（�20ࡋ⟆ 本部）、ࣝࢥࢺࣟࣉࠕ等にᐃめているࠖと回⟅

�た消防本部は、�1�0㸣（29ࡋ 本部）、ࠕ消防本部のάືせ㡿࡛ᐃめているࠖと

回⟅ࡋた消防本部は、��9㸣（�� 本部）࡛ࡗ࠶たࠋ⬻ᝈの教⫱をᐃᮇⓗに救

急救命ኈの㈨᱁をࡶつ救急㝲員にࠕ実施ࡋていないࠖと回⟅ࡋた消防本部は、

�7��㸣（�90 本部）、ࠕ実施ࡋている とࠖ回⟅ࡋた消防本部は、�2��㸣（2�� 本部）

 ࠋた（ᅗ⾲㸴㸫1�）ࡗ࠶࡛

、るയ病⪅に対する㌟体ほᐹ等についてࢀࢃࡀ༞中⬻、ࡽの⤖ᯝࡽࢀࡇ

消防庁ࡽⓎฟࢀࡉた令和２年３月 27 日㏻知をཧ考に、よりከࡃの消防本部

࡛ྲྀり組ࡇࡴとࡀᮃࢀࡲるࠋ 

ᅗ⾲㸴㸫��� ⬻༞୰㛵ࡿࡍほᐹ࣭ฎ⨨➼࡚࠸ࡘ㸦ᾘ㜵ᮏ㒊ᅇ⟅㸧�
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��� ␒㏻ሗཬࡧᩆᛴ⌧ሙࡿࡅ࠾⥭ᛴᗘุᐃࡢᑟධࡢ᥎㐍࡚࠸ࡘ

り方に㛵する検討会ࠖの中࡛、⥭急ᗘุᐃのᑟධ࠶令和ඖ年ᗘ救急ᴗ務のࠕ

の᥎㐍を目ⓗとࡋて、ࣔ 急ᗘุᐃのᑟධ⥭ࠕ、地域における実施・検ドのୖࣝࢹ

及び㐠⏝ᡭᘬ᭩ࠖのసᡂ等を⾜ࡗたࡑࠋのୖ࡛、ࡇのᡭᘬ᭩を᭷ຠにά⏝ࡋな

119ࠕ、࠺急ᗘุᐃのᑟධの᥎㐍にດめるよ⥭、ࡽࡀ ␒㏻報時及び救急現ሙにお

ける⥭急ᗘุᐃのᑟධの᥎㐍について（ࠖ令和２年３月 27 日け消防救第 ��ྕ

消防庁救急画室長㏻知）をⓎฟࡋたࠋ 

119 ␒㏻報時に⥭急ᗘุᐃをࠕ実施ࡋている とࠖ回⟅ࡋた消防本部は、����㸣

（�2� 本部）࡛ࡗ࠶たࡲࠋた、救急現ሙ࡛⥭急ᗘุᐃをࠕ実施ࡋているࠖと回

た消防本部はࡋ⟆ ����㸣（�09 本部）࡛ࡗ࠶た（ᅗ⾲㸴㸫1�）ࠋ 

119 ␒㏻報時࡛は⣙ �0㸣、救急現ሙ࡛は⣙ �0㸣の消防本部において⥭急ᗘุ

ᐃࡀᑟධࢀࡉていないࡇとࡽ、年ᗘ、消防庁ࡽⓎฟࢀࡉたࠕ⥭急ᗘุᐃ

のᑟධ及び㐠⏝ᡭᘬ᭩ࠖࡶ᭷ຠにά⏝ࡋ、よりከࡃの消防本部࡛ᑟධࡀ㐍ࡇࡴ

とࡀᮃࢀࡲるࠋ 

ᅗ⾲㸴㸫��� ��� ␒㏻ሗཬࡧᩆᛴ⌧ሙ࡛ࡢ⥭ᛴᗘุᐃࡢᑟධ࡚࠸ࡘ�

㸦ᾘ㜵ᮏ㒊ᅇ⟅㸧�

� �

ᐇࡿ࠸࡚ࡋ

����㸣����ᮏ㒊�

ᐇ࠸࡞࠸࡚ࡋ

����㸣����ᮏ㒊�

ᐇ᳨ࢆウࡿ࠸࡚ࡋ

���㸣���ᮏ㒊�

���␒㏻ሗࡢ⥭ᛴุᐃᑟධ⋡

1 ���

ᐇࡿ࠸࡚ࡋ

����㸣����ᮏ㒊�

ᐇ࠸࡞࠸࡚ࡋ

����㸣����ᮏ㒊�

ᐇ᳨ࢆウࡿ࠸࡚ࡋ

���㸣���ᮏ㒊�

ᩆᛴ⌧ሙ࡛ࡢ⥭ᛴᗘุᐃᑟධ⋡
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௧㸰ᖺᗘ㸦௧㸰ᖺ㸶᭶㸯᪥⌧ᅾ㸧�

107 

⬻༞中をࡗたയ病⪅に対するほᐹ㡯目についてࠕ≉にᐃめていないࠖと回

た消防本部は、���1㸣（�20ࡋ⟆ 本部）、ࣝࢥࢺࣟࣉࠕ等にᐃめているࠖと回⟅

�た消防本部は、�1�0㸣（29ࡋ 本部）、ࠕ消防本部のάືせ㡿࡛ᐃめているࠖと

回⟅ࡋた消防本部は、��9㸣（�� 本部）࡛ࡗ࠶たࠋ⬻ᝈの教⫱をᐃᮇⓗに救

急救命ኈの㈨᱁をࡶつ救急㝲員にࠕ実施ࡋていないࠖと回⟅ࡋた消防本部は、

�7��㸣（�90 本部）、ࠕ実施ࡋている とࠖ回⟅ࡋた消防本部は、�2��㸣（2�� 本部）

 ࠋた（ᅗ⾲㸴㸫1�）ࡗ࠶࡛

、るയ病⪅に対する㌟体ほᐹ等についてࢀࢃࡀ༞中⬻、ࡽの⤖ᯝࡽࢀࡇ

消防庁ࡽⓎฟࢀࡉた令和２年３月 27 日㏻知をཧ考に、よりከࡃの消防本部

࡛ྲྀり組ࡇࡴとࡀᮃࢀࡲるࠋ 

ᅗ⾲㸴㸫��� ⬻༞୰㛵ࡿࡍほᐹ࣭ฎ⨨➼࡚࠸ࡘ㸦ᾘ㜵ᮏ㒊ᅇ⟅㸧�

  

➼ࣝࢥࢺࣟࣉ

ᐃࡿ࠸࡚ࡵ

����㸣����ᮏ㒊�

ᾘ㜵ᮏ㒊ࡢάືせ㡿

➼࡛ᐃࡿ࠸࡚ࡵ

���㸣���ᮏ㒊�

࠸࡞࠸࡚ࡵᐃ≉

����㸣����ᮏ㒊�

ࡢࡑ

���㸣���ᮏ㒊�

⬻༞୰ࢆࡓࡗയ⪅ᑐࡋほᐹ㡯┠ࢆᐃࡿ࠸࡚ࡵ

1 ���

ᐇࡿ࠸࡚ࡋ

����㸣����ᮏ㒊�

ᐇ࠸࡞࠸࡚ࡋ
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⬻ᝈࡢᩍ⫱ࢆᐃᮇⓗᩆᛴᩆኈࡢ

㈨᱁ࡘࡶࢆᩆᛴ㝲員ᐇࡿ࠸࡚ࡋ
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യ⪅ࡢពᛮἢࡓࡗᩆᛴ⌧ሙࡿࡅ࠾ᚰ⫵⸽⏕ࡢᐇ࡚࠸ࡘ

ᖹᡂࠕ �0 年ᗘ救急ᴗ務の࠶り方に㛵する検討会 のࠖ中࡛、高㱋⪅ࡽの救急

せㄳࡀቑ加する中、救急㝲ࡀയ病⪅のᐙ᪘等ࡽᚰ⫵⸽生の中Ṇをồめࢀࡽる

事ࡀ生ࡌているࡇとについて検討ࡑ、ࡋの⤖ᯝを㋃ࡲえて、ࠕࠕᖹᡂ �0 年ᗘ救

急ᴗ務の࠶り方に㛵する検討会യ病⪅のពᛮにἢࡗた救急現ሙにおけるᚰ⫵

⸽生の実施に㛵する検討部会ࠖ報告᭩について （ࠖ令和ඖ年 11 月㸶日け消防

救第 20� ྕ消防庁救急画室長㏻知）をⓎฟࡋたࠋ 

യ病⪅のពᛮにἢࡗた救急現ሙにおけるᚰ⫵⸽生の実施に㛵するྲྀ組につ

いて、യ病⪅はᚰ⫵Ṇ状態࡛࠶るࡀ、ᐙ᪘等の㛵係⪅ࡽയ病⪅本人ࡀᚰ⫵

⸽生をᮃ࡛ࢇいないとのពᛮを♧ࢀࡉたሙ合について、ఱࡽの対ᛂ方㔪を

ࡀた消防本部ࡋ⟆ᐃめているࠖと回ࠕ ���0㸣（�99 本部）、ࠕᐃめていないࠖと

回⟅ࡋた消防本部ࡀ ���0㸣（�27 本部）࡛ࡗ࠶たࠕࠋᐃめているࠖと回⟅ࡋた

�99 本部のࡕ࠺、ᐃめているෆᐜとࡋてࠕᐙ᪘等ࡽയ病⪅本人のᚰ⫵⸽生を

ᣄྰするពᛮ⾲♧ࡀఏえࢀࡽたሙ合、医ᖌࡽの指♧な一ᐃの᮲௳のࡶとに、

ᚰ⫵⸽生を実施ࡋない、ཪは中᩿するࡇと࡛ࡀきるࠖと回⟅ࡋた消防本部ࡀ

�2��㸣（170 本部）࡛ࡗ࠶た（ᅗ⾲㸴㸫1�）ࠋ 

て、ྛ地域におࡋ年ᗘの検討部会の報告᭩等をཧ考と、ࡽの⤖ᯝࡽࢀࡇ

ける議ㄽࡀ一ᒙ㐍ࡇࡴとࡀᮃࢀࡲるࡲࠋた、消防庁には、ྛ地域のྲྀ組状ἣを

㋃ࡲえつつ、ᘬき⥆き事の集✚ࡸ知ぢの✚を㐍めていࡇࡃとࡀᮃࢀࡲるࠋ

ᅗ⾲㸴㸫��� ᚰ⫵⸽⏕ࢆᮃࡢ࠸࡞࠸࡛ࢇពᛮࡓࢀࡉ♧ࢆሙྜఱࡢࡽᑐᛂ᪉㔪ࢆ

ᐃࡿ࠸࡚ࡵཬࡧᐃࡢࡑࡤࢀ࠸࡚ࡵෆᐜ࡚࠸ࡘ㸦ᾘ㜵ᮏ㒊ᅇ⟅㸧�

  

ᐙ᪘➼ࡽയ⪅ᮏேࡢᚰ⫵⸽⏕ࢆᣄྰࡍ

ࡢࡽ་ᖌࠊሙྜࡓࢀࡽ࠼ఏࡀ♧⾲ពᛮࡿ

ᣦ♧୍࡞ᐃࡢ᮲௳ࠊࡶࡢᚰ⫵⸽⏕ࢆ

ᐇࠊ࠸࡞ࡋཪࡣ୰᩿ࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ

����㸣����ᮏ㒊�

ᐙ᪘➼ࡽയ⪅ᮏேࡢ

ᚰ⫵⸽⏕ࢆᣄྰࡿࡍពᛮ

ᚰࠊࡶ࡚ࢀࡽ࠼ఏࡀ♧⾲

་ࡽࡀ࡞ࡋᐇࢆ⏕⸽⫵

⒪ᶵ㛵ᦙ㏦ࡿࡍ

����㸣����ᮏ㒊�

ࡢࡑ

���㸣���ᮏ㒊�
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ᩆᛴ㝲ࡢឤᰁ㜵Ṇᑐ⟇ࡢ᥎㐍࡚࠸ࡘ

ᖹᡂࠕ �0 年ᗘ救急ᴗ務の࠶り方に㛵する検討会 のࠖ中࡛、ឤᰁ防Ṇ対策ࢽ࣐

、ࡋいឤᰁ防Ṇ管理体制について検討ࡋࡲ消防ᶵ㛵におけるᮃ、ࡸのసᡂࣝࣗ

救急㝲のឤᰁ防Ṇ対策の᥎㐍についてࠕ、えてࡲの⤖ᯝを㋃ࡑ （ࠖᖹᡂ �1 年３月

2� 日け消防救第 �9 ྕ消防庁救急画室長㏻知）をⓎฟࡋたࠋ 

ឤᰁ防Ṇ対策ࣝࣗࢽ࣐のᩚഛ状ἣについてᩚࠕഛࢀࡉているࠖと回⟅ࡋた

消防本部ࡀ �7��㸣（�91 本部）、ᩚࠕഛࢀࡉていないࠖと回⟅ࡋた消防本部ࡀ

21�9㸣（1�9 本部）、ࠕసᡂ中࡛࠶るࠖと回⟅ࡋた消防本部ࡀ 10��㸣（7� 本部）

 ࠋた（ᅗ⾲㸴㸫17）ࡗ࠶࡛

救急ࠕたࢀࡉていない消防本部においては、般ᨵゞࢀࡉഛᩚࡀࣝࣗࢽ࣐

㝲のឤᰁ防Ṇࣝࣗࢽ࣐ 9HU�2�0ࠖ�ヲ⣽は、本報告᭩の第㸳❶をཧ↷�をཧ考

とࡋてࣝࣗࢽ࣐のᩚഛをᅗるな、ᘬき⥆き救急㝲のឤᰁ防Ṇ対策等を適切

に実施するࡇとࡀᮃࢀࡲるࠋ 

ᅗ⾲㸴㸫��� ឤᰁ㜵Ṇᑐ⟇ᩚࡢࣝࣗࢽ࣐ഛ࡚࠸ࡘ㸦ᾘ㜵ᮏ㒊ᅇ⟅㸧�
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യ⪅ࡢពᛮἢࡓࡗᩆᛴ⌧ሙࡿࡅ࠾ᚰ⫵⸽⏕ࡢᐇ࡚࠸ࡘ

ᖹᡂࠕ �0 年ᗘ救急ᴗ務の࠶り方に㛵する検討会 のࠖ中࡛、高㱋⪅ࡽの救急

せㄳࡀቑ加する中、救急㝲ࡀയ病⪅のᐙ᪘等ࡽᚰ⫵⸽生の中Ṇをồめࢀࡽる

事ࡀ生ࡌているࡇとについて検討ࡑ、ࡋの⤖ᯝを㋃ࡲえて、ࠕࠕᖹᡂ �0 年ᗘ救

急ᴗ務の࠶り方に㛵する検討会യ病⪅のពᛮにἢࡗた救急現ሙにおけるᚰ⫵

⸽生の実施に㛵する検討部会ࠖ報告᭩について （ࠖ令和ඖ年 11 月㸶日け消防

救第 20� ྕ消防庁救急画室長㏻知）をⓎฟࡋたࠋ 

യ病⪅のពᛮにἢࡗた救急現ሙにおけるᚰ⫵⸽生の実施に㛵するྲྀ組につ

いて、യ病⪅はᚰ⫵Ṇ状態࡛࠶るࡀ、ᐙ᪘等の㛵係⪅ࡽയ病⪅本人ࡀᚰ⫵

⸽生をᮃ࡛ࢇいないとのពᛮを♧ࢀࡉたሙ合について、ఱࡽの対ᛂ方㔪を

ࡀた消防本部ࡋ⟆ᐃめているࠖと回ࠕ ���0㸣（�99 本部）、ࠕᐃめていないࠖと

回⟅ࡋた消防本部ࡀ ���0㸣（�27 本部）࡛ࡗ࠶たࠕࠋᐃめているࠖと回⟅ࡋた

�99 本部のࡕ࠺、ᐃめているෆᐜとࡋてࠕᐙ᪘等ࡽയ病⪅本人のᚰ⫵⸽生を

ᣄྰするពᛮ⾲♧ࡀఏえࢀࡽたሙ合、医ᖌࡽの指♧な一ᐃの᮲௳のࡶとに、

ᚰ⫵⸽生を実施ࡋない、ཪは中᩿するࡇと࡛ࡀきるࠖと回⟅ࡋた消防本部ࡀ

�2��㸣（170 本部）࡛ࡗ࠶た（ᅗ⾲㸴㸫1�）ࠋ 

て、ྛ地域におࡋ年ᗘの検討部会の報告᭩等をཧ考と、ࡽの⤖ᯝࡽࢀࡇ

ける議ㄽࡀ一ᒙ㐍ࡇࡴとࡀᮃࢀࡲるࡲࠋた、消防庁には、ྛ地域のྲྀ組状ἣを

㋃ࡲえつつ、ᘬき⥆き事の集✚ࡸ知ぢの✚を㐍めていࡇࡃとࡀᮃࢀࡲるࠋ

ᅗ⾲㸴㸫��� ᚰ⫵⸽⏕ࢆᮃࡢ࠸࡞࠸࡛ࢇពᛮࡓࢀࡉ♧ࢆሙྜఱࡢࡽᑐᛂ᪉㔪ࢆ

ᐃࡿ࠸࡚ࡵཬࡧᐃࡢࡑࡤࢀ࠸࡚ࡵෆᐜ࡚࠸ࡘ㸦ᾘ㜵ᮏ㒊ᅇ⟅㸧�
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ឤᰁ防Ṇに㛵する㈐௵⪅については、ࠕᐃめていない とࠖ回⟅ࡋた消防本部ࡀ

����㸣（�97 本部）、ࠕ消防本部（総ᣓឤᰁ管理⪅）とྛ⨫（ឤᰁ管理⪅）࡛ᐃめ

ているࠖと回⟅ࡋた消防本部ࡀ 1��2㸣（1�2 本部）、ࠕ消防本部（⤫ᣓឤᰁ管理

⪅）のࡳᐃめているࠖと回⟅ࡋた消防本部ࡀ 9��㸣（70 本部）、ྛࠕ⨫（ឤᰁ管

理⪅）のࡳᐃめているࠖと回⟅ࡋた消防本部ࡀ ��7㸣（27 本部）࡛ࡗ࠶た（ᅗ

⾲㸴㸫1�）ࠋ 

消防庁ࡽⓎฟࢀࡉたࠕ救急㝲のឤᰁ防Ṇ対策の᥎㐍について（ࠖ令和２年 12

月 2� 日け消防救第 �1� ྕ消防庁救急画室長㏻知）においてࡶ、ᘬき⥆き

ឤᰁ防Ṇ管理体制の重せ性を指ࡋているࡇとࡽ、㈐௵⪅をᐃめていない消

防本部においては、᪩急にᚲせなྲྀ組を㐍めるࡇとࡀồめࢀࡽるࠋ 

ᅗ⾲㸴㸫��� ឤᰁ㜵Ṇ㛵ࡿࡍ㈐௵⪅࡚࠸ࡘ㸦ᾘ㜵ᮏ㒊ᅇ⟅㸧�
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ᾘ㜵ᮏ㒊�⤫ᣓឤᰁ⟶⌮⪅�
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ಶูゼၥは௨ୗの㐍め方࡛⾜ࡗたࠋ 

・ 消防庁と㒔道ᗓ県࡛㐃ᦠࡋ、ྛ 消防本部における救急ᴗ務のྲྀ組状ἣをᢕᥱ

するࠋ 

・ ᢕᥱする方法とࡋて、ಶูゼၥ前調査⾲のసᡂをྛゼၥඛ消防本部౫㢗ࡋ、

回⟅⤖ᯝをᚓるࡇとにより状ἣをᢕᥱする（ᅗ⾲㸴�19）ࠋ 

ᅗ⾲㸴㸫��� ಶูゼၥ๓ㄪᰝ⚊㸦୍㒊ᢤ⢋㸧�

・ 前回（ᖹᡂ 29 年ᗘ㹼令和ඖ年ᗘ）実施ࡋたᙜヱ㒔道ᗓ県࢛ࣟࣇーࣉࢵ時 

とのẚ㍑ࡸಶูゼၥ前調査⾲の⤖ᯝࡽศるྲྀ組状ἣ、せᅉศᯒࡋた⤖ᯝ

（課題及びࡑの対ᛂ策）を検討ࡋたୖ࡛、㒔道ᗓ県消防防⅏主管部局と消防庁

 ࠋඹྠ࡛消防本部をゼၥするࡀ

なお、㒔道ᗓ県⾨生主管部局の⫋員にྠࡶ⾜を౫㢗ࡋ、医療との㐃ᦠࡀᚲせな

課題のඹ᭷をᅗる（ᅗ⾲㸴㸫20）ࠋ 

ᅗ⾲㸴㸫��� �᪉ࡵ㐍ࡢㄪᰝࣉࢵ࣮࢛ࣟࣇ �ᅗࢪ࣮࣓

県 䖃䖃ᾘ㜵�㒊 䖃䖃ᾘ㜵�㒊

����ᗘㄪᰝ⤖
ᯝཪ䛿�����
ᛴ�ຓ䛾�ἣ䛻⏝
䛔䛯数್

䈜1㻌ᖹᡂ3��୰
䈜2㻌��2�4�1
�

127,094,745人
（ᖹᡂ27�ᅜໃㄪᰝ）

7483128 2,321,727 374765

1 16ᆅᇦ（34䠂） ↓

⥾⤖῭ 535�㒊（73�7䠂）䚸༠㆟῭ 10�㒊
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ឤᰁ防Ṇに㛵する㈐௵⪅については、ࠕᐃめていない とࠖ回⟅ࡋた消防本部ࡀ

����㸣（�97 本部）、ࠕ消防本部（総ᣓឤᰁ管理⪅）とྛ⨫（ឤᰁ管理⪅）࡛ᐃめ

ているࠖと回⟅ࡋた消防本部ࡀ 1��2㸣（1�2 本部）、ࠕ消防本部（⤫ᣓឤᰁ管理

⪅）のࡳᐃめているࠖと回⟅ࡋた消防本部ࡀ 9��㸣（70 本部）、ྛࠕ⨫（ឤᰁ管

理⪅）のࡳᐃめているࠖと回⟅ࡋた消防本部ࡀ ��7㸣（27 本部）࡛ࡗ࠶た（ᅗ

⾲㸴㸫1�）ࠋ 

消防庁ࡽⓎฟࢀࡉたࠕ救急㝲のឤᰁ防Ṇ対策の᥎㐍について（ࠖ令和２年 12

月 2� 日け消防救第 �1� ྕ消防庁救急画室長㏻知）においてࡶ、ᘬき⥆き

ឤᰁ防Ṇ管理体制の重せ性を指ࡋているࡇとࡽ、㈐௵⪅をᐃめていない消

防本部においては、᪩急にᚲせなྲྀ組を㐍めるࡇとࡀồめࢀࡽるࠋ 

ᅗ⾲㸴㸫��� ឤᰁ㜵Ṇ㛵ࡿࡍ㈐௵⪅࡚࠸ࡘ㸦ᾘ㜵ᮏ㒊ᅇ⟅㸧�

� �

ᾘ㜵ᮏ㒊�⤫ᣓឤᰁ⟶⌮⪅�

ࡿ࠸࡚ࡵᐃࡳࡢ

���㸣���ᮏ㒊�

ᾘ㜵ᮏ㒊�⤫ᣓឤᰁ⟶⌮⪅�

࡛�⪅⌮⟶ឤᰁ�⨬ྛ

ᐃࡿ࠸࡚ࡵ

����㸣����ᮏ㒊�

ྛ⨫�ឤᰁ⟶⌮⪅�ࡳࡢ

ᐃࡿ࠸࡚ࡵ

���㸣���ᮏ㒊�ᐃ࠸࡞࠸࡚ࡵ

����㸣����ᮏ㒊�

㈐௵⪅ࡢタ⨨≧ἣ
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㒔道ᗓ県消防防⅏主管部局及び⾨生主管部局のᢸᙜ⪅ࡽ、重Ⅼ課題等に㛵す

るྲྀ組状ἣを⫈ྲྀするととࡶに、ྛ 消防本部に対する࢛ࣟࣇーࣉࢵ方㔪を☜ㄆ

令和２年ᗘは、㸴ᗓ県ࠋたࡋて消防本部をゼၥࡗ主体となࡀたᚋ、消防庁ࡋ 19 消

防本部をゼၥࡋた（ᅗ⾲㸴㸫21）ࠋ 

ᅗ⾲㸴㸫��� ௧㸰ᖺᗘಶูゼၥඛ୍ぴ�

※新ᆺ࢘ࢼࣟࢥイࣝࢫឤᰁᣑ大のᙳ㡪࡛、ୖグ௨እの㸳地域ࡀ調査ᘏᮇ 
※ឡ知県は、ಶูゼၥ前調査のࡳ実施ࡋ、ಶูゼၥ調査はᘏᮇ 

ձ ᪂ᆺࢫࣝ࢘ࢼࣟࢥឤᰁᑐྲྀࡿࡍ⤌㸦⚟ᓥ┴㸧

 ྲྀ⤌ᴫせ�

⚟島県࡛は、新ᆺ࢘ࢼࣟࢥイࣝࢫឤᰁᣑ大にഛえ、Ⓨ⇕እ᮶を県ෆྛ地

域にタ⨨3、ࡋC5 検査ࡀ㝧性となࡗたᝈ⪅を、重、中等、㍍・↓状、

回・↓状と � ẁ㝵にศけ、ಖ所及びᦙ㏦ࢥーࢿࢹーࢱーの調ᩚのࡶ

と、状ごとに指ᐃࢀࡉた病院に⛣㏦する医療管理体制をᵓ⠏ࡋたࠋ 

新ᆺ࢘ࢼࣟࢥイࣝࢫឤᰁᝈ⪅（ఝᝈ⪅をྵࡴ）の⛣㏦は、ಖ所に

よる⛣㏦ࡀ原๎ࡀࡔ、管㎄ಖ所ࡀ⛣㏦対ᛂᅔ㞴なሙ合、地ඖ消防本部ࡀ༠

ຊするࡇととࡋたࠋ 

た、ឤᰁᣑ大時には、県ෆのࡲ 12 消防本部とࡶ⛣㏦に༠ຊするよ࠺なໟᣓ

ⓗな༠ᐃを⥾⤖するࡇとによࡗて、地ඖ消防本部の⛣㏦⬟ຊࡀ㝈⏺となࡗた

ሙ合は、県ෆ㏆㞄の消防本部ࡀ⛣㏦に༠ຊ࡛きる県⤫一ࡋた広域ⓗ㺃Ᏻᐃⓗ

な⛣㏦体制を☜ಖࡋたࠋ 
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なお、移送時は、原則医師等を同乗させることにより、患者及び移送に当

たる職員を医学的管理下に置き移送を行っている（図表６―22）。

イ 取組の効果

クラスターが発生するなど、地元消防本部の移送能力を超える数の移送協

力の要請が生じたケースで、協定に基づき管外の消防本部も移送に協力した

ことにより、短時間で移送の対応を完了することができた。

図表６－22 福島県における新型コロナウイルス感染症患者の移送体制

11� 

㒔道ᗓ県消防防⅏主管部局及び⾨生主管部局のᢸᙜ⪅ࡽ、重Ⅼ課題等に㛵す

るྲྀ組状ἣを⫈ྲྀするととࡶに、ྛ 消防本部に対する࢛ࣟࣇーࣉࢵ方㔪を☜ㄆ

令和２年ᗘは、㸴ᗓ県ࠋたࡋて消防本部をゼၥࡗ主体となࡀたᚋ、消防庁ࡋ 19 消

防本部をゼၥࡋた（ᅗ⾲㸴㸫21）ࠋ 

ᅗ⾲㸴㸫��� ௧㸰ᖺᗘಶูゼၥඛ୍ぴ�

※新ᆺ࢘ࢼࣟࢥイࣝࢫឤᰁᣑ大のᙳ㡪࡛、ୖグ௨እの㸳地域ࡀ調査ᘏᮇ 
※ឡ知県は、ಶูゼၥ前調査のࡳ実施ࡋ、ಶูゼၥ調査はᘏᮇ 

ձ ᪂ᆺࢫࣝ࢘ࢼࣟࢥឤᰁᑐྲྀࡿࡍ⤌㸦⚟ᓥ┴㸧

 ྲྀ⤌ᴫせ�

⚟島県࡛は、新ᆺ࢘ࢼࣟࢥイࣝࢫឤᰁᣑ大にഛえ、Ⓨ⇕እ᮶を県ෆྛ地

域にタ⨨3、ࡋC5 検査ࡀ㝧性となࡗたᝈ⪅を、重、中等、㍍・↓状、

回・↓状と � ẁ㝵にศけ、ಖ所及びᦙ㏦ࢥーࢿࢹーࢱーの調ᩚのࡶ

と、状ごとに指ᐃࢀࡉた病院に⛣㏦する医療管理体制をᵓ⠏ࡋたࠋ 

新ᆺ࢘ࢼࣟࢥイࣝࢫឤᰁᝈ⪅（ఝᝈ⪅をྵࡴ）の⛣㏦は、ಖ所に

よる⛣㏦ࡀ原๎ࡀࡔ、管㎄ಖ所ࡀ⛣㏦対ᛂᅔ㞴なሙ合、地ඖ消防本部ࡀ༠

ຊするࡇととࡋたࠋ 

た、ឤᰁᣑ大時には、県ෆのࡲ 12 消防本部とࡶ⛣㏦に༠ຊするよ࠺なໟᣓ

ⓗな༠ᐃを⥾⤖するࡇとによࡗて、地ඖ消防本部の⛣㏦⬟ຊࡀ㝈⏺となࡗた

ሙ合は、県ෆ㏆㞄の消防本部ࡀ⛣㏦に༠ຊ࡛きる県⤫一ࡋた広域ⓗ㺃Ᏻᐃⓗ

な⛣㏦体制を☜ಖࡋたࠋ 
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ղ ࡓࡋ⏝άࢆ࢛ࣥࣇࢺ࣮࣐ࢫ �� ㄏᑟᚰ㟁ᅗఏ㏦࣒ࢸࢫࢩ�

㸦㜰ᗓ྿⏣ᕷᾘ㜵ᮏ㒊㸧�

 ྲྀ⤌ᴫせ�

྿田市消防本部࡛は、ᖹᡂ 20 年ࡽᅜ立ᚠ⎔ჾ病研究ࢭンࢱーとのඹྠ

研究により、12 ㄏᑟᚰ㟁ᅗのఏ㏦を㐠⏝開ጞࡋたࠋᖹᡂ 29 年ࢱࢽࣔࡽー

㝖⣽ືჾ࣐ࢫࡽー࢛ࣇࢺンを介ࡋてᚰ㟁ᅗを 3') 化࣓ࡋーࣝにてఏ㏦࡛

きる࣒ࢸࢫࢩኚ᭦ࡋ、救急㌴ࡽのᚰ㟁ᅗఏ㏦を開ጞࡋたࠋᚲせなᶵჾ

は、ᦠᖏྍ⬟な࣐ࢫー࢛ࣇࢺン及びࣔࢱࢽー㝖⣽ືჾの࠶࡛ࡳるため、救

急現ሙ（യ病⪅Ꮿ）ࡶࡽ 12 ㄏᑟᚰ㟁ᅗのఏ㏦ྍࡀ⬟࡛、࣓ーࣝは、ఏ㏦ྍ

⬟な医療ᶵ㛵の医ᖌ、┳ㆤᖌ、ᨺᑕ⥺ᢏᖌ等に㏦信ࢀࡉ、いつ࡛࡛ࡇ、ࡶ

 ࠋきる（ᅗ⾲㸴㸫2�）࡛ࡀとࡇ᪩ᮇにᚰ㟁ᅗの☜ㄆをするࡶ

ᅗ⾲㸴㸫��� �ᴫせࡢ࣒ࢸࢫࢩ

 ᮇᚅ࡛ࡿࡁຠᯝ�

・ 医療ഃのࣇࢵࢱࢫᣍ集ࡸ 3C, ᪩ᮇ‽ഛ等治療開ጞ࡛ࡲの時間▷⦰をᅗる

 ࠋきる࡛ࡀとࡇた、救命⋡及び社会ᖐ⋡のྥୖをᅗるࡲ、き࡛ࡀとࡇ

・ ఏ㏦ྍ⬟な医療ᶵ㛵をቑࡸすࡇと࡛Ⓨ生ሙ所によるᆒ等ࡀᨵၿࡋ、

市Ẹに対する医療のᆒ等化をᅗるࡇと࡛ࡀきるࠋ 

・ 救急㝲ࡀ現ሙ࡛ᚰ㟁ᅗ⤖ᯝのุ᩿に㏞࠺㝿に、3C, の㝖እデ᩿とࡋて救

急医ࡽ指♧、助ゝをᚓるࡇとྍࡀ⬟࡛、適切な医療ᶵ㛵のᦙ㏦につな

 ࠋるࡀ

・ 救急現ሙと医療現ሙ࡛⥭急ᗘ、重ᗘのඹ㏻ㄆ㆑をᣢつࡇと࡛ࡀきるࠋ 
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࢘ �ࡢࡑ

ఏ㏦࣒ࢸࢫࢩをά⏝ࡋた救急άືᚋは、࣓ ーࣝࡸ検討会࡛ࣇーࢻバ

てࡗࡀにつなࣉࢵンࣙࢩー࣋ࢳࣔࡸのྥୖࣝ࢟ࢫをཷけ、救急㝲員のࢡࢵ

いる（ᅗ⾲㸴㸫2� 及び㸴㸫2�）ࠋ 

ᅗ⾲㸴㸫��� ་ᖌࢡࢵࣂࢻ࣮ࣇࡿࡼ࣮࣓ࣝࡢࡽ

ᅗ⾲㸴㸫��� ᳨ウࡢᵝᏊ

年ᗘのಶูゼၥは、新ᆺ࢘ࢼࣟࢥイࣝࢫឤᰁのᙳ㡪࠶ࡶり、㸴ᗓ県 19 消防本

部࡛の実施にとࡗࡲたࡀ、ྛ 地域における、新ᆺ࢘ࢼࣟࢥイࣝࢫឤᰁの対ᛂを

はࡌめとࡋたᵝࠎな課題に対するྲྀ組状ἣ等についてᢕᥱするととࡶに、ྛ 地域の課

題の対ᛂ策について消防庁ࡀ助ゝ等を⾜い࣏ࢧーࢺするࡇとにより、ᅜⓗな救急

ᴗ務のより一ᒙのࣞࣉࢵࣝ࣋をᅗるࡇと࡛ࡀきたࠋ 

ḟ年ᗘ௨㝆ࡶ、ྛ 地域ࡀᢪえる課題等について常にンࢼࢸを高ࡃᙇりつつ、㒔道

ᗓ県及び消防本部と㐃ᦠするࡇとにより、本事ᴗの目ⓗを㐩ᡂすべࡃᘬき⥆き࢛ࣟࣇ

ーࣉࢵを実施ࡋていࠋࡃ 

11� 

ղ ࡓࡋ⏝άࢆ࢛ࣥࣇࢺ࣮࣐ࢫ �� ㄏᑟᚰ㟁ᅗఏ㏦࣒ࢸࢫࢩ�

㸦㜰ᗓ྿⏣ᕷᾘ㜵ᮏ㒊㸧�

 ྲྀ⤌ᴫせ�

྿田市消防本部࡛は、ᖹᡂ 20 年ࡽᅜ立ᚠ⎔ჾ病研究ࢭンࢱーとのඹྠ

研究により、12 ㄏᑟᚰ㟁ᅗのఏ㏦を㐠⏝開ጞࡋたࠋᖹᡂ 29 年ࢱࢽࣔࡽー

㝖⣽ືჾ࣐ࢫࡽー࢛ࣇࢺンを介ࡋてᚰ㟁ᅗを 3') 化࣓ࡋーࣝにてఏ㏦࡛

きる࣒ࢸࢫࢩኚ᭦ࡋ、救急㌴ࡽのᚰ㟁ᅗఏ㏦を開ጞࡋたࠋᚲせなᶵჾ

は、ᦠᖏྍ⬟な࣐ࢫー࢛ࣇࢺン及びࣔࢱࢽー㝖⣽ືჾの࠶࡛ࡳるため、救

急現ሙ（യ病⪅Ꮿ）ࡶࡽ 12 ㄏᑟᚰ㟁ᅗのఏ㏦ྍࡀ⬟࡛、࣓ーࣝは、ఏ㏦ྍ

⬟な医療ᶵ㛵の医ᖌ、┳ㆤᖌ、ᨺᑕ⥺ᢏᖌ等に㏦信ࢀࡉ、いつ࡛࡛ࡇ、ࡶ

 ࠋきる（ᅗ⾲㸴㸫2�）࡛ࡀとࡇ᪩ᮇにᚰ㟁ᅗの☜ㄆをするࡶ

ᅗ⾲㸴㸫��� �ᴫせࡢ࣒ࢸࢫࢩ

 ᮇᚅ࡛ࡿࡁຠᯝ�

・ 医療ഃのࣇࢵࢱࢫᣍ集ࡸ 3C, ᪩ᮇ‽ഛ等治療開ጞ࡛ࡲの時間▷⦰をᅗる

 ࠋきる࡛ࡀとࡇた、救命⋡及び社会ᖐ⋡のྥୖをᅗるࡲ、き࡛ࡀとࡇ

・ ఏ㏦ྍ⬟な医療ᶵ㛵をቑࡸすࡇと࡛Ⓨ生ሙ所によるᆒ等ࡀᨵၿࡋ、

市Ẹに対する医療のᆒ等化をᅗるࡇと࡛ࡀきるࠋ 

・ 救急㝲ࡀ現ሙ࡛ᚰ㟁ᅗ⤖ᯝのุ᩿に㏞࠺㝿に、3C, の㝖እデ᩿とࡋて救

急医ࡽ指♧、助ゝをᚓるࡇとྍࡀ⬟࡛、適切な医療ᶵ㛵のᦙ㏦につな

 ࠋるࡀ

・ 救急現ሙと医療現ሙ࡛⥭急ᗘ、重ᗘのඹ㏻ㄆ㆑をᣢつࡇと࡛ࡀきるࠋ 
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第４章 まとめ

第３章 各課題への解決策の提示

○ 従来からの①～③という３つの観点に加えて、以下の④・⑤の観点から
も、寄せられる期待や重要性がますます増していることを確認。

① 救急車の適正利用
② 救急医療機関の受診の適正化
③ 住民への安心・安全の提供
④ 高齢化及び人口減少の進展や社会環境の変化といった、時代の変化への的確な対応

⑤ 今般の新型コロナウイルス感染症を契機とした新しい生活様式の実践

○ 今後は、国として本事業の実施効果の分析・明確化をさらに押し進め、
結果を分かりやすく整理のうえ、広く普及啓発することが不可欠。

○ なお、その際には、単視眼的にではなく、上記の５つの観点を踏まえつ
つ、実施地域から多種多様なデータを継続的に収集し、地域差や経年変
化なども含めて十分に分析・明確化しながら、考えられる効果を広く
「合わせ技」で提示・説明していくことが望ましい。

○ なお、こうした作業の前提として、事業効果そのものの定義や、評価の
基準・指標などについて、さらに共通認識を固めていくことが必要。

○ 今後、さらに検討が深められていくことを期待したい。

１．事業実施の必要性の再整理（事業実施効果の分析・明確化）

４．類似の短縮ダイヤルとの関係、技術的課題への対応

○ ♯7119事業には、「子ども医療電話相談事業（♯8000）」との共通性も
見られるが、両者は提供サービス等に本質的な性質の違いなども見て取
れることから、将来的な一本化の方向性には留意しながらも、まずは
♯7119事業の速やかな全国展開の実現が先決。当面は、利用者目線に
立った必要な役割分担・区別化と、事業効果分析や質の向上等における
適切な相互連携が望ましい。

○ これまでも、国レベル・実施団体レベルで様々な活動を展開してきたが、
現状では、番号自体の認知度の低さや、利用に際する心理的ハードルの
高さなど、課題があるため、以下のような、繰り返し､かつ､あらゆる角
度からの具体的なアプローチを粘り強く実施していくことが不可欠。

☑ 効果的利用の実例集/体験集の作成及び活用
☑ ターゲットとなる対象者のニーズや特性等を十分に考慮した取組の実施

☑ SNSやLINE、YouTubeといった新しいICTツールも含めたあらゆる手段/ツールの活用

☑ 訴求力の高い創意工夫ある取組の検討 等

５．事業の普及啓発・認知度向上のための方策

６．未実施団体における検討の加速、既実施団体における事業の底上げ

【(１) 未実施団体における検討の加速】
○ 未実施団体における検討のきっかけとしては、何よりもまず「地域住民

からの声」などが考えられ、「事業導入・運営の手引き／ガイドライ
ン」のようなものの掲示など、ノウハウ共有に係る国からの適切な支援
についても、期待される。そのほか、検討を具体的に促す枠組みとして
は、例えば以下のような取組が挙げられる。未実施地域においては、こ
れも参考に検討を加速頂くとともに、国の制度的な後押しについても検
討が望まれる。

☑ メディカルコントロール（ＭＣ）協議会等の活用についての検討
☑ 都道府県が作成する地域医療計画における位置づけについての検討
☑ 創意工夫ある実施方式（スモールスタート等）の活用についての検討

【(２) 既実施団体における事業の底上げ】

○ 既実施団体において、事業の「質」「利便性」及び「効率性」の向上と
いった事業の底上げを図ることは、本事業自体の魅力や効果を高め、未
実施団体における導入の誘因ともなり得る。それらの論点を幅広く盛り
込んだ包括的な仕様書の例を作成する等の対応が望まれる。

○ 今後、さらに検討が深められていくことを期待したい。

第１章 検討部会設置の背景・目的

第２章 救急安心センター事業導入に向けた課題の整理

⇒ 全国展開に向け解決すべき課題を、以下の６項目に整理

⇒ これまでの取組や現状の実施状況、検討部会の構成等について整理

２．事業の実施地域、実施主体、財政措置のあり方

【(１) これまでの消防庁の考え方の整理】

○ 消防庁では従来、本事業は消防行政（市町村行政）との建て付けを基本
に、以下のとおり制度を運用してきた。

☑ 実施地域の単位 ＝ 「原則、都道府県単位」とする。
☑ 実施主体 ＝ 「原則、市町村が実施主体」であることを標準形とする。
☑ 財政措置 ＝ 運営費は普通交付税市町村分（消防費）で措置。

【(２) 実施地域における実施主体、財政負担の現況】

○ 令和２年10月現在、事業実施地域は、全国で１７地域。

【(３) ♯7119事業という行政サービスの法的性質】

○ 救急業務は、原則として市町村によって果たされる消防の業務の一環で
あるとともに、その後に控える医療とのシームレスな連携も求められる。

○ 関係法令の規定に基づき整理すると、本事業は、市町村及び都道府県の双
方が、実施主体として整理され得る事業であると位置づけられると考える。

☑ 市町村が実施主体 ： 6地域
都道府県が実施主体：11地域

☑ 消防防災主管部局(消防本部)が主導： 2地域

衛生主管部局や運営協議会等が主導：15地域

【(４) 課題に対して考えられる解決策の検討】

①「実施主体」のあり方

○ 消防庁が従来、標準形としてきた「原則、市町村が実施主体」という
一義的な整理には、やや無理が生じており、実施主体のあり方につい
ては、一義的・画一的に定めるべきものではなく、原則、各地域の実
情に任せて委ねるということではないか、との結論に至った。

○ また、その際には、事業実施のパターン分け（※下表参照）に関して、
以下の共通認識に至った。

☑ 都道府県が実施主体となる（実施を主導する）パターン①やパター
ン②が、今後の典型的な事業実施モデルとなっていくのではないか。

☑ 中でも、都道府県と市町村とが負担を分かち合い、共同して実施す
る、「医療行政/消防行政折衷型、県市協働型」と整理できるパター
ン②が、敢えて言えば｢推奨モデル｣と位置づけられるのではないか。

☑ 一方で、国としては全国一律なモデルを当てはめようとすべきでは
なく、状況や地域によっては、パターン③やパターン④も含め、多
様で柔軟な実施主体の選択を認め、それに応じた財政措置のあり方
や必要な方策を考えていくべき。

本事業の実施主体のあり方に関するパターン分けの例の可視化イメージ

②「財政措置」のあり方

○ 従来、国の財政支援措置については、基本的に「原則、市町村が実施
主体」との整理に基づいて講じられてきた。

○ 今後はさらに速やかな全国展開に繋げられるよう、上記①で述べた整
理に基づき各地域でそれぞれの実情に応じて選択された実施主体に生ず
る財政負担に対して、実効性ある適切な財政措置の実現を強く期待する。

２．事業の実施地域、実施主体、財政措置のあり方（続き）

令和２年度救急業務のあり方に関する検討会「♯7119の全国展開に向けた検討部会」報告書 概要 令和３年１月

３．関係機関・事業との連携、相談員及び委託事業者の確保方策

【(１) 関係機関・事業との連携】

○ 行政機関どうしはもとより、本事業の関係者間で、顔の見える関係の構
築や、利用者側の視点を踏まえた主体的・有機的な連携協力が不可欠。

○ 関係者ごとの立場・役割の「見える化」、定期的な連絡調整の場の設定
及び必要な取組の協議など、実効性ある連携協力体制の構築が望まれる。

○ 地域の関係者との強固なネットワークを有する全国的な関係機関(全国
規模の消防関係団体や日本医師会等の医療関係団体、地方自治法に規定
される全国的連合組織等)との間でも、さらなる連携を期待。

【(２) 相談員の確保方策】

○ 事業の質を担保するためにも、救急病院での勤務経験者や救急救命士業
務経験者といった適切な人材を選定することが望ましい。人材確保に困
難がある場合は、顔の見える関係が構築されている地域の医師会・看護
師会などの関係機関への協力依頼といった方策が考えられる。

【(３) 委託事業者の確保方策】

○ 課題への解決策としては、①先行実施団体における委託事例の整理、②
事業実施に当たっての「モデル仕様書」の改善、③地域の実情に即した
選択肢ごとのメリット・デメリットの冷静な比較衡量、等が考えられる。

○ ノウハウの共有など、国からの引き続きの支援も望まれるほか、従来は
取組事例が乏しい都道府県境を超えた広域的な取組についても、さらな
る進展を期待。

３．関係機関・事業との連携、相談員及び委託事業者の確保方策（続き）

(１) 事業実施の必要性の再整理（事業実施効果の分析・明確化）
(２) 事業の実施地域、実施主体、財政措置のあり方
(３) 関係機関・事業との連携、相談員及び委託事業者の確保方策
(４) 類似の短縮ダイヤルとの関係、技術的課題への対応
(５) 事業の普及啓発・認知度向上のための方策
(６) 未実施団体における検討の加速、既実施団体における事業の底上げ

○ 本事業の全国展開に向け解決すべき課題を６項目に整理した上で、それ
ぞれに対して考えられる解決策を検討した。

○ 「事業実施の必要性の再整理」、「事業の実施地域、実施主体、財政措
置のあり方」など、整理した課題それぞれについて、一定の結論を見出す
ことができ、特に、財政措置のあり方に関しては、検討部会での結論を踏
まえ、協議・調整がなされた結果、令和３年度からは現行の措置を見直し、
都道府県又は市町村における本事業実施に係る財政負担に対し、新たに特
別交付税措置が講じられることとなった。このことは、未実施団体におけ
る本事業の早期導入に向けて、非常に大きな追い風となるものと考えてお
り、評価したい。

○ 今後も♯7119の全国展開の実現に向け、未実施団体における事業の導入
が一層進んでいくことを強く祈念する。
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検討部会設置の背景・目的

消防庁では、救急安心センター事業が全国で実施されることを目指し、平成 21年

度に実施した｢モデル事業｣を皮切りに、｢救急業務のあり方に関する検討会｣を中心

に、これまで様々な視点から検証・検討を行ってきている。

消防庁では、救急業務のあり方に関する検討会での検討結果を報告書としてとり

まとめ、各消防本部や都道府県に送付しているほか、次のような通知等を発出し、各

地域における♯7119 事業導入の促進を図っている。

○｢救急安心センター事業(♯7119)の更なる取組の推進について｣（平成 28年３月

31 日付け消防救第 32 号消防庁救急企画室長通知、以下「平成 28 年通知」とい

う。）

・｢♯7119｣の使用要件、地方公共団体への財政的支援、先進事例の施策効果を

とりまとめたものを周知

・管内の消防本部の意向も踏まえつつ、都道府県衛生主管部局及び医療関係者

等との合意形成を図るなど、導入に向けた積極的な取組を依頼

○｢救急安心センター事業（♯7119）の全国への普及促進について｣（平成 31年３

月 29日付け消防庁救急企画室事務連絡）

・｢医療機関の負担軽減や医療費の適正化など、事業が医療に及ぼす効果が見出

されたこと｣

・｢医療面の効果が確認されたことから、市町村だけでなく、都道府県も一定の

財政負担をすることが適当であること｣ 等を明記
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消防庁では、全国ᒎ㛤に向けて、これまで以下のような、ᚲ要な⎔ቃᩚഛを実施し

てきた。

ձ 㟁ヰ┦ㄯ⏝ࡿࡍ┦ㄯᡭ㡰㸦࣮ࣝࢥࢺࣟࣉ㸧のసᡂࠊᨵゞ

㟁ヰ┦ㄯでは、心⫵Ṇなどのような⥭急度が㧗く㈨※を要する事を確実にุ

定できること、⥭急度が㧗い例をపく見積もることをྍ⬟な㝈り㑊けること、医

Ꮫ的᰿ᣐにᇶ࡙くุ᩿を行うこと、ᛂᑐ者によってุ定結果にࡤらつきが生ࡌない

こと等がồめられる。ࡑこで医療ᚑ事者が㟁ヰをしてุ᩿するയの⥭急度やࡑ

れにᇶ࡙いてᥦ౪する報のᶆ‽化を目指した指♧書として、㟁ヰ┦ㄯࢥࢺࣟࣉル

がస成されている。

消防庁では、「㟁ヰ救急医療┦ㄯࢥࢺࣟࣉール」（┘ಟ㸸日本救急医Ꮫ会、⦅㞟㸸

ᮾி都医ᖌ会救急ጤဨ会、救急┦ㄯセンターࢥࢺࣟࣉールస成部会）をཧ⪃に検討

を行い、㟁ヰ┦ㄯࢥࢺࣟࣉル Ver.0を平成 23年に策定、平成 24年度に行ったᶓ

市、ሜ市、⏣㎶市での実証検証を踏まえ、平成 25年に㟁ヰ┦ㄯࢥࢺࣟࣉル Ver.1を

策定した。᭱᪂のものとしては、平成 29 年に㟁ヰ┦ㄯࢥࢺࣟࣉル Ver.2 が策定さ

れている。

㟁ヰ┦ㄯࢥࢺࣟࣉル Ver.2 では、㉥（᭱⥭急・救急㌴）、ᶳ（⥭急・㠀救急㌴）、

㯤（‽⥭急）、⥳（㠀⥭急）、ⓑ（ཷデ要）の㸳ẁ㝵の⥭急度をุ定する。

᭱⤊的な⥭急度ุ᩿は、ࢥࢺࣟࣉルが♧す結果のࡳに頼らࡎ、適ᐅ担当した┳ㆤ

ᖌの⤒㦂・知㆑及び医ᖌのຓゝ、通報者の♫会的事などによって⥲合的にุ᩿す

きである。ุ᩿ᚋのᑐᛂは、119 ␒㌿送による救急㌴要ㄳ、地域医療機関報に

ᇶ࡙くཷデ⛉目・医療機関報、の㟁ヰࢧーࢫࣅ（中ẘセンターや࣓ンタル࣊ル

たཷデᮇと救急ฎ⨨を中心としたཱྀ㢌指導などがࡌᑐᛂなど）、及びែにᛂࢫ

ある。

なお、㟁ヰ┦ㄯࢥࢺࣟࣉルは、消防庁がᥦ౪しているᅄ✀㢮の⥭急度ุ定ࢺࣟࣉ

ルとして、「ᐙᗞ⮬ᕫุ᩿」、「119␒通ࢥࢺࣟࣉルの一つであり、の⥭急度ุ定ࢥ

報」、「救急⌧ሙ」がある。「ᐙᗞ⮬ᕫุ᩿」は、ఫẸの方々が、⮬らཪは者が⥭急

ᛶをឤࡌる事ែに㐼㐝した㝿、ࡑの⥭急度をุ定し、ࡑのᚋに取るきᑐᛂをุ᩿

しやすくすることを目的としてస成されており、実㝿、ᐙᗞでの⥭急度をุ定する

平成）ࢻ࢞ールとして、「救急ཷデࢶ 26 年㹼）」、「全国∧救急ཷデࣜࣉ（ឡ⛠

「㹏ຓ」、平成 29年㹼）」がある。

⥭急度とࡑの定⩏ ⥭急度ุ定のὶれ

ձᐙᗞ⮬ᕫุ᩿ ղ㟁ヰ┦ㄯ

ճ119 ␒通報 մ救急⌧ሙ
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ղ ಶูゼၥのᐇ

消防庁では、平成 28 年度から、消防庁⫋ဨを事業ᮍ導入の道府県や市町村等に

ὴ㐵し、ゼၥ先において♯7119 のᴫ要ㄝ明や、導入に向けた༠㆟・ㄪᩚを行うなど

の取組を行っている。

ճ ᩆᛴᏳᚰ࣮ࢱࣥࢭᴗ㸦7119ݡ㸧ᬑཬಁ㐍࣮ࢨࣂࢻไᗘの設

㸦ᖹᡂ 29ᖺ㸳᭶㸧

消防庁では、平成 29 年㸳月、ᮍ実施地域への事業普及方策のᥦ♧とᖜのᗈい

ಟ支援を行うことを目的に、救急安心センター事業（♯7119）普及促◊、ࢫࣂࢻ

進ࢨࣂࢻーไ度をタした。ࢨࣂࢻーは実㝿に㐠Ⴀにᦠࢃっている⮬体

⫋ဨ、医ᖌ及び┳ㆤᖌによってᵓ成されており、௧㸰年 11月ᮎまでにᘏ 16地

域、37 ྡをὴ㐵した。

平成 29 年度から、「救急業務のあり方に関する検討会」の連絡会として、救急安

心センター事業（♯7119）担当者及び普及促進ࢨࣂࢻー連絡会を㛤ദし、医療機

関の負担軽減効果や┦ㄯࡈとに取ᚓする報のᩚ⌮、事業の検証体ไ及び事業効果

の⟬定等を検討するとともに、実施団体㛫の連ᦠを῝めている。

ྡをὴ㐵した。

♯7119普及促進ࢨࣂࢻーไ度

ไ度のᴫ要 ὴ㐵実⦼（H30/H31/R1）

連絡会での検討事㡯
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救急安心センター事業は、௧㸰年 10 月⌧ᅾ、全国 17 地域で実施され、ࡑのே

ー⋡はࣂཱྀ࢝ 46.0㸣（5,841 ே）となっている。

実施団体における費用負担の≧ἣは、都道府県のࡳで負担しているのは㸳地域、

都道府県・市町村共ྠで負担しているのは㸴地域、市町村のࡳで負担しているのは

㸴地域となっている。  

ͤ㸯 ᮾி㒔≉ู༊ࡣ㸯ᕷࠋࡿ࠸࡚ࡋࢺ࡚ࣥ࢘࢝ࡋ

ͤ㸰 ᮐᖠᕷ㈇ᢸ㔠ࢆᨭᡶࡿ࠸࡚ࡗ㸴ᕷ⏫ᮧのࡕ࠺ᙜู⏫ࡣ H30 ᖺࠊ༡ᖠ⏫ࡣ R2 ᖺࡽのཧ⏬ࠊࡀࡔᮐᖠᕷࡀᴗ㛤ጞࡓࡋ H25 ᖺᗘのḍ࡚ࡋ⟭ྜグ㍕

ࠋࡿ࠸࡚ࡋ

ͤ㸱 ⚄ᡞᕷ㈇ᢸ㔠ࢆᨭᡶࡿ࠸࡚ࡗⰱᒇᕷࡣ H31 ᖺࡽのཧ⏬ࠊࡀࡔ⚄ᡞᕷࡀᴗࢆ㛤ጞࡓࡋ H29 ᖺᗘのḍ࡚ࡋ⟭ྜグ㍕ࠋࡿ࠸࡚ࡋ

3

ղ ಶูゼၥのᐇ

消防庁では、平成 28 年度から、消防庁⫋ဨを事業ᮍ導入の道府県や市町村等に

ὴ㐵し、ゼၥ先において♯7119 のᴫ要ㄝ明や、導入に向けた༠㆟・ㄪᩚを行うなど

の取組を行っている。

ճ ᩆᛴᏳᚰ࣮ࢱࣥࢭᴗ㸦7119ݡ㸧ᬑཬಁ㐍࣮ࢨࣂࢻไᗘの設

㸦ᖹᡂ 29ᖺ㸳᭶㸧

消防庁では、平成 29 年㸳月、ᮍ実施地域への事業普及方策のᥦ♧とᖜのᗈい

ಟ支援を行うことを目的に、救急安心センター事業（♯7119）普及促◊、ࢫࣂࢻ

進ࢨࣂࢻーไ度をタした。ࢨࣂࢻーは実㝿に㐠Ⴀにᦠࢃっている⮬体

⫋ဨ、医ᖌ及び┳ㆤᖌによってᵓ成されており、௧㸰年 11 月ᮎまでにᘏ 16地

域、37ྡをὴ㐵した。

平成 29 年度から、「救急業務のあり方に関する検討会」の連絡会として、救急安

心センター事業（♯7119）担当者及び普及促進ࢨࣂࢻー連絡会を㛤ദし、医療機

関の負担軽減効果や┦ㄯࡈとに取ᚓする報のᩚ⌮、事業の検証体ไ及び事業効果

の⟬定等を検討するとともに、実施団体㛫の連ᦠを῝めている。

♯7119普及促進ࢨࣂࢻーไ度

ไ度のᴫ要 ὴ㐵実⦼（H30/H31/R1）

連絡会での検討事㡯
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救急安心センター事業（♯7119）のさらなる普及を進め、｢日本全国どこにいても

♯7119 ␒が⧅がる体ไ｣、すな7119♯ࡕࢃ 事業の全国ᒎ㛤の実⌧を目指し、｢救急業

務のあり方に関する検討会｣の下に、᪂たに、救急医療のᑓ㛛ᐙや地方⮬体の௦⾲

者、ఫẸ目⥺の᭷㆑者などのཧ画のもと、｢♯7119 の全国ᒎ㛤に向けた検討部会｣を

タ⨨し、ල体的なᑐᛂ方策の検討を進めることとした。

ձ ྛᆅᇦࡿࡅ࠾ᩆᛴᏳᚰ࣮ࢱࣥࢭᴗのᚲせᛶ࡚࠸ࡘ

・♯㸵㸯㸯㸷等（㢮ఝの事業）の実ែᢕᥱ

・♯㸵㸯㸯㸷ᮍ実施地域におけるㄢ㢟の「見える化」

・♯㸵㸯㸯㸷を全国ᒎ㛤する⌮⏤のᩚ⌮

ղ ᴗのᐇຠᯝの⟬ᐃ࡚࠸ࡘ

・これまでに確認された事業効果の῝᥀り

・᪂たな事業効果のὙい出し

ճ ྛᆅᇦࡿࡅ࠾ᐇయไ࡙࡚࠸ࡘࡾࡃ

・ᮍ実施団体において事業を導入する㝿の࣓ࣜࢺࢵ・デ࣓ࣜࢺࢵのᩚ⌮

・ᮍ実施団体におけるㄢ㢟にᑐするゎỴ策の検討

・ᢏ⾡ୖのㄢ㢟のᩚ⌮

救急業務のあり方に関する検討会ጤဨ、日本医ᖌ会関係者、地方⮬体の௦⾲者

（実施団体及びᮍ実施団体）、地域医療の関係者、用者目⥺の᭷㆑者等によりᵓ成

（ጤဨྡはᩗ⛠␎、༑㡢㡰）

○ᰠ本 ❶Ꮚ（主፬連合会 会長）

○ゅ㔝 ᩥᙪ（㈡県⌮事（ᗣ・医療政策担当））

○ᆏ本 ဴஓ（ᖇிᏛ医Ꮫ部救急医Ꮫㅮᗙ主௵ᩍᤵ）

○ᓥᓮ ಟ次（国ኈ⯓Ꮫ防⅏・救急救ຓ⥲合◊✲ᡤ長） ͤ部会長

○ᔱὠ ᓅኈ（㜰ᏛᏛ㝔医Ꮫ◊✲⛉救急医Ꮫᩍ室ᩍᤵ）

○㧘㝵 ㅬ一㑻（ி都第一㉥༑Ꮠ㝔 救救急センター長）

○⼖㔝 正ὒ（一⯡♫団ἲே 救༠会௦⾲⌮事㸭公ࢶー࣏ࢫࢬー࣡ࢻー࣡ールࣗࢽ

┈財団ἲே 日本消防༠会「消防ᛂ援団」㸭ࣛࢫࣞࣟࣉー）

○長ᓥ 公அ（日本医ᖌ会ᖖ௵⌮事）

○ᆏ なな（ₔ画ᐙ）

○ோ㇂ ⯆ྐ（ᚨᓥ県ಖ⚟♴部長）

○୕ᾆ ∾ஓ（㟷᳃県ᘯ๓地༊消防事務組合消防本部㆙防ㄢ長）

○道ᒸ ᱈Ꮚ（ࣜࣇー࢘ࢼンࢧー）

○භ㌴ ᓫ（ᶓ市医療局医療政策部医療政策ㄢ救急医療ᢏᐁ）

○ᶓ⏣ 㡰一ᮁ（地方⊂❧行政ἲே ሜ市❧㝔機ᵓ⌮事長）

（ーࣂーࢨࣈ࢜）

○㕥ᮌ ᙪ（ཌ生ປാ┬医政局地域医療ィ画ㄢ長）
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ձ ➨㸯ᅇ検討部会㸦‽ഛ会ྜ㸧

௧㸰年㸳月 11日（月） ͤ書面会㆟により㛤ദ

主な㆟事

・検討の⫼ᬒ・目的

・検討㡯目と検討の進め方

・㛤ദࣗࢪࢣࢫール

・♯㸵㸯㸯㸷にᑐするࡈ意見・ࡈ㉁ၥ

ղ ➨㸰ᅇ検討部会

௧㸰年㸴月 17日（Ỉ） ͤweb会㆟形ᘧで㛤ദ

主な㆟事

・⮬体（都道府県、消防本部）へのンࢣーࢺ実施結果

・地方⮬体（事業実施団体、事業ᮍ実施団体）へのࣜࣄンࢢ

・の▷⦰ࣖࢲルのศᯒ、Ẹ㛫事業♫ࣜࣄンࢢ、ᢏ⾡ୖのㄢ㢟のᩚ⌮

ճ ➨㸱ᅇ検討部会

௧㸰年㸵月 14日（ⅆ） ͤweb会㆟ే用形ᘧで㛤ദ

主な㆟事

・事業効果の⟬定

・各地域における実施体ไసりのල体策・ゎỴ策（）

・中㛫とりまとめ（㦵Ꮚ）

մ ➨㸲ᅇ検討部会㸦୰㛫ࡵࡲࡾ㸧

௧㸰年㸶月㸴日（ᮌ） ͤweb会㆟ే用形ᘧで㛤ദ

主な㆟事

・検討部会中㛫報告書（）

յ ➨㸳ᅇ検討部会

௧㸰年 12月 17日（ᮌ） ͤweb会㆟ే用形ᘧで㛤ദ

主な㆟事

・検討部会᭱⤊報告書（）

・♯㸵㸯㸯㸷の全国ᒎ㛤に向けたᚋのࣗࢪࢣࢫール

5

救急安心センター事業（♯7119）のさらなる普及を進め、｢日本全国どこにいても

♯7119 ␒が⧅がる体ไ｣、すな7119♯ࡕࢃ 事業の全国ᒎ㛤の実⌧を目指し、｢救急業

務のあり方に関する検討会｣の下に、᪂たに、救急医療のᑓ㛛ᐙや地方⮬体の௦⾲

者、ఫẸ目⥺の᭷㆑者などのཧ画のもと、｢♯7119 の全国ᒎ㛤に向けた検討部会｣を

タ⨨し、ල体的なᑐᛂ方策の検討を進めることとした。

ձ ྛᆅᇦࡿࡅ࠾ᩆᛴᏳᚰ࣮ࢱࣥࢭᴗのᚲせᛶ࡚࠸ࡘ

・♯㸵㸯㸯㸷等（㢮ఝの事業）の実ែᢕᥱ

・♯㸵㸯㸯㸷ᮍ実施地域におけるㄢ㢟の「見える化」

・♯㸵㸯㸯㸷を全国ᒎ㛤する⌮⏤のᩚ⌮

ղ ᴗのᐇຠᯝの⟬ᐃ࡚࠸ࡘ

・これまでに確認された事業効果の῝᥀り

・᪂たな事業効果のὙい出し

ճ ྛᆅᇦࡿࡅ࠾ᐇయไ࡙࡚࠸ࡘࡾࡃ

・ᮍ実施団体において事業を導入する㝿の࣓ࣜࢺࢵ・デ࣓ࣜࢺࢵのᩚ⌮

・ᮍ実施団体におけるㄢ㢟にᑐするゎỴ策の検討

・ᢏ⾡ୖのㄢ㢟のᩚ⌮

救急業務のあり方に関する検討会ጤဨ、日本医ᖌ会関係者、地方⮬体の௦⾲者

（実施団体及びᮍ実施団体）、地域医療の関係者、用者目⥺の᭷㆑者等によりᵓ成

（ጤဨྡはᩗ⛠␎、༑㡢㡰）

○ᰠ本 ❶Ꮚ（主፬連合会 会長）

○ゅ㔝 ᩥᙪ（㈡県⌮事（ᗣ・医療政策担当））

○ᆏ本 ဴஓ（ᖇிᏛ医Ꮫ部救急医Ꮫㅮᗙ主௵ᩍᤵ）

○ᓥᓮ ಟ次（国ኈ⯓Ꮫ防⅏・救急救ຓ⥲合◊✲ᡤ長） ͤ部会長

○ᔱὠ ᓅኈ（㜰ᏛᏛ㝔医Ꮫ◊✲⛉救急医Ꮫᩍ室ᩍᤵ）

○㧘㝵 ㅬ一㑻（ி都第一㉥༑Ꮠ㝔 救救急センター長）

○⼖㔝 正ὒ（一⯡♫団ἲே 救༠会௦⾲⌮事㸭公ࢶー࣏ࢫࢬー࣡ࢻー࣡ールࣗࢽ

┈財団ἲே 日本消防༠会「消防ᛂ援団」㸭ࣛࢫࣞࣟࣉー）

○長ᓥ 公அ（日本医ᖌ会ᖖ௵⌮事）

○ᆏ なな（ₔ画ᐙ）

○ோ㇂ ⯆ྐ（ᚨᓥ県ಖ⚟♴部長）

○୕ᾆ ∾ஓ（㟷᳃県ᘯ๓地༊消防事務組合消防本部㆙防ㄢ長）

○道ᒸ ᱈Ꮚ（ࣜࣇー࢘ࢼンࢧー）

○භ㌴ ᓫ（ᶓ市医療局医療政策部医療政策ㄢ救急医療ᢏᐁ）

○ᶓ⏣ 㡰一ᮁ（地方⊂❧行政ἲே ሜ市❧㝔機ᵓ⌮事長）

（ーࣂーࢨࣈ࢜）

○㕥ᮌ ᙪ（ཌ生ປാ┬医政局地域医療ィ画ㄢ長）
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ᩆᛴᏳᚰ࣮ࢱࣥࢭᴗᑟධࡓࡅྥㄢ㢟のᩚ⌮

ᮍ実施団体における♯7119 事業導入に係る検討≧ἣを確認するため、次の通り

ンࢣーࢺを行った。

○ㄪᰝᑐ㇟

・都道府県༢で♯7119事業を実施していない都道府県（31都道府県）の消防

防⅏主管部局

・政௧指定都市を管㎄する消防本部及び各都道府県の௦⾲消防本部（52本部）

のうࡕ、当ヱ団体がᒓする都道府県、管㎄する市町村及び当ヱ団体において

♯7119 事業を実施していない消防本部（33本部）

○ㄪᰝᮇ㛫

௧㸰年㸳月㸵日からྠ年㸴月㸯日まで

ձ ᩆᛴᏳᚰ࣮ࢱࣥࢭᴗ㸦7119ݡ㸧のᑟධ࡚࠸ࡘの検討≧ἣ

「⌧ᅾ、導入に向けた検討を実施している。」ཪは「㐣ཤには検討をしたことはあ

るが、⌧ᅾは検討をしていない。」とᅇ⟅している団体が、都道府県では⣙㸷

（93.6㸣）となっているのにᑐし、消防本部では⣙㸴（63.7㸣）となっている。
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ղ ᩆᛴᏳᚰ࣮ࢱࣥࢭᴗ㸦7119ݡ㸧ࢆᐇ࠸࡞࠸࡚ࡋ⌮⏤

「事業を進める財※がない」とᅇ⟅した団体が、都道府県及び消防本部とも⣙㸲

（都道府県㸸41.9㸣、消防本部 36.4㸣）であった。

「事業のᚲ要ᛶをឤࡌていない（効果がឤࡌられない）」とᅇ⟅している団体が、

都道府県では⣙㸲（35.5㸣）となっているのにᑐし、消防本部では⣙㸯ᮍ‶

（6.1㸣）となっている。

、きの（費用ᑐ効果が見えない、（県のᅇ⟅として）市町村が主体となるࡑ」

（消防本部のᅇ⟅として）県が実施主体となるきなど」のᅇ⟅は、都道府県及び

消防本部ともከく見られた（都道府県 64.5㸣、消防本部 69.7㸣）。

7

ᩆᛴᏳᚰ࣮ࢱࣥࢭᴗᑟධࡓࡅྥㄢ㢟のᩚ⌮

ᮍ実施団体における♯7119 事業導入に係る検討≧ἣを確認するため、次の通り

ンࢣーࢺを行った。

○ㄪᰝᑐ㇟

・都道府県༢で♯7119事業を実施していない都道府県（31都道府県）の消防

防⅏主管部局

・政௧指定都市を管㎄する消防本部及び各都道府県の௦⾲消防本部（52本部）

のうࡕ、当ヱ団体がᒓする都道府県、管㎄する市町村及び当ヱ団体において

♯7119 事業を実施していない消防本部（33本部）

○ㄪᰝᮇ㛫

௧㸰年㸳月㸵日からྠ年㸴月㸯日まで

ձ ᩆᛴᏳᚰ࣮ࢱࣥࢭᴗ㸦7119ݡ㸧のᑟධ࡚࠸ࡘの検討≧ἣ

「⌧ᅾ、導入に向けた検討を実施している。」ཪは「㐣ཤには検討をしたことはあ

るが、⌧ᅾは検討をしていない。」とᅇ⟅している団体が、都道府県では⣙㸷

（93.6㸣）となっているのにᑐし、消防本部では⣙㸴（63.7㸣）となっている。
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ճ ᩆᛴᏳᚰ࣮ࢱࣥࢭᴗ㸦7119ݡ㸧ᑟධのᚲせᛶࢆឤ࠸࡞ࡌ⌮⏤

๓のၥにᑐし「事業のᚲ要ᛶをឤࡌない」とᅇ⟅した団体にᑐし、ࡑの⌮⏤を確

認したとこࢁ、次のようなᅇ⟅がᚓられた。
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մ ⏤⌮࠸࡞࠸࡚ࡋᐇࢆヲ⣽ศᯒࡓࡋ⏝άࢆࢱ࣮ࢹ

データをά用した救急㟂要等に関するヲ⣽ศᯒを実施しているかというၥいに

ᑐして、都道府県では⣙㸴（61.3㸣）、消防本部では⣙㸲（39.4㸣）が「ศᯒを

行ったことはない」とᅇ⟅していることから、「ศᯒを行ったことはない」とᅇ⟅し

た団体にᑐし、ࡑの⌮⏤を確認したとこࢁ、都道府県及び消防本部とも「データศ

ᯒにける㛫がない（都道府県 31.6㸣、消防本部 46.2㸣）」及び「データのศᯒ

方ἲがࢃからない（都道府県 42.1㸣、消防本部 38.5㸣）」とのᅇ⟅がከかった。

9

ճ ᩆᛴᏳᚰ࣮ࢱࣥࢭᴗ㸦7119ݡ㸧ᑟධのᚲせᛶࢆឤ࠸࡞ࡌ⌮⏤

๓のၥにᑐし「事業のᚲ要ᛶをឤࡌない」とᅇ⟅した団体にᑐし、ࡑの⌮⏤を確

認したとこࢁ、次のようなᅇ⟅がᚓられた。
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յ 7119ݡ ᴗのᑟධࢆ検討࡛ୖࡿࡍ㔜せ࡞㡯

都道府県及び消防本部とも「事業費の確ಖᡭẁ（都道府県 77.4㸣、消防本部

69.7㸣）」及び「事業効果（都道府県 77.4㸣、消防本部 60.6㸣）」とのᅇ⟅がከかっ

た。
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ն 7119ݡ ᴗのᑟධࢆ検討ࠊ࡛ୖࡿࡍᮇᚅࡿࡍຠᯝ

都道府県及び消防本部とも「救急㌴の適正用（都道府県 90.3㸣、消防本部

75.8㸣）」及び「ఫẸへの安心・安全のᥦ౪（都道府県 71.0㸣、消防本部 75.8㸣）」

とのᅇ⟅がከかった。「医療機関のཷデ適正化」とᅇ⟅したのは、都道府県で⣙㸴

（58.1㸣）となっているのにᑐし、消防本部は⣙㸲（39.4㸣）となっている。

11

յ 7119ݡ ᴗのᑟධࢆ検討࡛ୖࡿࡍ㔜せ࡞㡯

都道府県及び消防本部とも「事業費の確ಖᡭẁ（都道府県 77.4㸣、消防本部

69.7㸣）」及び「事業効果（都道府県 77.4㸣、消防本部 60.6㸣）」とのᅇ⟅がከかっ

た。
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շ 7119ݡ ᴗのᐇయ࡚ࡋᮃࡿࢀࡽ࠼⪄࠸ࡋࡲ部ᒁ

都道府県及び消防本部とも「⮬組⧊」とᅇ⟅したとこࢁはなく、いࡎれもの部

局が実施主体としてᮃましいというᅇ⟅であった。

ල体的には、都道府県（消防防⅏部局）は、「都道府県衛生主管部局（22.6㸣）」、

とのᅇ⟅が、消防「の（衛生主管部局と消防本部の共ྠ実施など）（51.6㸣）ࡑ」

本部は、「都道府県消防防⅏主管部局（36.4㸣）」、「都道府県衛生主管部局（45.5㸣）」

とのᅇ⟅がከかった。
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ձ ┴༢࡛の検討ࡀᚲせ

・㟷᳃県内の救急出ሙ件ᩘは、平成 24 年をࣆーࢡにᶓࡤい≧ែとなっており、

ᚋもྠ様のỈ‽で推⛣すると⪃えられている。

・ᘯ๓地༊消防事務組合消防本部における救急出ື件ᩘは、平成 27 年から௧

ඖ年までの㸳年㛫で見ると、平成 30年までは⦆やかにቑຍしたが、平成 30年

からはほぼᶓࡤい≧ែとなっている。

・政௧市などの都市と␗なり、中ᑠつᶍの⮬体では救急㟂要が㐕㏕しておら

7119♯、ࡎ 事業を各消防本部（市町村）༢で実施しても、ࡑの導入にᑐする

費用効果がᑠさいことから、県༢での検討がᚲ要である。

ղ ㈈ᨻ的࡞ၥ㢟

・ձで♧したように♯7119 事業導入にあたっては県༢での検討がᚲ要である

が、県にᑐする財政ᥐ⨨が行ࢃれていないことから、県としての導入の意⩏及

び市町村との⤒費負担についてのᩚ⌮がᚲ要である。

・事業導入の意⩏については、᪤に事業を実施している団体における導入までの

。等をཧ⪃にしていきたいࢫセࣟࣉ

・事業実施にかかる費用負担は、施タᩚഛに係るᅛ定費については国の⿵ຓ㔠を

ά用するとともに、ே件費・⥔ᣢ費については、普通付⛯として市町村にᥐ

⨨されているものをά用して市町村がேཱྀで負担する方ἲが⪃えられる。た

だし、施タᩚഛにᑐする⿵ຓは、これまで以ୖのᥐ⨨がᮃまれる。

ճ ᴗ㈝のᢚไのྲྀ⤌

事業実施に係る⤒費をᢚไする方策として、「医ᖌはᖖ㥔するのではなく、救急

救センターとጤクዎ⣙する等して࢜ンࢥールでᑐᛂできる体ไをᵓ⠏する。」こ

とや「┳ㆤᖌὴ㐵にకう費用負担を軽減するために、㏥⫋した救急救ኈを௵用

という形でά用する。」こと等が⪃えられる。

ձ 㒔㐨ᗓ┴の㈈ᨻᥐ置

・県として♯7119事業を実施するとしたሙ合、財政当局にᑐして、市町村に普通

付⛯ᥐ⨨されている事業を県で行うことのㄝ明がᅔ㞴である。

・⿵ຓ事業ではなく普通付⛯ᥐ⨨されている事業である以ୖ、⌧≧では、ᥐ⨨

されている市町村が主体的に検討すきものである。

ղ Ꮚࡶ་⒪㟁ヰ┦ㄯᴗ㸦8ݡ 0 0 0 㸧の㐃ᦠ

・Ꮚども医療㟁ヰ┦ㄯ事業（♯8000）と♯7119 事業は、事業タの⤒⦋や目的は

␗なるものの、事業の効果（≺い）は㔜」する部ศもከく、用者（国Ẹ）目

13

շ 7119ݡ ᴗのᐇయ࡚ࡋᮃࡿࢀࡽ࠼⪄࠸ࡋࡲ部ᒁ

都道府県及び消防本部とも「⮬組⧊」とᅇ⟅したとこࢁはなく、いࡎれもの部

局が実施主体としてᮃましいというᅇ⟅であった。

ල体的には、都道府県（消防防⅏部局）は、「都道府県衛生主管部局（22.6㸣）」、

とのᅇ⟅が、消防「の（衛生主管部局と消防本部の共ྠ実施など）（51.6㸣）ࡑ」

本部は、「都道府県消防防⅏主管部局（36.4㸣）」、「都道府県衛生主管部局（45.5㸣）」

とのᅇ⟅がከかった。
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⥺から見れࡤ、୧事業とも救急医療┦ㄯ事業という⨨࡙けになることから、

ศけて事業を実施する⌮⏤が見当たらない。

・全都道府県において᪤に導入されている♯8000ですら、ࡑれほど認知度が㧗く

ないのに、♯7119 事業まで᪂たに導入するとなると、୧事業が国Ẹ全体にᾐ㏱

するかၥである。また、ᗈ報の面でも୧事業を一本化した方が効果的だと⪃

えられる。

ճ ேᮦ☜ಖ

㐣ཤ「共通ࣖࢲルによる救急医療センターの導入とㄢ㢟」について、ᗣ医療

⚟♴部と防⅏༴機管⌮局で検討した㝿に、財※・♯8000との連ᦠにຍえ、ᑓ㛛ဨ（≉

に医ᖌ）の確ಖがㄢ㢟にᣲࡆられたが、ゎỴ策は見い出ࡏていない。

ձ ᴗ㛤ጞ࡛ࡲの⤒⦋・目的

・当市では、救急医療報センターによる医療機関内事業が 1981 年から、ま

た、ᑠඣ救急┦ㄯ事業が 2006 年から㛤ጞされていたが、救急┦ㄯ事業のᑐ㇟

を成年までᣑしたୖで、୧事業を⤫合した形で 2016 年から救急┦ㄯセンタ

ーを行っている。

・事業導入の主な目的は、「全市Ẹへの安心・安全をᥦ౪すること」及び「₯ᅾ的

な㔜ᝈ者へཷデを促すことで㔜化をᢚไすること」で、「救急㌴の適正

用」や「医療機関の㛫እཷデのᢚไ」という視点は確認できなかった。

ղ ᴗᑟධのຠᯝ

・ከくの市Ẹが用

┤㏆３年㛫の平ᆒ用者が⣙ 17ே㸭年で、ẖ年市Ẹの⣙ 4.5㸣が用

・㧗い用者の‶㊊度

用者向けのㄪᰝでは㸷以ୖの者が、「ᙺ❧った」ཪは「どࡕらかとゝえࡤ

ᙺ❧った」とᅇ⟅

ᴗᑟධᚋのㄢ㢟ཬࡑࡧのゎỴ⟇

・㐠用ୖのㄢ㢟としては、｢ᛂ⟅⋡（ᛂ⟅ᩘ㸭入㟁ᩘ）｣、｢ࢥࢺࣟࣉルのไ度｣及

び｢㐠用の適切ᛶ｣と⪃えており、᭱ もࢺࢫࢥに関係するのは、｢ᛂ⟅⋡｣である。

ルᨵゞによりᨵၿを図り、まࢥࢺࣟࣉについては、検討や｢ルの⢭度ࢥࢺࣟࣉ｣・

た、｢㐠用の適切ᛶ｣については、ጤク事業者のኚ更や、事業の実施内ᐜの検証、

┦ㄯဨにᑐする◊ಟや指導を行うことによりᑐᛂしている。

・｢ᛂ⟅⋡｣については、事業㛤ጞᚋ入㟁ᩘが㡰ㄪにఙびるのにᑐしప下ഴ向が見

られ、用者から｢㟁ヰが⧅がらない｣とのⱞがከくᐤࡏられていた。
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・｢ᛂ⟅⋡｣ప下へのᑐ策として、実㝿の入㟁実⦼を᭙日ẖ・㛫ᖏẖに㞟ィした

ୖで、┦ㄯဨの㓄⨨ᩘについて、ᚑ๓のᆒ等㓄⨨から、᭙日ẖに一㛫༢に

ኚ更する方ᘧに見┤す（入㟁ᩘがከい㛫ᖏについては┦ㄯဨのቑຍを、入㟁

ᩘがᑡない㛫ᖏについては┦ㄯဨの減ᑡを行う）ことにより、結果として 97

㹼98㸣のᛂ⟅⋡が⥔ᣢできるようになった。

ձ 検討の⤒⦋

・平成 29年㸰月の県㆟会において｢県で行ࢃれている♯7119 事業について、当

県でも検討したらどうか｣と㉁ၥされたことが検討㛤ጞのきなきっかけであ

った。

・検討に当たっては、県の࣓デ࢝ルࢥンࣟࢺール༠㆟会をά用し、࣓ࢥンࣂ

ーによる WG において⣙㸯年㛫㆟ㄽを行った結果、༠㆟会から県にᑐし｢♯7119

事業の導入を⸀める｣意見書がᥦ出された。

・意見書を踏まえ、県において｢救急安心センター事業導入検討ጤဨ会｣をタ⨨。

ᚲ要なண⟬を確ಖしたୖで事業㛤ጞに⮳った。

・県内全ての消防本部にンࢣーࢺを実施したとこࢁ、ほとࢇどの消防本部にお

いて｢♯7119 事業のᚲ要ᛶ｣について⌮ゎされていたものの、実施に向けたㄢ

㢟として｢費用負担が᭱のᠱᛕ事㡯｣というᅇ⟅であった。

・ල体的には、市町村におけるㄢ㢟は、｢≉にᑠつᶍな⮬体では財政ୖのవຊ

が↓く、ከ㢠の費用負担はᅔ㞴｣、都道府県におけるㄢ㢟は、｢消防業務は本᮶

市町村が実施するものであり、付⛯も市町村に付されていることを⪃៖す

ると、県が費用負担するには、ࡑの⌮⏤をᩚ⌮するᚲ要がある。｣というもので

あった。

ճ ⏝の᥇ࢺ࣮ࢱࢫ࣮ࣝࣔࢫ

・事業費全体をᢚえるため、関係機関とも連ᦠのうえ、

・┤Ⴀ方ᘧよりࢺࢫࢥ面でඃな（እ部ጤク方ᘧ）を᥇用

・平日・ᅵ᭙の日中をᑐ㇟እ（ኪ㛫、日᭙・ఇ日のࡳ実施）とする

・ᅇ⥺ᩘを㸯のࡳとする

という、いࡺࢃる｢ࢫモールࢫターࢺ方ᘧ｣を᥇用した。

・市町村の費用負担については、ᆒ等にするのではなく、༢⣧に｢ேཱྀ｣と、

ேཱྀがከいとこࢁが㐣度な負担にならないようにする一方で、ேཱྀはᑡないが

管㎄面積がきいᑠさな町村が㐣度な負担にならないよう｢消防費の財政ᇶ‽

㢠｣を⪃៖した方ᘧの୧方を᥇用することで、各市町村の負担ྍ⬟な⠊ᅖに

ᢚえた。
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⥺から見れࡤ、୧事業とも救急医療┦ㄯ事業という⨨࡙けになることから、

ศけて事業を実施する⌮⏤が見当たらない。

・全都道府県において᪤に導入されている♯8000ですら、ࡑれほど認知度が㧗く

ないのに、♯7119 事業まで᪂たに導入するとなると、୧事業が国Ẹ全体にᾐ㏱

するかၥである。また、ᗈ報の面でも୧事業を一本化した方が効果的だと⪃

えられる。

ճ ேᮦ☜ಖ

㐣ཤ「共通ࣖࢲルによる救急医療センターの導入とㄢ㢟」について、ᗣ医療

⚟♴部と防⅏༴機管⌮局で検討した㝿に、財※・♯8000との連ᦠにຍえ、ᑓ㛛ဨ（≉

に医ᖌ）の確ಖがㄢ㢟にᣲࡆられたが、ゎỴ策は見い出ࡏていない。

ձ ᴗ㛤ጞ࡛ࡲの⤒⦋・目的

・当市では、救急医療報センターによる医療機関内事業が 1981 年から、ま

た、ᑠඣ救急┦ㄯ事業が 2006 年から㛤ጞされていたが、救急┦ㄯ事業のᑐ㇟

を成年までᣑしたୖで、୧事業を⤫合した形で 2016 年から救急┦ㄯセンタ

ーを行っている。

・事業導入の主な目的は、「全市Ẹへの安心・安全をᥦ౪すること」及び「₯ᅾ的

な㔜ᝈ者へཷデを促すことで㔜化をᢚไすること」で、「救急㌴の適正

用」や「医療機関の㛫እཷデのᢚไ」という視点は確認できなかった。

ղ ᴗᑟධのຠᯝ

・ከくの市Ẹが用

┤㏆３年㛫の平ᆒ用者が⣙ 17ே㸭年で、ẖ年市Ẹの⣙ 4.5㸣が用

・㧗い用者の‶㊊度

用者向けのㄪᰝでは㸷以ୖの者が、「ᙺ❧った」ཪは「どࡕらかとゝえࡤ

ᙺ❧った」とᅇ⟅

ᴗᑟධᚋのㄢ㢟ཬࡑࡧのゎỴ⟇

・㐠用ୖのㄢ㢟としては、｢ᛂ⟅⋡（ᛂ⟅ᩘ㸭入㟁ᩘ）｣、｢ࢥࢺࣟࣉルのไ度｣及

び｢㐠用の適切ᛶ｣と⪃えており、᭱ もࢺࢫࢥに関係するのは、｢ᛂ⟅⋡｣である。

ルᨵゞによりᨵၿを図り、まࢥࢺࣟࣉについては、検討や｢ルの⢭度ࢥࢺࣟࣉ｣・

た、｢㐠用の適切ᛶ｣については、ጤク事業者のኚ更や、事業の実施内ᐜの検証、

┦ㄯဨにᑐする◊ಟや指導を行うことによりᑐᛂしている。

・｢ᛂ⟅⋡｣については、事業㛤ጞᚋ入㟁ᩘが㡰ㄪにఙびるのにᑐしప下ഴ向が見

られ、用者から｢㟁ヰが⧅がらない｣とのⱞがከくᐤࡏられていた。
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・県が費用負担を行う⌮⏤としては、消防としてのᙺにຍえ、県❧㝔が担っ

ている救急医療機関におけるཷデの適正化を見㎸ࡴ、県医療行政のほ点からも

効果が見㎸めるとᩚ⌮した。

մ ᴗᑟධのຠᯝ

・事業㛤ጞᚋ㸲ࣨ月㛫での┦ㄯ件ᩘ 1,202 件のうࡕ、すࡄに 119␒要ㄳがᚲ要だ

ったものは 55件であり、救急㌴の適正用に⧅がった。

・事業実施๓とẚ㍑して救急出ື件ᩘが 3.6㸣（423件）減ᑡした。

（H30年 12 月㹼H31年 3月㸸11,861 件 э R1年 12月㹼R2年 3月㸸11,438件）

本検討部会では、㸯㹼３によりᢳ出されたㄢ㢟にᇶ࡙き㆟ㄽを㔜ࡡ、救急安心センター

事業の全国ᒎ㛤に向けゎỴすきㄢ㢟について、次のようにᩚ⌮した。

（㸯）事業実施のᚲ要ᛶのᩚ⌮（事業実施効果のศᯒ・明確化）

（㸰）事業の実施地域、実施主体、財政ᥐ⨨のあり方

（３）関係機関・事業との連ᦠ、┦ㄯဨ及びጤク事業者の確ಖ方策

（㸲）㢮ఝの▷⦰ࣖࢲルとの関係、ᢏ⾡的ㄢ㢟へのᑐᛂ

（㸳）事業の普及ၨ発、認知度向ୖのための方策

（㸴）ᮍ実施団体における検討のຍ㏿、᪤実施団体における事業のᗏୖࡆ

次❶では、ୖ 記でᩚ⌮したࡑれࡒれのㄢ㢟にᑐして⪃えられるゎỴ策を、㡰次、ල体的

にᥦ♧していきたい。
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ྛㄢ㢟のゎỴ⟇のᥦ♧

各地域において♯7119 事業を導入するにあたっては、まࡎは、地域ఫẸをはࡌめ

とする関係者に事業の実施効果を༑ศࡈ⌮ゎいただき、事業実施のᚲ要ᛶを共通認

㆑いただくことが㔜要である。

  本事業の実施効果のศᯒや明確化を図るため、「救急業務のあり方に関する検討会」

においても㐣ཤから⥅⥆的に検討を行ってきており、例えࡤ、年度の「救急業務の

あり方に関する検討会報告書」においては、「ձ救急㌴の適正用」、「ղ救急医療機

関のཷデの適正化」及び「ճఫẸへの安心・安全のᥦ౪」という３つのほ点から、以

下の通り事業効果を♧したとこࢁである。

事業効果の定量的（財政的）評価のために想定される要素

種別 効 果 効果を示す事項 事業効果の定量的(財政的)な
評価のために想定される要素

救
急
車
の
適
正
利
用

潜在的な重症者を発見・救護

● 救急相談件数のうち、緊急（救急車）で即受診と判断された件数は
30,003件（14.9％）（H30 東京消防庁）

★重症化した際に想定される治
療に要する医療費

★急性疾患により介護を要する
こととなった場合の介護費● ♯7119から救急車搬送と判断され、重症化が防がれた奏功事例

軽症者の割合の減少効果 ● 初診時程度が「軽症」であった割合が減少
東京消防庁 【H18】60.3％ ⇒【H30】54.5％（▲5.8％）

不急の救急出動の抑制効果

● 救急出動件数の増加率が抑制
【H18⇒H30】全国：26.1％増  東京：19.1％（▲7.0％）

★救急出動増加に対する救急
隊増隊費用と♯7119導入費
用の比較

● 管轄面積が広い地域では、１件の出動～帰所に時間を要する。
遠方からの出動による到着遅延を防ぎ、より緊急性の高い事案に出動
するため、♯7119により救急車の不急の出動を抑制することを推進

救
急
医
療
機
関
の
受
診
の
適
正
化

医療機関における時間外受付者数の減少効果 ● ♯7119導入後、時間外受付者が 8.1％減少（札幌市 A病院）

医療機関における救急医療相談数の抑制効果 ● ♯7119導入後、病院への相談件数が約 24％減少（神戸市）

医療費の適正化効果

● 相談の結果、時間外受診をせずにすんだ
→診療報酬の時間外割増分の適正化

● 相談の結果、受診しなかった
→受診した場合に生じていた医療費の削減

● 相談の結果、救急車を利用しなかった
→夜間休日救急搬送医学管理料の適正化

※横浜市（試算）
約５億円の効果

（医療費適正化効果－事業費）

住
民
へ
の
安
心
・
安
全

の
提
供

利用者の満足度 ● 実施団体が実施した利用者アンケート（H30年度「救急安心センターおおさか」に関するアンケート）

→約９割の利用者が「役に立った」と回答

医療機関休診時のニーズの受皿の役割
● 医療機関が休診のとき♯7119入電が多い。

→曜日：日曜日、次いで土曜日に多い
月：１月、７月、８月、12月に加え、５月（GW）に多い

成人への適切な受療機会の提供 ●♯7119は成人層の利用が多く、そのうち医療機関案内が多い
→かかりつけ医をもつきっかけを作る側面も考えられる。

★診療科間違いによる複数科
受診による医療費

※は既に示されている定量的（財政的）効果

資 料 ４௧ඖ年度救急業務のあり方に関する検討会報告書よりᢤ⢋
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・県が費用負担を行う⌮⏤としては、消防としてのᙺにຍえ、県❧㝔が担っ

ている救急医療機関におけるཷデの適正化を見㎸ࡴ、県医療行政のほ点からも

効果が見㎸めるとᩚ⌮した。

մ ᴗᑟධのຠᯝ

・事業㛤ጞᚋ㸲ࣨ月㛫での┦ㄯ件ᩘ 1,202 件のうࡕ、すࡄに 119␒要ㄳがᚲ要だ

ったものは 55件であり、救急㌴の適正用に⧅がった。

・事業実施๓とẚ㍑して救急出ື件ᩘが 3.6㸣（423 件）減ᑡした。

（H30年 12月㹼H31年 3月㸸11,861 件 э R1年 12月㹼R2年 3月㸸11,438件）

本検討部会では、㸯㹼３によりᢳ出されたㄢ㢟にᇶ࡙き㆟ㄽを㔜ࡡ、救急安心センター

事業の全国ᒎ㛤に向けゎỴすきㄢ㢟について、次のようにᩚ⌮した。

（㸯）事業実施のᚲ要ᛶのᩚ⌮（事業実施効果のศᯒ・明確化）

（㸰）事業の実施地域、実施主体、財政ᥐ⨨のあり方

（３）関係機関・事業との連ᦠ、┦ㄯဨ及びጤク事業者の確ಖ方策

（㸲）㢮ఝの▷⦰ࣖࢲルとの関係、ᢏ⾡的ㄢ㢟へのᑐᛂ

（㸳）事業の普及ၨ発、認知度向ୖのための方策

（㸴）ᮍ実施団体における検討のຍ㏿、᪤実施団体における事業のᗏୖࡆ

次❶では、ୖ 記でᩚ⌮したࡑれࡒれのㄢ㢟にᑐして⪃えられるゎỴ策を、㡰次、ල体的

にᥦ♧していきたい。
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  こうした知見の積をᇶ♏としつつ、本検討部会ではさらに、救急安心センター事

業等の実施⮬体からいただいたࢮࣞࣉンࢸーࣙࢩンや㈨ᩱᥦ౪等を通ࡌて、ࡑれ

れの⮬体が⌧ᅾ、事業の実施効果をどのように認㆑し、地域ఫẸにᑐしてㄝ明しࡒ

ているのかを確認した。ࡑのᴫ要は以下の通りである。

実施団体 実施事業 事業効果

᪂₲県 ♯7119事業 ○┦ㄯ件ᩘのቑຍ
一日当たり㸸H29年度 9.7件Ѝ平成 30年度 12.9件（+3.2件）

○₯ᅾ的㔜者の発見・救ㆤ
㟁ヰ┦ㄯがあったもののうࡕ⥭急度の㧗いもの㸸45㸣

ᮾி都 ♯7119事業 ○急なẼや࢞ࢣをして安な都Ẹへ安心をᥦ౪
平成 19年から௧ඖ年までの合ィ 4,260,248ே

○₯ᅾ的㔜者の発見・救ㆤ（平成 19年から௧ඖ年まで）
┦ㄯの結果、
・救急ᦙ送となり、⥭急入㝔した都Ẹ 74,189ே（中等以ୖ）
・⥭急度が㧗い等、┦ㄯ๓に救急出ሙさࡏた件ᩘ 10,310件
（ͤཷ付ẁ㝵での「྾なし」や「Ỉἐ」等の࢟ー࣡ーࢻから 119㌿送）

○救急ᦙ送ேဨに༨める軽者の合のప減
平成 18年 60.3%Ѝ௧ඖ年 54.2㸣（࣏6.1ڸンࢺ）

㜰市 ♯7119事業 ○₯ᅾ的㔜者の発見・救ㆤ（௧ඖ年度）
  ┦ㄯの結果、119␒へ㌿送し救急㌴が出ሙした件ᩘ 2,556件のうࡕ、⥭

急入㝔となったയ者は 642ே

○要の救急出ሙのᢚไ（平成 30年度）
  平成 21年を 100とした救急出ሙ件ᩘቑຍ⋡は 122.9と、政௧市平ᆒ

（131.0）とẚ㍑して 。పいࢺン࣏8.1

○安なఫẸへ安心・安全のᥦ౪
  用者へのンࢣーࢺㄪᰝ（௧㸰年㸰月実施）
  ・「ኚᙺに❧った」・「ある⛬度ᙺに❧った」とのᅇ⟅㸸89.1㸣
  ・「ᚋも用しようとᛮう」とᅇ⟅㸸93.1㸣

○救急医療機関のཷデの適正化
  ௧ඖ年中の┦ㄯ件ᩘ 133,233件のうࡕ

・救急㌴以እでのཷデ່ዡ㸸61.6㸣
・⩣日以㝆のཷデ່ዡ・⤒㐣ほᐹ㸸14.4㸣

⚄ᡞ市 ♯7119事業 ○₯ᅾ的㔜者の発見・救ㆤ
┦ㄯの結果、救急㌴が出ሙした事のうࡕ、㔜・㔜⠜であったもの
平成 30年㸸31件、௧ඖ年㸸34件

○救急㟂要ᑐ策効果
・軽者合の減ᑡ㸸平成 28年 58.3%Ѝ௧ඖ年 ン࣏0.1ڸ）58.2%
（ࢺ

・救急出ື件ᩘのቑຍ⋡ᨵၿ㸸平成 29年から௧ඖ年までの救急出ືቑ
ຍ⋡は、全国とẚ㍑して పいࢺン࣏0.4%

ዉⰋ県 ♯7119事業、

♯8000事業

○各事業への認知度の向ୖ
・♯7119事業㸸平成 26年度 33%Ѝ平成 30年度 52%（+19%）
・♯8000事業㸸平成 29年度 30%Ѝ平成 30年度 35%（+5%）

○用者からの㧗いホ౯
・♯7119事業㸸平成 26年度から平成 30年度に♯7119を用した方への

や内ࢫࣂࢻ」ㄪᰝでは、70%以ୖの方がࢺーࢣン
を適切だったとᛮう」とᅇ⟅。

・♯8000事業㸸平成 29年度及び平成 30年度に♯���� を用した方への
や内ࢫࣂࢻ」ㄪᰝでは、80%以ୖの方がࢺーࢣン
を適切だったとᛮう」とᅇ⟅

⩌㤿県 ♯8000事業 ○ఇ日・ኪ㛫のᑠඣ救急ᝈ者ᩘの減ᑡഴ向
  平成 20年 2,214ேЍ平成 30年 2,080ே（134ڸே）

Ἀ⦖県 ♯8000事業 ○⥭急ᛶのపいཷデ者の減ᑡ
⩣日どのようなᑐᛂを取ったかをᑜࡡるㄪᰝ（平成 26年実施）
・㸵以ୖが「ཷデしなかった」、「⩣日㸷以㝆にཷデした」とᅇ⟅
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また、ࢥンࢧルࢸンࢢ会♫と連ᦠし、以下の視点でのศᯒを行った。

ձ♯7119 事業の実施団体とᮍ実施団体における「医療機関に救急ᦙ送した者のう

㔜者の合（㔜⋡）」のᕪ、ࡕ

ղ♯7119 事業の実施団体とᮍ実施団体における「要ㄳをཷけて⌧ሙに救急㝲が฿

╔したᚋ、⥭急ᛶがపくᦙ送になる合（ᦙ送⋡）」のᕪ

࠙ୖ記ձについてのศᯒ結果ᴫ要ࠚ

♯7119 事業の実施効果の㸯つとして、₯ᅾ的な㔜者からの救急┦ㄯをᥒいୖࡆ、

救急ᦙ送等を通ࡌた医療機関での適切なฎ⨨に⧅ࡆるという「₯ᅾ的㔜者の発見・

救ㆤ」効果がᮇᚅされる。

救急㌴でᦙ送されたയ者の㔜⋡を、事ᨾ✀ูが、ࡎこで、ᅇのศᯒではまࡑ

急の事において、全国平ᆒ、実施団体及びᮍ実施団体にศ㢮して⤒年でẚ㍑し

た。ࡑの結果、年㱋ู༊ศの「成ே」と「⪁ே」では、全国平ᆒ及びᮍ実施団体で見

ると、㔜⋡が年々ప下ഴ向にある一方で、実施団体で見ると、㔜⋡が㏆年ቑຍഴ

向にあることを確認した。

次に、実施団体のうࡕ、ಶู団体ࡈとに、♯7119事業を導入しなかったሙ合の 2018

年度のண ್と実 ್をẚ㍑した。ࡑの結果、年㱋༊ศูの「⪁ே」においては≉に、

ほぼ全ての実施団体で㔜⋡の実 ್がண ್よりもୖがっており、実施団体共通

のഴ向（効果）があることが確認された。

これらのことは、♯7119 事業が、₯ᅾ的㔜者を発見し、救ㆤする効果を᭷する

ことを付けるデータであると⪃えられる。

࠙ୖ記ղについてのศᯒ結果ᴫ要ࠚ

♯7119 事業の実施効果の㸯つとして、救急ᦙ送のᚲ要の↓い者については、ணめ

適切な救急┦ㄯを行うことで、救急㌴ではなく⊂ຊでの医療機関ཷデ等に⧅ࡆると

いう「急の救急出ືのᢚไ効果」がᮇᚅされる。

こで、ᅇのศᯒでは、要ㄳをཷけて⌧ሙに救急㝲が฿╔したᚋ、⥭急ᛶがపくࡑ

ᦙ送になる合（ᦙ送⋡）について、全国平ᆒ、実施団体及びᮍ実施団体にศ㢮

して⤒年でẚ㍑した。

⛣の結果、ᦙ送⋡は、実施団体の方が、全国平ᆒ及びᮍ実施団体よりもపく推ࡑ

しており、⤫ィ的な᭷意ᕪがあることが認められた。

このことは、♯7119 事業が、適切な救急┦ㄯを通ࡌて、急の救急出ືをᢚไす

る効果を᭷することを付けるデータであると⪃えられる。

ただし、実施団体のうࡕ、ಶู団体ࡈとに見たሙ合の効果や、≉定のᒓᛶとの関係

等は明らかにならなかったことから、ᚋの各実施団体における♯7119 導入年ᩘの

⤒㐣や、⤫ィデータの積がᮃまれる。
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  こうした知見の積をᇶ♏としつつ、本検討部会ではさらに、救急安心センター事

業等の実施⮬体からいただいたࢮࣞࣉンࢸーࣙࢩンや㈨ᩱᥦ౪等を通ࡌて、ࡑれ

れの⮬体が⌧ᅾ、事業の実施効果をどのように認㆑し、地域ఫẸにᑐしてㄝ明しࡒ

ているのかを確認した。ࡑのᴫ要は以下の通りである。

実施団体 実施事業 事業効果

᪂₲県 ♯7119事業 ○┦ㄯ件ᩘのቑຍ
一日当たり㸸H29年度 9.7件Ѝ平成 30年度 12.9件（+3.2件）

○₯ᅾ的㔜者の発見・救ㆤ
㟁ヰ┦ㄯがあったもののうࡕ⥭急度の㧗いもの㸸45㸣

ᮾி都 ♯7119事業 ○急なẼや࢞ࢣをして安な都Ẹへ安心をᥦ౪
平成 19年から௧ඖ年までの合ィ 4,260,248ே

○₯ᅾ的㔜者の発見・救ㆤ（平成 19年から௧ඖ年まで）
┦ㄯの結果、
・救急ᦙ送となり、⥭急入㝔した都Ẹ 74,189ே（中等以ୖ）
・⥭急度が㧗い等、┦ㄯ๓に救急出ሙさࡏた件ᩘ 10,310件
（ͤཷ付ẁ㝵での「྾なし」や「Ỉἐ」等の࢟ー࣡ーࢻから 119㌿送）

○救急ᦙ送ேဨに༨める軽者の合のప減
平成 18年 60.3%Ѝ௧ඖ年 54.2㸣（࣏6.1ڸンࢺ）

㜰市 ♯7119事業 ○₯ᅾ的㔜者の発見・救ㆤ（௧ඖ年度）
  ┦ㄯの結果、119␒へ㌿送し救急㌴が出ሙした件ᩘ 2,556件のうࡕ、⥭

急入㝔となったയ者は 642ே

○要の救急出ሙのᢚไ（平成 30年度）
  平成 21年を 100とした救急出ሙ件ᩘቑຍ⋡は 122.9と、政௧市平ᆒ

（131.0）とẚ㍑して 。పいࢺン࣏8.1

○安なఫẸへ安心・安全のᥦ౪
  用者へのンࢣーࢺㄪᰝ（௧㸰年㸰月実施）
  ・「ኚᙺに❧った」・「ある⛬度ᙺに❧った」とのᅇ⟅㸸89.1㸣
  ・「ᚋも用しようとᛮう」とᅇ⟅㸸93.1㸣

○救急医療機関のཷデの適正化
  ௧ඖ年中の┦ㄯ件ᩘ 133,233件のうࡕ

・救急㌴以እでのཷデ່ዡ㸸61.6㸣
・⩣日以㝆のཷデ່ዡ・⤒㐣ほᐹ㸸14.4㸣

⚄ᡞ市 ♯7119事業 ○₯ᅾ的㔜者の発見・救ㆤ
┦ㄯの結果、救急㌴が出ሙした事のうࡕ、㔜・㔜⠜であったもの
平成 30年㸸31件、௧ඖ年㸸34件

○救急㟂要ᑐ策効果
・軽者合の減ᑡ㸸平成 28年 58.3%Ѝ௧ඖ年 ン࣏0.1ڸ）58.2%
（ࢺ

・救急出ື件ᩘのቑຍ⋡ᨵၿ㸸平成 29年から௧ඖ年までの救急出ືቑ
ຍ⋡は、全国とẚ㍑して పいࢺン࣏0.4%

ዉⰋ県 ♯7119事業、

♯8000事業

○各事業への認知度の向ୖ
・♯7119事業㸸平成 26年度 33%Ѝ平成 30年度 52%（+19%）
・♯8000事業㸸平成 29年度 30%Ѝ平成 30年度 35%（+5%）

○用者からの㧗いホ౯
・♯7119事業㸸平成 26年度から平成 30年度に♯7119を用した方への

や内ࢫࣂࢻ」ㄪᰝでは、70%以ୖの方がࢺーࢣン
を適切だったとᛮう」とᅇ⟅。

・♯8000事業㸸平成 29年度及び平成 30年度に♯���� を用した方への
や内ࢫࣂࢻ」ㄪᰝでは、80%以ୖの方がࢺーࢣン
を適切だったとᛮう」とᅇ⟅

⩌㤿県 ♯8000事業 ○ఇ日・ኪ㛫のᑠඣ救急ᝈ者ᩘの減ᑡഴ向
  平成 20年 2,214ேЍ平成 30年 2,080ே（134ڸே）

Ἀ⦖県 ♯8000事業 ○⥭急ᛶのపいཷデ者の減ᑡ
⩣日どのようなᑐᛂを取ったかをᑜࡡるㄪᰝ（平成 26年実施）
・㸵以ୖが「ཷデしなかった」、「⩣日㸷以㝆にཷデした」とᅇ⟅
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さらに、消防庁では、⥲務┬行政ホ౯局と連ᦠし、これまで㹃㹀㹎㹋（ࣅ࢚デンࢫ

にᇶ࡙く政策❧、Evidence-based Policy Making）の⪃え方を用いて♯7119事業

の導入効果について検討してきたとこࢁであるが、ᚋは、例えࡤ以下のㄪᰝ等を行

うことをண定している。

・♯7119が効果をୖࡆている࣓࣒ࢬࢽ࢝を明らかにし、♯7119導入のᚲ要ᛶを

ឤࡌていない都道府県及び消防本部にᑐして、₯ᅾ的ࢽーࢬがᏑᅾしᚓること

を♧すため、一⯡国Ẹ向けンࢣーࢺㄪᰝを実施。

・消防庁がಖ᭷している救急ᦙ送に係るデータや各✀政府⤫ィデータの中から、

救急㟂要をቑ減さࡏるྍ⬟ᛶのあるデータを㑅定。

れらのᩘ್データを♯7119ࡑ・ 事業を導入している㸭していない地域㛫でẚ㍑・

ศᯒし、ࡑの導入効果を検証。

なお、㹃㹀㹎㹋とは、以下の通りである。

○政策目的を明確化さࡏ、

の目的のため本当に効果がୖがる行政ᡭẁはఱかなど、当ヱ政策のᣐってࡑ○

❧つㄽ⌮を明確にし、これに༶してデータ等のࣅ࢚デンࢫをྍ⬟な㝈りồ

め、「政策のᇶ本的なᯟ組ࡳ」を明確にする取組。

（第㸲ᅇ㹃㹀㹎㹋推進ጤဨ会（௧ඖ年㸷月㸷日）における㈨ᩱ㸯「㹃㹀㹎㹋の

推進について」（内㛶ᐁᡣ行政ᨵ㠉推進本部事務局）より）

（ୖ記ձについてのศᯒ結果）

急の㔜യ⋡の全国平ᆒとの⤒年ẚ㍑
（ୖ記ղについてのศᯒ結果）

「ᦙ送⋡」の全国平ᆒとの⤒年ẚ㍑

さらに、消防庁では、⥲務┬行政ホ౯局と連ᦠし、これまで

ͤᮍ実施・実施の༊ศは、各年ࡈとの♯7119事業を㛤ጞしている実施団体にᒓする消防本部の㞟ィ್
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本検討部会や救急安心センター事業（♯7119）担当者及び普及促進アドバイザー連

絡会などにおける議論や分析を通じて、♯7119 事業は、従来から整理してきた「①

救急車の適正利用（適時・適切な利用）」、「②救急医療機関の受診の適正化」及び「③

住民への安心・安全の提供」という３つの観点はもとより、高齢化及び人口減少の進

展や社会環境の変化といった「④時代の変化への的確な対応」の観点、あるいは、今

般の「⑤新型コロナウイルス感染症を契機とした新しい生活様式の実践」などの観

点からも、寄せられる期待や重要性がますます増していることを確認した（下図参

照）。

また、本検討部会や連絡会における議論では、例えば、「本事業を実施・運用する

ことで、救急医療全体に関わる問題が見えてくるという面がある」、あるいは「119番

に入った連絡を一部、♯7119 に転送することで、救急出動の適正化の効果を挙げて

いる」といった、事業の実施効果にまつわる現場ならではの気づきや工夫について

も指摘があった。

一方で、「未実施団体へのアンケート」（第２章参照）からは、本事業の未実施団体

における未実施理由として、財政的な課題と並んで、「事業の必要性や効果が感じら

れない」という点が、大きな障壁となっていることが改めて浮き彫りになった。ま

た、その背景には、単独の自治体では、管内の救急需要や医療体制に係るデータ分析

のための時間やノウハウが不十分な状況にあることも、一因として垣間見られた。

本事業の全国展開に向け、今後、未実施団体を事業実施に導いていくためには、財

政的な課題の解決もさることながら、国として、本事業の実施効果の分析・明確化を
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さらに、消防庁では、⥲務┬行政ホ౯局と連ᦠし、これまで㹃㹀㹎㹋（ࣅ࢚デンࢫ

にᇶ࡙く政策❧、Evidence-based Policy Making）の⪃え方を用いて♯7119事業

の導入効果について検討してきたとこࢁであるが、ᚋは、例えࡤ以下のㄪᰝ等を行

うことをண定している。

・♯7119が効果をୖࡆている࣓࣒ࢬࢽ࢝を明らかにし、♯7119導入のᚲ要ᛶを

ឤࡌていない都道府県及び消防本部にᑐして、₯ᅾ的ࢽーࢬがᏑᅾしᚓること

を♧すため、一⯡国Ẹ向けンࢣーࢺㄪᰝを実施。

・消防庁がಖ᭷している救急ᦙ送に係るデータや各✀政府⤫ィデータの中から、

救急㟂要をቑ減さࡏるྍ⬟ᛶのあるデータを㑅定。

れらのᩘ್データを♯7119ࡑ・ 事業を導入している㸭していない地域㛫でẚ㍑・

ศᯒし、ࡑの導入効果を検証。

なお、㹃㹀㹎㹋とは、以下の通りである。

○政策目的を明確化さࡏ、

の目的のため本当に効果がୖがる行政ᡭẁはఱかなど、当ヱ政策のᣐってࡑ○

❧つㄽ⌮を明確にし、これに༶してデータ等のࣅ࢚デンࢫをྍ⬟な㝈りồ

め、「政策のᇶ本的なᯟ組ࡳ」を明確にする取組。

（第㸲ᅇ㹃㹀㹎㹋推進ጤဨ会（௧ඖ年㸷月㸷日）における㈨ᩱ㸯「㹃㹀㹎㹋の

推進について」（内㛶ᐁᡣ行政ᨵ㠉推進本部事務局）より）

（ୖ記ձについてのศᯒ結果）

急の㔜യ⋡の全国平ᆒとの⤒年ẚ㍑
（ୖ記ղについてのศᯒ結果）

「ᦙ送⋡」の全国平ᆒとの⤒年ẚ㍑

ͤᮍ実施・実施の༊ศは、各年ࡈとの♯7119事業を㛤ጞしている実施団体にᒓする消防本部の㞟ィ್
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さらにᢲし進めるとともに、⌧ሙならではのẼ࡙きやᕤኵについても㞟し、結果

をศかりやすくᩚ⌮のうえ、ᗈく普及ၨ発することで、全国各地の関係者に事業実

施のᚲ要ᛶをᙉく実ឤいただくことが、ྍḞである。

の㝿には、地域の実や各関係者の⨨かれた❧ሙは様々であることから、༢視ࡑ

║的にではなく、ୖ記ձ㹼յに♧したほ点を踏まえつつ、実施地域からከ✀ከ様な

データを⥅⥆的に㞟し、地域ᕪや⤒年ኚ化などもྵめて༑ศにศᯒ・明確化しな

がら、⪃えᚓる効果をᗈく「合ࡏࢃᢏ」でᥦ♧・ㄝ明していくことがᮃましい。

なお、こうしたస業の๓ᥦとしては、事業効果ࡑのものの定⩏や、ホ౯のᇶ‽・指

ᶆなどについて、さらに共通認㆑をᅛめていくᚲ要があると⪃える。

ᚋ、ୖ 記で♧したゎỴ策のල体化をᑡしでも図れるよう、ᚋ㏙する事業の「㉁」

や「౽ᛶ」、「効⋡ᛶ」の向ୖといったㄽ点とేࡏて、さらに検討が῝められていく

ことをᮇᚅしたい。
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ᴗᐇのᚲせᛶのᩚ⌮㸦ᴗᐇຠᯝのศᯒ・᫂☜㸧㛵ࡿࡍ࡞ពぢ

㹙⯡㹛

・⮬体も財政的にຓかる、医療機関もຓかる、救急㝲ဨの㐣㔜ປാも減るというデータ

が♧ࡏると㠀ᖖにⰋい。

・༢発で࣓ࣜࢺࢵやゎỴ策を♧すことはᅔ㞴であࢁうから、様々な面で実施地域からのデ

ータを㞟し、各導入ㄢ㢟にᑐするゎỴ策を「合ࡏࢃᢏ」でᮍ実施の地域にᥦ♧し、࣓

。をㄝ明するとⰋいのではないかࢺࢵࣜ

ールするࣆてࡏもేࢺࢵはきなၥ㢟だが、救急㌴の用ᢚไ以እの導入࣓ࣜࢺࢫࢥ・

ことに意があると⪃える。

24）ࢫࣅーࢧルࣇ・ 㛫 365 日）を行っている団体と、࢝ࣛルࢺ（例えࡤ平日ኪ㛫の

ึ、で行っている団体をศけてศᯒし、ᚋ者でも一定の効果があることを♧し（ࡳ ᮇの

⟬入のࣁーࢻルを下ࡆつつ、ẁ㝵的にᣑの道➽を♧す等のᕤኵをしてはどうか。

・事業効果についてさらに進めた検討を行うためには、ࡑの定⩏がᚲ要になるとᛮう。

・事業効果については、ホ౯のᇶ‽あるいは目安がないことがࡑもࡑもၥ㢟ではないか。

・ホ౯の指ᶆについては、医療機関の㉁ホ౯とྠ様に、「Structure（ᵓ㐀）」「Process（㐣

⛬）」「Outcome（結果）」にศ㢮して㆟ㄽすると⌮ゎしやすいのではないか。

・ఫẸの意㆑ㄪᰝを実施できるとⰋいのではないか。≉に、実施団体周㎶のᮍ実施地域の

ఫẸへの意㆑ㄪᰝがⰋい。

㹙ᩆᛴฟືの㐺ṇ㹛

・救急㟂要の㐕㏕のある政௧市など都市地域では、これにᑐᛂする救急㝲をቑ㝲するよ

りも、♯7119 事業を実施する方が、費用ᑐ効果は㧗いとᛮࢃれる。しかし、救急出ሙ

件ᩘのఙびがపい地方部の消防においては≧ἣが␗なるため、本事業の導入に向けた

㆟ㄽがなかなか進まないという面がある。

・本県では、県庁ᡤᅾ地では、適正用や救急ᦙ送件ᩘのᢚไというၥ㢟のゎỴ、ࡑれ以

እの地域では、㝔に行かࡎᡃ៏している者のᣠいୖࡆに⧅がると⪃えており、事業の

。れで␗なっているࡒれࡑはࢬーࢽ

・全国的に見て、救急出ື件ᩘにᑐするᦙ送ேဨの合は年々ప下しているが、これが↓

㥏な出ື（✵りに⤊ࢃる出ື）のቑຍを意しているのであれ7119♯、ࡤ を普及さ

。るᚲ要ᛶをㄝ明する᰿ᣐとなるࡏ

・᪂ᆺ࢘ࢼࣟࢥルࢫឤᰁのᙳ㡪で救急出ື件ᩘが減ᑡしているが、この要ᅉが救急ᦙ

送のᚲ要が↓い軽者であったというศᯒ結果が出てくれࡑ、ࡤういうே㐩が♯7119

を使うことで、救急出ື件ᩘがかなりᢚไされᚓるとㄝ明できるかもしれない。

・本市では 119 ␒に入った連絡を一部、♯7119 に㌿送することで、救急出ືの適正化の

効果をᣲࡆている。このようなᰂ㌾なᑐᛂを地域にも່められないだࢁうか。
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さらにᢲし進めるとともに、⌧ሙならではのẼ࡙きやᕤኵについても㞟し、結果

をศかりやすくᩚ⌮のうえ、ᗈく普及ၨ発することで、全国各地の関係者に事業実
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がら、⪃えᚓる効果をᗈく「合ࡏࢃᢏ」でᥦ♧・ㄝ明していくことがᮃましい。

なお、こうしたస業の๓ᥦとしては、事業効果ࡑのものの定⩏や、ホ౯のᇶ‽・指

ᶆなどについて、さらに共通認㆑をᅛめていくᚲ要があると⪃える。
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ことをᮇᚅしたい。
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㹙་⒪ഃࡽのどⅬ㹛

・当県では、救急ᝈ者のཷ入れも県❧㝔が担っており、救急㌴の適正用のၥ㢟が┤᥋

的に県の医療費にも⧅がることが、県でも財政負担をする⌮⏤付けにもなった。

・救急㟂要が㐕㏕していない地域では救急㌴の用ᢚไという視点でのࢽーࢬは↓いが、

たとえ救急㌴でなくても、ኪ中に࢜࢘ーࢡンで㝔に行けࡤ、ᝈ者にとっても医療機

関にとっても負担はきくなるので、ࡑのᚲ要ᛶのุ᩿を௮ࡄことができる࣒ࢸࢫࢩ

である♯7119事業は救急医療体ไから見て㔜要である。

・㟁ヰ┦ㄯの結果、㛫እデ療が減ったということであるが、ࡑれ以ୖに医ᖌをはࡌめと

する医療ᚑ事者の負担軽減、ാき方ᨵ㠉に⧅がることが㠀ᖖにきい。

・⌧≧として、㝔内の㟁ヰ┦ㄯについても、ࢫタࣇࢵの㛫が取られており、負担が

きいので、タࢺࣇࢩࢡࢫの⪃え方から、医療機関が㟁ヰᑐᛂࡎࡏに῭ࡴようになること

は㠀ᖖに࣓ࣜࢺࢵがあると⪃える。

・♯7119 への┦ㄯ件ᩘや内ᐜをศᯒすることで、地域でのឤᰁのὶ行や⅏ᐖの発生を

適・的確にᢕᥱする「ࢧーࣛ࣋ンࢫ」としてもά用することができ、ᚲ要な体ไᙉ

化に⧅ࡆられるというほ点からも、♯7119は᭷用とឤࡌている。

・救急医療全体に関ࢃるၥ㢟が、♯7119 を㐠用する中で見えてくるという面がある。

㹙ఫẸのᏳᚰ・Ᏻのᥦ౪㹛

・当市における♯7119 事業導入のための検討の中では、ᇶ本的には、ఫẸへの安心のᥦ

౪と㔜化のᢚไというほ点から㆟ㄽが進ࢇだ。

・┤᥋的な効果だけではなく、救急医療における救急㌴をࡪ๓のẁ㝵での安をゎ消す

ることがᚲ要であるとᛮう。

・市Ẹとしては、⮬ᕫཷデする㝿の┦ㄯにもά用でき、㠀ᖖに᭷効な事業だとᛮう。

・救急㟂要の適正化や医療機関の㛫እ負担の軽減といったᥦ౪ഃの࣓ࣜࢺࢵではなく、

ఫẸの安心・安全にᑐする‶㊊度といったことが᭱⤊的に行政をືかすのではないか。

㹙௦のኚの的☜࡞ᑐᛂ㹛

・ே生 100年௦に向けたࣜࢡࢫが㧗い㧗㱋者のቑຍへのᑐᛂや、地方の㐣化の῝้化

へのᑐ策としても、♯7119事業は効果があるとᛮう。

・消防機関⫋ဨをྵࡴ地域の救急ᦙ送・救急医療の担いᡭ㊊へのᑐᛂという意もある。

㹙᪂ᆺࢫࣝ࢘ࢼࣟࢥឤᰁᑐ⟇㹛

・ឤᰁのࣜࢡࢫとなるᚲ要なእ᮶ཷデ・እ出のᢚไというほ点からの㔜要ᛶがよりᙉく

認㆑される≧ἣにあるとᛮう。

・᪂ᆺ࢘ࢼࣟࢥルࢫឤᰁのᣑによって、本᮶は、♯7119 に㟁ヰする、あるいは救

急እ᮶をཷデすき方がある意⮬⢔してしまって、₯ᅾ化さࡏてしまい、ࡑの結果、

᪩ᮇ発見・᪩ᮇ療が㜼ᐖされて㔜化している༴㝤ᛶが༑ศある。ࡑういう意でも、

この㟁ヰ┦ㄯの㔜要ᛶ、また全国ᒎ㛤というのがますますᚲ要になっていると⪃える。

・᪂ᆺ࢘ࢼࣟࢥルࢫឤᰁへのᑐᛂが⤊ᜥしても、᪂たなឤᰁへのᑐᛂなどもྵめ、

ཷけ─としての┦ㄯ❆ཱྀがṧっていけࡤⰋいだࢁう。

・᪂ᆺ࢘ࢼࣟࢥルࢫឤᰁ、⇕中、⮬↛⅏ᐖྵめ、ᖜᗈく救急┦ㄯができるようなࢩ

。ⰋいのかなというẼがするࡤになっていけ࣒ࢸࢫ
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「救急安心センター」事業の推進に向けては、平成 21年度のモデル事業実施にጞ

まり、これまで「救急業務のあり方に関する検討会」を中心に⥅⥆的に㆟ㄽを行っ

てきた。これらを通ࡌて、検討㛤ጞ当ึよりᩚ⌮が進ࢇでいる㡯目もあることから、

⯡ᨵめて、消防庁がこれまでの検討会報告書等で♧してきた⪃え方を⥲ᣓし、「実

施地域の༢」、「実施主体」、「事業実施効果」及び「財政ᥐ⨨・財政負担」の㸲つ

の㡯目にศ㢮して、以下にᩚ⌮する。

ձ ᐇᆅᇦの༢

実施地域の༢については、これまで、「ཎ๎として、都道府県༢で実施する」

としてᩚ⌮してきている。

なお、༊域内に政௧指定都市がᏑᅾする都道府県、面積がᗈな都道府県など、

都道府県༢による実施がᅔ㞴なሙ合は、༊域内の一部の市町村において実施する

こともྍ⬟である᪨を♧しているが、ࡑの㝿には␃意事㡯として、᭱⤊的には都道

府県༢での事業実施に⧅がるᑐᛂがとられるよう促している。

᪉࠼⪄࡞ࡓࡁ࡚ࡋ♧࡛➼の検討会ሗ࿌᭩࡛ࡲࢀࡇ

㹙ᖹᡂ 26ᖺᗘᩆᛴᴗົのࡾ࠶᪉㛵ࡿࡍ検討会ሗ࿌᭩㸦ᖹᡂ 27ᖺ㸱᭶㸧ࡾࡼ㹛

・事業実施༢として、ձ地域≉ᛶへの᭱適化、ղ関係者の合意形成、ճᆒてࢇᛶ

のほ点からࡳると、都道府県༢での取組が᭱も地域の実にᛂࡌた取組が出᮶

るୖ、ࢣࢫール࣓ࣜࢺࢵの点からも᭱もᮃましいと⪃えられる。ᑠつᶍの市町村

ではᑓ㛛⫋を確ಖすることはᅔ㞴であることからも、ᗈ域的に取り組ࢺࢵ࣓ࣜࡴ

がある。（P173、P177）

㹙ᖹᡂ 29ᖺᗘᩆᛴᴗົのࡾ࠶᪉㛵ࡿࡍ検討会ሗ࿌᭩㸦ᖹᡂ 30ᖺ㸱᭶㸧ࡾࡼ㹛

・事業実施地域のேཱྀつᶍがきくなるほど、事業費がᢚえられるという効果がᚓ

られたことから、ᘬき⥆き、ཎ๎、都道府県༢での実施を推進していくきで

ある。（P21）

㹙ࠕᩆᛴᏳᚰ࣮ࢱࣥࢭᴗ㸦7119ݡ㸧の᭦ྲྀࡿ࡞⤌の᥎㐍࡚࠸ࡘ 㸦ࠖᖹᡂ 28ᖺ㸱᭶

31᪥ࡅᾘ㜵ᩆ➨ 32 ྕᩆᛴ⏬ᐊ㛗㏻▱㸧㹛

・都道府県の༊域内の一部の市町村が先行して事業実施するሙ合は、共ྠ実施や事

業のཷクなどにより事業㛤ጞᚋに県内のの市町村が事業ཧ入することができ

るᑐᛂをとるものとし、᭱ ⤊的に都道府県༢で事業を実施することがྍ⬟とな

るよう、当ヱᑐᛂがとられていることを確認したୖで、「♯7119」␒号の使用を認

めることとする。（通知ู⣬）
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㹙་⒪ഃࡽのどⅬ㹛

・当県では、救急ᝈ者のཷ入れも県❧㝔が担っており、救急㌴の適正用のၥ㢟が┤᥋

的に県の医療費にも⧅がることが、県でも財政負担をする⌮⏤付けにもなった。

・救急㟂要が㐕㏕していない地域では救急㌴の用ᢚไという視点でのࢽーࢬは↓いが、

たとえ救急㌴でなくても、ኪ中に࢜࢘ーࢡンで㝔に行けࡤ、ᝈ者にとっても医療機

関にとっても負担はきくなるので、ࡑのᚲ要ᛶのุ᩿を௮ࡄことができる࣒ࢸࢫࢩ

である♯7119事業は救急医療体ไから見て㔜要である。

・㟁ヰ┦ㄯの結果、㛫እデ療が減ったということであるが、ࡑれ以ୖに医ᖌをはࡌめと

する医療ᚑ事者の負担軽減、ാき方ᨵ㠉に⧅がることが㠀ᖖにきい。

・⌧≧として、㝔内の㟁ヰ┦ㄯについても、ࢫタࣇࢵの㛫が取られており、負担が

きいので、タࢺࣇࢩࢡࢫの⪃え方から、医療機関が㟁ヰᑐᛂࡎࡏに῭ࡴようになること

は㠀ᖖに࣓ࣜࢺࢵがあると⪃える。

・♯7119 への┦ㄯ件ᩘや内ᐜをศᯒすることで、地域でのឤᰁのὶ行や⅏ᐖの発生を

適・的確にᢕᥱする「ࢧーࣛ࣋ンࢫ」としてもά用することができ、ᚲ要な体ไᙉ

化に⧅ࡆられるというほ点からも、♯7119は᭷用とឤࡌている。

・救急医療全体に関ࢃるၥ㢟が、♯7119 を㐠用する中で見えてくるという面がある。

㹙ఫẸのᏳᚰ・Ᏻのᥦ౪㹛

・当市における♯7119 事業導入のための検討の中では、ᇶ本的には、ఫẸへの安心のᥦ

౪と㔜化のᢚไというほ点から㆟ㄽが進ࢇだ。

・┤᥋的な効果だけではなく、救急医療における救急㌴をࡪ๓のẁ㝵での安をゎ消す

ることがᚲ要であるとᛮう。

・市Ẹとしては、⮬ᕫཷデする㝿の┦ㄯにもά用でき、㠀ᖖに᭷効な事業だとᛮう。

・救急㟂要の適正化や医療機関の㛫እ負担の軽減といったᥦ౪ഃの࣓ࣜࢺࢵではなく、

ఫẸの安心・安全にᑐする‶㊊度といったことが᭱⤊的に行政をືかすのではないか。

㹙௦のኚの的☜࡞ᑐᛂ㹛

・ே生 100年௦に向けたࣜࢡࢫが㧗い㧗㱋者のቑຍへのᑐᛂや、地方の㐣化の῝้化

へのᑐ策としても、♯7119事業は効果があるとᛮう。

・消防機関⫋ဨをྵࡴ地域の救急ᦙ送・救急医療の担いᡭ㊊へのᑐᛂという意もある。

㹙᪂ᆺࢫࣝ࢘ࢼࣟࢥឤᰁᑐ⟇㹛

・ឤᰁのࣜࢡࢫとなるᚲ要なእ᮶ཷデ・እ出のᢚไというほ点からの㔜要ᛶがよりᙉく

認㆑される≧ἣにあるとᛮう。

・᪂ᆺ࢘ࢼࣟࢥルࢫឤᰁのᣑによって、本᮶は、♯7119 に㟁ヰする、あるいは救

急እ᮶をཷデすき方がある意⮬⢔してしまって、₯ᅾ化さࡏてしまい、ࡑの結果、

᪩ᮇ発見・᪩ᮇ療が㜼ᐖされて㔜化している༴㝤ᛶが༑ศある。ࡑういう意でも、

この㟁ヰ┦ㄯの㔜要ᛶ、また全国ᒎ㛤というのがますますᚲ要になっていると⪃える。

・᪂ᆺ࢘ࢼࣟࢥルࢫឤᰁへのᑐᛂが⤊ᜥしても、᪂たなឤᰁへのᑐᛂなどもྵめ、

ཷけ─としての┦ㄯ❆ཱྀがṧっていけࡤⰋいだࢁう。

・᪂ᆺ࢘ࢼࣟࢥルࢫឤᰁ、⇕中、⮬↛⅏ᐖྵめ、ᖜᗈく救急┦ㄯができるようなࢩ

。ⰋいのかなというẼがするࡤになっていけ࣒ࢸࢫ
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ղ ᐇయ

実施主体については、これまで、「ཎ๎として、市町村が実施主体である」とし

てᩚ⌮してきている。

ただし、๓㏙ձの通り、実施地域の༢については「ཎ๎として、都道府県༢」

と♧していることから、事業実施に当たっては、༢⊂市町村による実施ではなく、

都道府県内の市町村が県域༢で共ྠして実施するጼを定している。

なお、都道府県のᙺについては、検討㛤ጞ当ึは、本事業が主として救急㟂要

ᑐ策の一⎔として⨨࡙けられていたこともあり、都道府県の消防防⅏主管部局が

関係者㛫の連ᦠを促し、主導的なᙺを担うようồめるにとどまっていた。

しかし、検討が進ࢇでいく中で、医療関係者等へのᾐ㏱のほ点や、医療費の適正

化等の医療面から見た事業効果のほ点（ᚋ㏙ճཧ↷）などについても╔目が進ࡳ、

ᨵめて、都道府県の消防防⅏主管部局のࡳならࡎ、衛生主管部局も主導的なᙺを

果たしᚓるとᩚ⌮したୖで、୧部局がࡑれࡒれᙺを果たしつつ、連ᦠしながら、

都道府県として主体的・積極的に関し、市町村┦㛫の連絡༠ㄪを図るとともに、

地域医ᖌ会等地域の関係団体との連絡ㄪᩚ等を行うことが㔜要であると♧すに⮳

っている。

᪉࠼⪄࡞ࡓࡁ࡚ࡋ♧࡛➼の検討会ሗ࿌᭩࡛ࡲࢀࡇ

㹙ᖹᡂ 21ᖺᗘᩆᛴᴗົ㧗ᗘ᥎㐍検討会ሗ࿌᭩㸦ᖹᡂ 22ᖺ㸱᭶㸧ࡾࡼ㹛

・（消防機関における）救急㟂要ᑐ策の一⎔として、医ᖌや┳ㆤᖌと連ᦠした医Ꮫ

的に㉁の㧗い救急┦ㄯ体ไのᵓ⠏がồめられている。（P149）

・救急安心センターは、ཎ๎として消防機関にタ⨨することとしており、┦ㄯ業務

と各消防本部の指௧センターの指௧業務と連ᦠを図ることとしている。（P150）

㹙㈈ᨻᥐ置࡚࠸ࡘ㹛

・救急┦ㄯ事業をྵࡴ救急㟂要ᑐ策に係る⤒費として、市町村ศの普通付⛯にお

いてᥐ⨨が行ࢃれている（平成 21年度から⥅⥆）。

㹙ᖹᡂ 26ᖺᗘᩆᛴᴗົのࡾ࠶᪉㛵ࡿࡍ検討会ሗ࿌᭩㸦ᖹᡂ 27ᖺ㸱᭶㸧ࡾࡼ㹛

・消防防⅏主管部局が関係者㛫の連ᦠを促し、地域をືかすために主導的なᙺを

担うことが᭷効であると⪃えられる。（P176）

㹙ᖹᡂ 27ᖺᗘᩆᛴᴗົのࡾ࠶᪉㛵ࡿࡍ検討会ሗ࿌᭩㸦ᖹᡂ 28ᖺ㸱᭶㸧ࡾࡼ㹛

・都道府県の消防防⅏主管部局が衛生主管部局等にാきかけ、消防本部における実

施に向けた意向のᢕᥱ及び実施に向けて検討を促していくᚲ要がある。（P63）

㹙ᖹᡂ 30ᖺᗘᩆᛴᴗົのࡾ࠶᪉㛵ࡿࡍ検討会ሗ࿌᭩㸦ᖹᡂ 31ᖺ㸱᭶㸧ࡾࡼ㹛

・♯7119 の導入については、各⮬体の消防防⅏主管部局と衛生主管部局とが連

ᦠして検討することがᚲ要である。また、♯7119をに実施するためには、都

道府県において、都道府県内の救急業務に係る実ែᢕᥱや、市町村┦㛫の連絡

༠ㄪを図るとともに、地域医ᖌ会等地域の関係団体との連絡ㄪᩚを行うことが㔜

要である。♯7119 の導入・㐠用については、以ୖを踏まえて、都道府県が主体的

に関することが効果的と⪃える。なお、各都道府県の≧ἣにᛂࡌて、消防防⅏

主管部局ཪは衛生主管部局のいࡎれも主導的なᙺを果たしᚓるが、な導

入・㐠用を進めるためには、୧部局がࡑれࡒれᚲ要なᙺを果たしつつ、連ᦠし

て取り組ࡴことがᚲ要である。（P59）
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ճ ᴗᐇຠᯝ

本事業の㛤ጞのዎ機は、救急件ᩘがቑຍし、⥭急ᛶがあるയ者に適切にᑐฎで

きない事ែがᠱᛕされたことや、₯ᅾ的な㔜者の救ㆤなど、主として消防面の効

果に╔目したものであったことから、ࡑの効果も消防行政面を中心に検討を行って

きた。しかしࡑのᚋ、事業効果についての検証を進める中で、「医療費の適正化」や

「医療機関ഃの負担軽減」といった医療面での効果も、やきく㢧ᅾ化するに⮳

っている。

ͤල体的な事業効果については、「㸯㸬事業実施のᚲ要ᛶのᩚ⌮（事業実施効

果のศᯒ・明確化）」をཧ↷。

᪉࠼⪄࡞ࡓࡁ࡚ࡋ♧࡛➼の検討会ሗ࿌᭩࡛ࡲࢀࡇ

㹙ᖹᡂ 26ᖺᗘᩆᛴᴗົのࡾ࠶᪉㛵ࡿࡍ検討会ሗ࿌᭩㸦ᖹᡂ 27ᖺ㸱᭶㸧ࡾࡼ㹛

・効果としては、救急㌴の適正用へのᐤ、救急用者に༨める軽合のప減、

₯ᅾ的㔜者の救ㆤ、医療機関内を目的とした119␒通報の減ᑡがあࡆられた。

（P167）

㹙ᖹᡂ 29ᖺᗘᩆᛴᴗົのࡾ࠶᪉㛵ࡿࡍ検討会ሗ࿌᭩㸦ᖹᡂ 30ᖺ㸱᭶㸧ࡾࡼ㹛

・ㄪᰝ結果にᇶ࡙く௬定でのヨ⟬になるが、医療費の適正化について、きな効果

を見いだすことができた。（P21）

㹙ᖹᡂ 30ᖺᗘᩆᛴᴗົのࡾ࠶᪉㛵ࡿࡍ検討会ሗ࿌᭩㸦ᖹᡂ 31ᖺ㸱᭶㸧ࡾࡼ㹛

・♯7119 は、救急ᦙ送の適正化とྠに、医療の適切なᥦ౪にもᐤする事業で

ある。（P59）
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մ ㈈ᨻᥐ置・㈈ᨻ㈇ᢸ

♯7119 事業の導入に㝿してㄢ㢟となる財政的な支援の⌧≧については、事業❧ࡕ

のᚋの㐠Ⴀ費（ࣛンࡑ、が及びのᇶ┙ᩚഛに係る支援ᥐ⨨として以下のࡆୖ

。れᥐ⨨されているࡒれࡑ、が࢘に係る支援ᥐ⨨として以下の（ࢺࢫࢥࢢンࢽ

㸬消防防⅏施タᩚഛ費⿵ຓ㔠（⿵ຓ⋡㸯/３）

ͤ平成 29 年度より、㟁ヰ┦ㄯ❆ཱྀを消防機関以እにタ⨨するሙ合も⿵ຓᑐ

㇟に㏣ຍ。

ͤ௧㸰年度より、都道府県༢の㐠用のためにᩚഛするሙ合は、≉ูに⪃

៖して㓄ศ

⋠㸬防⅏ᑐ策事業മ（消防防⅏施タᩚഛ事業）（当 75㸣、付⛯⟬入⋡ 30㸣）

㸬普通付⛯市町村ศ（消防費）࢘

※しい財ࢃさࡩとにࡈのୖで、財政負担のあり方についてはこれまで、「地域ࡑ

確ಖの方策について、検討することがᮃましい」、「市町村だけでなく、都道府県も

一定の負担をすることが適当」と♧し、♯7119 事業の実施に㝿しては、市町村及び

都道府県が、ࡒれࡒれでά用ྍ⬟な財※を用いて実施するようồめている。

᪉࠼⪄࡞ࡓࡁ࡚ࡋ♧࡛➼の検討会ሗ࿌᭩࡛ࡲࢀࡇ

㹙ᖹᡂ 27ᖺᗘᩆᛴᴗົのࡾ࠶᪉㛵ࡿࡍ検討会ሗ࿌᭩㸦ᖹᡂ 28ᖺ㸱᭶㸧ࡾࡼ㹛

・地域ࡈとにࡩさࢃしい財※確ಖの方策について、検討することがᮃましい。（P70）

㹙ᖹᡂ 30ᖺᗘᩆᛴᴗົのࡾ࠶᪉㛵ࡿࡍ検討会ሗ࿌᭩㸦ᖹᡂ 31ᖺ㸱᭶㸧ࡾࡼ㹛

・♯7119 は、救急ᦙ送の適正化とྠに、医療の適切なᥦ౪にもᐤする事業で

ある。このことから、事業費負担において、市町村だけでなく、都道府県も一定

の負担をすることが適当である。（P59）
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消防庁ではこれまで、ୖ記（㸯）で㏙た⤒⦋や⪃え方にᇶ࡙きながら、♯7119

事業の普及促進を図ってきており、௧㸰年 10月⌧ᅾ、全国 17の地域で事業が実

施されている。ࡑの実施主体及び財政負担の≧ἣは次⾲のとおりである。

実施主体を、市町村㸭都道府県のูに╔目してศ㢮すると、市町村が実施主体の

地域は㸴地域、都道府県が実施主体の地域は 11地域となっている。

また、事業実施に当たって主導的なᙺを果たしている部局に╔目してศ㢮する

と、消防防⅏主管部局（消防本部）が主導的なᙺを果たしている地域は㸰地域、

衛生主管部局や㐠Ⴀ༠㆟会といった消防防⅏主管部局以እの組⧊が主導的なᙺを

果たしている地域は 15地域となっている。

次に、財政負担の≧ἣについて見ると、都道府県が実施主体の地域の中には、県

域内の市町村には全く負担をồめない㐠用を行っている地域や、県域内の市町村の

うࡕ政௧指定都市にのࡳ負担をồめる㐠用を行っている地域もあることから、財政

負担の生ࡌている市町村は、事業実施࢚ࣜ内の⥲市町村ᩘ 465団体中、156団体

に␃まっている。

ᐇᆅᇦ㸦17ᆅᇦ㸧ࡿࡅ࠾ᐇయࠊ㈈ᨻ㈇ᢸの≧ἣ㸦௧㸰ᖺ 10᭶⌧ᅾ㸧

ͤ㸯 （ ）書きは、財政負担をしている市町村ᩘ

ͤ㸰 は、消防防⅏部局/消防本部が主導的なᙺを果たしている地域ࡳᅖڧ

   下⥺は、㐠Ⴀ༠㆟会/㐠Ⴀጤဨ会が主導的なᙺを果たしている地域

れ以እは、衛生主管部局/ಖ衛生部局が主導的なᙺを果たしている地域ࡑ   
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մ ㈈ᨻᥐ置・㈈ᨻ㈇ᢸ

♯7119 事業の導入に㝿してㄢ㢟となる財政的な支援の⌧≧については、事業❧ࡕ

のᚋの㐠Ⴀ費（ࣛンࡑ、が及びのᇶ┙ᩚഛに係る支援ᥐ⨨として以下のࡆୖ

。れᥐ⨨されているࡒれࡑ、が࢘に係る支援ᥐ⨨として以下の（ࢺࢫࢥࢢンࢽ

㸬消防防⅏施タᩚഛ費⿵ຓ㔠（⿵ຓ⋡㸯/３）

ͤ平成 29 年度より、㟁ヰ┦ㄯ❆ཱྀを消防機関以እにタ⨨するሙ合も⿵ຓᑐ

㇟に㏣ຍ。

ͤ௧㸰年度より、都道府県༢の㐠用のためにᩚഛするሙ合は、≉ูに⪃

៖して㓄ศ

⋠㸬防⅏ᑐ策事業മ（消防防⅏施タᩚഛ事業）（当 75㸣、付⛯⟬入⋡ 30㸣）

㸬普通付⛯市町村ศ（消防費）࢘

※しい財ࢃさࡩとにࡈのୖで、財政負担のあり方についてはこれまで、「地域ࡑ

確ಖの方策について、検討することがᮃましい」、「市町村だけでなく、都道府県も

一定の負担をすることが適当」と♧し、♯7119 事業の実施に㝿しては、市町村及び

都道府県が、ࡒれࡒれでά用ྍ⬟な財※を用いて実施するようồめている。

᪉࠼⪄࡞ࡓࡁ࡚ࡋ♧࡛➼の検討会ሗ࿌᭩࡛ࡲࢀࡇ

㹙ᖹᡂ 27ᖺᗘᩆᛴᴗົのࡾ࠶᪉㛵ࡿࡍ検討会ሗ࿌᭩㸦ᖹᡂ 28ᖺ㸱᭶㸧ࡾࡼ㹛

・地域ࡈとにࡩさࢃしい財※確ಖの方策について、検討することがᮃましい。（P70）

㹙ᖹᡂ 30ᖺᗘᩆᛴᴗົのࡾ࠶᪉㛵ࡿࡍ検討会ሗ࿌᭩㸦ᖹᡂ 31ᖺ㸱᭶㸧ࡾࡼ㹛

・♯7119 は、救急ᦙ送の適正化とྠに、医療の適切なᥦ౪にもᐤする事業で

ある。このことから、事業費負担において、市町村だけでなく、都道府県も一定

の負担をすることが適当である。（P59）
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ここで、♯7119 事業という行政ࢧーࢫࣅのἲ的ᛶ㉁について、消防救急及び救急

医療の方の切りཱྀから、実施者たるき主体に╔目してᨵめてᴫほしてࡳたい。

救急業務は、ཎ๎として市町村によって果たされる消防の業務の一⎔であるとと

もに、ࡑのᚋに᥍える医療とのࢩーࢫ࣒ࣞな連ᦠもồめられるものである。

市町村は、消防組⧊ἲ（ 22年ἲᚊ第 226号）第㸴᮲につ定されるとおり、消

防の実施主体であることから、♯7119 事業の実施を通ࡌた救急┦ㄯへのᑐᛂについ

ても、消防業務のᘏ長として⨨࡙けれࡤ、市町村が取り組ࡴきものとしてᤊえ

ることができる。

一方で、都道府県は、医療ἲ（ 23 年ἲᚊ第 205 号）第 30 ᮲の 4 につ定され

るとおり、ཌ生ປാ⮧が定める「医療ᥦ౪体ไの確ಖに関するᇶ本方㔪」に༶し

て、かつ、地域の実にᛂࡌて、当ヱ都道府県における医療ᥦ౪体ไの確ಖを図るた

めのィ画（以下「医療ィ画」という。）を定めるものとされており、医療ィ画の中で

は、救急医療の確ಖにᚲ要な事業に関する事㡯も定めるものとされている。ຍえて、

都道府県における医療体ไのᵓ⠏に係る指㔪としてཌ生ປാ┬が♧している「・

事業及びᅾᏯ医療に係る医療体ไᵓ⠏に係る指㔪」の中では、「救急の医療体ไにồ

められる医療機⬟」として「㟁ヰによる┦ㄯ࣒ࢸࢫࢩを用いて、適切な医療機関のཷ

デ、適切な救急㌴の要ㄳ、の通ᡭẁの用等をุ᩿すること」が♧されていると

こࢁである。ᚑって、♯7119 事業の実施を通ࡌた救急┦ㄯへのᑐᛂについても、救

急の医療体ไにồめられる医療機⬟の㸯つとして⨨࡙けれࡤ、都道府県が取り組

。きものとしてᤊえることができるࡴ

このように、♯7119 事業という行政ࢧーࢫࣅのἲ的ᛶ㉁について、消防救急及び

救急医療に関ࢃる関係ἲ௧のつ定にᇶ࡙き、実施者たるき主体に╔目してᩚ⌮す

ると、本事業は、市町村及び都道府県の方が、実施主体としてᩚ⌮されᚓる事業で

あると⨨࡙けられると⪃える。
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ձ ᪉ࡾ࠶ᐇయࠖのࠕ

「ᮍ実施団体へのンࢣーࢺ」（第㸰❶ཧ↷）においては、♯7119 事業の実施主

体としてᮃましいと⪃えられる部局について、都道府県及び消防本部とも「⮬組⧊」

とᅇ⟅したとこࢁはなく、いࡎれもの部局が実施主体としてᮃましいとのᅇ⟅で

あった。このことからもศかるように、♯7119事業の全国ᒎ㛤に向けては、まࡎは、

各地域で実施主体のあり方についての㆟ㄽを行っていただき、本事業に関ࢃる関係

者の主体的な共通認㆑を㔊成したୖで、事業のᚲ要ᛶや目指すきጼ、ල体的な導

入方ἲ等についての検討に入っていただくことが㔜要である。

この点、消防庁ではᚑ᮶、♯7119事業について、（㸯）で㏙たとおり、

・「実施地域の༢」については「ཎ๎、都道府県༢」との⪃え方を♧す一方、

・「実施主体」については、「ཎ๎、市町村が実施主体」であることをᶆ‽形と

⨨࡙けたୖで、

・୧者をᩚ合さࡏるために、༢⊂市町村による実施ではなく、「都道府県内の市

町村が県域༢で共ྠして実施するጼ」を定しつつ、

・都道府県が主体的・積極的に関し、市町村┦㛫の連絡༠ㄪや、地域医ᖌ会

等の関係団体との連絡ㄪᩚをすること、を促してきた。

これらの⪃え方は、♯7119事業の出発点が、主として「救急㟂要ᑐ策の一⎔」で

あったため、本事業は消防行政、すなࡕࢃ市町村行政とのᘓて付けをᇶ本に、ไ度

を㐠用してきたことによるものと⪃えられる。

しかし、本検討部会におけるᅇの㆟ㄽを通ࡌて、

・♯7119事業においては、医療行政、すなࡕࢃ都道府県行政のほ点からᤊえる

き事業実施効果についても、やきなᰕの㸯つと認知されていること、

・♯7119事業という行政ࢧーࢫࣅのἲ的ᛶ㉁からは、一⩏的に消防行政、すなࢃ

、市町村行政とのᩚ⌮が導かれるものではなく、市町村及び都道府県の方がࡕ

実施主体としてᩚ⌮されᚓる事業であると⪃えられること、

・♯7119事業をとりまく⎔ቃは、地域の≉ᛶ・実にᛂࡌてかなり␗なっており、

地域ࡈとに適切な実施主体を㑅ᢥࡊࡏるをᚓないのが実ែであること、

・実㝿に、本事業の⌧ᅾの実施地域の≧ἣを見ると、市町村ではなく、都道府県

が実施主体となっているࢣーࢫがከくなっていること、

などから、消防庁がᚑ᮶、本事業実施に当たってのᶆ‽形として⨨࡙けてきた

「ཎ๎、市町村が実施主体」という一⩏的なᩚ⌮には、やや↓⌮が生ࡌているので

はないかとの結ㄽに⮳った。

こで、本検討部会では、本事業の実施主体のあり方に関する᪂たなᩚ⌮を検討ࡑ

するにあたって、まࡎは、（㸰）で♧した実施地域（16 地域）における実施主体及

び財政負担の≧ἣを踏まえて、以下の㸲✀㢮のࣃターンศけをヨࡳた。
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ここで、♯7119 事業という行政ࢧーࢫࣅのἲ的ᛶ㉁について、消防救急及び救急

医療の方の切りཱྀから、実施者たるき主体に╔目してᨵめてᴫほしてࡳたい。

救急業務は、ཎ๎として市町村によって果たされる消防の業務の一⎔であるとと

もに、ࡑのᚋに᥍える医療とのࢩーࢫ࣒ࣞな連ᦠもồめられるものである。

市町村は、消防組⧊ἲ（ 22年ἲᚊ第 226号）第㸴᮲につ定されるとおり、消

防の実施主体であることから、♯7119 事業の実施を通ࡌた救急┦ㄯへのᑐᛂについ

ても、消防業務のᘏ長として⨨࡙けれࡤ、市町村が取り組ࡴきものとしてᤊえ

ることができる。

一方で、都道府県は、医療ἲ（ 23 年ἲᚊ第 205 号）第 30 ᮲の 4 につ定され

るとおり、ཌ生ປാ⮧が定める「医療ᥦ౪体ไの確ಖに関するᇶ本方㔪」に༶し

て、かつ、地域の実にᛂࡌて、当ヱ都道府県における医療ᥦ౪体ไの確ಖを図るた

めのィ画（以下「医療ィ画」という。）を定めるものとされており、医療ィ画の中で

は、救急医療の確ಖにᚲ要な事業に関する事㡯も定めるものとされている。ຍえて、

都道府県における医療体ไのᵓ⠏に係る指㔪としてཌ生ປാ┬が♧している「・

事業及びᅾᏯ医療に係る医療体ไᵓ⠏に係る指㔪」の中では、「救急の医療体ไにồ

められる医療機⬟」として「㟁ヰによる┦ㄯ࣒ࢸࢫࢩを用いて、適切な医療機関のཷ

デ、適切な救急㌴の要ㄳ、の通ᡭẁの用等をุ᩿すること」が♧されていると

こࢁである。ᚑって、♯7119 事業の実施を通ࡌた救急┦ㄯへのᑐᛂについても、救

急の医療体ไにồめられる医療機⬟の㸯つとして⨨࡙けれࡤ、都道府県が取り組

。きものとしてᤊえることができるࡴ

このように、♯7119 事業という行政ࢧーࢫࣅのἲ的ᛶ㉁について、消防救急及び

救急医療に関ࢃる関係ἲ௧のつ定にᇶ࡙き、実施者たるき主体に╔目してᩚ⌮す

ると、本事業は、市町村及び都道府県の方が、実施主体としてᩚ⌮されᚓる事業で

あると⨨࡙けられると⪃える。
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ᮏᴗのᐇయのࡾ࠶᪉㛵࣮ࣥࢱࣃࡿࡍศࡅの

㹙ࣃターンձ㹛都道府県が主体（主導）㸩市町村負担なし（例㸸ዉⰋ県、⚟ᒸ県、等）

… いࡤࢃ「医療行政ᆺ」

㹙ࣃターンղ㹛都道府県が主体（主導）㸩市町村負担あり（例㸸㫽取県、ᚨᓥ県、等）

… いࡤࢃ「医療行政/消防行政ᢡ⾺ᆺ（県市༠ാᆺ）」

㹙ࣃターンճ㹛市町村が主体（主導）㸩県域全体で共ྠ実施（例㸸㜰府下市町村）

  … いࡤࢃ「消防行政ᆺ（県域実施ᆺ）」

㹙ࣃターンմ㹛市町村が主体（主導）㸩市町村༢⊂ཪは周㎶市町村と共ྠ実施（例㸸ᶓ市、ᮐᖠ市周㎶、等）

… いࡤࢃ「消防行政ᆺ（政௧市等ᆺ）」

これをྍ視化すると、次の通りとなる。

ᮏᴗのᐇయのࡾ࠶᪉㛵࣮ࣥࢱࣃࡿࡍศࡅののྍどࢪ࣮࣓

本検討部会では、ୖ 記ࣃターンศけにᇶ࡙く㆟ㄽを通ࡌて、♯7119 事業をとりま

く⎔ቃは、地域の≉ᛶ・実にᛂࡌてかなり␗なっており、このࣃターンศけに見

られるように、地域ࡈとに適切な実施主体を㑅ᢥࡊࡏるをᚓないのが実ែであるこ

とから、実施主体のあり方については、一⩏的・画一的に定めるきものではなく、

ཎ๎、各地域の実に௵ࡏてጤࡡるということではないかとの結ㄽに⮳った。

、の㝿にはࡑ

・市町村が実施主体となったሙ合に生ࡎる」ᩘ市町村㛫のㄪᩚに要するㄢ㢟や、

「実施地域の༢」はᘬき⥆き「ཎ๎、都道府県༢」とᩚ⌮すきと⪃えら

れることとのᩚ合ᛶ、本事業が内ᅾする医療面との⧅がりのᙉさなどを踏まえ
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れࡤ、都道府県が実施主体となる、あるいは実施を主導するࣃターンձやࣃタ

ーンղが、ᚋのᆺ的な事業実施モデルとなっていくのではないか、

の中でも、本事業は「消防行政」と「医療行政」の୧ഃ面を᭷する事業と認ࡑ・

められることから、都道府県と市町村とが負担をศかࡕ合い、共ྠして実施す

る、いࡤࢃ「医療行政/消防行政ᢡ⾺ᆺ、県市༠ാᆺ」とᩚ⌮できるࣃターンղ

が、ᩒえてゝえࡤ「推ዡモデル」と⨨࡙けられるのではないか、

、きではなくの一方で、国としては全国一ᚊなモデルを当てはめようとすࡑ・

≧ἣや地域によっては、ࣃターンճやࣃターンմもྵめ、ከ様でᰂ㌾な実施主

体の㑅ᢥを認め、ࡑれにᛂࡌた財政ᥐ⨨のあり方やᚲ要な方策を⪃えていく

きである、

との共通認㆑に⮳ったとこࢁである。

都道府県と市町村、消防行政ഃ（消、ࡎらࢃのୖで、実施主体の㑅ᢥዴఱにかかࡑ

防防⅏主管部局/消防本部等）と医療行政ഃ（衛生主管部局/ಖ衛生部局）とが適

切な連ᦠを図るきであることはもとより、地域の医ᖌ会や㝔等の医療関係者、

日ᖖ的な事業㐠Ⴀにあたるጤク事業者といった本事業に関ࢃる関係者（ͤ次⠇３で

ヲ㏙）もྵめて、ࡑれࡒれがおいに㢦の見える関係をᖜᗈく⠏き、主体的・᭷機

的に連ᦠ༠ຊしていくことがᙉくồめられる。

なお、㐣ཤの検討会報告書においては、本事業のᵓ成要⣲である「救急┦ㄯ・⥭

急度ุ定」機⬟と「医療機関内」機⬟について、

・医療機関内は地域の医療㈨※の≧ἣ等地域≉ᛶにᛂࡌた᭱適化がồめられる、

・⥭急度ุ定では、ࢥࢺࣟࣉル⮬体は⤫一的であるものの┦ㄯ事業を担う者のຊ

㔞やཷ入ഃの医療体ไにあࡏࢃた᭱適化がᚲ要である。また、地域の医療関係

者をྵめた合意形成がᚲ要になる、

᪨を指するとともに、୧者について、「ᮃましい地域の༢が␗なるྍ⬟ᛶもあ

り、୧者の実施主体をศ㞳することも⪃えられる」との指がなされている（「平

成 26年度救急業務のあり方に関する検討会報告書」P73）。

ᅇの検討部会でも、とりࢃけ「救急┦ㄯ・⥭急度ุ定」機⬟については、᮲件

がᩚえࡤ、都道府県域を㉸えたよりᗈ域な༢での┦ㄯセンターのような形に㞟⣙

できるかもしれないといった指があったが、ࡑの一方で、ࡑれࡒれのุ定結果に

ᑐしてㅮࡎきල体的ᑐᛂや医療事は地域ẖに␗なっていることや、「医療機関

内」機⬟にྍḞな地域の医療報のᗈ域的共᭷が実⌧されていないことなどか

ら、⌧≧では実効的ではないといった意見もあり、一意的な結ㄽには⮳らなかった。

この点については、３㸬（３）「ጤク事者の確ಖ方策」でᚋ㏙する「都道府県ቃを

㉸えたᗈ域的な取組」のさらなる進ᒎへのᮇᚅのㄽ点とも関連さࡏながら、ᘬき⥆

き␃意すきものと⪃える。
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ᮏᴗのᐇయのࡾ࠶᪉㛵࣮ࣥࢱࣃࡿࡍศࡅの

㹙ࣃターンձ㹛都道府県が主体（主導）㸩市町村負担なし（例㸸ዉⰋ県、⚟ᒸ県、等）

… いࡤࢃ「医療行政ᆺ」

㹙ࣃターンղ㹛都道府県が主体（主導）㸩市町村負担あり（例㸸㫽取県、ᚨᓥ県、等）

… いࡤࢃ「医療行政/消防行政ᢡ⾺ᆺ（県市༠ാᆺ）」

㹙ࣃターンճ㹛市町村が主体（主導）㸩県域全体で共ྠ実施（例㸸㜰府下市町村）

  … いࡤࢃ「消防行政ᆺ（県域実施ᆺ）」

㹙ࣃターンմ㹛市町村が主体（主導）㸩市町村༢⊂ཪは周㎶市町村と共ྠ実施（例㸸ᶓ市、ᮐᖠ市周㎶、等）

… いࡤࢃ「消防行政ᆺ（政௧市等ᆺ）」

これをྍ視化すると、次の通りとなる。

ᮏᴗのᐇయのࡾ࠶᪉㛵࣮ࣥࢱࣃࡿࡍศࡅののྍどࢪ࣮࣓

本検討部会では、ୖ 記ࣃターンศけにᇶ࡙く㆟ㄽを通ࡌて、♯7119 事業をとりま

く⎔ቃは、地域の≉ᛶ・実にᛂࡌてかなり␗なっており、このࣃターンศけに見

られるように、地域ࡈとに適切な実施主体を㑅ᢥࡊࡏるをᚓないのが実ែであるこ

とから、実施主体のあり方については、一⩏的・画一的に定めるきものではなく、

ཎ๎、各地域の実に௵ࡏてጤࡡるということではないかとの結ㄽに⮳った。

、の㝿にはࡑ

・市町村が実施主体となったሙ合に生ࡎる」ᩘ市町村㛫のㄪᩚに要するㄢ㢟や、

「実施地域の༢」はᘬき⥆き「ཎ๎、都道府県༢」とᩚ⌮すきと⪃えら

れることとのᩚ合ᛶ、本事業が内ᅾする医療面との⧅がりのᙉさなどを踏まえ
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ղ ᪉ࡾ࠶㈈ᨻᥐ置ࠖのࠕ

「ᮍ実施団体へのンࢣーࢺ」（第㸰❶ཧ↷）では、都道府県及び消防本部とも、

本事業のᮍ実施団体におけるᮍ実施⌮⏤として、「事業を進める財※がない」とᅇ

⟅した団体が᭱もከく、導入を検討するୖで㔜要な事㡯についても、「事業費の確

ಖᡭẁ」とᅇ⟅した団体が᭱もከいとの結果がᚓられたとこࢁであり、⌧ᅾ、本事

業をᕠる財政的なㄢ㢟は、ᚋの全国ᒎ㛤に向けて、きな㞀ቨとなっている。

本事業に係る財政負担のあり方については、㐣ཤからの検討を通ࡌて、「地域ࡈ

とにࡩさࢃしい財※確ಖの方策について、検討することがᮃましい」、「市町村だけ

でなく、都道府県も一定の負担をすることが適当」とのᩚ⌮を♧しつつ、国の財政

支援ᥐ⨨については、ᇶ本的に「ཎ๎、市町村が実施主体」とのᩚ⌮にᇶ࡙いてㅮ

。であるࢁられてきたとこࡌ

ᚋはさらに、ᮍ実施地域が♯7119事業をに導入し、㏿やかな全国ᒎ㛤に⧅

ていくことができるよう、本検討部会で㆟ㄽのあった事㡯（ͤ次㡫ཧ↷）に༑ศࡆ

␃意しながら、ձで㏙たᩚ⌮にᇶ࡙き各地域でࡑれࡒれの実にᛂࡌて㑅ᢥされ

た実施主体に生ࡎる次のような財政負担にᑐして、実効ᛶある適切な財政ᥐ⨨の実

⌧をᙉくᮇᚅする 1。

㹙ཧ⪃㹛ᴗᐇᙜ࡚ࡗࡓᚲせࡿ࡞⤒㈝の

  ○ ᮍ実施団体における♯7119 実施に向けた検討に要する⤒費

܇      管内の救急業務に係る実ែᢕᥱに要する⤒費

܇      市町村┦㛫の連絡༠ㄪを図るために要する⤒費

܇      地域医ᖌ会等の関係団体との連絡ㄪᩚを行うための⤒費

       ・ 地ඖ医ᖌ会、㝔༠会など地域の医療との連絡ㄪᩚ（医療機関内において⤂がྍ

⬟な当ヱ地域の医療機関の確ಖ・ᢕᥱなど）

       ・ ┦ㄯࢥࢺࣟࣉルの適切なస成（┦ㄯにᛂࡌる┳ㆤᖌ等へのᩍ⫱体ไをྵࡴ）

       ・ 事๓ㄪᩚのために、都道府県内の各次医療ᅪへの出ᙇ、ㄪᩚに要する⤒費

  ○ 実施団体における⤒ᖖ的な㐠Ⴀに要する⤒費

܇      救急に関する┦ㄯࢧーࢫࣅ㐠Ⴀに要する⤒費

       ・ 医ᖌ・┳ㆤᖌ・┦ㄯဨの確ಖに要する⤒費

       ・ ၨ発ࣃンࢺࢵࣞࣇస成・㓄付等のᗈ報に要する⤒費

   ・ 㟁ヰᩱ、消⪖ရ費

܇      管内の救急業務に係る実ែᢕᥱ（♯���� 実施による効果 定等）に要する⤒費

܇      市町村┦㛫の連絡༠ㄪを行うために要する⤒費

܇      地域医ᖌ会等の関係団体との連絡ㄪᩚを行うための⤒費

       ・ 地ඖ医ᖌ会、㝔༠会など地域の医療との連絡ㄪᩚ（医療機関内において⤂がྍ

⬟な当ヱ地域の医療機関の確ಖ・ᢕᥱなど）

       ・ ┦ㄯࢥࢺࣟࣉルの適切な㐠用についての┘╩（┦ㄯにᛂࡌる┳ㆤᖌ等へのࢫࣂࢻ

や࢛ࣟࣇーなどをྵࡴ）

       ・ ㉁の向ୖを図るための検証体ไの確ಖ（事例のᢳ出や㈨ᩱのస成など）

       ・ 事ᚋ検証等のために、都道府県内の各次医療ᅪへの出ᙇ、ㄪᩚに要する⤒費

܇      㐠Ⴀ༠㆟会・検証を実施する会㆟体の㐠Ⴀに要する⤒費

・ ᅔ㞴事例やዌຌ事例の共᭷と検証、┦ㄯࢥࢺࣟࣉルのጇ当ᛶについての検証に要する⤒費

1 ♯7119事業の実施に要する⤒費については、これまで、市町村にᑐする普通付⛯ᥐ⨨がㅮࡌられてきたが、⯡

の本検討部会の㆟ㄽも踏まえて、௧３年度地方財政ᥐ⨨に係る༠㆟・ㄪᩚがなされた結果、௧３年度からは、⌧

行のᥐ⨨を見┤し、都道府県ཪは市町村の財政負担にᑐして、᪂たに≉ู付⛯ᥐ⨨がㅮࡌられることとなった。
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ᴗのᐇᆅᇦࠊᐇయࠊ㈈ᨻᥐ置のࡾ࠶᪉㛵ࡿࡍ࡞ពぢ

㹙⯡㹛

・国Ẹの安心・安全を担ಖするンࣛࣇであり、国として全ての国Ẹにᥦ౪すきである。

・ᑐᛂとして、全国共通のものと地域の≉ᛶ・実にᛂࡌたものの㸰つにศけて⪃えるこ

とが㔜要。全国共通のものに関しては、国としてᶆ‽化、⤫一化することによって、効

⋡化や᭷効ᛶ・安全ᛶの担ಖがྍ⬟になると⪃える。一方、地域の≉ᛶ・実は、ࡑれ

。れᑐᛂできるようなものを⪃えるということが㔜要ࡒれࡑれ␗なる。各地域がࡒ

㹙ᐇᆅᇦ・ᐇయ・㐠Ⴀᙧែ㹛

・都市ࡈとにかなり事が␗なるというのが事実であり、地域ࡈとに実施主体を㑅ᢥࡊࡏ

るをえないと⪃える。どࡕらがやるきかというのは、各地域の事に௵ࡏてやるのが

適切かと⪃える。

・実施地域としては、都道府県全体というのがࢺࢫ࣋だとᛮう。ࡑの㝿、各市町村ࡑれࡒ

れが実施主体になったのでは、ㄪᩚでなかなかまとまり࡙らいとこࢁもあるので、やは

り県が実施主体となって行うのが一␒࣒ࢫーࢬに事が進ࡴのかなとᛮう。

・これから᪂しく導入するとこࢁに関しては、医療行政ᆺで行うのが⌧実的に᭱も効果的

だࢁうとᛮう。救急と医療は一体として行ࢃない㝈りは⌧実的には㞴しく、ᗈい意で

医療ࡑのものだと⪃えられるし、各市町村のุ᩿に௵ࡏてしまうと⌧≧になってしま

うので、やはり都道府県でしっかりุ᩿していただくのがⰋいと⪃えている。

・実施主体は、ཎ๎、都道府県と⪃えるが、地域の≉Ṧᛶなどを⪃えながら進めてほしい。

・♯7119 の㟁ヰ救急┦ㄯᑐᛂにおける⥭急度ุ定のᶆ‽化や、ࡑのための┦ㄯဨの⫱成

ということを⪃えると、都道府県༢で実施したほうが合⌮的であるとᛮう。

・ᚋのᒎ㛤を⪃えると、一つのモデルとして推ዡすきは都道府県と⪃えることには␗

ㄽはないが、都道府県が実施主体である、とᙉくゝࢃれたሙ合、県がືきをṆめてしま

うと、市町村が検討に入れなくなるということがある。ᚑって、ᚋのモデルとしても、

≧ἣや地域によっては、政௧指定都市を主体とするなど、ᰂ㌾ᛶというഃ面はṧしてほ

しいと⪃える。

・ఫẸからの㟁ヰを切らࡎに⥭急のሙ合は救急㌴の出ሙにつなࡆられるよう、ࣛࢺࢵ࣍

ンを各消防本部とつないでいる。消防が実施主体で行うという࣓ࣜࢺࢵがここにある

のかなと⪃えている。

・実施団体へもンࢣーࢺを実施のୖ、地域≉ᛶにᛂࡌた実施モデルをᵓ⠏するきでは

ないか。

・地方など様々な≧ἣでは、救急㟂要が㐕㏕していないという地域もあるようなので、全

国一ᚊのᒎ㛤ではなく、ᅇ♧されたようなࡑれࡒれの㢮ᆺないしは、ࡑの組ࡳ合ࡏࢃ

のࣃターンというのがⰋいのではないか。

・「消防行政」と「医療行政」の୧㍯というのは、事実とᛮう。実施主体がどうであれ、

事業へのཧຍ全⮬体の医療行政と消防行政・地域の医ᖌ会・㝔関係者・♯7119 ጤ

ク事業者などによる会㆟体をタ⨨し、㐠Ⴀを┘╩・支援することがᮃましいと⪃える。
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ղ ᪉ࡾ࠶㈈ᨻᥐ置ࠖのࠕ

「ᮍ実施団体へのンࢣーࢺ」（第㸰❶ཧ↷）では、都道府県及び消防本部とも、

本事業のᮍ実施団体におけるᮍ実施⌮⏤として、「事業を進める財※がない」とᅇ

⟅した団体が᭱もከく、導入を検討するୖで㔜要な事㡯についても、「事業費の確

ಖᡭẁ」とᅇ⟅した団体が᭱もከいとの結果がᚓられたとこࢁであり、⌧ᅾ、本事

業をᕠる財政的なㄢ㢟は、ᚋの全国ᒎ㛤に向けて、きな㞀ቨとなっている。

本事業に係る財政負担のあり方については、㐣ཤからの検討を通ࡌて、「地域ࡈ

とにࡩさࢃしい財※確ಖの方策について、検討することがᮃましい」、「市町村だけ

でなく、都道府県も一定の負担をすることが適当」とのᩚ⌮を♧しつつ、国の財政

支援ᥐ⨨については、ᇶ本的に「ཎ๎、市町村が実施主体」とのᩚ⌮にᇶ࡙いてㅮ

。であるࢁられてきたとこࡌ

ᚋはさらに、ᮍ実施地域が♯7119事業をに導入し、㏿やかな全国ᒎ㛤に⧅

ていくことができるよう、本検討部会で㆟ㄽのあった事㡯（ͤ次㡫ཧ↷）に༑ศࡆ

␃意しながら、ձで㏙たᩚ⌮にᇶ࡙き各地域でࡑれࡒれの実にᛂࡌて㑅ᢥされ

た実施主体に生ࡎる次のような財政負担にᑐして、実効ᛶある適切な財政ᥐ⨨の実

⌧をᙉくᮇᚅする 1。

㹙ཧ⪃㹛ᴗᐇᙜ࡚ࡗࡓᚲせࡿ࡞⤒㈝の

  ○ ᮍ実施団体における♯7119 実施に向けた検討に要する⤒費

܇      管内の救急業務に係る実ែᢕᥱに要する⤒費

܇      市町村┦㛫の連絡༠ㄪを図るために要する⤒費

܇      地域医ᖌ会等の関係団体との連絡ㄪᩚを行うための⤒費

       ・ 地ඖ医ᖌ会、㝔༠会など地域の医療との連絡ㄪᩚ（医療機関内において⤂がྍ

⬟な当ヱ地域の医療機関の確ಖ・ᢕᥱなど）

       ・ ┦ㄯࢥࢺࣟࣉルの適切なస成（┦ㄯにᛂࡌる┳ㆤᖌ等へのᩍ⫱体ไをྵࡴ）

       ・ 事๓ㄪᩚのために、都道府県内の各次医療ᅪへの出ᙇ、ㄪᩚに要する⤒費

  ○ 実施団体における⤒ᖖ的な㐠Ⴀに要する⤒費

܇      救急に関する┦ㄯࢧーࢫࣅ㐠Ⴀに要する⤒費

       ・ 医ᖌ・┳ㆤᖌ・┦ㄯဨの確ಖに要する⤒費

       ・ ၨ発ࣃンࢺࢵࣞࣇస成・㓄付等のᗈ報に要する⤒費

   ・ 㟁ヰᩱ、消⪖ရ費

܇      管内の救急業務に係る実ែᢕᥱ（♯���� 実施による効果 定等）に要する⤒費

܇      市町村┦㛫の連絡༠ㄪを行うために要する⤒費

܇      地域医ᖌ会等の関係団体との連絡ㄪᩚを行うための⤒費

       ・ 地ඖ医ᖌ会、㝔༠会など地域の医療との連絡ㄪᩚ（医療機関内において⤂がྍ

⬟な当ヱ地域の医療機関の確ಖ・ᢕᥱなど）

       ・ ┦ㄯࢥࢺࣟࣉルの適切な㐠用についての┘╩（┦ㄯにᛂࡌる┳ㆤᖌ等へのࢫࣂࢻ

や࢛ࣟࣇーなどをྵࡴ）

       ・ ㉁の向ୖを図るための検証体ไの確ಖ（事例のᢳ出や㈨ᩱのస成など）

       ・ 事ᚋ検証等のために、都道府県内の各次医療ᅪへの出ᙇ、ㄪᩚに要する⤒費

܇      㐠Ⴀ༠㆟会・検証を実施する会㆟体の㐠Ⴀに要する⤒費

・ ᅔ㞴事例やዌຌ事例の共᭷と検証、┦ㄯࢥࢺࣟࣉルのጇ当ᛶについての検証に要する⤒費

1 ♯7119事業の実施に要する⤒費については、これまで、市町村にᑐする普通付⛯ᥐ⨨がㅮࡌられてきたが、⯡

の本検討部会の㆟ㄽも踏まえて、௧３年度地方財政ᥐ⨨に係る༠㆟・ㄪᩚがなされた結果、௧３年度からは、⌧

行のᥐ⨨を見┤し、都道府県ཪは市町村の財政負担にᑐして、᪂たに≉ู付⛯ᥐ⨨がㅮࡌられることとなった。
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・県を㉸えたよりᗈ域な༢での┦ㄯセンターのような㆟ㄽはこれまで出ていないのだ

うか。医療機関に関することは県内でᑐᛂするとして、┦ㄯ事業に係る医Ꮫ的なᑐᛂࢁ

はもっと㞟⣙してもⰋいのかもしれないが。

・⥭急度ุ定というのは全国⤫一でᶆ‽化してもⰋい内ᐜであるが、ࡑれࡒれのุ定にᑐ

して取るᑐᛂは都市部と地方で␗なってくるのではないか。都道府県、市町村༢でも

医療事は␗なっている。

・ᗈ域化の件について。⥭急度ุ定のル࣒ࢬࣜࢦは共通であࢁう。地域の医療報を共

᭷できれࢩ、ࡤーࢫ࣒ࣞなᑐᛂはྍ⬟だࢁう。ただ、⌧≧は実効ᛶとしてᅔ㞴であり、

本事業の᭷用ᛶを༑ศに実ឤできないことがࢡࢵࢿなのだࢁう。

ࢥࢺࣟࣉ、ールセンターをసってࢥルは全国共通の用がྍ⬟である。地域にࢥࢺࣟࣉ・

ルと地域の医療報を⤫合して、㹋㹁と連ᦠした㐠Ⴀも⪃えられる。のやり方でうま

くいかなかったሙ合、࢘ࢲࣉࢵࢺン的なࣟࣉーࢳもあるのではないか。

㹙㈈※・㈈ᨻᥐ置㹛

・市が実施主体であっても県が実施主体であっても、財政ᥐ⨨はやっているとこࢁにḧし

いというのがどこの⮬体も⪃えることだとᛮう。

・本県における実施に向けたㄢ㢟はやはり費用負担である。ᑠつᶍの⮬体、市町村では

財政ୖのవຊがなく、また、県としては、市町村に付⛯ᥐ⨨が行ࢃれているというᵓ

㐀となっているのにᑐし、県が費用負担する⌮⏤についてᩚ⌮するᚲ要があった。

・♯7119 に関して普通付⛯がᥐ⨨されているが、ࡑれを使って実㝿に市町村でやらな

けれࡤいけないという⩏務はないのか。確実に使っていただくためには、Ⰽが付くよう

な形にしないと㞴しいということか。

・ᚋ、実施団体には普通付⛯ではなく、⣣付きのお㔠として財政ᥐ⨨してもらえると

ຓかる。実㝿に、⌧ᅾ、普通付⛯ᥐ⨨がㅮࡌられていることが認㆑されないまま、㆟

ㄽしている⮬体もある。

・県にᑐしても、財※がないというとこࢁと、救急㟂要が㐕㏕していないというとこࢁも

あるので、ᙉຊなࣉࢵࢡࢵࣂをしてもらいたい。

・本県では、県費ᢞ入の⌮⏤のᩚ⌮として、救急医療機関におけるཷデ適正化を図るとい

う、県の医療行政のほ点もあるだࢁうということで、㸰ศの㸯を県費での負担とするこ

ととした。

・財政ᥐ⨨に関して、市町村にಶูのุ᩿を௵ࡏてしまうと㞴しいので、やはり都道府県

に財政ᥐ⨨ができるような形にᣢっていくのがᮃましい。

・県が主体となるときには、⣣付きの付⛯や㝈的な財※をసることも一つの方ἲかも

しれない。

・実㝿に事業を実施する⮬体への┤᥋の⿵ຓ（支援）をᕼᮃする。ただし、⿵ຓ（支援）

のᑐ㇟は都道府県であるとか消防部局であるとか㝈定されると、地域によっては導入

がᅔ㞴になることも定される。᪤実施地域においても、たとえࡤ国からの⿵ຓ（支援）

が実⌧した㝿に、県市㛫で事業の⛣管を行ࢃないとࡑれがཷけられないなどとなると、

の⛣管など極めて」㞧なᡭ⥆きやస業が入ることが定され、⌧ᅾ使用中の市Ẹにࡑ

┈をえるほか、かえって全国ᒎ㛤が㐲のくことになるのではとᠱᛕする。
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㸰㸬（㸲）ձで๓㏙のとおり、地域における本事業の実施にあたっては、実施主体

の㑅ᢥዴఱにかかࢃらࡎ、行政ഃにおいて、都道府県と市町村、消防行政ഃ（消防防

⅏主管部局/消防本部等）と医療行政ഃ（衛生主管部局/ಖ衛生部局等）とが適切な

連ᦠを図ることはもとより、㟁ヰによる救急┦ㄯ及び医療機関内ࢧーࢫࣅのᥦ౪

に関ࢃるᖜᗈい関係者との連ᦠ༠ຊがḞかࡏない。

ල体的な関係者としては、まࡎ、本事業の㐠Ⴀに┤᥋的に関ࢃる者として、地域の

医ᖌ会や㝔等の医療関係者、日ᖖ的な事業㐠Ⴀにあたるጤク事業者などがᣲࡆら

れる。さらには、㟁ヰ┦ㄯᚋの࢛ࣟࣇーや、急ኚのセーࢺࢵࢿࢸࣇのᵓ⠏等のほ

点から、例えࡤ、地域の♫会⚟♴༠㆟会やᅾᏯㆤ関係者、┦ㄯ事業㐠Ⴀ者、施タ事

業者、Ẹ㛫ᦙ送事業者、NPO 関係者、地域の⮬会など、ಖ、医療、ㆤ、⚟♴、

ᦙ送機関、地域ఫẸといった切りཱྀからの様々な関係機関が定される。また、ࡑれ

。うࢁれが実施するከ様な事業どうしの┦関連ᛶもあるだࡒ

これら関係者においては、おいに㢦の見える関係を⠏き、ᖖに用者ഃの視点

を踏まえて、主体的・᭷機的に連ᦠ༠ຊしていくことがᙉくồめられる。

一方で、「ᮍ実施団体へのンࢣーࢺ」（第㸰❶ཧ↷）において、♯7119 事業を実

施していない⌮⏤として、「医療ࢻࢧとの連ᦠが進まない」とᅇ⟅した団体が、都

道府県及び消防本部とも一定ᩘ見られたことも事実である。

こうした≧ἣをᡴ◚するためには、例えࡤ、本事業の導入・㐠用に㝿して、本事業

に関ࢃる関係者ࡈとの❧ሙや果たすきᙺを適切に「見える化」するとともに、定

ᮇ的な連絡ㄪᩚのሙをタけて、本事業を取りᕳく⌧≧やㄢ㢟をᗈく共᭷し、ᚲ要な

取組を༠㆟するなど、実効ᛶある連ᦠ༠ຊ体ไをᵓ⠏することがᮃまれる。

なお、国ࣞ࣋ルにおいては、消防救急及び救急医療のほ点から、消防庁とཌ生ປാ

┬とがᘬき⥆き、⥭ᐦな連ᦠを図るきであることはゝうまでもない。ຍえて、全国

的なつᶍを᭷する消防関係団体や日本医ᖌ会等の医療関係団体、あるいは地方⮬

ἲにつ定される全国的連合組⧊など、地域における関係者とのᙉᅛな࣡ࢺࢵࢿーࢡ

を᭷する全国的な関係機関との㛫でも、さらなる連ᦠをᮇᚅしたい。
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・県を㉸えたよりᗈ域な༢での┦ㄯセンターのような㆟ㄽはこれまで出ていないのだ

うか。医療機関に関することは県内でᑐᛂするとして、┦ㄯ事業に係る医Ꮫ的なᑐᛂࢁ

はもっと㞟⣙してもⰋいのかもしれないが。

・⥭急度ุ定というのは全国⤫一でᶆ‽化してもⰋい内ᐜであるが、ࡑれࡒれのุ定にᑐ

して取るᑐᛂは都市部と地方で␗なってくるのではないか。都道府県、市町村༢でも

医療事は␗なっている。

・ᗈ域化の件について。⥭急度ุ定のル࣒ࢬࣜࢦは共通であࢁう。地域の医療報を共

᭷できれࢩ、ࡤーࢫ࣒ࣞなᑐᛂはྍ⬟だࢁう。ただ、⌧≧は実効ᛶとしてᅔ㞴であり、

本事業の᭷用ᛶを༑ศに実ឤできないことがࢡࢵࢿなのだࢁう。

ࢥࢺࣟࣉ、ールセンターをసってࢥルは全国共通の用がྍ⬟である。地域にࢥࢺࣟࣉ・

ルと地域の医療報を⤫合して、㹋㹁と連ᦠした㐠Ⴀも⪃えられる。のやり方でうま

くいかなかったሙ合、࢘ࢲࣉࢵࢺン的なࣟࣉーࢳもあるのではないか。

㹙㈈※・㈈ᨻᥐ置㹛

・市が実施主体であっても県が実施主体であっても、財政ᥐ⨨はやっているとこࢁにḧし

いというのがどこの⮬体も⪃えることだとᛮう。

・本県における実施に向けたㄢ㢟はやはり費用負担である。ᑠつᶍの⮬体、市町村では

財政ୖのవຊがなく、また、県としては、市町村に付⛯ᥐ⨨が行ࢃれているというᵓ

㐀となっているのにᑐし、県が費用負担する⌮⏤についてᩚ⌮するᚲ要があった。

・♯7119 に関して普通付⛯がᥐ⨨されているが、ࡑれを使って実㝿に市町村でやらな

けれࡤいけないという⩏務はないのか。確実に使っていただくためには、Ⰽが付くよう

な形にしないと㞴しいということか。

・ᚋ、実施団体には普通付⛯ではなく、⣣付きのお㔠として財政ᥐ⨨してもらえると

ຓかる。実㝿に、⌧ᅾ、普通付⛯ᥐ⨨がㅮࡌられていることが認㆑されないまま、㆟

ㄽしている⮬体もある。

・県にᑐしても、財※がないというとこࢁと、救急㟂要が㐕㏕していないというとこࢁも

あるので、ᙉຊなࣉࢵࢡࢵࣂをしてもらいたい。

・本県では、県費ᢞ入の⌮⏤のᩚ⌮として、救急医療機関におけるཷデ適正化を図るとい

う、県の医療行政のほ点もあるだࢁうということで、㸰ศの㸯を県費での負担とするこ

ととした。

・財政ᥐ⨨に関して、市町村にಶูのุ᩿を௵ࡏてしまうと㞴しいので、やはり都道府県

に財政ᥐ⨨ができるような形にᣢっていくのがᮃましい。

・県が主体となるときには、⣣付きの付⛯や㝈的な財※をసることも一つの方ἲかも

しれない。

・実㝿に事業を実施する⮬体への┤᥋の⿵ຓ（支援）をᕼᮃする。ただし、⿵ຓ（支援）

のᑐ㇟は都道府県であるとか消防部局であるとか㝈定されると、地域によっては導入

がᅔ㞴になることも定される。᪤実施地域においても、たとえࡤ国からの⿵ຓ（支援）

が実⌧した㝿に、県市㛫で事業の⛣管を行ࢃないとࡑれがཷけられないなどとなると、

の⛣管など極めて」㞧なᡭ⥆きやస業が入ることが定され、⌧ᅾ使用中の市Ẹにࡑ

┈をえるほか、かえって全国ᒎ㛤が㐲のくことになるのではとᠱᛕする。
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㛵ಀᶵ㛵・ᴗの㐃ᦠ㛵ࡿࡍ࡞ពぢ

㹙⾜ᨻᶵ㛵ࡿࡅ࠾㐃ᦠ㹛

・♯7119 においては、地域の救急医療体ไとの連ᦠが㔜要であるので、国においては、

消防庁とཌ生ປാ┬の┬庁ᶓ᩿的連ᦠが、都道府県においては、都道府県医ᖌ会との連

ᦠがᚲ要である。

・ྲཱྀ けᡭである⮬体ഃのセࣙࢩࢡンが、┦ㄯ内ᐜによってศかれていることがၥ㢟であ

れࡑ、ࡤこを⪃៖すきではないか。

・都道府県での実施に当たっては、ண⟬ᥐ⨨がされている部㛛と、実施に関ࢃる部㛛とが

␗なり、 度ᕪもきいことがある。

・事業実施までにከくのປຊを要するので、㎿㏿なᒎ㛤が実⌧できるようなᕤኵがᚲ要で

ある。

・本当に救急㌴がᚲ要な方以እ、例えࡤ㝔に行くためのᡭẁとして⪃えている方には、

の事業者をά用することも⪃៖してはどうか。ࡑのためには全┬庁にまたがるので、

例えࡤ、防⅏と救をセࢺࢵにして⪃えてࡳてはどうか。

㹙㛵ಀᶵ㛵/㛵ಀᴗのᖜᗈ࠸㐃ᦠ㹛

・㟁ヰ┦ㄯᚋの࢛ࣟࣇーや急ኚのセーࢺࢵࢿࢸࣇのᵓ⠏がྍḞであることから、関

係団体との連ᦠをᵓ⠏するᚲ要がある。例えࡤ、ᝎࡳ┦ㄯ中心であれࡤ心のࢣ、生ά

支援等への⧅ࡂ、医療ㆤの関連ᛶがありࡑうなら、ࢿ࣐ࢣーࣕࢪー、ᅾᏯㆤ、Ẹ

㛫救急（㝔ᦙ送㌴をྵࡴ。）等への⧅ࡂなど、様々なࢣーࢫが定される。

・ඵ㧗連（ඵ⋤Ꮚ市㧗㱋者救急医療体ไᗈ域連絡会）のように、地域医ᖌ会を中心とした

ಖ、医療、ㆤ、⚟♴、ᦙ送機関、⮬体、行政等のᖜᗈい関係者による༠㆟会の

タと実効ᛶのある連ᦠの推進がᚲ要。

・ఫẸと行政と医療者の᭷機的な⧅がりは㠀ᖖに㔜要だとឤࡌた。ඖ々ᚲ要な報が市Ẹ

にఏࢃっていれࡤ、㠀ᖖにៃてࡎに行ືすることができる。

・ᚋますます㔜要視される救急医療とᅾᏯ医療との連ᦠ方策の一つとして、♯7119 か

らの㟁ヰᅇ⥺ୖの連ᦠもᶍ⣴するᚲ要がある。

・データのά用という点では、┦ㄯ、救急ᦙ送、療、㏥㝔ᚋのデータを連ᦠすること

で、事業効果のᢕᥱや、事業の㉁の向ୖに向けた取組などにおいて、極めてᙺに❧つだ

。うࢁ

㹙ᩆᛴ㟂せᑐ⟇㈨ࡿࡍのྲྀ⤌の㐃ᦠ・ᙺศᢸ㹛

・救急安心センターへの┦ㄯ内ᐜの 50㸣がᑠඣに関するものであったことから、｢ᑠඣ

ࡤで㡰次㉁ၥに⟅えていき、㔜であれࣜࣉ。を㛤発した｢ࣜࣉ 119 ␒につながり、

軽であれࡤ、⮬ᕫཷデྍ⬟な㝔のࣜࢺࢫが⾲♧されるものである。

の௦になり、救急にかかりたいけど、㝔に行くのが᎘だとか㐲៖してࢼࣟࢥࢬ࢘・

行かないேがいるので、ࡑのே㐩にᑐし、♯7119や♯8000という、いࡺࢃる࣐࢜ン

。もうᑡし救急医療がうまくいくとᛮう、ࡤ化されていれ࣒ࢸࢫࢩンでの┦ㄯがࣛ
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救急安心センター事業を実施するに当たっては、ල体的な入㟁にᑐᛂできる┳ㆤ

ᖌや┦ㄯဨを┦ㄯ❆ཱྀに㓄⨨したୖで、࢜ンࢥール体ไもྵめて医ᖌから適切な指

♧をཷけられる体ไをᵓ⠏するᚲ要がある。ࡑの㝿には、事業の㉁を担ಖするため

にも、༢に㈨᱁ಖ᭷者をₔ↛と㓄⨨するのではなく、例えࡤ、救急㝔での務⤒

㦂を᭷する者や、ྠ✀のᑐேࢧーࢫࣅ・┦ㄯ業務の⤒㦂者など、本事業の実施に適

切なேᮦを㑅定することがᮃましい。

しかし、本事業を᪂たに導入しようとする団体にとっては、事業の❧ࡆୖࡕ‽ഛ

に当たって、ࡑのことをᅔ㞴にឤࡌるሙ合も定される。

ール༠㆟会等をࣟࢺンࢥル࢝ձ日㡭から、࣓デ、ࡤのゎỴに向けては、例えࡑ

通ࡌて㢦の見える関係がᵓ⠏されている地域の医ᖌ会・┳ㆤᖌ会など関係機関への

༠ຊ依頼や、ղ᪤に⮬体から㟁ヰ┦ㄯ事業のጤクをཷけている事業者のά用、

ճᑓ㛛的知㆑を᭷するࢫタࣇࢵの確ಖがྍ⬟なேᮦὴ㐵会♫のά用、といった方策

が⪃えられる。

なお、Ẹ㛫事業者のά用によりேᮦ確ಖを図る㝿には、事業者㑅定にあたって一

⯡➇த入ᮐにᣐるのではなく、先行実施団体で見られるように、࣏ࣟࣉーࢨル入ᮐ

を行うことでே件費や◊ಟ費を下支えし、ᑓ㛛ᛶや的確なᑐᛂຊを᭷した┦ㄯဨの

確ಖに⧅ࡆるといったᕤኵもཧ⪃となる。

┦ㄯဨの☜ಖ᪉⟇㛵ࡿࡍ࡞ពぢ

㹙┦ㄯဨの☜ಖ᪉⟇㹛

・本県では、事業導入にあたっては、ᑓ㛛の┦ㄯဨ、≉に医ᖌの確ಖというேᮦ確ಖのㄢ

㢟をはࡌめ、ㄢ㢟がከいと認㆑してきた。

・ே件費のᢚไは、ேဨ確ಖをᅔ㞴にする。一⯡➇த入ᮐではなく、࣏ࣟࣉーࢨル入ᮐを

行うことで、ே件費を下支えすることは、「ᑓ㛛ᛶが㧗い業✀をྵࡴ┦ㄯဨの確ಖのၥ

㢟」のゎ消にも⧅がる(医療や┳ㆤの㸯ศ㔝として認知されうるような≧ἣをసってい

くことも、各地域でのᒎ㛤にᚲ㡲であࢁうと⪃える。)。

・本市では、ኪ㛫救急の┳ㆤᖌとྠ㢠⛬度の㢠を┦ㄯ┳ㆤᖌの⤥としたことで、ேᮦ確

ಖには㞴しなくなり、㉁もᨵၿした。また、Ჷ等でാくことができない事のある

₯ᅾ┳ㆤᖌのά㌍のሙともなっている。
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ձ Ẹ㛫ᴗ⪅のࢢࣥࣜࣄㄪᰝのᐇ

♯7119 事業を実施している団体には、ࡑの業務の一部ཪは部ศをẸ㛫事業者

にጤクしているࢣーࢫがከいことから、⯡の検討に当たってはまࡎ、実㝿にཷク

実⦼のあるẸ㛫事業者にᑐしてࣜࣄンࢢを行い、Ẹ㛫事業者ഃから見た本事業の

㐠Ⴀୖのㄢ㢟などをㄪᰝするとともに、♯7119 事業のᮍ実施地域がᚋ、事業導

入の検討を行うୖで、ཧ⪃となりᚓる報を⫈取した。

ղ ⪅ᑐ㇟ᴗࢢࣥࣜࣄ

⌧ᅾ、♯7119事業の㐠Ⴀ、ேᮦ確ಖ、ࢥールセンターのタ⨨などについて、実施

団体から事業のጤクをཷけているẸ㛫事業者（３♫）。

ճ ෆᐜࢢࣥࣜࣄ

・♯7119事業ཷクに当たってのㄢ㢟（事業㛤ጞ๓に行う実施団体とのㄪᩚ内ᐜ、

ᮍ実施団体から᪂たに事業ጤクをཷけたሙ合のㄢ㢟等）

・♯7119 事業を㐠Ⴀするୖでのㄢ㢟（ཷク事業者から見た㐠Ⴀୖのㄢ㢟、ࢥー

ルセンター㐠Ⴀ者として見たの㟁ヰ┦ㄯ事業とのẚ㍑、♯7119 事業のあり

方等）

մ ᯝ⤖ࢢࣥࣜࣄ

。結果としては、主なものとして、以下のような意見があったࢢンࣜࣄ

・これまでの事業のཷク及び㐠Ⴀに㝿して、きなၥ㢟は生ࡌていない。

・ᚋ、௬に、ᮍ実施団体から᪂たな事務ጤクの要ㄳがᩘከくᐤࡏられても、

ᚲ要な⎔ቃᩚഛを行うことで、ᑐᛂできるとᛮう。

・｢医療機関内｣のࢽーࢬのከᐻや内ᐜについては、地域ᕪがあるとの༳㇟。

・｢救急┦ㄯ（⥭急度ุ定）｣については、ࢥࢺࣟࣉルが⤫一されており、地域

ᕪは↓いという༳㇟。

Ẹ㛫ᴗ⪅のࢢࣥࣜࣄㄪᰝのᐇ⤖ᯝ

㹙Ẹ㛫ᴗ⪅㸿㸦ཷクᐇ⦼㸻ձ7119ݡ㸸㸱ᆅᇦࠊղ8000ݡ㸸㸲ᆅᇦࠊճ㢮ఝᴗ㸸㸳ᆅᇦ㸧㹛

・様書や事業形ែが確定してから事業ጤクが行ࢃれるので、事業導入のㄪᩚにⱞປは

↓かった。

。᪂たに事業をཷクするためのไ⣙は↓い、ࡤが確ಖできれࣇࢵタࢫ・

・≉ᛶの␗なる」ᩘの地域から事業をཷクしているが、明確な≉Ⰽはないとの༳㇟。

・全体的に、｢救急┦ㄯ｣より｢医療機関内｣がከい༳㇟。

・事業㐠Ⴀୖのၥ㢟点としては、｢適切な用が負担となっていること｣がある。

・事業者としても、本事業はࢽーࢬの㧗い公共事業であるとの認㆑をᣢっている。
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㹙Ẹ㛫ᴗ⪅㹀㸦ཷクᐇ⦼㸻ձ7119ݡ㸸㸯ᆅᇦࠊղ8000ݡ㸸㸷ᆅᇦࠊճ㢮ఝᴗ㸸㸱ᆅᇦ㸧㹛

・関係機関とのㄪᩚを一本化していたことで、࣒ࢫーࢬに事業導入ができた。

・ᅇ⥺ᩘが確ಖできれࡤ、᪂たに事業をཷクすることはྍ⬟である。

・地域によっては、医療機関内に｢ࣟー࢝ルルール｣があるので、地ඖのᑓ௵ࢫタࣇࢵが

担当した方が、用者の‶㊊度も向ୖし、㞠用の促進にも⧅がるのではないか。

・｢救急┦ㄯ｣は、ࢥࢺࣟࣉルが⤫一されており、地域ᕪは↓いという༳㇟。

㹙Ẹ㛫ᴗ⪅㹁㸦ཷクᐇ⦼㸻ձ7119ݡ㸸㸱ᆅᇦࠊղ8000ݡ㸸㸷ᆅᇦࠊճ㢮ఝᴗ㸸㸰ᆅᇦ㸧㹛

・事業を実施する県の担当者が、地域医療を担当する部⨫の⫋ဨだと、医療機関の報な

どのヰが࣒ࢫーࢬに進ࡴ。

・♯8000 と♯7119の୧方を実施している地域では、♯7119 にᑠඣの┦ㄯが入ることもあ

り、୧事業のすࡳศけが㞴しいとឤࡌている。

・ேཱྀのከい都市ᅪでは「医療機関内」がከく、ேཱྀがᑡない地方部では｢救急┦ㄯ｣が

ከい༳㇟。

・本事業は♫会㈉⊩度の㧗い事業だと認㆑しており、ࢫタࣇࢵのモ࣋ࢳーࣙࢩンも㧗い。

յ ㄢ㢟ᑐࡿࢀࡽ࠼⪄࡚ࡋゎỴ⟇の検討

「ᮍ実施団体へのンࢣーࢺ」（第㸰❶ཧ↷）においては、♯7119事業を実施して

いない⌮⏤として、「እ部ጤクのཷけ─がない」とᅇ⟅した団体が、都道府県及び消

防本部とも一定ᩘ見られたほか、♯7119 事業の導入を検討するୖで㔜要な事㡯とし

て、「ጤク業者の確ಖ」とᅇ⟅した団体が、都道府県で⣙㸳、消防本部で⣙３も

見られるなど、ጤク事業者の確ಖ方策は、本事業の全国ᒎ㛤に向けて、㑊けて通れな

いㄢ㢟の㸯つである。

ᮍ実施地域におけるၥ㢟意㆑のヲ⣽についてはさらなるศᯒをᮇᚅしたいが、

ᆺ的には、ձ事業ጤクに当たってᚲ要となる財政負担へのᠱᛕ、ղጤク先の㑅ᢥ⫥

となりᚓるẸ㛫事業者に関ࢃる報㊊、ճ実㝿の事業ጤクに㝿するල体的な࢘ࣀ

。㊊、といったㄢ㢟が⪃えられる࢘ࣁ

このうࡕձについては、㸲㸬（㸰）ղ「「財政ᥐ⨨」のあり方」で๓㏙したㄽ点と関

連するほか、ղ及びճについては、㸴㸬（㸰）「᪤実施団体における事業のᗏୖࡆ」で

ᚋ㏙する本事業の「㉁」等の向ୖのㄽ点とも関連する。ㄢ㢟ゎỴに向けては、例えࡤ、

先行実施団体におけるẸ㛫事業者へのጤク事例をල体的にᩚ⌮したり、事業実施に

当たっての「モデル様書」をᨵၿしたりして、ᮍ実施地域にᗈくᥦ♧していくこと

が、一ຓとなࢁう。

いࡎれにࡏよ、各実施主体がጤク事業者のά用及び確ಖを検討するに当たっては、

まࡎは、ᚲ要となる報を正確にᢕᥱするとともに、「ᇶ本的には┤Ⴀ方ᘧで実施」、

「一部をእ部ጤク方ᘧで実施」ཪは「部ศをእ部ጤク方ᘧで実施」といった⪃えら

れる㑅ᢥ⫥ࡈとに、地域の実に༶した࣓ࣜࢺࢵ・デ࣓ࣜࢺࢵを෭㟼にẚ㍑⾮㔞の

うえ、適切な方策を見出すことがồめられよう。࢘ࣁ࢘ࣀの共᭷など、国からのᘬき

⥆きの支援もᮃまれる。
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ձ Ẹ㛫ᴗ⪅のࢢࣥࣜࣄㄪᰝのᐇ

♯7119 事業を実施している団体には、ࡑの業務の一部ཪは部ศをẸ㛫事業者

にጤクしているࢣーࢫがከいことから、⯡の検討に当たってはまࡎ、実㝿にཷク

実⦼のあるẸ㛫事業者にᑐしてࣜࣄンࢢを行い、Ẹ㛫事業者ഃから見た本事業の

㐠Ⴀୖのㄢ㢟などをㄪᰝするとともに、♯7119 事業のᮍ実施地域がᚋ、事業導

入の検討を行うୖで、ཧ⪃となりᚓる報を⫈取した。

ղ ⪅ᑐ㇟ᴗࢢࣥࣜࣄ

⌧ᅾ、♯7119事業の㐠Ⴀ、ேᮦ確ಖ、ࢥールセンターのタ⨨などについて、実施

団体から事業のጤクをཷけているẸ㛫事業者（３♫）。

ճ ෆᐜࢢࣥࣜࣄ

・♯7119事業ཷクに当たってのㄢ㢟（事業㛤ጞ๓に行う実施団体とのㄪᩚ内ᐜ、

ᮍ実施団体から᪂たに事業ጤクをཷけたሙ合のㄢ㢟等）

・♯7119 事業を㐠Ⴀするୖでのㄢ㢟（ཷク事業者から見た㐠Ⴀୖのㄢ㢟、ࢥー

ルセンター㐠Ⴀ者として見たの㟁ヰ┦ㄯ事業とのẚ㍑、♯7119 事業のあり

方等）

մ ᯝ⤖ࢢࣥࣜࣄ

。結果としては、主なものとして、以下のような意見があったࢢンࣜࣄ

・これまでの事業のཷク及び㐠Ⴀに㝿して、きなၥ㢟は生ࡌていない。

・ᚋ、௬に、ᮍ実施団体から᪂たな事務ጤクの要ㄳがᩘከくᐤࡏられても、

ᚲ要な⎔ቃᩚഛを行うことで、ᑐᛂできるとᛮう。

・｢医療機関内｣のࢽーࢬのከᐻや内ᐜについては、地域ᕪがあるとの༳㇟。

・｢救急┦ㄯ（⥭急度ุ定）｣については、ࢥࢺࣟࣉルが⤫一されており、地域

ᕪは↓いという༳㇟。

Ẹ㛫ᴗ⪅のࢢࣥࣜࣄㄪᰝのᐇ⤖ᯝ

㹙Ẹ㛫ᴗ⪅㸿㸦ཷクᐇ⦼㸻ձ7119ݡ㸸㸱ᆅᇦࠊղ8000ݡ㸸㸲ᆅᇦࠊճ㢮ఝᴗ㸸㸳ᆅᇦ㸧㹛

・様書や事業形ែが確定してから事業ጤクが行ࢃれるので、事業導入のㄪᩚにⱞປは

↓かった。

。᪂たに事業をཷクするためのไ⣙は↓い、ࡤが確ಖできれࣇࢵタࢫ・

・≉ᛶの␗なる」ᩘの地域から事業をཷクしているが、明確な≉Ⰽはないとの༳㇟。

・全体的に、｢救急┦ㄯ｣より｢医療機関内｣がከい༳㇟。

・事業㐠Ⴀୖのၥ㢟点としては、｢適切な用が負担となっていること｣がある。

・事業者としても、本事業はࢽーࢬの㧗い公共事業であるとの認㆑をᣢっている。
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なお、Ẹ㛫事業者への事業ጤクにあたっては、」ᩘの実施団体が共ྠして一つの

事業者にጤクをすれࡤ、業務の㉁を確ಖできるୖに、ࡑれࡒれ༢⊂でጤクするሙ合

よりも࢘ࣁ࢘ࣀの共᭷化・ᶆ‽化や効⋡的な実施に⧅がりうる。また、ᇶ本的には

┤Ⴀ方ᘧで実施するሙ合にあっても、共ྠ実施を図れྠࡤ様の効果がᚓられよう。

主としてྠ一都道府県域内における都道府県・市町村㛫での共ྠ実施や、㏆㞄市町

村どうしでの共ྠ実施については、᪤に取組事例が」ᩘ見られるが、本事業の全国

ᒎ㛤の㏿やかな実⌧に向けては、ᚑ᮶は取組事例がஈしい都道府県ቃを㉺えたᗈ域

的な取組についても、さらなる進ᒎをᮇᚅしたい。

ጤクᴗ⪅の☜ಖ᪉⟇㛵ࡿࡍ࡞ពぢ

㹙ጤクᴗ⪅の☜ಖ᪉⟇㹛

・すでに取り組ࢇでいる⮬体におけるこの事業の成果及び費用ᑐ効果、㐠Ⴀ形ែなどを

♧すことにより、この事業がᗈがるものと⪃える。

・各⮬体がࡑれࡒれで࣐ン࣡ࣃーを使って実施するよりも、ある⛬度まとまって事業ጤ

クする方が安になるだࢁうか。

・事業者の㑅定などについては、国の様書ࡦなᆺを定ᮇ的にࣉࢵࣗࢩࢵࣛࣈしつつ、

さらに実施⮬体にᑐしては、࣏ࣟࣉーࢨル入ᮐを່ዡすることがᮃましいと⪃える。

・本市では、㐲㝸ᆺのጤク事業者(㸻ᩘ地域のᩘ✀㢮の事業を㸯センターでㄳけ負ってい

る事業者)からのᥦ㔠㢠(県域へのᣑにకって㆟ㄽされたもの)は、本市が⌧地ᆺで

実施している≧ἣでのண⟬㢠とẚ㍑すると極めて㧗౯だった。つまり、ᚲࡎしも㐲㝸ᆺ

のࢥールセンターが安౯であるとࡤかりもゝえない。

・⌧地ᆺは、ㄽ点となりがࡕなึᮇᢞ㈨に関しても、᪤Ꮡのู事業のࢥールセンターなど

の一部ศを使用することなどを定すれࡤ、あまりၥ㢟にならないだࢁうし、業務実ែ

のᢕᥱや、業務内ᐜのᨵၿなど、⮬体ഃがࣁンࣜࢻンࢢしやすいഃ面もある。地域の

₯ᅾ┳ㆤᖌのά用にも⧅がる。こういった㐠Ⴀ形ែについても、よりᗈめの㑅ᢥ⫥を⮬

体にᥦ♧していくことが、ᮍ実施⮬体への導入を促していくうえでは᭷効なので

はないかと⪃える。

・業者にእὀしてጤクするሙ合、ࡑの地域の、ࡑの日の医療報をしっかりᢕᥱするため、

地域の医療部㛛としっかり連ᦠして医療体ไ報をጤク先にᥦ౪し共᭷していくこと

が㔜要である。

・ᚲࡎしも県ቃが医療ᅪとྠ一ではないことから共ྠ実施の例があるのだࢁうが、ᑡし踏

のような連ᦠがあࡑ、で「業務の効⋡化」「ᶆ‽化による㉁の向ୖ」を⪃えてもࢇ㎸ࡳ

ってもⰋいのではないかとᛮう。
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♯7119事業のように▷⦰ࣖࢲルを用いて┦ㄯ事業を実施しているものには、「Ꮚ

ども医療㟁ヰ┦ㄯ事業（♯8000）」、「㆙ᐹ┦ㄯᑓ用㟁ヰ（♯9110）」、「道㊰⥭急ࣖࢲ

ル（♯9910）」、「消費者ࣛࢺࢵ࣍ン（㸯㸶㸶）」、「ඣ❺┦ㄯᡤᚅᑐᛂࣖࢲル（㸯

㸶㸷）」などがある。

この中では≉に、「Ꮚども医療㟁ヰ┦ㄯ事業（♯8000）」が、「㟁ヰ┦ㄯ事業の㛤ጞ

にకい、▷⦰ࣖࢲルをᩚഛしたこと」や「┦ㄯ事業の㐠Ⴀ主体が地方公共団体であ

る」などの面で、♯7119 事業との共通ᛶが見られる。୧事業のᴫ要をᑐẚ的にᩚ⌮

すると下⾲の通りである。

本検討部会では、୧者の㢮ఝᛶに╔目し、効⋡ᛶや౽ᛶ等のほ点から、一本化し

た方がⰋいのではないかとの㆟ㄽもあった。しかし、୧事業の内ᐜをヲ⣽に確認す

ると、一定の共通ᛶは᭷するものの、例えࡤ以下のように、༢にᑐ㇟とする年㱋ᒙの

㐪いだけにとどまらない、本㉁的なᛶ㉁の㐪いなども見て取れる。

・ᑐᛂ内ᐜについては、♯8000 がᏊどもをᣢつಖㆤ者等の安にᑐするຓゝが中心

となっているのにᑐし、♯7119 事業では、救急┦ㄯにおいて⥭急度が㧗いࢣーࢫ

については 119 ␒への㌿送等も行うほか、ᚲ要な医療機関の内も実施している

こと

・ྲཱྀ 付㛫については、♯8000は平日ኪ㛫ᖏにおける実施がከいことにᑐし、♯7119

事業はཎ๎ 24㛫 365日ᑐᛂとなっていること

・実施地域については、♯8000 は᪤に全国ᒎ㛤しているのにᑐし、♯7119事業の全

国ᒎ㛤はᮍだ道༙ࡤであること

    ᚑって、ᑗ᮶的な一本化の方向ᛶには␃意しながらも、まࡎは、♯7119 事業の㏿

やかな全国ᒎ㛤を実⌧することが先Ỵであると⪃える。ࡑのୖで、当面は、こうした

୧事業のᛶ㉁の㐪いやᙺศ担について明確化し、ศかりやすく発ಙすることで、ࡑ

れࡒれの౽ᛶをさらに㧗めていくとともに、事業効果のศᯒや㉁の向ୖの面で、୧

者が連ᦠした取組を図るなど、用者目⥺に❧ったᚲ要な༊ู化とేࡏて、適切な┦

連ᦠを図っていくことがᮃましい。
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なお、Ẹ㛫事業者への事業ጤクにあたっては、」ᩘの実施団体が共ྠして一つの

事業者にጤクをすれࡤ、業務の㉁を確ಖできるୖに、ࡑれࡒれ༢⊂でጤクするሙ合

よりも࢘ࣁ࢘ࣀの共᭷化・ᶆ‽化や効⋡的な実施に⧅がりうる。また、ᇶ本的には

┤Ⴀ方ᘧで実施するሙ合にあっても、共ྠ実施を図れྠࡤ様の効果がᚓられよう。

主としてྠ一都道府県域内における都道府県・市町村㛫での共ྠ実施や、㏆㞄市町

村どうしでの共ྠ実施については、᪤に取組事例が」ᩘ見られるが、本事業の全国

ᒎ㛤の㏿やかな実⌧に向けては、ᚑ᮶は取組事例がஈしい都道府県ቃを㉺えたᗈ域

的な取組についても、さらなる進ᒎをᮇᚅしたい。

ጤクᴗ⪅の☜ಖ᪉⟇㛵ࡿࡍ࡞ពぢ

㹙ጤクᴗ⪅の☜ಖ᪉⟇㹛

・すでに取り組ࢇでいる⮬体におけるこの事業の成果及び費用ᑐ効果、㐠Ⴀ形ែなどを

♧すことにより、この事業がᗈがるものと⪃える。

・各⮬体がࡑれࡒれで࣐ン࣡ࣃーを使って実施するよりも、ある⛬度まとまって事業ጤ

クする方が安になるだࢁうか。

・事業者の㑅定などについては、国の様書ࡦなᆺを定ᮇ的にࣉࢵࣗࢩࢵࣛࣈしつつ、

さらに実施⮬体にᑐしては、࣏ࣟࣉーࢨル入ᮐを່ዡすることがᮃましいと⪃える。

・本市では、㐲㝸ᆺのጤク事業者(㸻ᩘ地域のᩘ✀㢮の事業を㸯センターでㄳけ負ってい

る事業者)からのᥦ㔠㢠(県域へのᣑにకって㆟ㄽされたもの)は、本市が⌧地ᆺで

実施している≧ἣでのண⟬㢠とẚ㍑すると極めて㧗౯だった。つまり、ᚲࡎしも㐲㝸ᆺ

のࢥールセンターが安౯であるとࡤかりもゝえない。

・⌧地ᆺは、ㄽ点となりがࡕなึᮇᢞ㈨に関しても、᪤Ꮡのู事業のࢥールセンターなど

の一部ศを使用することなどを定すれࡤ、あまりၥ㢟にならないだࢁうし、業務実ែ

のᢕᥱや、業務内ᐜのᨵၿなど、⮬体ഃがࣁンࣜࢻンࢢしやすいഃ面もある。地域の

₯ᅾ┳ㆤᖌのά用にも⧅がる。こういった㐠Ⴀ形ែについても、よりᗈめの㑅ᢥ⫥を⮬

体にᥦ♧していくことが、ᮍ実施⮬体への導入を促していくうえでは᭷効なので

はないかと⪃える。

・業者にእὀしてጤクするሙ合、ࡑの地域の、ࡑの日の医療報をしっかりᢕᥱするため、

地域の医療部㛛としっかり連ᦠして医療体ไ報をጤク先にᥦ౪し共᭷していくこと

が㔜要である。

・ᚲࡎしも県ቃが医療ᅪとྠ一ではないことから共ྠ実施の例があるのだࢁうが、ᑡし踏

のような連ᦠがあࡑ、で「業務の効⋡化」「ᶆ‽化による㉁の向ୖ」を⪃えてもࢇ㎸ࡳ

ってもⰋいのではないかとᛮう。
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㢮ఝの▷⦰ࣝࣖࢲの㛵ಀ㛵ࡿࡍ࡞ពぢ

㹙㢮ఝの▷⦰ࣝࣖࢲの㛵ಀ8000ݡࠊ ࠊ୍ࡅศࡳ༊ู・᳇ࠊの㛵ಀ㸦┦㐃ᦠ ᮏ㸧㹛

・♯7119と 119や♯8000との関係について、どう┦連ᦠしているかがศかりやすいと、

より⌮ゎが進ࡴのではないか。

・♯8000 との共Ꮡ、୪❧が๓ᥦなら、༊ู化の明記と連ᦠのあり方を検討事㡯とした方

がⰋい。

・┦ㄯ者は様々な報をồめてくるだࢁう。ࡑれࡒれの報を⦪りにしてしまうと、

౽ᛶがᝏく、普及していかないのではないか。行政ഃにはኚだが、㛫ཱྀをᗈࡆてཷけ

入れることができるようになれࡤⰋい。

・♯7119と♯8000は、༢⣧にᑐ㇟年㱋ᒙの㐪いだけでなく、ᛶ㉁が␗なる事業であるた

め、ಶ々の事業のేᏑのあり方を各⮬体の事に合ࡏࢃて㑅ᢥできるよう、様々なモ

デルをᥦ♧できるとⰋいのではないか。

・♯8000ですら認知度が㧗いࢃけではないので、♯7119 を導入するのであれࡤ、୧事業

を一本化したୖで行った方が、ᗈ報的な面でも効果的ではないか。

・一⯡的に⪃えれ7119♯、ࡤ と♯8000 が㸯つであれࡤ、᭱ ⤊的には、費用ᑐ効果もあり、

用者にとってもⰋい。すࡄには↓⌮でも、ࡑういった方向ᛶも見ておいた方がⰋいの

ではないか。
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ձ ╔ಙ▷⦰ࣝࣖࢲᅇ⥺の⤌ࡳ

「╔ಙ▷⦰ࣖࢲル」は、♯と㸲᱆のᩘᏐからなる␒号（╔ಙ▷⦰ࣖࢲル␒号）

をணめ機にⓏ㘓することにより、以㝆、用者がຍ入㟁ヰから╔ಙ▷⦰ࣖࢲ

ル␒号をࣖࢲルするだけで指定するᅛ定ᅇ⥺␒号へ᥋⥆できるࢧーࢫࣅのこと

である。

♯7119 事業のሙ合、実施地域においてࢥールセンターに⧅がるᅛ定ᅇ⥺␒号をタ

定しておき、ࡑの地域内で用者が「♯7119」をࣖࢲルすれࢥ、ࡤールセンター

に⧅がる組ࡳとなっている。

╔ಙ▷⦰ࣖࢲルの࣓ーࢪ

     

ղ ྕ␒ෆ⏝ᆺࢡࢵࣟࣈ

ル␒号は、♯7000ࣖࢲ⦰▷♯ ␒ྎの「ࢡࢵࣟࣈ内用ᆺࢧーࢫࣅ␒号」と♯

8000␒ྎ及び♯9000 ␒ྎの全国用ᆺࢧーࢫࣅ␒号がある。

♯7119 事業で用いている♯7000 ␒ྎの␒号は、各ࢡࢵࣟࣈ内で用ྍ⬟な␒号

が定められており、ࡑれによると♯7119 の␒号が使用できないࢡࢵࣟࣈもあった

が、平成 21 年度にモデル事業を実施した㝿に、♯7119については全国（全てのࣈ

。で用がྍ⬟なものとᩚ⌮された（ࢡࢵࣟ

ࠝᖹᡂ 21ᖺᗘᩆᛴᴗົ㧗ᗘ᥎㐍検討会ሗ࿌᭩㸦ᖹᡂ 22ᖺ㸱᭶㸧ࠞࡾࡼ

・♯7000 ␒ྎは全国 10 内で用されてきた⤒⦋があるࢡࢵࣟࣈのಶูࢡࢵࣟࣈ

が、ᮾி消防庁と␗なる␒号を用すると、␒号の認知度向ୖに支㞀が生ࡌる

ことから、♯7119については全国で用することをྍ⬟なものとした。
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㢮ఝの▷⦰ࣝࣖࢲの㛵ಀ㛵ࡿࡍ࡞ពぢ

㹙㢮ఝの▷⦰ࣝࣖࢲの㛵ಀ8000ݡࠊ ࠊ୍ࡅศࡳ༊ู・᳇ࠊの㛵ಀ㸦┦㐃ᦠ ᮏ㸧㹛

・♯7119と 119や♯8000との関係について、どう┦連ᦠしているかがศかりやすいと、

より⌮ゎが進ࡴのではないか。

・♯8000 との共Ꮡ、୪❧が๓ᥦなら、༊ู化の明記と連ᦠのあり方を検討事㡯とした方

がⰋい。

・┦ㄯ者は様々な報をồめてくるだࢁう。ࡑれࡒれの報を⦪りにしてしまうと、

౽ᛶがᝏく、普及していかないのではないか。行政ഃにはኚだが、㛫ཱྀをᗈࡆてཷけ

入れることができるようになれࡤⰋい。

・♯7119と♯8000は、༢⣧にᑐ㇟年㱋ᒙの㐪いだけでなく、ᛶ㉁が␗なる事業であるた

め、ಶ々の事業のేᏑのあり方を各⮬体の事に合ࡏࢃて㑅ᢥできるよう、様々なモ

デルをᥦ♧できるとⰋいのではないか。

・♯8000ですら認知度が㧗いࢃけではないので、♯7119 を導入するのであれࡤ、୧事業

を一本化したୖで行った方が、ᗈ報的な面でも効果的ではないか。

・一⯡的に⪃えれ7119♯、ࡤ と♯8000 が㸯つであれࡤ、᭱ ⤊的には、費用ᑐ効果もあり、

用者にとってもⰋい。すࡄには↓⌮でも、ࡑういった方向ᛶも見ておいた方がⰋいの

ではないか。
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ճ ᕷእᒁ␒

 ㄢ㢟

は、༢ᩱ㔠༊域ͤを༢として実施されており、地ࢫࣅーࢧルࣖࢲ⦰▷♯

域によっては、༢ᩱ㔠༊域が都道府県や市町村のቃ⏺と一⮴していないሙᡤが

Ꮡᅾしていることから、このような地域において♯7119にᯫ㟁した㝿、次のよう

なၥ㢟が発生する。

  ͤ༢ᩱ㔠༊域（MA㸸Message Area）とは、市内通ヰᩱ㔠（㛫 3ศ 8.5）で通ヰできる༊

域のことであり、ྠ一の市እ局␒を用いている༊域のことを指す。

（例㸯）

・A県及び B県において、㟁ヰ┦ㄯࢧー（7119♯）ࢫࣅを実施

・A県の市እ局␒࢚ࣜ（༢ᩱ㔠༊域）と B県 C市の市እ局␒がྠ一のሙ合、B

県 C市において♯7119をᯫ㟁すると、B県ではなく A県の♯7119実施事業ᡤに

入㟁してしまう。

      

（例㸰）

・A県においてのࡳ、㟁ヰ┦ㄯࢧー（7119♯）ࢫࣅを実施

・B 県の市እ局␒࢚ࣜ（༢ᩱ㔠༊域）と A県 C 市の市እ局␒がྠ一のሙ合、A

県 C市において♯7119 をᯫ㟁すると、A県では♯7119 事業が実施されているに

も関ࢃら7119♯、ࡎ 実施事業ᡤに㟁ヰがつながらないこととなる。

  

A┴
ᕷእᒁ␒
䜶䝸䜰

B┴
ᕷእᒁ␒
䜶䝸䜰

Cᕷ♯7119
ᐇ

♯7119
ᮍᐇ

×
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 ゎỴ⟇

このၥ㢟をゎỴする方策としては次のようなものが⪃えられるが、ࡑれࡒれ

デ࣓ࣜࢺࢵもあるため、各地域が実を踏まえ㑅ᢥすきものである。

(ϸ) ゎỴ⟇㸯

♯7119 ᯫ㟁に、⮬ືでᒃఫ地の♯7119実施事業ᡤに㌿送する。

（デ࣓ࣜࢺࢵ）

ᢏ⾡的にはྍ⬟ではあるが、市እ局␒以下の␒号への⣣付けがᚲ要なこと

から、࣒ࢸࢫࢩのᨵಟに┦当の費用がᚲ要となる。

(Ϲ) ゎỴ⟇㸰

♯7119 をཷ㟁した事業ᡤの⫋ဨが、♯7119実施事業ᡤに㌿送する。

（デ࣓ࣜࢺࢵ）

の発ಙඖが、㌿送をした実施事業ᡤの␒号となるୖࣞࣉࢫーデࣂンࢼ

ことから、用者の␒号がࢃからࡎ⨨報の≉定もできない。

(Ϻ) ゎỴ⟇㸱

ᑐ㇟となる地域の方々にᑐし、当ヱ地域では♯7119 の␒号が使えないこと

をㄝ明するとともに、例㸯のࢣーࢫにおいての⮬体が実施している事業ᡤ

に入㟁があったሙ合は、指定の␒号をఏえ、かけ┤しを依頼する。

（デ࣓ࣜࢺࢵ）

ᑐ㇟となる地域の用者全ဨへの事๓周知が㞴しい。

մ のࡑ

一の市እ局␒࢚ࣜでは一の事業者（一の指定␒号）しか♯7119事業を実施でき

ないことから、平成 28年の通知（「救急安心センター事業（♯7119）の更なる取組

の推進について」（平成 28 年３月 31 日付け消防救第 32 号救急企画室長通知））の

ู⣬においては、都道府県の༊域内の一部の市町村において♯7119 事業を実施する

ሙ合の␃意事㡯として、「都道府県の༊域内の一部の市町村が先行して事業実施す

るሙ合は、共ྠ実施や事業のཷクなどにより事業㛤ጞᚋに県内のの市町村が事業

ཧ入することができるᑐᛂをとるものとし、᭱ ⤊的に都道府県༢で事業を実施す

ることがྍ⬟となるよう」なᑐᛂを促している。

ᢏ⾡的ㄢ㢟のᑐᛂ㛵ࡿࡍ࡞ពぢ

㹙ᢏ⾡的ㄢ㢟のᑐᛂ㹛

・全国ᒎ㛤するにあたり♯7119 ということが㔜要。地域によって␒号が␗なるのは㑊け

たい。

・この♯7119 という␒号にこだࢃったほうがいいのではないかと、⚾はᛮっている。ほ

ගᐈなどよࡑから᮶たேでもศかるような、⤫一した␒号ということで、この␒号を使

う࣓ࣜࢺࢵ・デ࣓ࣜࢺࢵというものを、しっかりఏえていくᚲ要があるのではないか。

47

ճ ᕷእᒁ␒

 ㄢ㢟

は、༢ᩱ㔠༊域ͤを༢として実施されており、地ࢫࣅーࢧルࣖࢲ⦰▷♯

域によっては、༢ᩱ㔠༊域が都道府県や市町村のቃ⏺と一⮴していないሙᡤが

Ꮡᅾしていることから、このような地域において♯7119にᯫ㟁した㝿、次のよう

なၥ㢟が発生する。

  ͤ༢ᩱ㔠༊域（MA㸸Message Area）とは、市内通ヰᩱ㔠（㛫 3ศ 8.5）で通ヰできる༊

域のことであり、ྠ一の市እ局␒を用いている༊域のことを指す。

（例㸯）

・A県及び B県において、㟁ヰ┦ㄯࢧー（7119♯）ࢫࣅを実施

・A県の市እ局␒࢚ࣜ（༢ᩱ㔠༊域）と B県 C市の市እ局␒がྠ一のሙ合、B

県 C市において♯7119をᯫ㟁すると、B県ではなく A県の♯7119実施事業ᡤに

入㟁してしまう。

      

（例㸰）

・A県においてのࡳ、㟁ヰ┦ㄯࢧー（7119♯）ࢫࣅを実施

・B 県の市እ局␒࢚ࣜ（༢ᩱ㔠༊域）と A県 C 市の市እ局␒がྠ一のሙ合、A

県 C市において♯7119 をᯫ㟁すると、A県では♯7119 事業が実施されているに

も関ࢃら7119♯、ࡎ 実施事業ᡤに㟁ヰがつながらないこととなる。

  

A┴
ᕷእᒁ␒
䜶䝸䜰

B┴
ᕷእᒁ␒
䜶䝸䜰

Cᕷ♯7119
ᐇ

♯7119
ᮍᐇ

×
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事業の内ᐜをᖜᗈく国Ẹに周知し、ᮍ実施団体における検討を促進するためには、

国ࣞ࣋ルでのᗈ報άືも㔜要である。᭱ ㏆の取組を見ると、消防庁では、㤳┦ᐁ㑰࣓

࣓ールࢪ࣐࢞ン・LINE や消防庁 HPに᪂タした≉タࢺࢧ等をά用したศかりやすい

にッồຊのࡕ組での⤂、さらにはᏊ౪た␒࢜ࢪᗈ報、ᗈ報ㄅへのᥖ㍕やࣛࢺࢵࢿ

㧗いேẼࢡࣛࣕ࢟ターと連ᦠしたไ度 PRの実施など、ከ様なᗈ報άືをᒎ㛤し、ᮍ

実施団体にᑐするᑀなാきかけ等との┦効果を図りながら、本事業のさらなる

全国ᒎ㛤を推進している。また、ཌ生ປാ┬と連ᦠして、｢地域における適切な医療

のᥦ౪に㈨する事業（ཌ生ປാ┬平成３㸮年度｢いのࡕをまもり、医療をまもる国Ẹ

。であるࢁᐉゝ｣）｣として⨨࡙け、事業の周知も行ったとこࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ

事業の認知度をୖࡆることは、ఫẸへの安心・安全のᥦ౪に⧅がることから、各実

施団体においてᗈ報ᡓ␎が❧てられ、様々な፹体・ࢶールを用いたᗈ報άືが行ࢃ

れている。

なお、各実施団体において行ࢃれるᗈ報άືについては、平成 29年度の｢救急業務

のあり方に関する検討会｣においてㄪᰝが行ࢃれ、ࡑの結果が報告書にまとめられて

いる。
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（実施団体において行ࢃれているᗈ報άືの例）

（㸯）や（㸰）の取組が一定進ࢇでいるにもかかࢃらࡎ、本検討部会の㆟ㄽでは、

⌧≧では、♯7119 事業の実施࢚ࣜであっても、ఫẸにとって、␒号ࡑのものにᑐ

する認知度のపさや、用に㝿する心⌮的なࣁーࢻルの㧗さがあり、一ẁと的確な

ᑐᛂがồめられるとのཝしい指が┦次いだ。

♯7119 事業の実施࢚ࣜを中心に、ఫẸにᑐして本事業の内ᐜをᖜᗈく周知し、

認知度の向ୖや正しい⌮ゎの㔊成を図ることができれࡤ、本事業を┿にᚲ要とする

者による効果的な用をび、本事業の目指す効果が的確かつきく発⌧されるこ

とに⧅がりᚓる。さらには、地域の各ᡤで「♯7119 があってⰋかった、使ってⰋか

った」とのホุがཱྀ࣑ࢥでᗈまっていけࡤ、認知度がますます㧗まるというዲᚠ⎔

が生まれ、本事業⮬体の౯್や㨩ຊの向ୖにも⧅がっていく。ࡑれは、ࡦいては、ᮍ

実施団体における事業実施のきなㄏᅉともなり、本事業の全国ᒎ㛤の実⌧に向け

たල体的なゎỴ策の㸯つになりᚓる。

ࢤձ効果的用の実例㞟/体㦂㞟のస成及びά用、ղター、ࡤのためにも、例えࡑ

や≉ᛶ等を༑ศに⪃៖した取組の実施、ճᚑ᮶形のၨ発ࢬーࢽとなるᑐ㇟者のࢺࢵ

ᡭẁはもとより、SNSや LINE、YouTubeといった᪂しい ICTࢶールもྵめたあらࡺる

ᡭẁ/ࢶールのά用、մッồຊの㧗い意ᕤኵある取組の検討など、⧞り㏉し、かつ、

あらࡺるゅ度からのල体的なࣟࣉーࢳを⢓りᙉく実施していくことがྍḞであ

ると⪃える。

ᚋ、消防庁、実施団体の方において、さらなる実効ᛶある普及ၨ発・認知度向

ୖの取組が進ࢇでいくことをᙉくᮇᚅしたい。
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事業の内ᐜをᖜᗈく国Ẹに周知し、ᮍ実施団体における検討を促進するためには、

国ࣞ࣋ルでのᗈ報άືも㔜要である。᭱ ㏆の取組を見ると、消防庁では、㤳┦ᐁ㑰࣓

࣓ールࢪ࣐࢞ン・LINE や消防庁 HPに᪂タした≉タࢺࢧ等をά用したศかりやすい

にッồຊのࡕ組での⤂、さらにはᏊ౪た␒࢜ࢪᗈ報、ᗈ報ㄅへのᥖ㍕やࣛࢺࢵࢿ

㧗いேẼࢡࣛࣕ࢟ターと連ᦠしたไ度 PRの実施など、ከ様なᗈ報άືをᒎ㛤し、ᮍ

実施団体にᑐするᑀなാきかけ等との┦効果を図りながら、本事業のさらなる

全国ᒎ㛤を推進している。また、ཌ生ປാ┬と連ᦠして、｢地域における適切な医療

のᥦ౪に㈨する事業（ཌ生ປാ┬平成３㸮年度｢いのࡕをまもり、医療をまもる国Ẹ

。であるࢁᐉゝ｣）｣として⨨࡙け、事業の周知も行ったとこࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ

事業の認知度をୖࡆることは、ఫẸへの安心・安全のᥦ౪に⧅がることから、各実

施団体においてᗈ報ᡓ␎が❧てられ、様々な፹体・ࢶールを用いたᗈ報άືが行ࢃ

れている。

なお、各実施団体において行ࢃれるᗈ報άືについては、平成 29 年度の｢救急業務

のあり方に関する検討会｣においてㄪᰝが行ࢃれ、ࡑの結果が報告書にまとめられて

いる。
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ᴗのᬑཬၨⓎ・ㄆ▱ᗘྥୖ㛵ࡿࡍ࡞ពぢ

㹙ෆᐜ㹛

・♯7119 のࣂ࢝ー࢚ࣜにఫࢇでいるが、知ே・ே、さらには医者にも知られていな

いことに㦫いた。まࡎは␒号をもっと知ってもらうことがᚲ要ではないか。

・≉にⱝいேは、␒号をࣗࢩࢵࣉして㟁ヰをかける⤒㦂がᑡなくなっていて、「119」や

「110」の認知からしてపくなっているようにឤࡌる。␒号をぬえてもらうᕤኵについ

ても、ᚲ要ではないか。

・全国共通の␒号として認㆑してもらうことが㔜要だ。ᮍ実施地域があることは、⛯㔠を

⣡めているのに公平ឤがある。かけたことがなくても┦ㄯ事業がᏑᅾしているだけ

でఫẸは安心するのではないか。

・␒号を知っていても、かけることにࣁーࢻルがあるので、「ఏえ方にኻᩋしてもኵ

だよ」とか、㌟㏆な␒号であることをもっと周知してḧしい。

・♯7119 の普及ၨ発に㝿しては、ᚲࡎしも༢体で行うだけではなく、例えࡤ、地域防⅏

や救急救のၨ発など、関連する取組と一⥴に連ᦠして行うと、より効果的だとᛮう。

・♯7119があってⰋかった、使ってⰋかったといった実例㞟・体㦂㞟があるとⰋい。

・௦≧ἣのኚ化に関するၨ発と連ືする形で、ఫẸへの周知のᚭᗏを図っていくき。

㹙ᑐ㇟⪅㹛

・本事業への┦ㄯ者はⱝい方がከいことから、≉に㧗㱋者やࡑのࡈᐙ᪘にᑐする認知度向

ୖのᚲ要ᛶをឤࡌている。

・一⯡市Ẹの目⥺からすると、まで 119␒をかけたことがないேというのはἑᒣいて、

。をᣢっていただくというのが、結ᵓ㞴しいとᛮっているࢪー࣓にࡕのேたࡑ

・ᮍ実施団体に࣡ࣃーをえるのは市Ẹが知るということだࢁう。ᗈ報については、ఏえ

方をୖᡭにしてもらえࡤ急㏿にᗈがるものである。市Ẹまでᾐ㏱するᗈ報のやり方を

⪃えてḧしい。

・AED普及の㸯つのዎ機として、ᑠ・中・㧗もྵめた PTAをすることで普及άືが進ࢇ

だのとྠࡌように、ᚋ、Ꮫᰯ関係をᑐ㇟として↔点を当てるのもᡭかなとᛮう。

・一⯡の方へᗈくఏえるᚲ要はࢇࡑなに↓いのかもしれない。ࡴしࡑ、ࢁれをᚲ要として

いる者、例えࡤᏛᰯの先生、㝔の先生、ࢡࢵࢽࣜࢡ等に᮶るᝈ者さࢇなどへのၨ発を

行うことに㞟中してもⰋいのかもしれない。

が㧗い方というのは、医療機関やゼၥ┳ㆤをཷけている方、㧗㱋者施タなど、᪤ࢬーࢽ・

にࣜࢡࢫをもっている方で、ࡑこに関ࢃっているのは、まさに医ᖌだったりする。ࡑこ

を中᰾に、ཱྀ࣑ࢥ的にᗈがっていくというのが⌮的なᒎ㛤ではないか。
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㹙ᡭẁ࣮ࣝࢶࠊ㹛

・ၨ発は、⧞り㏉しఏえることがᚲ要で、なおかつල体的なࣟࣉーࢳが切である。ୡ

௦によって報の取り方は㐪ってくるので、ᐉఏ方ἲは᪂⪺、㞧ㄅ、ࣛࣅ、YouTube等

あらࡺるゅ度でࣛࢺしてࡳるき。

・認知する機会をቑやすことが切。とりࢃけ、生άの中でࡎっとぬえているのは㞴しい

ので、適切なሙ面で「ᛮい出してもらう」ᕤኵがᚲ要かとᛮう。

・行政は普通に࣐ࢥーࣕࢩルするだけでおࡊなりで県Ẹの方々に㡪きにくい。事業㛤ጞ当

ึに࣓デをά用し、㞟中的にᗈ報しないときࢇࡕと認㆑されないだࢁう。

・ICT、ンࣇル࢚ンࢧーによる SNS、LINE との連ᦠ（♯7119ࢫタン、ࣉンࢣーࢺなど）、

᭷ྡなタࣞン（ࢢࣟࣈ）ࢺの༠ຊ、全国ㄅにおけるⴭྡேを㉳用したၨ発、ࣅࣞࢸ CM、

⫱ඣ用Ꮚ、㧗㱋者やᏊ౪向けのᩍ室、認知度・⌮ゎ度ࣉࢵのための࣋ンࢺ㛤ദ、

ศかりやすいࢫ࣏ター、等

㹙ࡑの㹛

・♯7119 のᏑᅾや使い方の認知度について、⌧≧でどのような方がどのくらい知ってい

るのかということがศかると、やはりⰋいのではないかとᛮう。

・ᮍ実施地域がࡑのままになるሙ合も、市Ẹへの周知は全国に向けたものになるかとᛮう

ので、┦する点がẼになった。
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ᴗのᬑཬၨⓎ・ㄆ▱ᗘྥୖ㛵ࡿࡍ࡞ពぢ

㹙ෆᐜ㹛

・♯7119 のࣂ࢝ー࢚ࣜにఫࢇでいるが、知ே・ே、さらには医者にも知られていな

いことに㦫いた。まࡎは␒号をもっと知ってもらうことがᚲ要ではないか。

・≉にⱝいேは、␒号をࣗࢩࢵࣉして㟁ヰをかける⤒㦂がᑡなくなっていて、「119」や

「110」の認知からしてపくなっているようにឤࡌる。␒号をぬえてもらうᕤኵについ

ても、ᚲ要ではないか。

・全国共通の␒号として認㆑してもらうことが㔜要だ。ᮍ実施地域があることは、⛯㔠を

⣡めているのに公平ឤがある。かけたことがなくても┦ㄯ事業がᏑᅾしているだけ

でఫẸは安心するのではないか。

・␒号を知っていても、かけることにࣁーࢻルがあるので、「ఏえ方にኻᩋしてもኵ

だよ」とか、㌟㏆な␒号であることをもっと周知してḧしい。

・♯7119 の普及ၨ発に㝿しては、ᚲࡎしも༢体で行うだけではなく、例えࡤ、地域防⅏

や救急救のၨ発など、関連する取組と一⥴に連ᦠして行うと、より効果的だとᛮう。

・♯7119があってⰋかった、使ってⰋかったといった実例㞟・体㦂㞟があるとⰋい。

・௦≧ἣのኚ化に関するၨ発と連ືする形で、ఫẸへの周知のᚭᗏを図っていくき。

㹙ᑐ㇟⪅㹛

・本事業への┦ㄯ者はⱝい方がከいことから、≉に㧗㱋者やࡑのࡈᐙ᪘にᑐする認知度向

ୖのᚲ要ᛶをឤࡌている。

・一⯡市Ẹの目⥺からすると、まで 119␒をかけたことがないேというのはἑᒣいて、

。をᣢっていただくというのが、結ᵓ㞴しいとᛮっているࢪー࣓にࡕのேたࡑ

・ᮍ実施団体に࣡ࣃーをえるのは市Ẹが知るということだࢁう。ᗈ報については、ఏえ

方をୖᡭにしてもらえࡤ急㏿にᗈがるものである。市Ẹまでᾐ㏱するᗈ報のやり方を

⪃えてḧしい。

・AED普及の㸯つのዎ機として、ᑠ・中・㧗もྵめた PTA をすることで普及άືが進ࢇ

だのとྠࡌように、ᚋ、Ꮫᰯ関係をᑐ㇟として↔点を当てるのもᡭかなとᛮう。

・一⯡の方へᗈくఏえるᚲ要はࢇࡑなに↓いのかもしれない。ࡴしࡑ、ࢁれをᚲ要として

いる者、例えࡤᏛᰯの先生、㝔の先生、ࢡࢵࢽࣜࢡ等に᮶るᝈ者さࢇなどへのၨ発を

行うことに㞟中してもⰋいのかもしれない。

が㧗い方というのは、医療機関やゼၥ┳ㆤをཷけている方、㧗㱋者施タなど、᪤ࢬーࢽ・

にࣜࢡࢫをもっている方で、ࡑこに関ࢃっているのは、まさに医ᖌだったりする。ࡑこ

を中᰾に、ཱྀ࣑ࢥ的にᗈがっていくというのが⌮的なᒎ㛤ではないか。
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「ᮍ実施団体へのンࢣーࢺ」（第㸰❶ཧ↷）においては、♯7119事業を実施して

いない⌮⏤として、「検討をጞめるきっかけがない」とᅇ⟅している団体が、都道府

県及び消防本部とも一定ᩘ見られたとこࢁである。

ᮍ実施団体における検討のきっかけとして、ఱよりもきな効果をᣢつものは、

まࡎは、本事業の用者となる「地域ఫẸからのኌ」だと⪃える。「㸳㸬事業の普及

ၨ発・認知度向ୖのための方策」でも๓㏙したとおり、あらࡺる意ᕤኵによって、

本事業にᑐする認知度向ୖや正しい⌮ゎの㔊成を図っていくことが、ᮍ実施࢚ࣜ

のఫẸからの事業実施へのᮇᚅにもつながり、行政ഃをはࡌめとする関係者の検討

をᙉくᚋᢲしすることとなࢁう。ేࡏて、検討を行うഃとしても、「㸯㸬事業実施の

ᚲ要ᛶのᩚ⌮（事業実施効果のศᯒ・明確化）」で๓㏙した本事業実施のᚲ要ᛶや

効果・࣓ࣜࢺࢵを「ᡃが事」として実ឤできれࡤ、┦効果により検討がຍ㏿するも

のと⪃えられる。また、ࡑの㝿には、普及促進ࢨࣂࢻー等によるே的支援や、事

務を進めるୖでのཧ⪃となる「事業導入・㐠Ⴀのᡭᘬき/ࣛࢻ࢞ン」のようなも

ののᥦ♧など、࢘ࣁ࢘ࣀ共᭷に係る国からの適切な支援についても、ᮇᚅされる。ຍ

えて、実施団体におけるල体的な成果やㄢ㢟等についても、国が定ᮇ的にとりまと

め、ᗈく全国に発ಙするといった取組が進めࡤ、ᮍ実施団体はもとより、᪤実施団体

もྵめて、ᗈく᭷┈なものとなࢁう。

としࡳのୖで、本検討部会では、ᮍ実施団体における検討をල体的に促すᯟ組ࡑ

て、例えࡤ、以下のような取組について㆟ㄽを行ったとこࢁである。ᮍ実施地域にお

いては、これもཧ⪃にして検討をຍ㏿㡬きたい。ే ࡴて、こうしたືきがに進ࡏ

よう、ไ度的なᚋᢲしについても、検討がᮃまれる。

ձ の検討࡚࠸ࡘ⏝㸦㹋㹁㸧༠㆟会➼のά࣮ࣝࣟࢺࣥࢥࣝ࢝ࢹ࣓

消防機関と医療機関との連ᦠによって、医Ꮫ的ほ点から、救急救ኈをྵࡴ救

急㝲ဨが行うᛂ急ฎ⨨等の㉁をಖ㞀する組ࡳとして、都道府県及び地域ࡈとに、

都道府県・市町村の消防関係者・衛生部局関係者や、医ᖌ会・救救急センター等

の救急医療の関係者等でᵓ成される「࣓デ࢝ルࢥンࣟࢺール（㹋㹁）༠㆟会」が

タ⨨されている。また、消防ἲ（ 23 年ἲᚊ第 186 号）第 35 ᮲の 5 では、消

防機関と医療機関の連ᦠを推進するための組ࡳ及び救急ᦙ送・ཷ入れのな

実施を図るためのルールとして、各都道府県は、「യ者のᦙ送及びയ者のཷ入

れの実施に関するᇶ‽」を定めなけれࡤならないとされており、ࡑの策定や

な㐠用・ᨵၿを行うための༠㆟のሙとして、この࣓デ࢝ルࢥンࣟࢺール༠㆟会

をά用している団体もከい。

救急安心センター事業が担っている「救急┦ㄯ・⥭急度ุ定」や「医療機関内」

というᙺは、消防機関及び医療機関をはࡌめとする関係者が᭷機的に連ᦠして

取り組ࡴきㄢ㢟である。また、「医療機関内」については≉に、ୖ記の「യ
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者のᦙ送及びയ者のཷ入れの実施に関するᇶ‽」において定めることとされて

いる「医療機関ࣜࢺࢫ」も、᭷効ά用することができよう。

したがって、救急安心センター事業との関ࢃり合いの῝い関係者によりᵓ成さ

れ、取りᢅࢃれる事㡯についてもぶᛶが㧗い県の࣓デ࢝ルࢥンࣟࢺール༠㆟

会等を、本事業導入の検討を行うሙとしてά用してもⰋいのではないか。

ղ 㒔㐨ᗓ┴ࡀసᡂࡿࡍᆅᇦ་⒪ィ⏬ࡿࡅ࠾置࡙࡚࠸ࡘࡅの検討

国が定める都道府県の地域医療ᵓ・医療ィ画として、ཌ生ປാ┬が♧してい

る「・事業及びᅾᏯ医療に係る医療体ไᵓ⠏に係る指㔪」の中では、「救急の

医療体ไにồめられる医療機⬟」として、「㟁ヰによる┦ㄯ࣒ࢸࢫࢩを用いて、適

切な医療機関のཷデ、適切な救急㌴の要ㄳ、の通ᡭẁの用等をุ᩿するこ

とと」されていることを踏まえ、各都道府県がస成する医療ィ画の中で♯7119 事

業の⨨࡙けを明確にすることを検討してもⰋいのではないか。

㸦ࠝཧ⪃㸧රᗜ┴ಖ་⒪ィ⏬㸦ᖹᡂ 30ᖺᨵゞ㸧ࡾࡼᢤ⢋ࠞ

○救急医療┦ㄯ（♯7119）の推進

⌧ᅾ、⚄ᡞ市内をᑐ㇟として⚄ᡞ市が実施している救急医療㟁ヰ┦ㄯにつ

いて、⚄ᡞ市と༠ຊしてᑐ㇟地域の県内全域化を目指す。また、᪤Ꮡの㟁ヰ┦

ㄯ事業の効果的な連ᦠᙺศ担について検討を行う（県、市町、関係団体）。

ճ ពᕤኵࡿ࠶ᐇ᪉ᘧ㸦ࢺ࣮ࢱࢫ࣮ࣝࣔࢫ➼㸧のά⏝࡚࠸ࡘの検討

消防庁が発出した平成 28 年通知においては、♯7119 事業の┦ㄯ❆ཱྀについて、

ձཎ๎として 24 㛫 365日、┦ㄯをཷけ付けることができること。

ղただし、ྠ一の❆ཱྀにおいて 24㛫 365日体ไを実施できないሙ合において

は、地域の医療機関等との連ᦠ、Ẹ㛫事業者へのጤク等、地域の実にᛂࡌ

た適切な体ไのᩚഛにより、実㉁的に 24㛫 365日、┦ㄯをཷけ付けるこ

とができる体ไをᩚえていること

をồめている。

こうした中、௧ඖ年 12月に♯7119 事業を㛤ጞしたᚨᓥ県においては、ୖ記

ղの⪃え方をᩜ⾝しつつ、関係機関とも連ᦠのうえ、

・「実施方ᘧ」については、ࢺࢫࢥ面でඃなእ部ጤク方ᘧを᥇用する、

・「ᑐᛂ㛫」については、平日とᅵ᭙の日中はᑐ㇟እとし、平日ኪ㛫と日᭙・

⚃日のࡳのᑐᛂとする、

・「ᅇ⥺ᩘ」については、まࡎは一ᅇ⥺のࡳとする、

という、いࡤࢃ「ࢫモールࢫターࢺ」の発に❧って本事業を⯪出さࡏている。

のᮍ実施団体においても、ୖ記ձをไ度㐠用の⌮ᆺとしつつも、まࡎは、

こうした「ࢫモールࢫターࢺ」方ᘧもཧ⪃としながら、ᚲ要となる事業の「㉁」

の確ಖを๓ᥦに、地域の実にᛂࡌたᰂ㌾な発による導入方策を検討してもⰋ

いのではないか。
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「ᮍ実施団体へのンࢣーࢺ」（第㸰❶ཧ↷）においては、♯7119事業を実施して

いない⌮⏤として、「検討をጞめるきっかけがない」とᅇ⟅している団体が、都道府

県及び消防本部とも一定ᩘ見られたとこࢁである。

ᮍ実施団体における検討のきっかけとして、ఱよりもきな効果をᣢつものは、

まࡎは、本事業の用者となる「地域ఫẸからのኌ」だと⪃える。「㸳㸬事業の普及

ၨ発・認知度向ୖのための方策」でも๓㏙したとおり、あらࡺる意ᕤኵによって、

本事業にᑐする認知度向ୖや正しい⌮ゎの㔊成を図っていくことが、ᮍ実施࢚ࣜ

のఫẸからの事業実施へのᮇᚅにもつながり、行政ഃをはࡌめとする関係者の検討

をᙉくᚋᢲしすることとなࢁう。ేࡏて、検討を行うഃとしても、「㸯㸬事業実施の

ᚲ要ᛶのᩚ⌮（事業実施効果のศᯒ・明確化）」で๓㏙した本事業実施のᚲ要ᛶや

効果・࣓ࣜࢺࢵを「ᡃが事」として実ឤできれࡤ、┦効果により検討がຍ㏿するも

のと⪃えられる。また、ࡑの㝿には、普及促進ࢨࣂࢻー等によるே的支援や、事

務を進めるୖでのཧ⪃となる「事業導入・㐠Ⴀのᡭᘬき/ࣛࢻ࢞ン」のようなも

ののᥦ♧など、࢘ࣁ࢘ࣀ共᭷に係る国からの適切な支援についても、ᮇᚅされる。ຍ

えて、実施団体におけるල体的な成果やㄢ㢟等についても、国が定ᮇ的にとりまと

め、ᗈく全国に発ಙするといった取組が進めࡤ、ᮍ実施団体はもとより、᪤実施団体

もྵめて、ᗈく᭷┈なものとなࢁう。

としࡳのୖで、本検討部会では、ᮍ実施団体における検討をල体的に促すᯟ組ࡑ

て、例えࡤ、以下のような取組について㆟ㄽを行ったとこࢁである。ᮍ実施地域にお

いては、これもཧ⪃にして検討をຍ㏿㡬きたい。ే ࡴて、こうしたືきがに進ࡏ

よう、ไ度的なᚋᢲしについても、検討がᮃまれる。

ձ の検討࡚࠸ࡘ⏝㸦㹋㹁㸧༠㆟会➼のά࣮ࣝࣟࢺࣥࢥࣝ࢝ࢹ࣓

消防機関と医療機関との連ᦠによって、医Ꮫ的ほ点から、救急救ኈをྵࡴ救

急㝲ဨが行うᛂ急ฎ⨨等の㉁をಖ㞀する組ࡳとして、都道府県及び地域ࡈとに、

都道府県・市町村の消防関係者・衛生部局関係者や、医ᖌ会・救救急センター等

の救急医療の関係者等でᵓ成される「࣓デ࢝ルࢥンࣟࢺール（㹋㹁）༠㆟会」が

タ⨨されている。また、消防ἲ（ 23 年ἲᚊ第 186 号）第 35 ᮲の 5 では、消

防機関と医療機関の連ᦠを推進するための組ࡳ及び救急ᦙ送・ཷ入れのな

実施を図るためのルールとして、各都道府県は、「യ者のᦙ送及びയ者のཷ入

れの実施に関するᇶ‽」を定めなけれࡤならないとされており、ࡑの策定や

な㐠用・ᨵၿを行うための༠㆟のሙとして、この࣓デ࢝ルࢥンࣟࢺール༠㆟会

をά用している団体もከい。

救急安心センター事業が担っている「救急┦ㄯ・⥭急度ุ定」や「医療機関内」

というᙺは、消防機関及び医療機関をはࡌめとする関係者が᭷機的に連ᦠして

取り組ࡴきㄢ㢟である。また、「医療機関内」については≉に、ୖ記の「യ
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ᮍᐇᅋయࡿࡅ࠾検討のຍ㏿㛵ࡿࡍ࡞ពぢ

㹙ᮍᐇᅋయࡿࡅ࠾検討のຍ㏿㹛

・関心があるのは認知度のၥ㢟である。実施団体の市Ẹがすからく認知し、ά用できて

いるとこࢁから様々なㄢ㢟や効果が見えてきて、ࡑれがᮍ実施団体へのヰにつながっ

ていくだࢁう。

・実施団体から事業の≧ἣを発ಙしてもらいたい。事業を実施して᭷用だったということ

がࢃかれࡤ、ᮍ実施団体にも⤂でき、ࡑのఫẸにもᗈがっていくだࢁう。ࡑの意見を

ཷけて、行政ࢻࢧもືけるようになるのではないか。

・ఫẸの安心・安全にᑐする‶㊊度といったことが᭱⤊的に行政をືかすのではないか。

｢安心｣は┦ㄯ事業のྡ⛠の通りであるが、｢安全｣については、適切なάືにつながり、

㝔に行くことを㏞っているேのཷけ─となり、ఫẸのᗣಖᣢにつながっているこ

とが明確に࣓ࢵセーࢪとしてᒆけࡤ、ఫẸからも要ᮃが出てくるのではないか。

・ᠱᛕ㸻ࣁーࢻルについては、ࡑれをᡶᣔするような実施⮬体向けの導入と㐠Ⴀのᡭᘬ

き・ࢻ࢞のようなものをᥦ♧してあࡆられるとⰋいのだࢁうとᛮった。ຍえて、でき

れࣁࡤーࢻルを㉸える࣓ࣜࢺࢵがศかるように、行政ഃがᚓるもの（地域の医療㟂要の

ᢕᥱ・119からの㌿送等）などもྵめて記㍕できるとⰋいのではないか。

・本県では、救急医療の㝔の関係者や消防関係者、ಖᡤ関係者等でᵓ成され、救効

果向ୖに向けた༠㆟を日㡭から行ってきた「県࣓デ࢝ルࢥンࣟࢺール༠㆟会」を検討

のཷけ─として、導入のྍྰを検討してきた。

・消防ἲ第 35 ᮲の 5につ定される「യ者のᦙ送及びയ者のཷ入れの実施に関するᇶ

‽」は、救急㌴によりയ者を適正な医療機関にᦙ送するために、ணめཷ入れ医療機関

をࢬࣛࢦࢸ࢝しておくことが本᪨の㸯つだとᛮうが、さらに♯7119 を導入すること

により、医療機関内という形でも成果をாཷできるとの࣓ࣜࢺࢵがあると⪃えられ

る。このことは、ᮍ実施団体の導入にࡴけたື機付けにも結びつくのではないか。

・各都道府県で♯7119 をྵめた救急医療ᦙ送にᑐして、消防ഃと医療行政ഃ、あるいは

。こで会㆟するࡑ、ってࢃ地域の医ᖌ会がຍ、ࡤこに地域の医療者ということであれࡑ

ᑡなくともヰし合うというሙを、ࡦࡐ᪩急に㸯ᅇつくってもらって、ࡑこでヰし合って

もらうというのが極めて᭷効かとᛮう。

・これは、㟁ヰ┦ㄯだけのၥ㢟ではなく、地域の救急体ไ、医療ᥦ౪体ไのၥ㢟でもある。

本᮶は、都道府県の地域医療ᵓ・医療ィ画の中でしっかり検討すること。まࡎは、都

道府県全体の医療ィ画の中に⨨࡙けて、どのようにすきなのか⪃えるき。

・本県では、費用負担のㄢ㢟にᑐするゎỴ策として、「ࢫモールࢫターࢺ」の᥇用が、

きな⟅えであった。すなࡕࢃ、「実施方ᘧ」については、┤Ⴀ方ᘧよりもࢺࢫࢥ面でඃ

なእ部ጤク方ᘧを᥇用するとともに、「ᑐᛂ㛫」についても、平日とᅵ᭙の日中は

ᑐ㇟እとし、平日ኪ㛫と日᭙・⚃日をこの♯7119 でᑐᛂするということで、ᑐ㇟を㝈

定した。また、「ᅇ⥺ᩘ」もまࡎは㸯ᅇ⥺からጞめようではないかということで、これ

らを通ࡌて㐠Ⴀࢺࢫࢥをᢚえる方ᘧを取った。

・本市における入㟁件ᩘにᛂࡌた㐠用であったり、㓄⨨ᩘのㄪᩚであったりという⤒㦂か

らしても、一ᚊ的な 365 日・24 㛫の平たࢇな㐠用とࡎࡏに行うということは、ࢫࢥ

。をᒎ㛤するୖでも᭷用ではないかと⪃えるࢫࣅーࢧ面だけではなく、市Ẹにᒆくࢺ
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本検討部会は、ᮍ実施地域における導入に向けたㄢ㢟のᢳ出及びࡑのゎỴ方策を

中心に検討を行ってきたが、༢に事業を実施するだけでなく、事業の「㉁」、「౽ᛶ」

及び「効⋡ᛶ」の向ୖについても、ከくの意見が出された。᪤実施団体においてこの

ような事業のᗏୖࡆを図ることは、本事業⮬体の㨩ຊや効果を㧗めることに⧅がり、

。いては、ᮍ実施団体における導入のㄏᅉともなりᚓると⪃えるࡦ

この点について、救急安心センター事業（♯7119）担当者及び普及促進ࢨࣂࢻ

ー連絡会を通ࡌて῝᥀り㆟ㄽをいただいたとこࢁ、「いかに効⋡よくᩍ⫱・◊ಟ体ไ

を確❧していくかがㄢ㢟である」、「┦ㄯᑐᛂ者にồめられる᭱ప㝈ᚲ要なࣞ࣋ルが

どこなのか、ಶูのࢥールセンターẖにではなく、実施団体㛫で共᭷することも㔜

要ではないか」といった♧၀があり、実施団体においては、┦ㄯᑐᛂ者にᑐする「ᩍ

⫱・◊ಟ体ไのモデル化」がきなㄢ㢟となっていることなどが確認された。

消防庁では年度、♯7119 事業をእ部ጤクする㝿にά用ྍ⬟な「♯7119 用者等

からの意見にᑐするᑐᛂ」や「ᛂ⟅⋡のホ౯を行うためのᑐᛂ」に関する様書の例

をస成し、実施団体に♧しているが、ᚋはさらに、┦ㄯᑐᛂ者にᑐする適切なᩍ

⫱・◊ಟ体ไのᵓ⠏をはࡌめとして、本事業の「㉁」、「౽ᛶ」及び「効⋡ᛶ」を向

ୖさࡏるためのㄽ点をᖜᗈく┒り㎸ࢇだໟᣓ的な様書の例をస成する等のᑐᛂが

ᮃまれる。

ຍえて、連絡会では、「各実施団体が⨨かれている≧ἣはࡑれࡒれ␗なることから、

⌧ᅾ⮬らがどの実施ẁ㝵にあるのか的確にᢕᥱしたୖで、ࡑのẁ㝵で目指すきጼ

をしっかり࣓ーࢪしながら、ᚲ要な方策を検討することが㔜要ではないか」との

♧၀もあった。消防庁において㸴㸬（㸯）で㏙た「事業導入・㐠Ⴀのᡭᘬき/ࢻ࢞

。ン」のようなものをస成する㝿には、この点にも␃意することがᚲ要であるࣛ

ᚋ、๓㏙した「事業実施効果のศᯒ・明確化」のㄽ点とేࡏて、さらに検討が῝

められていくことをᮇᚅしたい。

♯7119事業導入からの発ᒎ࣓ーࢪ
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ᮍᐇᅋయࡿࡅ࠾検討のຍ㏿㛵ࡿࡍ࡞ពぢ

㹙ᮍᐇᅋయࡿࡅ࠾検討のຍ㏿㹛

・関心があるのは認知度のၥ㢟である。実施団体の市Ẹがすからく認知し、ά用できて

いるとこࢁから様々なㄢ㢟や効果が見えてきて、ࡑれがᮍ実施団体へのヰにつながっ

ていくだࢁう。

・実施団体から事業の≧ἣを発ಙしてもらいたい。事業を実施して᭷用だったということ

がࢃかれࡤ、ᮍ実施団体にも⤂でき、ࡑのఫẸにもᗈがっていくだࢁう。ࡑの意見を

ཷけて、行政ࢻࢧもືけるようになるのではないか。

・ఫẸの安心・安全にᑐする‶㊊度といったことが᭱⤊的に行政をືかすのではないか。

｢安心｣は┦ㄯ事業のྡ⛠の通りであるが、｢安全｣については、適切なάືにつながり、

㝔に行くことを㏞っているேのཷけ─となり、ఫẸのᗣಖᣢにつながっているこ

とが明確に࣓ࢵセーࢪとしてᒆけࡤ、ఫẸからも要ᮃが出てくるのではないか。

・ᠱᛕ㸻ࣁーࢻルについては、ࡑれをᡶᣔするような実施⮬体向けの導入と㐠Ⴀのᡭᘬ

き・ࢻ࢞のようなものをᥦ♧してあࡆられるとⰋいのだࢁうとᛮった。ຍえて、でき

れࣁࡤーࢻルを㉸える࣓ࣜࢺࢵがศかるように、行政ഃがᚓるもの（地域の医療㟂要の

ᢕᥱ・119からの㌿送等）などもྵめて記㍕できるとⰋいのではないか。

・本県では、救急医療の㝔の関係者や消防関係者、ಖᡤ関係者等でᵓ成され、救効

果向ୖに向けた༠㆟を日㡭から行ってきた「県࣓デ࢝ルࢥンࣟࢺール༠㆟会」を検討

のཷけ─として、導入のྍྰを検討してきた。

・消防ἲ第 35᮲の 5につ定される「യ者のᦙ送及びയ者のཷ入れの実施に関するᇶ

‽」は、救急㌴によりയ者を適正な医療機関にᦙ送するために、ணめཷ入れ医療機関

をࢬࣛࢦࢸ࢝しておくことが本᪨の㸯つだとᛮうが、さらに♯7119 を導入すること

により、医療機関内という形でも成果をாཷできるとの࣓ࣜࢺࢵがあると⪃えられ

る。このことは、ᮍ実施団体の導入にࡴけたື機付けにも結びつくのではないか。

・各都道府県で♯7119 をྵめた救急医療ᦙ送にᑐして、消防ഃと医療行政ഃ、あるいは

。こで会㆟するࡑ、ってࢃ地域の医ᖌ会がຍ、ࡤこに地域の医療者ということであれࡑ

ᑡなくともヰし合うというሙを、ࡦࡐ᪩急に㸯ᅇつくってもらって、ࡑこでヰし合って

もらうというのが極めて᭷効かとᛮう。

・これは、㟁ヰ┦ㄯだけのၥ㢟ではなく、地域の救急体ไ、医療ᥦ౪体ไのၥ㢟でもある。

本᮶は、都道府県の地域医療ᵓ・医療ィ画の中でしっかり検討すること。まࡎは、都

道府県全体の医療ィ画の中に⨨࡙けて、どのようにすきなのか⪃えるき。

・本県では、費用負担のㄢ㢟にᑐするゎỴ策として、「ࢫモールࢫターࢺ」の᥇用が、

きな⟅えであった。すなࡕࢃ、「実施方ᘧ」については、┤Ⴀ方ᘧよりもࢺࢫࢥ面でඃ

なእ部ጤク方ᘧを᥇用するとともに、「ᑐᛂ㛫」についても、平日とᅵ᭙の日中は

ᑐ㇟እとし、平日ኪ㛫と日᭙・⚃日をこの♯7119 でᑐᛂするということで、ᑐ㇟を㝈

定した。また、「ᅇ⥺ᩘ」もまࡎは㸯ᅇ⥺からጞめようではないかということで、これ

らを通ࡌて㐠Ⴀࢺࢫࢥをᢚえる方ᘧを取った。

・本市における入㟁件ᩘにᛂࡌた㐠用であったり、㓄⨨ᩘのㄪᩚであったりという⤒㦂か

らしても、一ᚊ的な 365 日・24 㛫の平たࢇな㐠用とࡎࡏに行うということは、ࢫࢥ

。をᒎ㛤するୖでも᭷用ではないかと⪃えるࢫࣅーࢧ面だけではなく、市Ẹにᒆくࢺ
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᪤ᐇᅋయࡿࡅ࠾ᴗのᗏୖࡆ㛵ࡿࡍ࡞ពぢ

㹙ᴗのࠕ㉁ࠖのྥୖ㹛

・「つながりやすさ」や、医ᖌのຓゝ体ไ・┦ㄯဨの◊ಟ体ไ・┦ㄯ内ᐜの検証体ไなど

「㉁」の向ୖに向けた取組もᚲ要。

・当市の導入ᚋのㄢ㢟として、࣏ンࢺは「ᛂ⟅⋡」、すなࡕࢃ、まࡎつながるのかどう

かというとこࡑ。ࢁして、「ࢥࢺࣟࣉルの⢭度」「㐠用の適切ᛶ」という、この３点を㔜

要だと⪃えている。

・♯7119 事業へのఫẸのಙ頼は、┦ㄯᑐᛂ者の㈨㉁によるとこࢁがきいので、ᑐᛂ者

向けの◊ಟを実施するᚲ要があるのではないか。

・実施団体においては事業の検証を定ᮇ的に行っており、ࡑれを踏まえ、ࢥࢺࣟࣉルのᨵ

ゞやࢫタࣇࢵのᩍ⫱・◊ಟ等にάかして、さらに安全ᛶを㧗めることをやっている。

・当市では、実㝿の┦ㄯᑐᛂをする┳ㆤᖌ等にはࣗࢽ࣐ルの用、◊ಟ、ᩍ⫱体ไにつ

いて事๓に取りỴめをࢃしている。事業の安全ᛶは㠀ᖖに㔜要なၥ㢟で、事業者との

ዎ⣙における様書においても事業検証のことを記㍕しておくᚲ要があるだࢁう。

・国が♯7119 事業のရ㉁管⌮のあり方を定め、ᮍ実施団体がࡑの検討に費やすປຊを᭱

ᑠ化することも、ᮍ実施団体が導入を๓向きに検討するୖで㔜要なのではないか。

・㟁ヰ┦ㄯ事業は、㡢ኌのࡳでุ᩿し、切㟁ᚋに࢛ࣟࣇーすることもྔࢃないため、より

安全を意㆑した㉁管⌮がᚲ㡲と⪃える。安全管⌮のあり方も、モデルᥦ♧して࣏ࣟࣉー

。ることがⰋいのではないかࡆでㄏ導してあࡳル入ᮐを່ዡしたりするなど、組ࢨ

・㉁の⥔ᣢはᚲ㡲であるし、ࢥࢺࣟࣉルのᨵゞも定ᮇ的にᚲ要になるであࢁうと⪃える。

全国のデータをとりまとめて 「Process」についてホ౯し、ࢥࢺࣟࣉルのᨵၿや┳ㆤᖌ

のᩍᮦస成などにά用していくᯟ組ࡳがᚋᚲ要になるとᛮう。

㹙ᴗのࠕ౽ᛶࠖのྥୖ㹛

・ఫẸにとって使いやすいࢧーࢫࣅとするためには、「Ꮡᅾを知っていること」、「使い方

を知っていること」等にຍえ、「ࢧーࢫࣅが実していること」が㔜要なのではないか。

。はྍ⬟か࣒ࢸࢫࢩ通ヰができるような࢜デࣅ・

る年㱋にᑐᛂできるよࡺのしやすさはᑐ㇟年㱋によりきく␗なるので、あらࢫセࢡ・

うな」ᩘのデࢫࣂを用意するᚲ要がある。
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㹙ᴗのࠕຠ⋡ᛶࠖのྥୖ㹛

・本県における費用負担のㄢ㢟にᑐするゎỴ策のきな⟅えが「ࢫモールࢫターࢺ」であ

った。

・365日・24 㛫の平たࢇな㐠用とࡎࡏ、入㟁件ᩘにᛂࡌた㐠用をしたり、㓄⨨ᩘのㄪᩚ

をしたりすることは、市Ẹにᒆくࢧーࢫࣅをᒎ㛤するୖでも᭷用ではないか。

のあり方については、財政的な面や地域の医療㟂⤥の面で㛫ᖏ「ࢺターࢫモールࢫ｣・

を⤠った効⋡的な㐠ႠはとてもⰋいとᛮうが、㉁のとこࢁはᅛめておくᚲ要があるだ

。うとᛮうࢁ

・AI をά用したࢲ࢞ンࢫを㛫に組ࡳ㎸ࡳこࡴ方ἲもあるのではないか。㖟行や⤥付㔠

も、Q㸤Aを AIにしている。ࢥールセンターで全てを⪺くのはኚなので、ࡑのᡭ๓を

機Ე化してしまう方ἲもあるのでは。

・財政ୖ᭱も負担となる、ே件費の中の┦ㄯဨを┳ㆤᖌだけでなく、救急救ኈ（≉に

௵用の救ኈ）をά用することでᅽ⦰が図られると⪃えられる。

・実施地域の取り組ࡳはཧ⪃となるが、㧗度なものもከいことから、全国ᒎ㛤を進めるた

めには、内ᐜのࣁーࢻルをᑡし下ࢩ、ࡆンࣉルにᩚ⌮した方が、ᮍ導入団体としては進

めやすくなるとᛮう。
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᪤ᐇᅋయࡿࡅ࠾ᴗのᗏୖࡆ㛵ࡿࡍ࡞ពぢ

㹙ᴗのࠕ㉁ࠖのྥୖ㹛

・「つながりやすさ」や、医ᖌのຓゝ体ไ・┦ㄯဨの◊ಟ体ไ・┦ㄯ内ᐜの検証体ไなど
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・当市の導入ᚋのㄢ㢟として、࣏ンࢺは「ᛂ⟅⋡」、すなࡕࢃ、まࡎつながるのかどう

かというとこࡑ。ࢁして、「ࢥࢺࣟࣉルの⢭度」「㐠用の適切ᛶ」という、この３点を㔜

要だと⪃えている。

・♯7119 事業へのఫẸのಙ頼は、┦ㄯᑐᛂ者の㈨㉁によるとこࢁがきいので、ᑐᛂ者
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・実施団体においては事業の検証を定ᮇ的に行っており、ࡑれを踏まえ、ࢥࢺࣟࣉルのᨵ

ゞやࢫタࣇࢵのᩍ⫱・◊ಟ等にάかして、さらに安全ᛶを㧗めることをやっている。

・当市では、実㝿の┦ㄯᑐᛂをする┳ㆤᖌ等にはࣗࢽ࣐ルの用、◊ಟ、ᩍ⫱体ไにつ

いて事๓に取りỴめをࢃしている。事業の安全ᛶは㠀ᖖに㔜要なၥ㢟で、事業者との

ዎ⣙における様書においても事業検証のことを記㍕しておくᚲ要があるだࢁう。

・国が♯7119 事業のရ㉁管⌮のあり方を定め、ᮍ実施団体がࡑの検討に費やすປຊを᭱

ᑠ化することも、ᮍ実施団体が導入を๓向きに検討するୖで㔜要なのではないか。

・㟁ヰ┦ㄯ事業は、㡢ኌのࡳでุ᩿し、切㟁ᚋに࢛ࣟࣇーすることもྔࢃないため、より

安全を意㆑した㉁管⌮がᚲ㡲と⪃える。安全管⌮のあり方も、モデルᥦ♧して࣏ࣟࣉー

。ることがⰋいのではないかࡆでㄏ導してあࡳル入ᮐを່ዡしたりするなど、組ࢨ

・㉁の⥔ᣢはᚲ㡲であるし、ࢥࢺࣟࣉルのᨵゞも定ᮇ的にᚲ要になるであࢁうと⪃える。

全国のデータをとりまとめて 「Process」についてホ౯し、ࢥࢺࣟࣉルのᨵၿや┳ㆤᖌ

のᩍᮦస成などにά用していくᯟ組ࡳがᚋᚲ要になるとᛮう。

㹙ᴗのࠕ౽ᛶࠖのྥୖ㹛

・ఫẸにとって使いやすいࢧーࢫࣅとするためには、「Ꮡᅾを知っていること」、「使い方

を知っていること」等にຍえ、「ࢧーࢫࣅが実していること」が㔜要なのではないか。

。はྍ⬟か࣒ࢸࢫࢩ通ヰができるような࢜デࣅ・

る年㱋にᑐᛂできるよࡺのしやすさはᑐ㇟年㱋によりきく␗なるので、あらࢫセࢡ・

うな」ᩘのデࢫࣂを用意するᚲ要がある。
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ࡵࡲ

本検討部会では、救急安心センター事業の普及に向けたこれまでの取組をり㏉るとと

もに、ᮍ実施団体（都道府県、௦⾲消防本部等）へのンࢣーࢺㄪᰝや、実施団体及びᮍ実

施団体を௦⾲した㸲⮬体へのࣜࣄンࢢ等を通ࡌて、本事業の全国ᒎ㛤に向けゎỴす

きㄢ㢟を㸴㡯目にᩚ⌮したୖで、ࡑれࡒれにᑐして⪃えられるゎỴ策を検討してきた。

まࡎ、｢事業実施のᚲ要ᛶのᩚ⌮（事業実施効果のศᯒ・明確化）｣に関しては、ᚑ᮶か

らの｢救急㌴の適正用（適・適切な用）｣、｢救急医療機関のཷデの適正化｣及び｢ఫẸ

への安心・安全のᥦ౪｣という３つのほ点にຍえ、㧗㱋化及びேཱྀ減ᑡの進ᒎや♫会⎔ቃの

ኚ化といった「௦のኚ化へのᑐᛂ｣及び｢᪂ᆺ࢘ࢼࣟࢥルࢫឤᰁをዎ機とした᪂しい

生ά様ᘧの実施｣という㸰つのほ点からも、本事業にᐤࡏられるᮇᚅや㔜要ᛶの㧗まりを確

認することができた。本事業の全国ᒎ㛤に向けては、実施効果のศᯒ・明確化をさらにᢲし

進めるとともに、⌧ሙならではのẼ࡙きやᕤኵについても㞟し、結果をศかりやすくᩚ⌮

のうえ、ᗈく普及ၨ発することがྍḞであり、ᚋも⥅⥆的な検討をᮇᚅしたい。

次に、｢事業の実施地域、実施主体、財政ᥐ⨨のあり方｣に関しては、消防庁のこれまでの

⪃え方をᨵめてᩚ⌮したୖで、実施地域における実㝿の実施主体や財政負担の⌧ἣ、消防救

急及び救急医療に関ࢃる関係ἲ௧のつ定などを踏まえ、⢭ຊ的な㆟ㄽを㔜ࡡてきた。この結

果、実施主体のあり方については、一⩏的・画一的に定めるきものではなく、ཎ๎、各地

域の実に௵ࡏてጤࡡるということではないかとの結ㄽに⮳った。ࡑのୖで、財政ᥐ⨨のあ

り方については、ᚋ、各地域でࡑれࡒれの実にᛂࡌて㑅ᢥされた実施主体に生ࡎるᚲ要

な財政負担にᑐして、「実効ᛶある適切な財政ᥐ⨨の実⌧をᙉくᮇᚅする」との本検討部会

の㆟ㄽも踏まえて、௧３年度地方財政ᥐ⨨に係る༠㆟・ㄪᩚがなされた結果、௧３年度

からは、⌧行のᥐ⨨を見┤し、都道府県ཪは市町村の財政負担にᑐして、᪂たに≉ู付⛯

ᥐ⨨がㅮࡌられることとなった。このことは、ᮍ実施団体における本事業の᪩ᮇ導入に向け

て、㠀ᖖにきな㏣い㢼となるものと⪃えており、ホ౯したい。

また、｢関係機関・事業との連ᦠ、┦ㄯဨ及びጤク事業者の確ಖ方策｣、｢㢮ఝの▷⦰ࢲ

ࣖルとの関係、ᢏ⾡的ㄢ㢟へのᑐᛂ｣及び｢事業の普及ၨ発・認知度向ୖのための方策｣に関

しても、ࡑれࡒれ実した㆟ㄽを進め、一定のᩚ⌮を行うことができた。」ᩘのጤဨからは、

本検討部会の検討≧ἣ等について、SNSを通ࡌた積極的な報発ಙもࣜルタ࣒で図られ

たとこࢁであり、ここに⤂したい。

᭱ᚋに、｢ᮍ実施団体における検討のຍ㏿、᪤実施団体における事業のᗏୖࡆ｣に関しては、

先行実施団体の取組をཧ⪃に、検討をጞめるきっかけ࡙くりとなる㑅ᢥ⫥を」ᩘ♧すこと

ができた。また、本事業の導入⮬体がࢦールではなく、導入ᚋにおいても｢㉁｣、｢౽ᛶ｣及

び｢効⋡ᛶ｣の向ୖといったほ点から事業のᗏୖࡆを図ることは、用者ഃの視点から極め

て㔜要であるほか、㨩ຊや効果の面で本事業にさらなるගがᕪし、ᮍ実施団体における導入

のㄏᅉともなりᚓると⪃える。ᚋ、さらに検討が῝められていくことをᮇᚅしたい。

以ୖのとおり、ᅇ、本報告書のとりまとめという形で、本検討部会として一定の結ㄽを

見出すことができたが、本検討部会の検討の進ᒎにᛂするような形で、」ᩘのᮍ実施団体

において、事業導入に向けたල体的検討のືきが進ࡳ出していることが確認されている。
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ᚋもこのὶれが㏵切れることなく、本検討部会の目的である「日本全国どこにいても♯

7119 ␒が⧅がる体ไ」、すな7119♯ࡕࢃ 事業の全国ᒎ㛤の実⌧に向けた関係者のດຊがⰼ

㛤き、ᮍ実施団体における♯7119事業の導入が一ᒙ進ࢇでいくことをᙉく♳ᛕする。
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ࡵࡲ

本検討部会では、救急安心センター事業の普及に向けたこれまでの取組をり㏉るとと

もに、ᮍ実施団体（都道府県、௦⾲消防本部等）へのンࢣーࢺㄪᰝや、実施団体及びᮍ実

施団体を௦⾲した㸲⮬体へのࣜࣄンࢢ等を通ࡌて、本事業の全国ᒎ㛤に向けゎỴす

きㄢ㢟を㸴㡯目にᩚ⌮したୖで、ࡑれࡒれにᑐして⪃えられるゎỴ策を検討してきた。

まࡎ、｢事業実施のᚲ要ᛶのᩚ⌮（事業実施効果のศᯒ・明確化）｣に関しては、ᚑ᮶か

らの｢救急㌴の適正用（適・適切な用）｣、｢救急医療機関のཷデの適正化｣及び｢ఫẸ

への安心・安全のᥦ౪｣という３つのほ点にຍえ、㧗㱋化及びேཱྀ減ᑡの進ᒎや♫会⎔ቃの

ኚ化といった「௦のኚ化へのᑐᛂ｣及び｢᪂ᆺ࢘ࢼࣟࢥルࢫឤᰁをዎ機とした᪂しい

生ά様ᘧの実施｣という㸰つのほ点からも、本事業にᐤࡏられるᮇᚅや㔜要ᛶの㧗まりを確

認することができた。本事業の全国ᒎ㛤に向けては、実施効果のศᯒ・明確化をさらにᢲし

進めるとともに、⌧ሙならではのẼ࡙きやᕤኵについても㞟し、結果をศかりやすくᩚ⌮

のうえ、ᗈく普及ၨ発することがྍḞであり、ᚋも⥅⥆的な検討をᮇᚅしたい。

次に、｢事業の実施地域、実施主体、財政ᥐ⨨のあり方｣に関しては、消防庁のこれまでの

⪃え方をᨵめてᩚ⌮したୖで、実施地域における実㝿の実施主体や財政負担の⌧ἣ、消防救

急及び救急医療に関ࢃる関係ἲ௧のつ定などを踏まえ、⢭ຊ的な㆟ㄽを㔜ࡡてきた。この結

果、実施主体のあり方については、一⩏的・画一的に定めるきものではなく、ཎ๎、各地

域の実に௵ࡏてጤࡡるということではないかとの結ㄽに⮳った。ࡑのୖで、財政ᥐ⨨のあ

り方については、ᚋ、各地域でࡑれࡒれの実にᛂࡌて㑅ᢥされた実施主体に生ࡎるᚲ要

な財政負担にᑐして、「実効ᛶある適切な財政ᥐ⨨の実⌧をᙉくᮇᚅする」との本検討部会

の㆟ㄽも踏まえて、௧３年度地方財政ᥐ⨨に係る༠㆟・ㄪᩚがなされた結果、௧３年度

からは、⌧行のᥐ⨨を見┤し、都道府県ཪは市町村の財政負担にᑐして、᪂たに≉ู付⛯

ᥐ⨨がㅮࡌられることとなった。このことは、ᮍ実施団体における本事業の᪩ᮇ導入に向け

て、㠀ᖖにきな㏣い㢼となるものと⪃えており、ホ౯したい。

また、｢関係機関・事業との連ᦠ、┦ㄯဨ及びጤク事業者の確ಖ方策｣、｢㢮ఝの▷⦰ࢲ

ࣖルとの関係、ᢏ⾡的ㄢ㢟へのᑐᛂ｣及び｢事業の普及ၨ発・認知度向ୖのための方策｣に関

しても、ࡑれࡒれ実した㆟ㄽを進め、一定のᩚ⌮を行うことができた。」ᩘのጤဨからは、

本検討部会の検討≧ἣ等について、SNSを通ࡌた積極的な報発ಙもࣜルタ࣒で図られ

たとこࢁであり、ここに⤂したい。

᭱ᚋに、｢ᮍ実施団体における検討のຍ㏿、᪤実施団体における事業のᗏୖࡆ｣に関しては、

先行実施団体の取組をཧ⪃に、検討をጞめるきっかけ࡙くりとなる㑅ᢥ⫥を」ᩘ♧すこと

ができた。また、本事業の導入⮬体がࢦールではなく、導入ᚋにおいても｢㉁｣、｢౽ᛶ｣及

び｢効⋡ᛶ｣の向ୖといったほ点から事業のᗏୖࡆを図ることは、用者ഃの視点から極め

て㔜要であるほか、㨩ຊや効果の面で本事業にさらなるගがᕪし、ᮍ実施団体における導入

のㄏᅉともなりᚓると⪃える。ᚋ、さらに検討が῝められていくことをᮇᚅしたい。

以ୖのとおり、ᅇ、本報告書のとりまとめという形で、本検討部会として一定の結ㄽを

見出すことができたが、本検討部会の検討の進ᒎにᛂするような形で、」ᩘのᮍ実施団体

において、事業導入に向けたල体的検討のືきが進ࡳ出していることが確認されている。
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